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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２９年２月２４日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の
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議案第２号 名寄市情報公開条例の一
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例及び名寄市新規就農者等に関する条
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日程第11 議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて
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日程第13 議案第１２号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３
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日程第14 議案第１３号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１４号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第17 議案第１６号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１７号 平成２８年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２８年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算

１．本日の会議に付した事件

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について

議案第２号 名寄市情報公開条例の一

部改正について

議案第３号 名寄市個人情報保護条例

等の一部改正について
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日程第10 議案第９号 名寄市農業・農村振興条

例及び名寄市新規就農者等に関する条

例の一部改正について

日程第11 議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第12 議案第１１号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第13 議案第１２号 平成２８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

日程第14 議案第１３号 平成２８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第１４号 平成２８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第17 議案第１６号 平成２８年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第18 議案第１７号 平成２８年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第１８号 平成２８年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第20 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算

議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員
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１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２９

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１７日まで

の２２日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

７日までの２２日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより平

成２９年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成２９年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成２９年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

まもなく合併から１２年目を迎え、私が、市長

として２期目の任を担わせていただいてから３年

が過ぎようとしています。

昨年は、旧風連町と旧名寄市が合併して１０年

という大きな節目を迎え、また、名寄市立大学に

おいては、開学１０周年を迎えることができまし

た。

平成２９年度は、このたび策定いたしました第

２次総合計画を中心に、今後１０年、本市の目指

すべき姿に近づいていけるよう、さらにその先も

見据え、多くの市民の皆様とともに課題を解決し、

明るく元気なまちづくりを進めてまいります。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「民間会社的発想での行財政運営」

についてです。

人口減少、普通交付税の段階的な縮減などによ

り、今後も厳しい財政状況が続くと想定されると

ころ、明確な政策目標を立て、コスト意識を持ち、

適切な事業の選択・健全な財政運営を行う必要が

あります。

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略や、第

２次総合計画において新たに掲げた３つの重点プ

ロジェクトにおいては、成果指標（ＫＰＩ）を掲

げ、ＰＤＣＡサイクルの中で進捗管理を行い、施

策を磨き上げてまいります。

また、持続可能なまちづくりを推進するため、

昨年「名寄市公共施設等総合管理計画」を策定し、

平成４７年度までに公共施設の総延床面積を１３

パーセント削減する目標値を設定しました。目標

達成に向け、住みやすく、効率的なまちづくりを

着実に進めてまいります。

二点目は、「さらなる市民参加とよりわかりや

すい行政運営・情報公開」についてです。

まちづくりの主体は市民であり、主体的、能動

的にまちづくりに参加することが大切であるとす

る「名寄市自治基本条例」に基づき、パブリック

・コメントや各種説明会などを通じ、市民との意

見交換やその反映に努めています。

三点目は、「地域の宝・財産・特色に徹底的に
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こだわったスケールの大きなまちづくり」につい

てです。

昨年末に改定された国のまち・ひと・しごと創

生総合戦略においても、地域を担う人材育成・知

の拠点としての地方大学の振興が掲げられたとこ

ろです。まさに地域の宝・財産・特色である名寄

市立大学を活用し、道北地域の知の拠点・名寄市

の財産の一つとして環境整備を進めるとともに、

地域と連携した事業を推進してまいります。

また、「冬季スポーツの拠点化」にも取り組ん

でおり、合宿・大会などの誘致も増加し、雪・寒

さを強みとした取組が形になろうとしています。

本市の「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の目的で

ある「雪や寒さを活かして、冬の生活をより暮ら

しやすく、楽しいものにすること」を推進するた

め、市民の皆様と協力し一体となり、継続して取

り組み、活力あるまちづくりを進めてまいります。

私は、この三つの基本的な考え方のもと、新た

な総合計画を施策の基本としながら、市民の皆様

との協働により、効果的、効率的、持続可能なま

ちづくりを推進し、この名寄をこれからも住み続

けたいと思っていただけるまちにするため、全力

で取り組んでまいります。

平成２９年度の予算編成

次に、平成２９年度の予算編成について申し上

げます。

本市の平成２９年度各会計予算は、多くの市民

の意見を踏まえて策定した第２次総合計画の将来

像の実現に向け、確実な一歩を踏み出すためにも、

健全な財政を基調としながら、第２次総合計画の

重点プロジェクトや総合戦略を中心とした様々な

施策や事業の展開、さらには未来への投資を着実

に実施していくことなどの基本的な考え方のもと、

また、平成２８年度における地方創生のさらなる

深化に対する国の補正予算なども活用し、予算編

成をいたしました。

主な事業については、ハード事業では北斗・新

北斗公営住宅建設事業、名寄市立大学保健福祉学

部再編事業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等

改築事業などを、また、ソフト事業では要介護高

齢者への紙おむつ用ごみ袋支給事業、町内会と連

携し、より快適な除排雪体制の構築を目指すレン

タル＆ゴー事業のほか、総合計画の重点プロジェ

クトの推進として、不妊治療に要する費用の一部

を助成する特定不妊治療費助成事業、新規就農者

や農業後継者の円滑な就農を支援する農業担い手

支援事業、冬季スポーツによる地域活性化を図る

冬季スポーツ拠点化事業などの事業を盛り込みま

した。

これにより、一般会計の予算案は、前年度比

７パーセント減の２２１億 ９３６万１千円とな

りました。

また、６つの特別会計予算案は前年度比 ３パ

ーセント減の８２億 ８６６万６千円、企業会計

予算案は前年度とほぼ同額の１２８億 ４０４万

９千円、全会計の総額では前年度比 ４パーセン

ト減の４３２億 ２０７万６千円となりました。

財源調整として、財政調整基金で５億 ００３

万４千円の取崩しを、また、老朽化した公共施設

設備の更新などに係る事業の財源として、公共施

設整備基金で２億８００万円の取崩しを計上しま

したが、今後の起債償還に備え、減債基金の積み

立てを行い、将来の財政健全化を視野に入れた予

算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組むとともに、財政

規律を遵守し、健全な財政運営に努めてまいりま

す。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

次に、地方創生について申し上げます。

地方創生に関する施策を具現化するために、国

による財政面の支援として、これまで様々な地方

創生関連交付金を活用するとともに、人材面の支

援では地方創生人材支援制度で財務省から松岡参

事監をお迎えし、「名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の着実な推進に向け尽力いただいて
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引き続き、地方創生のさらなる深化のため、意

欲と熱意をもって取組を推進してまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

協働のまちづくりを進める上で最も重要な組織

である町内会については、住みよい地域社会を築

くため、財政的・人的支援や加入促進に向けた啓

発など、その活動に対する積極的な支援を継続し

てまいります。また、町内会相互の連携を図るた

め、町内会連合会に対する支援も継続してまいり

ます。

さらに、単位町内会の枠を超えた活動などに取

り組んでいただいている地域連絡協議会について

は、地域特性を活かしたより良いまちづくりを推

進するため、地域の自主性と自発性を尊重した活

動の支援を継続するとともに、地域の持続的な発

展を促すことのできる地域コミュニティ確立に向

け、地域連絡協議会の活性化を図り、地域自治の

向上及び市民主体のまちづくりを推進してまいり

ます。

また、「名寄の冬を楽しく暮らす条例」の理念

をまちづくりに反映させていくため、名寄市利雪

親雪推進市民委員会との連携を図り、地域におけ

る利雪・親雪の取組を推進するとともに、情報発

信などを通じ、意識啓発及び取組の周知を図って

まいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

昨年４月から施行された名寄市男女共同参画推

進条例に基づき策定を進めている「第２次名寄市

男女共同参画推進計画」については、市民で組織

された名寄市男女共同参画推進委員会の検討を踏

まえ、パブリック・コメントを実施し年度内の策

定を予定しているところです。

今後、この第２次計画の推進にあたり、市はも

とより市民をはじめ、各種団体や企業、各関係機

関が、それぞれの役割を果たすとともに連携を図

りながら、引き続き男女共同参画社会の実現に向

け、積極的に取組を進めてまいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２７年１０月に社会保障・税番号制度が施

行され、多くの住民情報を扱う地方自治体に対し、

情報セキュリティの抜本的な強化が求められたこ

とから、当市においては関係する部署で組織する

セキュリティ会議の中でその対策及び適正な管理

運用について検討し、国の指針に沿ったシステム

改修やセキュリティ対策を講じてまいりました。

現在は、本年７月から始まる国の情報提供ネッ

トワークシステムを活用した各行政機関による情

報連携に向けて、準備を進めているところです。

今後も引き続き、情報セキュリティ対策の強化

に取り組み、より強固な態勢で個人情報の保護に

努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、山形県鶴岡市、東京都杉

並区との交流において、人的交流や特産品販売な

ど、さらに充実した交流となるよう推進してまい

ります。

ふるさと会については、会員相互や本市とのさ

らなる交流の推進に努めるほか、本市からの情報

発信や会員拡大などへの支援を通じて、活動の充

実が図られるよう連携を強化してまいります。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイから交換学生を受け入れる

とともに、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市か

ら訪問団を迎えることにより、これまで育んでき

た交流の絆をさらに深めるよう支援してまいりま

す。

さらに、台湾との交流については、中学生によ

る野球を通じた交流や高校生の教育旅行の受入を

行うなど、国際感覚豊かな青少年の育成や交流人

口の拡大に努めてまいります。

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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交流居住の推進については、本市の魅力や生活

環境の良さを知っていただくため、風連地区に

「お試し移住住宅」を２棟整備し維持管理を行っ

ていますが、移住を希望するより多くの方々に本

市の住みよさを実感してもらえるよう、昨年、名

寄地区の市街地にも「お試し移住住宅」を整備い

たしました。今後とも、本市の魅力について様々

な媒体を通じた情報発信を行うことにより、道内

外からより多くの方々に訪れていただけるよう取

組を進めてまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

北海道では、北海道命名から１５０年を迎える

平成３０年に合わせて、記念事業に向けた新たな

組織を立ち上げて取組を始めました。

１１市町村で構成する「テッシ・オ・ペッ賑わ

い創出協議会」においては、天塩川周辺地域が北

海道の命名者とされる「松浦武四郎」とのゆかり

が深いことに加え、出身地である三重県松阪市と

の連携事業がすでに実施されていることから、構

成市町村における独自事業が開催されるようイニ

シアチブを取るとともに、北海道と連携しながら、

記念事業への取組を進めているところです。

引き続き、北海道遺産である天塩川を軸とした

地域連携を行うとともに、地域の魅力を内外に情

報発信しながら交流人口の拡大に努めてまいりま

す。

次に、定住自立圏について申し上げます。

平成２３年に名寄市、士別市を複眼型中心市と

する１３の市町村間において、北・北海道中央圏

域定住自立圏形成協定を締結し圏域を形成すると

ともに、「定住自立圏共生ビジョン」に基づき広

域連携事業を推進してきました。

平成２８年１２月、医療・福祉分野におけるさ

らなる連携を行うため、定住自立圏形成協定の一

部変更を行い、平成２９年度からは「定住自立圏

共生ビジョン」に掲載する施策・事業に成果指標

（ＫＰＩ）を設定することで、達成状況などを踏

まえた施策・事業のＰＤＣＡサイクルを構築し、

広域連携事業の着実な推進を図ってまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

平成１９年２月に「新・名寄市行財政改革推進

計画」を策定以降、推進項目の検証と見直しを行

い、効果・効率的な行政運営に努めてまいりまし

た。現在、平成２９年度以降の新たな推進計画の

策定を行っており、自主財源の確保策としても有

効な施策であるふるさと応援寄附制度の見直しな

どによる持続可能な財政運営の推進をはじめ、本

計画に基づき引き続き効率的な行財政運営に取り

組んでまいります。併せて、公共施設の使用料の

見直しなど、公平・公正な受益者負担についても

適正化を図ってまいります。

また、これまでの組織のスリム化や急激な世代

交代により、職員の人材育成が急務になってきて

いることから、「新・名寄市人材育成基本方針」

に基づき、職員研修の充実や適正な人事管理に取

り組み、職員の意識改革や資質向上のため、職種

・職階に応じた研修や政策形成能力の養成に向け

た取組を進めていくとともに、平成２９年度にお

いても、地域活性化センター、北海道経済産業局、

北海道への職員派遣を継続するほか、新たに姉妹

都市である山形県鶴岡市との相互人事交流を実施

し、知識・経験豊富な人材の育成に努めてまいり

ます。

平和行政の推進

次に、平和行政の推進について申し上げます。

当市においては、平成１９年３月に制定した

「非核平和都市宣言」の趣旨にのっとり、これま

で平和首長会議や日本非核宣言自治体協議会への

加盟をはじめ、各種事業の実施や民間団体などが

行う事業との連携を図りながら、恒久平和を念願

し平和の尊さを市民と共有してきました。

今後は、これまで取り組んできた事業の内容や

資料などを、市ホームページに新たに項目を設け

て掲載することで、より積極的に情報発信を行っ
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てまいります。

“市民みんなが安心して健やかに暮らせるまち

づくり”

健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１（第２

次）」に基づき、特定健診や各種がん検診の受診

率向上を図り、生活習慣病の発症予防と合併症や

症状の進展などの重症化予防の徹底、乳幼児期か

ら高齢期まで生涯を通じた健康づくりを推進する

ことで、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指

します。

また、市民の主体的な健康づくりを促進するた

め、引き続き「なよろ健康マイレージ事業」を実

施してまいります。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで切

れ目ない支援体制の充実を図るとともに、平成２

９年度から新たに「名寄市特定不妊治療費助成事

業」を開始し、不妊に悩む夫婦に対して、高額と

なっている治療費用の一部を助成し、経済的負担

の軽減を図ってまいります。

感染症予防については、予防に関する正しい知

識の普及啓発や予防接種の充実を図り、感染症予

防の推進に努めてまいります。

地域医療の充実

次に、地域医療の充実について申し上げます。

市立総合病院の平成２９年度の診療体制につい

ては、新たに総合内科を開設するなど、市民や圏

域の皆様が利用しやすい体制の整備を進めてまい

ります。

医師の配置については、減員となっていた麻酔

科に旭川医科大学から、増員を要望していた泌尿

器科に北海道大学から、それぞれ常勤医師の派遣

が予定されているほか、北海道医師養成確保修学

資金制度による「地域枠」の医師３人が配置され

る予定であり、さらに充実した診療体制となる見

込みとなっています。

加えて、６人の定員で募集をしていた初期臨床

研修医については、マッチングシステムで決定さ

れた６人の１年次研修医を採用する予定であり、

協力型や２年次の研修医と合わせて１４人が当院

で研鑽することとなっています。

新名寄市病院事業改革プランの取組については、

平成３０年度から地方公営企業法の全部適用に移

行する計画であり、本年は条例改正などの準備作

業に取り組んでまいります。

院内保育所については、昨年１２月に新しい保

育所での保育を開始し、２月１日からは新たに給

食の提供を開始したほか、４月からの２４時間保

育の開始に向けた準備を進めており、保育士の確

保を行ったところです。

今後とも、道北第３次保健医療福祉圏の地方セ

ンター病院として、医療スタッフの人材確保に努

めるとともに、圏域内の限られた医療資源を最大

限に活用して、引き続き地域の病院や診療所と連

携し、診療・看護体制の充実を図ってまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、昨年１０月にファミリ

ー・サポート・センター事業を開始し、子育て環

境の向上に努めてまいりました。

平成２９年度は、さらなる子育て支援を推進す

るため、子育て支援活動を実施する団体への補助

事業の開始に向け準備を進めてまいります。

幼児教育・保育については、平成２９年４月か

ら１つの幼稚園が認定こども園となり開園し、１

号・２号認定された子どもの保育を実施すること

となります。引き続き、関係機関と連携を図り、

市内各園の支援を実施してまいります。

また、平成２７年度からスタートした「名寄市

子ども・子育て支援事業計画」については、引き

続き計画に盛り込まれた事業の実効性の確保に努

めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。
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平成２９年度から始まる「第２期名寄市地域福

祉計画」に基づき、こども、高齢者、障がい者な

ど、全ての市民が安心して健やかに暮らしていく

ことができる「自立と共生」の地域社会づくりを

推進してまいります。

また、施設整備について、地域福祉の総合的な

拠点施設である総合福祉センターの屋上防水改修

工事を、本年７月頃に行う予定となっています。

高齢者福祉の推進

次に、高齢者福祉の推進について申し上げます。

平成２９年度は「名寄市第６期高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画」の最終年度にあた

り、計画に基づく事業の推進を図るとともに、高

齢者の方々が住み慣れた地域において自分らしい

生活を続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの構築に向け取組を進めてまいります。

平成２９年度から事業開始となる「介護予防・

日常生活支援総合事業」については、従来の介護

予防給付のサービスからの移行をスムーズに行っ

ていくとともに、新たに「通いの場」を主催する

団体や個人への支援を行う「地域介護予防活動支

援事業」を実施しながら、生活支援サービスの拡

充に向け、名寄市生活支援等サービスネットワー

ク会議での検討を継続してまいります。

また、在宅で生活をされている要介護高齢者へ

の経済的支援として、要介護３以上の高齢者への

紙おむつ用ごみ袋の支給を実施し、本年４月以降

速やかに対象者に配布できるように対応を進めて

まいります。

さらに、屋根雪おろしに対する安全確保対策と

して、低所得者向けに屋根雪おろし費用の助成を

実施してまいります。

喫緊の課題である介護職員の確保については、

介護職員初任者研修受講費用の助成、資格保持者

に対する就職支度金の助成を継続するともに、介

護職員の定着・確保に向けた対策事業に取り組ん

でまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が、住み慣れたこの地域で安心して健

やかに暮らせるよう、「第２次名寄市障がい者福

祉計画」「第４期名寄市障がい福祉実施計画」に

基づき、円滑な福祉サービスの提供に努めていま

す。平成２９年度は、両計画とも最終年度となる

ことから、障がい福祉行政及びサービス提供体制

に関する検討を行い、それぞれ次期計画の策定を

行ってまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険は、国民皆保険制度の根幹として

重要な役割を果たしていますが、財政基盤が脆弱

であるという構造的な問題を抱えており、加えて

高齢化の進展や医療の高度化などにより、市町村

で安定した運営を行うことが難しい状況となって

います。

このような中で、平成３０年度から国民健康保

険の都道府県単位化が始まり、都道府県が安定的

な財政運営や効率的な事業運営のための責任主体

となり、市町村は北海道が示す納付金を納めるた

めの賦課・徴収業務、医療費の適正化に向けた保

健事業など、地域におけるきめ細やかな事業を引

き続き担うことになります。

納付金の額については、今後確定となりますが、

市民の皆様の関心も高く、引き続き丁寧な市民周

知を図る一方、納付金の算定には所得や医療費の

水準などが反映されることから、今後も医療費の

適正化に努めるとともに、国や北海道に対して確

実な財政支援の実施と納付金算定における負担の

軽減を求めてまいります。

“自然と調和した環境にやさしく快適で安全安

心なまちづくり”

循環型社会の形成

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会の形成の実現

には、市民や事業者が自らごみの発生抑制と減量
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化、資源化を図ることが重要なことから、再生資

源集団回収事業、段ボールコンポストの普及、古

着や廃食用油の拠点回収のほか、使用済み小型家

電の回収推進、適正な分別排出に向けた周知活動

に取り組んでまいります。

広域最終処分場の建設については、平成３０年

４月供用開始に向け、浸出水処理施設建設工事及

び埋立処分地施設建設工事を名寄地区衛生施設事

務組合により進めてまいります。

消防

次に、消防について申し上げます。

防火対策については、火災から大切な命を守る

ため、一般世帯や高齢者世帯への防火訪問を実施

し、町内会、女性防火クラブ、消防団などと連携

した住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理を

行い、火災による死者の発生抑止に努めてまいり

ます。

消防体制については、地域防災力の中核を担う

消防団との連携を強化し、地域住民の安全安心の

確保を図ってまいります。

また、火災、交通事故、自然災害など様々な救

助事案に対応できる救助工作車の導入を図り、消

防力の充実強化に努めてまいります。

防災対策の充実

次に、防災対策の充実について申し上げます。

自然災害の激化に対する防災対策については、

「減災」の考え方に基づき、国の「水防災意識社

会再構築ビジョン」により、関係機関と連携した

防災活動を推進してまいります。

また、住民の確実な避難のため、自助及び地域

の共助力の向上を柱とした住民の防災意識の高揚、

自主防災組織及び防災リーダーの育成を図ってま

いります。

このほか、農村地域などに対しては、忠烈布ダ

ムや西風連ダムによる地震被害を想定したハザー

ドマップを作成し、対象地域住民に周知などを行

ってまいります。

次に、これまで被災地支援事業として実施して

きた南相馬市児童受入事業の「夏季林間学校」に

ついては、平成２９年度から南相馬市の復興を見

据え「復興元気事業」として実施し、防災・科学

をテーマとして交流を行うほか、双方向の交流事

業として実施してまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

昨年、市道交差点の事故により１人の尊い命が

犠牲となりました。こうした痛ましい事故の再発

防止に向け、市民一人ひとりが積極的に交通安全

ルールや、思いやりのある交通マナーを遵守され

るよう、関係機関・団体などと緊密に連携しなが

ら、市民の交通安全意識の高揚を図ってまいりま

す。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室の参加促進、高齢者への夜光反射材の配布

など、交通事故の根絶に向けた運動と周知活動に

取り組んでまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

本市では、不審者による声かけやつきまといな

ど、子どもや女性を狙った事案が報告されていま

す。犯罪のない安全安心な地域づくりを目指し、

地域住民や関係機関・団体などと情報を共有し、

防犯対策や防犯意識の高揚を図ります。

また、空家等対策については、市内全域の空家

の把握に努めるとともに、名寄市空家等対策計画

に基づき、所有者自らによる適切な管理や宅地建

物取引業者と連携した名寄市空家バンク制度の周

知活動、空家等に関する相談窓口の対応などに取

り組んでまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化や

情報化などの進展により大きく変化し、近年は消

費者トラブルが広範化・複雑化していることに加

え、主に高齢者を狙った特殊詐欺や電子マネーで

支払いを要求する架空請求詐欺が横行しています。

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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今後も、高度化する消費生活相談に対応できるよ

う、専門相談員の資質向上に努めてまいります。

また、消費者被害を未然に防止するために、市

民への情報提供や出前講座による啓発活動などの

施策を継続して進めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地２棟８戸の全面

住戸改善、９棟３６戸の既存公営住宅の解体及び

平成３０年度事業の実施設計を予定しています。

市営住宅環境整備事業については、ノースタウ

ンなよろ団地１棟３０戸の長寿命化改善工事を実

施するほか、平成３０年度着手予定の風舞団地の

改修実施設計及び西町団地２棟８戸の解体を予定

しています。

また、市民が安心して快適に暮らすことができ、

環境にやさしい住まいをつくるためのガイドライ

ンとして「名寄市住宅マスタープラン」の策定業

務を実施いたします。

さらには、地震から生命と財産を守るため、耐

震診断、耐震改修に対する補助制度について、広

く市民に周知してまいります。

都市環境の整備

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、長寿命化計画に基づき老

朽化した遊具などの改修を行い、安全安心な遊び

場や憩いの場を確保してまいります。

また、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り事

業」について、平成２６年度から、市内の街路灯

及び防犯灯のＬＥＤ化を行ってまいりましたが、

平成２８年度においては、環境省の「二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金」を活用し、本市が

設置していました水銀ランプ防犯灯 ３２２灯の

ＬＥＤ化を終えています。

平成２９年度からは、防犯灯施設の保守管理を

含めた賃貸借り上げを１０年間実施することによ

り、市民の安全安心の確保と、環境負荷の低減と

なる電力消費量及び二酸化炭素排出量の抑制を図

りながら、快適な環境整備の推進に一層努めてま

いります。

上水道の整備

次に、水道の整備について申し上げます。

水道事業については、安全安心な水道水を安定

供給するために、老朽管更新事業として６路線を

更新するほか、配水管網整備事業として３路線を

整備してまいります。

併せて、健全経営を維持するために漏水調査を

継続し、有収率の向上を図ってまいります。

また、川西浄水場においては、老朽化した機械

・電気設備の更新と水源井の新設を予定していま

す。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、名寄下水終末処理場及

び風連浄水管理センターにおける機械設備の更新

に着手してまいります。

また、下水道汚水管渠については、長寿命化計

画に基づき、管渠更生工事を計画的に実施し、効

率的な維持管理に努めてまいります。

次に、個別排水整備事業について申し上げます。

個別排水整備事業については、郊外地区におけ

る快適な生活環境の保持のため、合併浄化槽１２

基の設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路の整備及び市道の除排雪について申

し上げます。

継続路線では、西４条仲通をはじめ北１丁目通

のほか３路線の整備を行うとともに、舗装路面の

老朽化が進む幹線道路の２次改築として、風連東

８号北線の舗装改築工事を継続し、安全で円滑な

交通の確保に努めてまいります。

橋梁については、長寿命化計画に基づき平成３

６年度までの１０年間で修繕を計画している２６

橋のうち、「東恵橋」及び「二十一線橋」の修繕
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工事を実施するほか、実施設計及び近接目視点検

を行い、利用者の安全安心の確保と快適な道路サ

ービスの提供に努めてまいります。

平成２９年度の除排雪対策については、除雪延

長４４４キロメートル、排雪延長１４９キロメー

トルの実施を予定しており、冬の快適な生活環境

の確保や生産活動の維持を図ってまいります。

また、効率的で効果的な除排雪体制の確立と安

全安心な冬期間の道路交通網を確保するため、積

み上げ除雪を実施し、車道の幅員確保に努めると

ともに、交差点の見通しの確保を図ってまいりま

す。

さらに、広報用パンフレット「なよろの除雪」

による市民周知のほか、市道及び私道除排雪助成

事業や排雪ダンプ助成事業の実施、雪堆積場の確

保を図りながら、円滑な事業の推進に向けて取り

組んでまいります。

平成２９年度から新たな事業として、町内会に

対し、小型タイヤショベルと排雪用４トンダンプ

を１シーズン３回まで無料で貸し出し、道路脇に

積み上がった雪山や交差点の見通し向上など、町

内会が自主的に行う排雪作業を支援するモデル事

業を実施いたします。今後とも、冬の生活をより

快適なものとするため、町内会との連携協力を図

りながら、市民と協働による除排雪を推進してま

いります。

次に、高規格幹線道路の整備について申し上げ

ます。

北海道縦貫自動車道「士別剣淵～名寄間」につ

いては、昨年１１月３０日に用地説明会が開催さ

れ、北海道開発局から地権者に対し用地補償につ

いての説明がありました。北海道開発局は、平成

３０年度に用地買収を完了する予定で進めたいと

しています。引き続き、地元期成会をはじめ関係

機関などと連携を図りながら、早期開通に向けて

取り組んでまいります。

地域公共交通

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、昨年１１月１８日、ＪＲ北海

道単独では維持することが困難な線区の発表が行

われ、宗谷本線のうち名寄・稚内間がその対象と

されました。

本市としては、会長を務める宗谷本線活性化推

進協議会において、国や道、ＪＲ北海道に対し宗

谷本線の維持・存続に向けて要望を行ってきてお

り、また、本年に入り上川・宗谷・オホーツクの

３期成会の連名で要望を行ってきています。

２月には、北海道の鉄道ネットワークワーキン

グチームが、鉄道網のあり方をまとめた報告書を

知事へ提出しており、公表された内容では、宗谷

本線の重要性も確認されたと考えています。

今後も引き続き、沿線自治体や関係団体と連携

し、路線維持・存続に向けて取り組んでまいりま

す。

昨年３月に実証運行を終え、本運行となってい

るコミュニティバスについては、西まわり・東西

まわりともに利用者が増加傾向にあり、名寄地区

中心部の移動手段として定着してきているものと

認識しているところです。今後についても、バス

運行事業者と連携し、利便性の高いバス路線の運

行が継続できるよう努めてまいります。

また、ほかのバス路線についても、利用状況や

地域の実情を考慮し、利用しやすく効率的な公共

交通を確保できるよう必要に応じ、多様な交通手

段の導入も含めた具体的な調査・検討を行ってま

いります。

“地域の特性を活かしたにぎわいと活力のある

まちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

地域の特色と財産を活かした持続可能な農業を

目指し、第２次「名寄市農業・農村振興計画」を

策定し、将来的な方向性を示しながら様々な課題

解消と農業振興に向けて取り組んでまいります。

担い手の育成・確保については、第一期の地域

おこし協力隊２人が昨年で任期を終え、新規就農
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者として迎え入れることができました。引き続き

就農支援に取り組むとともに、今後も就農モデル

を基に募集活動について進めてまいります。また、

新規就農者や農業青年のニーズに応えられるよう、

新たな支援制度による取組を進めてまいります。

また、優良農地の確保と耕作放棄地の解消につ

いては、国の制度を十分検討し、関係機関・団体

との連携、生産者との話し合いを通じて、名寄の

特色を活かした担い手育成支援策や産地づくりを

推進してまいります。

さらには、農繁期における労働力不足への対応

として、雇用労働力の確保に向けた農業者の取組

を支援するとともに、労働力確保に向けた対策に

ついて検討してまいります。

農産物のブランド化については、もち米文化の

振興と名寄産農産物の付加価値向上に向けたブラ

ンド化とＰＲを推進してまいります。

食育の推進については、第２次「名寄市食育推

進計画」に基づき、市民・地域・行政・関係機関

・団体との連携により、情報提供や安全安心な農

産物の地産地消を推進するとともに、次期計画の

策定に向けて取り組んでまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２９年産米の配分については、前年比 ４

２パーセント減の１万 ８４４トンとなり、内訳

では、もち米１万 ３０７トン、うるち米 ５３

７トンの配分となりましたが、自主的取組参考値

が示されたため、最終的に１万 ８０９トンの配

分となっています。今後とも、配分数量に基づく

良質米の生産に向けた取組を進めてまいります。

また、経営所得安定対策制度については、産地

交付金の有効活用など、関係機関・団体と協力し

農家経営の安定に努めてまいります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「多

面的機能支払交付金事業」について申し上げます。

中山間地域等直接支払交付金は、名寄及び風連

地域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不

利地における営農の継続と集落での共同取組活動

が行われており、第４期対策の３年度目となる平

成２９年度は、名寄地域 ２０１万円、風連地域

４３９万円がそれぞれ交付される見込みとなっ

ています。

多面的機能支払交付金は、農地維持及び資源向

上取組支援として９活動組織に１億 ２４３万円、

施設の長寿命化に取り組む５活動組織に ６１５

万円が交付される見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

ＩＣＴの活用など高い技術に根ざした体質の強

い地域農業を目指し、関係機関・団体と農業者が

連携し、引き続き営農技術指導体制の確立、地域

適応試験及び実証試験圃の設置、土壌診断などに

取り組んでまいります。

また、薬用植物振興については、カノコソウの

栽培や出荷とともに、名寄市薬用植物研究会や関

係機関と連携して新たな品目の栽培試験に取り組

んでまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、引き続き実施時期を

早め、被害防止に努めるとともに、アライグマ対

策についても駆除に向けて関係機関・団体と連携

し取り組んでまいります。

ヒグマ対策については、広報なよろなどによる

市民への注意喚起はもとより、関係機関・団体と

の連携のもと、生態状況や対応策に関する情報収

集を行ってまいります。さらに、農地における電

気柵の設置など人里にヒグマを寄せ付けない対策

についても普及啓発するとともに、巡回パトロー

ルの実施、出没箇所への看板設置など予防と安全

対策を強化してまいります。

また、昨年３月から、道による「ヒグマ対策技

術者育成のための捕獲」の対象地域となったこと

から、引き続き残雪期における捕獲活動を実施し

てまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

現在原料を輸入に頼っている配合飼料などの飼

料価格は高い傾向にあり、酪農・畜産経営は依然
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として厳しい状況にあります。

このため、飼料の自給率や生産性の向上による

経営コストの低減を図ることを目指し、畜産クラ

スター計画を基本とする事業について関係機関・

団体と連携し進めるとともに、市営牧場の整備に

よる育成環境の改善に取り組んでまいります。

また、名寄市立食肉センターについては、畜産

振興による地域経済の活性化、雇用拡大に努めて

まいります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

を図るため、農業生産基盤の整備、保全事業を推

進してまいります。

国営事業では、「国営施設機能保全事業」風連

地区として、引き続き御料ダム、風連ダム、日進

頭首工、導水幹線用水路の施設補修が平成３３年

度まで実施されます。

道営事業では、「道営水利施設整備事業」忠烈

布地区として、忠烈布ダムの長寿命化対策を進め

ており、平成２９年度での完了を予定しています。

また、引き続き天塩川第５支線地区として、幹線

用水路の長寿命化対策が実施されます。

「道営農地整備事業」では、名寄東地区として

区画拡大、用排水路の整備を進めており、平成２

９年度での完了を予定しています。また、引き続

き風連東第１地区並びに第２地区、第３地区の区

画整理、暗渠排水などの基盤整備が実施されます。

市の「農道整備事業」では、中名寄９線沢道路

を３カ年事業として実施してまいります。

森林保全と林業の振興

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

林業・林産業については、依然厳しい市場状況

にあるものの、森林については、地球温暖化の抑

制など多面的機能を有する貴重な財産として、健

全な育成が必要となっています。

市有林については、国の補助事業を活用して、

計画的な間伐と主伐、再造林を進め、自然環境と

市有財産の保全に努めてまいります。

また、民有林についても、名寄市森林整備計画

の基本方針に基づき、良好な森林育成の推進に向

けて、関係機関・団体と連携のもと森林経営計画

を推進するとともに、低コスト化森林施業に向け、

国や道の助成制度の活用に加え、市としても除間

伐や造林に対する支援を行ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業の振興について申し上げます。

本市の商工業振興を図るため、昨年、名寄市中

小企業振興条例及び本条例に基づく施行規則の一

部を改正いたしました。今後においても、市の制

度融資などの活用を促進するほか、中小企業の経

営基盤強化の支援を行っていくとともに、中小企

業者の主体的な取組に基づき、地域経済を牽引す

る事業者への支援を行ってまいります。

また、地域経済の活性化を図り、良質な住環境

の整備など市民及び移住者が安心して住み続けら

れる住まいづくりを促進するため、昨年１０月か

ら「住宅改修等推進事業」を実施しており、本年

１月末まで６２件の申請があったところです。本

事業は、居住している住宅改修のほか、転入予定

者が改修後に入居する場合においても助成対象と

しており、平成２９年度においても移住の推進や

空家対策の施策とも連動しながら事業を継続して

まいります。

引き続き、中小企業振興審議会及び商工団体、

さらには産官金「なよろ経済サポートネットワー

ク」と連携をしながら、時代の変遷を的確に捉え

中小企業者のニーズに沿った施策を推進するとと

もに、風連及び名寄地区で独自に取り組んでいる

様々な商工振興施策についても支援してまいりま

す。

企業誘致施策においては、北海道より「食関連

企業誘致に向けた道と市町村の連携モデル事業」

に選定されたことから、今後も国、道、関係機関

・団体などと連携して取り組んでまいります。
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駅前交流プラザ「よろーな」については、平成

２７年度からＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会が指定管理者となり、施設の賑わい創出を含む

施設管理業務を行ってまいりました。

施設の利用状況については、平成２６年度と２

７年度との比較で、利用件数５０件、利用人数

５３６人の増となっており、本市の新たなコミュ

ニティ醸成の場として、市民認識も深まっている

ところです。

また、一部商店街においては、中心市街地の賑

わい創出に向けてよろーなの取組事業と連携した

イベントを行うなど、商店街として主体的な取組

も見られるようになってまいりました。

今後とも、このような取組を積極的に支援して

いくとともに、名寄商工会議所、なよろ観光まち

づくり協会及び各商店街振興組合などと連携し、

賑わい創出施策を推進してまいります。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

昨年１２月末におけるハローワークなよろ管内

の雇用情勢については、月間有効求人倍率が ２

５倍で、前年同月比 ２１ポイント増、１２ヶ月

連続して前年同月を上回り、２００８年のリーマ

ンショック以降の最高値として、引き続き高い水

準を維持しています。

職業別では、特に建設土木技術、運転業務、看

護師・福祉関連で人材不足の状況が続いています。

建設関係団体からは、特殊技能労務者の高齢化や

若年後継者不足が深刻な問題になっており、地域

建設産業の衰退を懸念する声も上がっていること

から、これまで以上に建設関係団体や商工団体、

教育機関と連携を図り、中小企業振興条例に基づ

く人材確保につながる支援制度の周知と業界の担

い手育成の支援を推進してまいります。

昨年１２月末現在の高等学校新卒者の就職内定

状況については、卒業予定者６６３人のうち就職

希望者は２０８人で、前年比２ ６パーセントの

増、そのうち管内就職希望者は１２９人で、前年

比４ ２パーセントの増、これに対し管内求人数

は２８４人で、前年比３ ５パーセントの増とな

っています。

また、就職内定者数は１８９人で、前年比２

２パーセントの増となりましたが、就職内定率は

前年比 ３ポイント減の９ ９パーセントとなっ

ています。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や現場見学会などを関係団体、事業所、

学校関係者などと連携し実施するとともに、事業

所に対する求人要請、求人開拓などを引き続き実

施しながら、新卒者の地元定着につながる施策を

進めてまいります。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計

画については、観光を取り巻く環境の変化に対応

するため、現行計画における事業の進捗状況を確

認しながら、平成２９年度から推進されることに

なる第２次総合計画に基づき、市民検討委員会を

開催して見直し作業を行なってまいりました。今

後とも、引き続き見直し作業を行うほか、新たに

加えた個別の戦略事業に基づき、さらなる観光振

興に向けた事業を実施してまいります。

観光関連施設については、計画的な補修や整備

を行うなど、多くの皆様に快適に御利用いただけ

るよう受入環境の充実を図ってまいります。特に、

スキー場及び温泉・宿泊施設については、施設の

長寿命化を含めた整備について検討を進めてまい

ります。

“生きる力と豊かな文化を育むまちづくり”

幼児教育の充実

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、平成２９年４月から幼児

教育を実施している全ての市内施設が「子ども・

子育て支援法」に基づく新制度へ移行し、施設型

給付費による運営が実施されることから、引き続

き保護者が安心して預けることのできる環境や、
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園児を安定して受け入れることのできる体制づく

りを支援してまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学について申し上げます。

大学教育に対する国の動向や、本学を取り巻く

情勢などを踏まえ、平成２９年度から、今後の１

０年間における大学の目指すべき基本的な方針を

示す「将来構想」について、教授会の手続を経た

のち、学長から報告を受け、市議会総務文教常任

委員会にお示しいたしました。

将来構想では、名寄市立大が将来にわたり、地

域に根差した市立大学として、ケアの未来をひら

き、小さくてもきらりと光る大学であり続けるこ

とができるよう、教育、研究、社会連携・貢献、

学生支援などについて、今後の方向性を明らかに

しています。

今後は、将来構想の推進に向けて、大学当局と

設置者との間による定期的な協議の場を設け、そ

の進捗状況などを見守り、大学内外での取組を進

めてまいります。

次に、施設整備について申し上げます。

新図書館については、本年１月３０日に引き渡

しを受けており、現在、４月からの供用開始に向

け、図書の移行作業を進めているところです。

今後とも、教育と学術研究の核となる施設とし

て、学生への学修支援を基本としながら、地域住

民の皆様への利活用など、ソフト面の充実に取り

組んでまいります。

また、昨年９月３０日に着工した保健福祉学部

再編事業に係る新棟建設工事については、来年２

月末の完成に向けて、安全対策に最大限配慮しな

がら、工事を進めてまいります。

生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平昌冬季オリンピック・パラリンピックの開幕

を控え、スポーツに対する関心が高まっているこ

とから、引き続き、市民皆スポーツを推進しなが

ら、スポーツ施設の整備や改修など環境整備に努

めてまいります。

また、スポーツ合宿の推進については、冬季ス

ポーツ拠点化事業の中心的な役割を担う「なよろ

スポーツ合宿誘致推進協議会」の活動を通じて、

交流人口の拡大による地域活性化と地域資源を生

かしたスポーツ産業の創設により、地域経済の活

性化を目指す取組を推進します。

さらに、拠点化事業の象徴的な取り組みとして、

上川北部地域の豊かな自然環境、集約化された冬

季スポーツ施設を生かした「冬季版ナショナルト

レーニングセンター」の誘致活動を北海道、関係

機関、冬季スポーツ競技団体などと連携しながら

本格化させてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２９年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成２９年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） Ⅰ はじめに

平成２９年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げます。

現在、国においては、教育基本法が目指す教育

の目的や目標に基づき、現行の学習指導要領の成

果と課題を踏まえ、新しい学習指導要領の告示に

向けた準備を進めております。

このような中、昨年１２月、中央教育審議会で

は「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策

等について」の答申において、これからの社会を

作り出していく子どもたちが、社会や世界に向き

合い関わり合い、自らの人生を切り開いていくた

めに求められる資質・能力とは何かを、教育課程

において明確化し育んでいくことなどを「社会に
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開かれた教育課程」を目指す理念として位置付け

ることの重要性が指摘されたところであります。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の基本理念の実

現に向けて、社会で活きる実践的な力の育成や豊

かな心と健やかな体の育成などを基本目標として

進めてきた教育施策も最終年度を迎えようとして

おります。

名寄市教育委員会では、国や道の動向を踏まえ

るとともに、第２次総合計画の主旨を受け止め、

「生きる力と豊かな文化を育むまちづくり」を教

育・文化・スポーツ分野における基本目標に掲げ、

教育行政の推進に努めてまいります。

とりわけ、学校教育においては、平成２４年か

ら取り組んできました名寄市教育改善プロジェク

ト委員会の５年間の成果と課題を踏まえ、第２次

名寄市教育改善プロジェクト委員会を立ち上げ、

新たに教育経営の充実に関する研究グループ、教

育研究（研修）の充実に関する研究グループ、教

育指導の充実に関する研究グループなど３つの研

究グループを編成し、生きる力を育む学校経営や

学級経営、インクルーシブ教育システムの構築を

目指す特別支援教育、地域と共にある学校づくり

など、今日的な教育課題に対応してまいります。

以下、平成２９年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

平成２９年度の学校教育については、名寄市学

校教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念で

ある「生きる力」を育てるために、学校と家庭、

地域が一体となった教育活動の推進を目指し、次

の７つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力を育成するため、

第２次名寄市教育改善プロジェクト委員会の取組

を充実してまいります。

具体的には、主体的・対話的で深い学びの実現

のため、アクティブ・ラーニングの視点に立った

授業改善に努めるとともに、ＩＣＴ機器の効果的

な活用、生徒指導の機能を生かした学習指導の充

実を図ってまいります。

また、児童生徒の主体的に学習に取り組む態度

を育むため、天文台や市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホール、名寄市立大学の学生支援員など、地

域の教育資源の積極的な活用に努めてまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、実

践指定校の名寄小学校と近隣実践校である４つの

小学校及び４つの中学校が連携して、基礎学力保

障の取組、本事業の道内外アドバイザーによる教

育講演会の実施、他地区の実践指定校の視察等の

取組を推進してまいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら市内の小中

学校が一体となった学力向上の取組を推進してま

いります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育については、道徳

の時間を要として、家庭や地域社会との連携を図

りながら学校の教育活動全体を通じて推進してま

いります。

道徳の時間の指導では、ねらいに即して、問題

解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習

等を適切に取り入れるなど、指導方法の工夫に努

めてまいります。
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また、地域の先人や文化等を題材とした教材や

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール等の施設を

積極的に活用し、児童生徒のふるさとへの愛着や

豊かな情操を養うよう努めてまいります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用して、蔵書の配置を工夫したり、本

への興味関心を高める環境を整備して、児童生徒

の豊かな感性や創造性を高めてまいります。

さらに、生徒指導では、教師と児童生徒との信

頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を基

盤として、互いに協力し合い、助け合う望ましい

集団の育成を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて取組を強化してまいります。また、「名

寄市小中学校いじめ防止サミット」については、

名寄市小中学校のいじめ防止宣言の内容が児童生

徒に確実に定着するよう取り組むとともに、市内

の高等学校等にも参加を呼びかけ、いじめの根絶

を目指してまいります。

なお、いじめについては「いじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査」、不登校や非行等

については「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」を有効に活用し、早期発見、

早期解消に努めるとともに、中学校に配置してお

ります心の教室相談員による教育相談の実施や教

育相談センターの教育推進アドバイザー、教育専

門相談員等との連携に努めてまいります。

不登校の対応については、学校や教育相談セン

ターなどの関係機関が連携し、組織的、計画的に

支援することが重要なことから、児童生徒理解・

教育支援シートを作成、活用し、一人一人の児童

生徒に応じた支援に努めてまいります。

携帯電話などの利用による問題行動、薬物乱用

防止などについては、生徒指導連絡協議会や関係

機関、家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ことが大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくり「１校１実践」の取組や

「早寝、早起き、朝ごはん」運動、薬物乱用防止

の指導等の充実に努めてまいります。

また、スキー、カーリングなど地域の教育資源

を生かした活動やチームチャレンジなどの地域行

事への積極的な参加を促進してまいります。

さらに、全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を踏まえ、課題解決に向けた実技講習会を

実施したり、体育の授業の工夫改善を図るなど体

力向上の取組を一層充実させてまいります。

学校における食育の推進については、栄養教諭

が中心となり学校給食を生きた教材として活用し、

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習

慣を身に付けることができるよう、各学校と連携

を図りながら指導の充実に努めてまいります。

学校給食では、安全で安心な地場産食材の積極

的な使用により地産地消の推進を図るとともに、

地域で生産される農畜産物について知ってもらう

ために、献立表や給食だより「いただきたいむ」

に地場産食材の紹介や生産者の声、人気献立の給

食レシピなどを掲載し、家庭も含め食育の推進が

図られるよう取り組んでまいります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒

一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うとと

もに、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が可能な限り共に学ぶインクルーシブ教育システ

ムの構築のため、特別支援教育学習支援員の増員

を図ります。また、名寄市立大学との連携による

ティーチング・アシスタント事業の有効な活用や

特別支援教育専門家チームによる巡回教育相談の

充実に努めてまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を
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進めるため学校等の管理職や転入職員対象の研修

会を実施したり、幼稚園や保育所、学校、関係機

関等との情報交流の促進に努めてまいります。

また、個別の支援計画「すくらむ」の普及促進を

図るため、学校等におけるリーフレットを活用し

た啓発活動を充実するとともに、内容や活用方法

等の改善に向けて検討を進めてまいります。

（４）社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育については、外国人英語指導助手

を配置して効率的な派遣方法を工夫したり、小学

校外国語活動の指導時数を確保するため、短時間

学習を含めた弾力的な授業時間の設定や時間割編

成に努めてまいります。

キャリア教育については、児童生徒に望ましい

勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職場体

験活動等を効果的に推進してまいります。また、

児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標

の実現に向かって学び続けることができるよう、

上川版キャリアノートを活用するなどして、教育

相談や進路指導等の充実に努めてまいります。

情報活用能力の育成については、児童生徒の発

達段階を踏まえ、情報技術が急速に進化していく

時代にふさわしい情報モラルを確実に身に付けさ

せることや目的に応じてコンピュータ・情報通信

ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的に

活用できるようにするための学習活動の充実に努

めてまいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育活動の目標を共有し、ともに協働

して組織的に課題に対応し、学校改善に努めるこ

とが大切であります。

このため、学校経営では、各学校において立案

している学校経営計画が学校改善に結び付く経営

計画となる必要があることから、教育委員会、校

長会が教育大学旭川校や上川教育局と連携しなが

ら、市内各学校の経営計画の様式や文言等を整理、

統一するなどして、本市共通のモデル的な学校経

営計画の作成に努めてまいります。

また、学校評価については、各学校が年度の重

点目標の達成状況等について評価する自己評価と、

保護者や地域住民等が学校の自己評価の結果につ

いて評価する学校関係者評価を実施し、公表して

学校運営の改善に生かしてまいります。また、学

校の年度の重点教育目標と学校職員評価の自己目

標を関連させるなどして、円滑な学校運営を推進

してまいります。

コミュニティ・スクールについては、地域や学

校の実態に応じて、制度説明会やコミュニティ・

スクール推進委員会の運営などを工夫し、地域や

保護者のコミュニティ・スクールへの理解が深ま

るよう取組を推進してまいります。智恵文小学校、

智恵文中学校においては４月に、名寄東小学校、

風連中央小学校においては準備が整い次第コミュ

ニティ・スクールに指定する予定であります。

学校間の連携については、児童生徒の交流はも

とより、指導内容や指導方法等についても十分に

連携を図るよう進めてまいります。智恵文小学校、

智恵文中学校における小中一貫教育は平成３０年

度からの本格実施に向けて支援してまいります。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育改善プロジェクト委員会による

全小中学校共同で行う研修会や中堅教職員のマネ

ジメント力を高める研修会などを通して、教職員

のキャリアステージに応じて求められる資質能力

を高めるとともに、外国語教育の早期化・教科化、

ＩＣＴの活用などの新たな課題に対応できる力量

を高める研修の充実に努めてまいります。

さらに、学校力向上に関する総合実践事業や名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取組を全小中
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学校に効果的に波及させる観点から、名寄市教育

研究大会や名寄市教育研究集会の内容をより一層

充実させてまいります。

服務規律の保持については、教職員一人一人が

使命感や倫理観を持って職務を遂行できるよう、

道教委からの各種通知や服務規律ハンドブック等

を活用して校内研修を進めてまいります。

（６）安全・安心な教育環境の整備

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全安心な教育環境づくりについては、各小学

校区に組織しています安心会議などと連携を図り

ながら、交通安全指導や安全マップを用いた児童

生徒の通学路の安全確保に努めております。また、

「地域１１０番の家」の協力や登下校時の見守り

などを通して、地域ぐるみで不審者への対応を行

ってまいります。

風連中央小学校の校舎・屋内運動場の改築につ

いては、国庫補助金受入の関係から、平成２８年

度の補正予算に事業費を一部計上し、継続事業と

して行うこととしておりますが、平成２９年度か

ら２年間の予定で本体工事に取り組んでまいりま

す。

学校給食センターでは、平成３年の改築後２５

年が経過しており、施設や調理機器の年次的な更

新を進めております。機器の更新により調理の幅

が広がり、新たな献立の導入や調理の円滑化が図

られるなどの成果が表れていることから、平成２

９年度も施設整備・更新を進め、安全安心で安定

した学校給食の提供に努めてまいります。

（７）高等学校教育との連携

次に、高等学校教育との連携について申し上げ

ます。

名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減少に

より定員割れが続いている状況にあります。各高

等学校では、魅力ある学校づくりを進めるととも

に、ホームページ等を活用した情報発信を行いな

がら定員確保に努めております。

本市としても、各高等学校との連携を図りなが

ら定員確保等の取組を支援してまいります。具体

的には、平成２９年度から各種資格取得に対する

支援制度を開始いたします。

２ 社会教育の重点施策の展開

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

平成２９年度の社会教育については、名寄市社

会教育の重点施策に基づき、市民の皆様が生きが

いのある人生を送ることができる生涯学習社会の

実現を目指して、次の５つの重点的な取組を進め

てまいります。

（１）生涯学習社会の形成

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

市民講座では、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹ

ホールを活用し、少年少女の文化の意識の向上に

取り組むとともに、市民の自治活動の充実を図る

講座についても道民カレッジと連携しながら実施

してまいります。

また、新たなグループやサークルの組織化及び

活性化のための支援事業「ジャックの豆事業」の

奨励、さらには、既存団体への支援及び協力等を

行いながら、市民が自主的な学習に取り組めるよ

う努めてまいります。

風連地区については、文化交流施設として定着

した「ふうれん地域交流センター」を中心に、各

種団体等と連携しながら地域を活性化するととも

に、風連陶芸センターや風連公民館等を活用した

生涯学習事業の推進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズを把握する

とともに、農村地区という地域性に配慮しながら、

関係機関との連携をさらに深め、生涯学習事業の

推進に努めてまいります。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、市民の生涯学習を支援する地域の

拠点として、幅広い図書資料の収集や、レファレ

ンスサービスを充実させるとともに、各種事業を
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積極的に実施してまいります。

現在、稼働しています図書館システムは、平成

２３年に導入し５年が経過したことから、機器の

更新を行い、利用者のサービス向上に努めてまい

ります。

子どもの読書活動に関する取組については、

「第３次名寄市子どもの読書活動推進計画」に基

づき、図書館が中心となり、家庭、地域で活動す

る読み聞かせのボランティア団体、幼児施設、小

中学校等と連携し、子どもたちが本と親しみ、本

を楽しむことができる環境を整えてまいります。

大学図書館が４月にリニューアルオープンを予

定していることから、これまで以上に連携を深め、

利用者へのサービス向上に努めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

学校教育との連携では、天文台の施設や移動式

天文台車を理科教育や総合的な学習の時間、体験

的な学習などにおいて積極的に活用してまいりま

す。

また、天文講座やプラネタリウムを活用したイ

ベントの開催など、天文教育普及活動を通して、

利用者の拡大を図ってまいります。

東京都杉並区との交流事業では、移動天文台車

を利用した観望会と名寄の星空資料を活かした天

文授業を実施してまいります。

北海道大学との連携では、ピリカ望遠鏡を利用

した研究を一層進めるとともに、研究者による授

業や講演会、小学生による小惑星発見プロジェク

トや新天体捜索などを行ってまいります。

交流事業としては、国立天文台石垣島天文台や

台北市立天文科学教育館と天文に関するグローバ

ルな情報交換や南北の地理を生かした共同観測な

どを通して交流を深めてまいります。

また、天文台の価値を維持し、より高めるため、

名寄の夜空の暗さを守っていく必要があることか

ら、星空環境の保護について啓発を行ってまいり

ます。

さらに、星と音楽をテーマにした星祭りや音楽

イベントを、より多くの市民や全国の方々に利用

していただけるように開催方法など工夫をしてま

いります。

（２）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育においては、「早寝、早起き、朝ごは

ん」をはじめとする子どもの基本的な生活習慣の

定着を支援するため、幼児と就学児の親を対象と

した家庭教育支援講座などの家庭教育支援事業を

進めてまいります。

また、「家庭教育サポート企業制度」について

は、北海道教育委員会と協定を締結している市内

事業所とも連携し、さらなる普及啓発を図ってま

いります。

（３）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成３０年（西暦２０１８年）の平昌冬季オリ

ンピック・パラリンピックの開幕を控え、スポー

ツに対する関心が高まっています。スポーツに親

しむことは体力の向上を図るだけではなく、爽快

感や達成感といった精神的な充足も図り、心身両

面にわたる健康保持・増進に大きな効果をもたら

します。平成２９年度も引き続き市民皆スポーツ

を推進しながら、スポーツ施設の整備や改修など

環境整備に努めてまいります。

例年開催しているスポーツフェスティバルは、

市民の健康増進を図り、健康意識を高めるため、

幅広い世代がスポーツを楽しめる市民参加型のイ

ベントとして取り組んでまいります。

また、地域と一体となって新たに取り組んでい

る、健康づくりを目指したスポーツイベントを通

して地域の活性化を図ってまいります。

さらに、競技力向上を図るため、幼少期から運

動能力を高める仕組みづくりに取り組むとともに、

指導者の育成・確保にも努めてまいります。

スポーツ合宿の推進では、冬季スポーツ拠点化

事業の中心的な役割を担う「なよろスポーツ合宿
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誘致推進協議会」の活動を通して、交流人口の拡

大や地域資源を生かしたスポーツ産業の創設を目

指すなど、地域経済の活性化に努めてまいります。

また、冬季スポーツ拠点化事業の象徴的な取組

として、上川北部地域の豊かな自然環境、集約化

された冬季スポーツ施設を生かした「冬季版ナシ

ョナルトレーニングセンター」の誘致活動を北海

道、関係機関、冬季スポーツ競技団体等と連携し

ながら本格化させていきます。

（４）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学ぶ野外体験学習事業

「へっちゃＬＡＮＤ」、友好交流都市である東京

都杉並区の児童との「都会っ子交流」や冬季の自

然体験交流事業を引き続き実施してまいります。

また、子ども会育成連合会などと協力して、様

々な体験事業や育成者研修等の事業に取り組みな

がら、青少年の健全育成や育成環境の整備に努め

てまいります。

名寄市成人式については、実行委員会を中心に

企画運営を行い、趣向を凝らした内容で開催して

まいります。

名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として児童の安全安心な居場所とな

るよう努めるとともに、遊びやスポーツ、各種行

事など様々な体験ができるよう施設運営の充実を

図ってまいります。

放課後児童クラブでは、保護者の仕事と子育て

の両立を支援する施設として、放課後における児

童の安全安心な居場所として施設運営の充実や環

境整備を図り、児童の健全育成に努めてまいりま

す。

また、民間学童保育所に対しては、児童の安全

安心な居場所となるよう環境整備、運営に対して

必要な支援を行ってまいります。

青少年センターでは、青少年を取り巻く社会環

境の変化が子どもたちの健全な育成に大きな影響

を及ぼすことから、各町内会からの推薦指導員と

共に巡視活動を行い、青少年の問題行動の未然防

止や適切な指導を行ってまいります。

また、市内の小学校、中学校、高等学校、関係

機関との協力で名寄市青少年表彰、名寄市青少年

健全育成標語の取組を実施し、青少年健全育成の

啓発に努めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員が電話や面接等で相談に応じてまいります。

なお、昨年よりフリーダイヤルを導入し、料金を

気にすることなく相談できる体制を整えておりま

す。

また、ひきこもりの解消や日中相談できない方

のために夜間相談日を設けて対応してまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた支援を

行ってまいります。

不登校は本人だけの問題ではなく、学校や家庭

を含む様々な要因が複雑に絡み合って生じる傾向

にあります。教育推進アドバイザーを中心に学校

や関係機関との連携に努め、相談体制の充実を図

ってまいります。

放課後子ども教室については、平成２４年度よ

り、小学４年生から中学３年生までを対象に児童

センター、市民文化センター、ふうれん地域交流

センターを会場に実施してまいりました。

これまで、児童生徒の「自ら学び自ら考える

力」を育むなど、所期の目的を達成し大きな成果

を上げてきたところです。平成２９年度も、地域

の教育経験者などを活用し、自学自習の充実やテ

ーマ学習の工夫を図り、児童生徒にとって有意義

な教室となるよう努めてまいります。

（５）地域文化の継承と創造

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

文化芸術の振興に当たっては、名寄市文化芸術

振興条例に基づき、地域文化を継承し発展させる

とともに、助成事業の推進などに努めてまいりま
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す。なお、名寄市全体の文化芸術振興を図るため、

引き続き見識者を文化芸術アドバイザーとして委

嘱いたします。

優れた文化芸術を鑑賞する機会の提供について

は、芸術文化鑑賞バスツアーを実施するとともに、

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールを核とした

様々なジャンルの鑑賞事業及びアウトリーチを含

めた参加型事業を実施してまいります。また、市

民が芸術文化を体験・発表する場として、市民文

化祭と連動しながら生涯学習フェスティバルを開

催いたします。

北国博物館では、第２次総合計画に掲げた「常

設展示室リピーター確保事業」として、新規映像

番組の制作に取りかかります。その内容は、「冬

季スポーツ拠点化」事業推進の一助となるよう名

寄とスキーをテーマとした１０分程度の番組を計

画しております。新番組は、博物館内で上映する

だけでなく、市内の教育施設や交流施設などでの

上映、小学校の郷土学習の教材としての利活用も

検討しております。

普及事業のメインとなる各種展示会ですが、特

別展として「宗谷線」をテーマとしたものや「名

寄とスキー」に関わる展示内容を計画しておりま

す。その他に地域の歴史や文化財、自然を伝える

企画展を季節ごとに展開するなど、地域を知る機

会を提供しながら、地域学習の拠点施設としての

役割を果たしてまいります。

また、関連団体の作品展や集積された歴史的資

料の活用、道内博物館との連携を図り、郷土の歴

史や文化、自然を紹介してまいります。

学校教育との連携では、社会科、理科の調べ学

習や体験的な学習の教育資源としての活用などに

対する支援をしてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２９年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお

ります。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に、

学校、家庭、地域社会との連携を深めながら、本

市の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいり

ます。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成２９年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について、議案第２号

名寄市情報公開条例の一部改正について、議案第

３号 名寄市個人情報保護条例等の一部改正につ

いて、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市情報公

開条例の一部改正について、議案第３号 名寄市

個人情報保護条例等の一部改正について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年９月９日の個人情報の保護

に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部

を改正する法律の公布後、平成２８年１２月２８

日に施行期日を定める政令が公布され、平成２９

年５月３０日から施行されることとなったことに

伴い、番号法の一部改正条例の追加による条項ず

れや文言整理のほか、情報提供等記録に関する規

定が施行をすることから、これに関する条例規定

を整備をするために条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今御説明がありました

ように、この個人番号にかかわってなのですけれ

ども、個人番号法が制定されて、２７年度、２８

年１２月２８日にはということで、５月３０日か

ら施行するというふうなことで、法の整備が着実

に進んでいるようですけれども、しかし私たち市

民にとってはどういうふうに捉えているかといっ

たところら辺が重要かなというふうに思っていま

す。

報道によりますと、この番号の通知、一番最初

の通知のところで、不在によって自治体が保管さ

れている通知書が全国でいうと１００万以上、全

道でも約５万 ０００枚が保管されていると言わ

れています。さらには、カード化された、カード

を取得した方、これ国の見込みの３分の１にも届

かず、人口の８％程度だというふうに言われてい

ます。そこで、名寄市の実態、どのようになって

いるのかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今川村議員からは、

通知カード、そちらのほうの現状がどうなってい

るのかということで、１月の末の時点で内容を確

認させていただきました。通知カード、一部新聞

報道等では廃棄をするというような報道もありま

したけれども、現状名寄市の保管数は１０９通で

ございます。名寄地区が１０６で、風連地区が３

通という内容になってございまして、保管のため

のスペースが困るという状況にはないものですか

ら、当面このまま保管をしておくというふうに考

えております。

それともう一点、マイナンバーカードの交付の

状況ですが、こちらは１月末の時点で正確な数字、

実は確認はしなかったのですが、現状は住基人口

がおおむね２万 ３００人ということで、マイナ

ンバーカードが交付されているのは約１割に当た

る ８００件という内容になってございます。必

要であれば正確な数字確認いたしますけれども、

現状ではこういう数字ということで御理解いただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 名寄では１０９通が保

管されているということですが、今部長もおっし

ゃったように廃棄するところも出ているというふ

うな報道もありますけれども、当面保管していく

ということですが、今後どのような対応をされて

いくのか、その点についてもお聞きしたいなとい

うふうに思います。

カードをカード化された方が約１割ということ

で、なかなか進んでいかないというところでは、

やはり私も何度も取り上げさせていただいていま

すけれども、使い道としては身分証明書、そのほ

かにほとんど私たち市民にとって使い道はないと

いうふうに言わざるを得ないのかなと思います。

それよりもか、何よりもか、なくしたときにはど

うしようという不安のほうが大きい。持ち歩いて

いてなくしてしまったり、また拾われたらどうし

よう、そんなような不安のほうが大きいのではな

いかなというふうに思っています。

また、事業者さんと、あと従業員さんとの関係

でも大きな負担がありますし、さらには事業者さ

んではパソコンのソフトを買い入れるのに非常に

大きな負担があるというふうなこともお聞きして

います。今確定申告の時期になっていますけれど

も、個人番号の記入が求められていますけれども、

法的な根拠がないというようなお話も私はつかん

でいるところですけれども、名寄市として対応は

どのようにされているのかお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今川村議員から御指

摘をいただいたとおりなのですけれども、実は余

り浸透はされていないということで、今ほど申し
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上げました１割程度しかカードが普及していない。

どうしてかということになれば、実は使い道が余

りないというような、こういう御意見もいただい

たりしております。ただ、実態としましては、税

金の申告、こちらのほうは必ず記入していただき

たいというような事前の指導がありました。ただ、

その後申告の直前になりまして、とりあえずはわ

かる分は記載をしていただきたいというようなこ

とで、税務署のほうの指導のほうも若干トーンダ

ウンをした経過もございます。ただ、国のほうの

肝いりでやっている事業ですから、交付の組織と

も相談をしながら普及促進に一層取り組んでいか

ないとだめなのかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 東京中野区では、漏え

い等もあるということで、記載をしないで通知を

したりということを今決めているというような情

報も得ているのですけれども、名寄市としてはあ

くまでも国の方針に沿って進めていくということ

なのだというふうに今お話を聞いていましたけれ

ども、税務署のほうでも法的根拠はないと、強制

はしないのだというようなことで言われていると

ころでありますので、やはり市民の皆さん、確定

申告なり、また年金の申告なり、いろんな形でマ

イナンバー提出を求められます。今言っているよ

うに、５月３０日からは強制的にはならないとは

思うのですけれども、やはりそういったことにな

っていくのかなというふうに思っているのです。

そうなると、市民の皆さんの不安が払拭されずに、

まだまだ膨らんでくるのではないかというふうな

ことで、法的根拠のところでは強制はないのだと

いったところはやっぱり伝えていただかなければ

ならないかなというふうに思っています。そうい

ったところを今後どのようにしていこうとされる

のかお聞きをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 以前の議会の中でも

答弁させていただきました。窓口で、基本的には

例えば国保の窓口でもマイナンバーは求めており

ます。ただ、一般的には皆さん通知カードなりマ

イナンバーカードを持ち合わせていないというよ

うなことがありますので、御本人さんに確認をと

って、調べさせていただいて記載させていただい

てよろしいですかというような、こういうような

対応をとっております。１割の普及率しかないと

いうことですから、まだまだそういう対応が続く

のかなというふうには認識をしておりますけれど

も、先ほども申し上げました、これが一層普及し

てくる、さらには税金関係でもやっぱり普及をし

ていかなければならないという流れの中では、し

っかりと周知啓発含めて対応していかないとなら

ぬというふうに考えておりますので、御理解をお

願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第１号外２件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号外２件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第４号

名寄市税条例等の一部改正についてを議題とい

たします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市税条

例等の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成２８年３月３１日に地方税法の一

部を改正する法律等が公布をされたことに伴い、

その改正案を平成２８年第３回定例会に提案をし、

議決をいただいたところでございますが、消費税

法とのかかわりが密接な自動車車体課税に係る制

度については平成２８年１１月２８日付で消費税

の増税の延期にかかわる地方税法関連法令が公布

をされたほか、住宅ローン控除の適用期間や軽自

動車税グリーン化特例も延長されたことから、関

連する条例の一部改正について提案をいたします

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第５号

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、省エネ関連法令の改正等により、引用

している条項のずれや申請期間の変更に伴う語句

の変更について、低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請手数料、建築物エネルギー消費性能基準適

合認定申請手数料等に関しての名寄市手数料徴収

条例の一部改正を行うものございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第６号

名寄市ふるさと応援寄附条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市ふる

さと応援寄附条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

ふるさと応援寄附でいただきました寄附金の使

途指定につきましては、現在大学を活かしたまち
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づくり事業など５事業となっておりますが、新た

に策定をした総合計画２次等々の整合性を図りな

がら見直しを行い、冬季スポーツの拠点化、農業、

子育てなど特色ある７事業を掲げることにより、

寄附者がよりわかりやすく事業を選定できるよう

にするため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第７号

名寄市育英奨学条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市育英

奨学条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、修学資金の貸し付けについて学資の支

弁が困難であることの判定基準を日本学生支援機

構で定める有利子奨学金候補者の選考基準と同等

のものとするために、本条例の一部を改正しよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第８号

名寄市児童クラブ条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市児童

クラブ条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

利用者の円滑な施設利用の促進に向け、保護者

の出勤時間や児童の小学校登校時間の状況を踏ま

え、開館時間を午前８時とするために、本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第９

号 名寄市農業・農村振興条例及び名寄市新規就

農者等に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市農業

・農村振興条例及び名寄市新規就農者等に関する

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

名寄市農業・農村振興条例の一部改正につきま

しては、主に農業施策の円滑な推進を図るための

名寄市農業振興対策協議会を条例に規定をし、農

業施策の諮問に応じた答申を役割とする名寄市農

業・農村振興審議会の位置づけを明確にするため

の規定を整備しようとするものでございます。

次に、名寄市新規就農者等に関する条例の一部

改正につきましては、担い手への支援体制の充実

強化を図るために、新規就農者等の育成支援に関

する規定の整備のほか、名寄市農業担い手育成審

議会に関する規定の追加を行おうとするものでご

ざいます。名寄市農業振興対策協議会及び名寄市

農業・農村振興審議会等とあわせて一体的に法的

な位置づけの整理を行うことにより、役割の明確

化及び安定した農業施策の推進を図ろうとするも

のでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第９号は、経済建設常任委員会へ付託とい

たします。

ただいま経済建設常任委員会に付託いたしまし

た議案第９号については、３月１６日までに審査

を終了するよう期限をつけることにいたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号については３月１６日まで

に審査を終了するよう期限をつけることに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第１

０号 工事請負契約の変更についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

名寄南小学校屋外運動場整備工事、旧校舎解体、

屋外運動場整備につきましては、平成２８年６月

１７日に昭和産業・第一建設・明石組特定建設工

事共同企業体と３億 ８３２万円で契約をし、現

在施行中でありますが、本件は建物解体及び屋外

運動場整備において数量等に変更が生じたため、

設計を変更し、当初の契約金額に １７１万 ０

００円を加えて、３億 ００３万 ０００円で当

該企業体と変更契約を締結しようとするものでご

ざいます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。
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〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 屋外運動場整備にかか

わってなのですけれども、前の南小学校の屋外運

動場の周辺の樹木の件なのですけれども、近隣に

住む方、また離れている方々からも当時伐採され

たときの経緯もいろんな御意見もあったかなとい

うふうに思うのですけれども、そういった部分、

今後この整備にかかわってどのようにお考えにな

っているのかをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました南

小学校の校舎敷地内にありました樹木の関係です

けれども、近隣からは落ち葉の関係とかで大分以

前から伐採の意向もあったりしていました。ただ、

記念樹とか、いろいろありましたので、それを知

る方の御意見等もいただきながら、一部移植した

木もありますけれども、全て伐採ということで、

それと屋外運動場の整備の関係でネットの設置含

めて、これはちょっと伐採の必要があるというこ

とで伐採をしております。

今後につきましては、校舎の東側のほうにニオ

イヒバという余り背の高くならない、落ち葉の落

ちない木を植樹しながら、子供たちが新しい校舎

とともに成長を見守る、そういったような環境づ

くりに努めながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今部長からお話があっ

たように、落ち葉の部分もあったり、だけれども

せっかく大きくなった樹木を本当に一瞬にして切

ってしまったことへの何か寂しさといいますか、

そういった部分もありますので、ぜひとも周辺の

住民の皆さんの御意見も聞きながら、話し合いを

進めながら適切な樹木を植えていただくことがや

はり教育面からも子供たちの心の安らぎも含めて

必要ではないかというふうに思っていますので、

そのことを求めて終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 今回の設計変更、契

約の変更でありますけれども、基本的には工事の

追加であるとか変更が起きた場合にはこのように

手続を踏んで進めていただきたいなというふうに

思っております。

ただいまの説明の中で、この中で数量の変更と

いう説明をいただきましたけれども、何をどのよ

うに変更されたのか、具体的に中身を説明をして

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 変更の内容につ

いての数値ということでございますけれども、ち

ょっと事細かに全てということにはならないもの

ですから、おおよそということで報告をさせてい

ただきたいと思いますが、まず外構関係で、これ

は ９００万円ほどふえております。解体工事関

係で、これは概算発注も含めて約５００万円ほど

減ったと。そのほか電気設備工事関係で約２００

万円ほど減額という内容で、トータル約 １００

万円ほどという内容になっております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ふえた分と減った分

とあるという部分については理解をさせていただ

きましたけれども、この外構工事の ９００万円

増の部分についてもう少し詳しくお伝えいただけ

ないかなというふうに思いますけれども、いかが

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 外構部分の ９

００万円については、この工事自体が校舎の解体

とあわせてグラウンド整備と、これを一体にとい

うことの内容になっています。それで、旧校舎を

解体をしてグラウンド整備をする際に、もともと

の校舎の下に基礎ぐいがありまして、そのくいを
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抜く際に、一部時間もかかりましたけれども、く

いを抜いてそれを撤去をする。あるいは、くいを

当然そのままにもおけないものですから、今言っ

たように抜いて、実は抜く作業に、済みません。

何回も言っていますけれども、時間がかかったと

いうのとあわせて、くいを抜くに当たって随分水

を使って処理をしたという状況がありまして、も

ともと校舎の下の基礎ぐいについて抜く際に大量

の水を使ったということで、その地盤が相当軟弱

になったということでありまして、その土につい

て撤去をして、そこに３０センチほど新たな土を

入れたと。この関係の支出が多いという内容にな

っているところであります。

あと、例年になく降雪時期が早かった関係もあ

りまして、冬季における工事日程などが少し延び

た関係もあって、除排雪の費用がふえたというよ

うな内容になっているところであります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） おおむね理解をさせ

ていただこうと思いますけれども、くいの本数と

かではなくてくいを抜く作業に手間がかかったと

いうふうな説明をいただいたかなというふうに思

いますけれども、こういった変更については当初

の契約の中でもこういったことがあった場合に変

更していいというふうな契約の中身だったかなと

いうふうに、ちょっと私は見ていないので、わか

らないのですけれども、そういったことで今回契

約に至ったということでよろしいのかどうなのか

確認をさせていただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回は、通常の設計変

更ということでありますので、契約書の条項に従

いまして、手続上問題なくこういう形で進んでい

るところであります。御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定をすることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第１２ 議案第１１号 平成２８年度名寄

市一般会計補正予算（第６号）を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成２８

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ２億 ８１５万 ０００

円を減額をして、予算総額２４２億 ８８８万

０００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして病院事業会計繰出金１億 ２

３３万 ０００円の追加は、名寄市立総合病院に

係る普通交付税の算定において病床割の単価アッ

プがあったこと、また特別交付税の算定において



－31－

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

救命救急センターの単価アップがあったこと等か

ら繰出金を増額するものであります。

６款農林業費におきまして防衛施設周辺整備事

業費９３５万 ０００円の追加は、道北なよろ農

業協同組合が実施をする防除用無人ヘリコプター

導入に対し補助しようとするもので、同額を国庫

支出金で計上しております。

１０款教育費におきまして風連中央小学校校舎

・屋内運動場等改築事業費のうち建築工事費５億

４２３万 ０００円の追加は、平成２９年度当初

予算から前倒しで実施をすることから事業費を追

加しようとするもので、財源として国庫支出金と

市債を計上しております。

同じく１０款教育費におきまして模擬保育室整

備事業費１億 ６８４万 ０００円の追加は、看

護師や保育士のリカレント教育、復職支援等を行

うことで地域における人材不足に対応するために

名寄市立大学に模擬保育室を整備しようとするも

ので、財源として地方創生拠点整備交付金 ５７

７万 ０００円を計上してございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１１款地方

交付税におきまして普通交付税で６億 ６８２万

０００円の追加は、本年度算定をされました普

通交付税の金額の確定に伴い予算を計上しようと

するものでございます。

１９款繰入金では、財政調整基金、公共施設整

備基金など繰入金を減額をし、収入の調整を図ろ

うとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、風

連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業の追加

のほか、北斗・新北斗公営住宅建設事業（６棟

目）ほか３件の予算を変更しようとするものでご

ざいます。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、設備資金利子補給ほか１件の追加をしようと

するものでございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、名

寄市立大学模擬保育室整備事業ほか１件の追加、

解体整備事業のほか１７件の変更、徳田１８線緑

丘連絡線道路改良舗装事業の廃止をしようとする

ものであります。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しない住民基本台帳ネットワーク管

理事業費ほか２件を追加をし、繰り越ししようと

するものでございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきまして総務部長から説明をさせます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分と

の重複を避けまして説明をさせていただきます。

初めに、歳出から申し上げます。恐れ入ります

が、議案第１１号の２６ページ、２７ページをお

開きいただきたいと思います。２款総務費、１項

１目一般管理費の基金積立金３億 ００９万 ０

００円の追加につきましては、今後の財政運営に

備えるため、財政調整基金に１億 ５７３万 ０

００円、公共施設の老朽化への対応として公共施

設整備基金に１億 ９９２万円をそれぞれ積み立

てようとするものでございます。

恐れ入ります。２８ページ、２９ページのほう

をお開きいただきたいと思います。同じく２款総

務費、１項８目企画振興費の総合計画策定・推進

事業費２０４万円の追加につきましては、第２次

総合計画のダイジェスト版作成に係る企画・制作

委託料などについて補正をしようとするものでご

ざいます。

続きまして、３２ページ、３３ページをお開き

いただきたいと思います。３款民生費、１項１目

社会福祉総務費の社会福祉一般行政経費のうち償

還金 ４１１万 ０００円の追加につきましては、
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各事業の精算に伴う国、道費負担金の返還が生じ

たことにより補正を行おうとするものでございま

す。

続いて、６２ページ、６３ページのほうをお開

きいただきたいと思います。１０款５項１目、大

学の学校総務費、地元定着化推進事業費、地元就

業支度金助成事業助成金６０万円の追加につきま

しては、対象者数の増加に伴い助成金を増額しよ

うとするものでございます。

続きまして、歳入について説明を申し上げます。

恐れ入ります。お戻りいただきまして１８ページ、

１９ページのほうをごらんいただきたいと思いま

す。１８款寄附金１５万円の追加につきましては、

既に予算化されたものを除き１月１２日までに寄

附採納させていただいた教育費寄附金を予算計上

しようとするものでありまして、寄附者の意向に

沿いまして図書の購入などの財源として充当しよ

うとするものでございます。

以上、追加の説明とさせていただきます。よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

２号 平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成２８

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして年度

末における事業費の見込みによる調整を行うもの

でありまして、歳入歳出それぞれに７０８万 ０

００円を減額し、予算総額３８億 ４７９万 ０

００円にしようとするものでございます。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。１款総務費では人件費で総額７４７万円を減

額し、８款保健事業費では使用料及び賃借料で３

９万 ０００円を増額しようとするものでござい

ます。

次に、保険事業の歳入について申し上げます。

２款国庫支出金では補助金の申請に伴い３９万

０００円を増額をし、８款、一般会計繰入金では

その他一般会計繰入金で７４７万円を減額しよう

とするものでございます。

次に、直診勘定におきましては診療収入などが

増額になったことから一般会計繰入金の減額など

費目間の調整を行うものであり、歳入歳出それぞ

れに３４７万 ０００円を減額し、総額を２億

８３２万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

直診勘定の歳出について申し上げます。１款総

務費では人件費等で１５１万 ０００円、２款医

業費では医療用器械器具費等で６５万円、３款施

設整備費では医療機器等の事業費の確定により１

３０万 ０００円をそれぞれ減額しようとするも

のでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で８３１万 ０

００円、２款使用料及び手数料では１４万 ００

０円を増額をし、３款道支出金では電源立地地域
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対策交付金の確定に伴い７万 ０００円を、５款

諸収入では８５万 ０００円、６款市債では起債

事業の確定に伴い２０万円をそれぞれ減額をし、

４款借入金の一般会計繰入金で ０８０万 ００

０円を減額し、収支の調整を図ろうとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

３号 平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成２８

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきましては歳

入歳出それぞれ ６４７万円を増額し、予算総額

を２５億 ２３６万 ０００円に、サービス事業

勘定・名寄におきましては歳入歳出それぞれ８万

０００円を増額し、予算総額２億 ５６８万

０００円に、サービス事業勘定・風連におきまし

ては歳入歳出それぞれ４万 ０００円を増額をし、

予算総額１億１９８万 ０００円にしようとする

ものでございます。

補正の主な内容につきまして保険事業勘定の歳

出から申し上げます。４款基金積立金におきまし

て平成２７年度決算剰余金を介護給付費準備基金

に積み立てるため ５４７万円を増額するもので

ございます。

歳入につきましては、９款繰越金におきまして

平成２７年度決算剰余金の繰り越し分として ５

４７万円追加しようとするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定について申し上

げます。サービス事業勘定・名寄では、歳出にお

きまして人事院勧告に伴う職員手当等の増額分と

して一般管理費に８万 ０００円を、サービス事

業勘定・風連におきましても同様に一般管理費を

４万 ０００円増額しようとするものでございま

す。

歳入におきましてサービス事業勘定・名寄、風

連ともに歳出と同額を一般会計繰入金にて増額す

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

４号 平成２８年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２８

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものでございまして、歳入歳出それぞれ

１億 ６２９万円減額をし、予算総額を１０億

８８８万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費におきましては、一般管理費、上水

道事業会計負担金 ８７５万 ０００円の減額を

初め事業費の確定に伴う各費目の調整により総額

で１億 ５２０万 ０００円を減額しようとする

ものでございます。

２款公債費におきましては長期債償還元金で９

７万 ０００円、長期債償還利子及び一時借入金

利子で７０４万 ０００円を減額、３款諸支出金

におきましては消費税で３０６万 ０００円減額

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金の減額に

より６万 ０００円、２款使用料及び手数料では

使用料の減少により３４６万 ０００円、３款国

庫支出金では事業費の確定により ７４７万 ０

００円、４款繰入金では一般会計繰入金で ２２

６万 ０００円をそれぞれ減額をし、５款諸収入

では６８万 ０００円を増額、６款市債では事業

費の確定により ３７０万円を減額をし、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

５号 平成２８年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２８

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ７３７万円を

減額し、予算総額 ４８９万 ０００円にしよう

とするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により６６

２万 ０００円、２款公債費では長期債償還利子

で６４万 ０００円、３款諸支出金では消費税で

１０万円をそれぞれ減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金
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及び負担金では４３万 ０００円、２款使用料及

び手数料では１０３万 ０００円、３款繰入金で

は２２１万 ０００円それぞれ減額をし、４款諸

収入では消費税の確定等により２１万 ０００円

を増額、５款市債では３９０万円を減額し、収支

の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでござい

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

６号 平成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２８

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ３１６万 ０

００円を減額し、予算総額３億 ３９８万 ００

０円にしようとするものでございます。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では事業の決算見込みにより総額９５万円を減額

し、２款後期高齢者医療広域連合納付金では平成

２８年度基盤安定拠出金の額の確定及び広域連合

共通経費分において平成２７年度の精算による減

額により総額２２１万 ０００円を減額しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、歳出減に伴い総額３１６万 ０００円減額

するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

７号 平成２８年度名寄市病院事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２８

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うものでございます。
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補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院患者数の減少等により入院収益で１億 ３７９

万 ０００円を減額し、外来検査件数の増等によ

り外来収益で ９５４万 ０００円、救命救急セ

ンターへの交付金確定額の増等により他会計負担

金で２億 ３９７万 ０００円をそれぞれ追加し

ようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

医師確保対策に要する経費等で ８０２万 ００

０円を減額しようとするものでございます。

次に、特別利益におきまして過年度損益修正益

で ６０９万 ０００円を追加をし、収益の総額

を９７億 ６９４万 ０００円にしようとするも

のでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で ６６３万 ０００円を減額をし、材料費でカ

テーテル治療件数の増による診療材料費の増加等

により２億 ０２３万 ０００円を追加し、経費

で東病院診療交付金等の減少により ８７７万

０００円を減額しようとするものでございます。

次に、医業外費用におきまして雑支出で控除対

象外消費税の減少により ６１５万円を減額しよ

うとするものでございます。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で ５９７万 ０００円を追加をし、費用の総額

を１００億 ２２７万 ０００円にしようとする

ものでございます。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で本年度予定をし

たＣＴ装置更新を厳しい経営状況から１年先送り

にしたことなどから２億 ０９０万円減額をし、

総額を８億 ９９５万 ０００円にしようとする

ものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。資本

的支出におきまして資産購入費でＣＴ装置更新先

送りにより２億円を、施設費で施設整備事業等で

０９０万 ０００円それぞれ減額をし、総額を

１２億 １７８万 ０００円にしようとするもの

でございます。

なお、資本的支出の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金

及び一時借入金で補填をするものでございます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で ６７３万

０００円を、給食材料で２５万 ０００円をそれ

ぞれ追加をし、燃料で ４１３万 ０００円を減

額をし、総額を１０億 ９０５万 ０００円にし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

８号 平成２８年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２８

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。
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今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益２５７万 ００

０円の増額やその他営業収益 ７７４万 ０００

円の減額、その他特別利益 ８２２万 ０００円

の増額により収益全体で １８８万 ０００円を

増額し、総額６億 ５９１万 ０００円にしよう

とするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で ９４２万 ０００円を

減額、総額を６億 ９６７万 ０００円にしよう

とするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では ９９６万 ００

０円を減額し、総額を３億 ８１９万 ０００円

に、また４款資本的支出では ７７２万 ０００

円を減額をし、総額を６億 １７４万 ０００円

にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

９号 平成２９年度名寄市一般会計予算、議案第

２０号 平成２９年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２１号 平成２９年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２２号 平成２９年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２３号

平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２４号 平成２９年度名寄市

食肉センター事業特別会計予算、議案第２５号

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、

議案第２６号 平成２９年度名寄市病院事業会計

予算、議案第２７号 平成２９年度名寄市水道事

業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成２９

年度名寄市一般会計予算及び議案第２０号から議

案第２７号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算につきまして、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２８年１１月１日付市長

訓令に基づき、多くの市民の意見を踏まえて策定

をした第２次総合計画の将来像の実現に向けて健

全な財政を基調としながら重点プロジェクトや総

合戦略を中心としたさまざまな施策や事業の展開、

さらには未来への投資を着実に実施をしていくこ

となどの基本方針に沿って予算を編成いたしまし

た。

一般会計予算案は、前年度比 ７％減の２２１

億 ９３６万 ０００円となりました。名寄市立

大学保健福祉学部再編事業や風連中央小学校校舎

・屋内運動場改築事業等の大型事業を計上したほ

か、重点プロジェクトの推進として不妊治療に要

する費用の一部を助成をする特定不妊治療費助成

事業、新規就農者や農業後継者の円滑な就農を支

援をする農業担い手支援事業、冬季スポーツによ

る地域活性化を図る冬季スポーツ拠点化事業など

のソフト事業を計上したところでございます。ま

た、収支不足を補う財政調整基金の取り崩し額は
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５億 ００３万 ０００円を計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

９年度国民健康保険特別会計外５特別会計の予算

総額は、前年度比 ３％減の８２億 ８６６万

０００円となっております。増減の大きなものは、

介護保険事業特別会計のサービス事業勘定・風連

分で指定管理委託料の増や老朽設備の改修予算計

上などの影響により ７％の増となりました。食

肉センター事業特別会計では、施設整備事業費を

平成２８年度で計上していたため４ ３％の減と

なりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度と

ほぼ同額の１２８億 ４０４万 ０００円となり

ました。病院事業会計で医業収益及び費用の増並

びに大型医療機器導入事業の実施により ７％増

の１１５億２６８万 ０００円、水道事業会計で

川西浄水場改修事業や老朽管更新事業が増となる

ものの、送水管布設工事の完了により拡張事業費

の減にて水道事業会計全体では ６％減の１３億

１３６万 ０００円となりました。

以上によりまして、平成２９年度全会計の予算

総額は前年度比 ４％減の４３２億 ２０７万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１９号外８件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号外８件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定をいたしま

した。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２５日から３月６

日までの１０日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２５日から３月６日までの１

０日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 １時３７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 山 田 典 幸

平成２９年２月２４日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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開議 平成２９年３月７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市長２期目任期最終年に当たり、これまでの評

価と今後について外６件を、東千春議員。

〇１８番（東 千春議員） おはようございます。

市政クラブ・新緑風会を代表してお伺いをさせて

いただきたいと思います。

名寄市総合計画第２次が来年度より実施される

に当たり、新年度予算でもそれらを踏まえた事業

が計画をされておりますけれども、特徴的な重点

政策についてまずお伺いをしたいというふうに思

います。

２点目、来年度は市長任期最終年に当たります。

これまでの３年間では、財政状況も改善し、あわ

せて着実に総合計画も実施できたのではないかと

思いますが、その評価と名寄市の将来に向けてど

のようなまちづくりが望ましいとお考えなのかお

伺いをしたいと思います。

３点目、総合計画よりも長いスパンで名寄市の

将来を展望するときに、名寄市公共施設等総合管

理計画の考え方は一つの指標となるのではないか

と思いますが、今後どのように運用されようとお

考えかお伺いをいたします。

４点目、非核平和都市を宣言する名寄市として、

執行方針で述べられる平和行政の推進の記述は適

切ではないかと思います。自衛隊が行う活動は海

外での平和維持活動であったり、強靱な防衛力は

抑止効果にもつながるもので、これはまさに平和

維持への取り組みであり、多くの名寄市民はそれ

らを支える活動をされており、行政としても側面

から支えるという状況を平和行政の推進の中で記

載されてもよいのではないかと思いますが、考え

をお伺いいたしたいと思います。

大項目の２点目、名寄市の特別参与として阿部

雅司氏を迎えてから、市民スポーツから競技スポ

ーツまで一気に機運が高まったのではないかと思

います。週末からはジュニアオリンピックが開催

されますが、冬季スポーツ振興を通じた名寄市の

活性化の今後の展開について考えをお伺いいたし

ます。

２点目、スポーツを初めとする合宿誘致では、

それらの成果に対する支援とともに合宿等の経済

効果もあわせて期待されますが、今後の取り組み

について考えをお伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市立大学の建設議論の際には、当

時教育長は天文台は教育研究施設で、観光の集客

は民間等の協力も仰ぎながら進めていくことが望

ましいと述べられておりました。天文台では、観

望会や講演会、コンサートを初め学術的な大会な

ども行っておりますが、名寄市の大きな特徴であ

るきたすばるを営業戦略等とも連携しながら交流

人口の拡大を図ってはいかがかと思いますが、考

え方をお伺いしたいと思います。

大項目の３点目、名寄市立総合病院は、市民の

病院であるとともに上川北部保健医療福祉圏の枠

を超える地域の高度医療を担う病院となりました。

北海道北部では、人口減少が避けられない中でも

高度医療を守っていかなければなりませんが、こ

の地域の医療の将来展望について考えをお伺いい

たします。

２点目、名寄市立総合病院には総合内科が設置
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されておりますが、その役割と体制、また他の診

療科とのかかわりについてお伺いをいたしたいと

思います。

３点目、名寄市東病院は、慢性期医療を担う名

寄市にはなくてはならない病院となりましたが、

建物の状況等を踏まえ、将来への考えをお伺いし

たいというふうに思います。

４点目、名寄市立総合病院の外来の混雑緩和に

は、病診連携の推進が望ましいと思います。この

３月末にも内科医院が閉じられると伺っており、

また名寄市内の開業医の年齢構成等を考えるとき

に新たな開業医の誘致も必要になるのではないか

と思いますが、考え方をお伺いしたいというふう

に思います。

大項目の４点目、介護職員の不足は全国的な課

題でもございます。一定の回復が見込まれるよう

でありますけれども、特別養護老人ホーム等の介

護施設職員の不足による施設が満度に稼働ができ

ないという状況もありました。資格者育成に支援

も行いますが、今後の人材育成と確保について考

え方をお伺いをいたしたいと思います。

２点目、多くの高齢者は、健康維持に関心があ

るものの、具体的な運動等の機会に接することが

少ないのではないかと思いますが、元気な高齢者

でいていただくための考えについてお伺いをした

いというふうに思います。

３点目、高齢者の体力維持とあわせて積極的に

社会に参画をしていただくことや文化的な活動な

どによる生きがいづくりは、豊かな人生を過ごす

とともに名寄市の活性化にもつながるのではない

かと思いますが、考えをお伺いをいたしたいと思

います。

大項目の５点目、ＥＮ―ＲＡＹホールができる

までは名寄市での舞台芸術は残念な状況でありま

したが、名寄市民の舞台芸術にかけるエネルギー

には正直感心をしております。市民が主体的に事

業に参画することがこのようなよい結果になった

のではないかと思いますが、今後さらなる発展へ

どのような考えなのかお伺いをしたいというふう

に思います。

２点目、中学校卒業人口減少もあり、名寄市内

の高校は定員を満たすことができでおりません。

名寄産業高校は、地域の産業に人材を供給する大

切な高校で、４学科ともに重要な役割を果たして

おります。資格取得支援等の対策も行いますが、

間口維持に向けて考え方をお伺いしたいというふ

うに思います。

３点目、北国博物館の特徴は、多彩な特別展示、

企画展示にあり、名寄の歴史や自然、文化を知る

ために貴重な情報を伝えてくれます。これらをも

っと多くの市民に触れていただきたいと思います

が、考え方をお伺いしたいというふうに思います。

大項目の６点目、美しい町並みは市民共通の財

産と言うことができるのではないでしょうか。都

市空間の景観や緑地計画、また郊外地域の建物や

構築物を考えるときに、自然との調和などを意識

することは大切ではないかと思いますが、ランド

スケープデザインについての考えをお伺いしたい

というふうに思います。

２点目、名寄市内にある住宅、建物が適切に管

理され、有効に使われることは、町並み形成や生

活環境にもよい影響を与えます。市内の一軒家の

情報は比較的少なく、転入される方へのニーズへ

の対応にも効果があると思いますが、空き家対策

と空家バンクの現状と課題、今後の取り組みにつ

いてお伺いしたいというふうに思います。

大項目の７点目、ＪＲ北海道の路線存続に向け

てワーキングチームが方向性を示されました。こ

の中で地域としても知恵やアイデアを出して実効

性ある方策を見出すことが必要とされ、みずから

も支える主体としての努力が期待されるとしてお

ります。その上で、持続可能な鉄道網は国の支援

を前提に事業者であるＪＲ北海道、そして沿線地

域のみならず、道民全員が連携、協力して取り組

む協働の力なしには実現しないと結んでおります。

旭川を含む地域自治体や商工会議所などとも連携
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しながら動きをつくっていくことが必要だと考え

ますが、見解をお伺いしたいというふうに思いま

す。

２点目です。北海道縦貫自動車道の士別剣淵―

名寄間の工事の進捗状況と風連乗降口設置の要望

が出されておりますが、それらの状況についてお

伺いいたしたいというふうに思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま東議員から大項

目７点にわたっての御質問をいただきました。教

育行政以外にかかわるところをまず私のほうから

答弁させていただきます。

大項目１、市長２期目の任期最終年に当たり、

これまでの評価と今後について、小項目１の第２

次名寄市総合計画最初の予算編成での重点政策に

ついて申し上げます。平成２９年度は、多くの市

民の皆様の意見を踏まえて策定をしました名寄市

総合計画第２次の将来像の実現に向けて健全な財

政を基調としながら、第２次総合計画の重点プロ

ジェクトや総合戦略を中心としたさまざまな施策

や事業の展開、さらには未来への投資を着実に実

施をしていくことなどの基本的な方針をもとに、

平成２８年度における国の補正予算なども活用し、

予算を編成をいたしました。

ハード事業では、北斗・新北斗公営住宅建設事

業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業、

名寄市立大学保健福祉学部再編事業など、またソ

フト事業ではとりわけ前期２年間における主要な

取り組みであります重点プロジェクトとして、経

済元気化プロジェクトでは移住促進事業、新規就

農者や農業後継者の円滑な就農を支援をする農業

担い手支援事業など、安心子育てプロジェクトに

おいては新規事業として不妊治療の一部を助成を

する特定不妊治療費助成事業を、冬季スポーツ拠

点化プロジェクトでは冬季スポーツによる地域活

性化を図る冬季スポーツ拠点化事業など各プロジ

ェクトを推進するさまざまな事業を予算計上させ

ていただきました。加えて重点プロジェクトのみ

ならず、要介護高齢者への紙おむつ用ごみ袋支給

事業や町内会と連携をし、より快適な除排雪体制

の構築を目指すレンタル＆ゴー事業など多くの市

民の要望やニーズ、御意見を具現化する新たな事

業についても予算を計上させていただいたところ

であります。いずれにいたしましても、平成２９

年度は第２次総合計画のスタートの年となります

ことから、計画の実現に向けてしっかりと着実な

一歩を踏み出してまいりたいと考えております。

小項目２の今後３年間の評価と今後の目指すべ

き名寄市について申し上げます。平成１８年３月

２７日に旧風連町と旧名寄市が合併し、平成２２

年７月２３日から私の市長としての任がスタート

いたしました。現在２期目を迎え、残すところ１

年となりましたが、市政を担わせていただくため

の公約は６つの柱から成っております。それぞれ

の公約から評価をさせていただきますと、まずオ

ール名寄で協働のまちづくりにつきましては、男

女共同参画社会の実現に向けた条例の制定を行い、

第２次名寄市総合計画の策定においては多くの市

民の協力のもと市民ニーズを反映し、作成をする

ことができました。また、各種行事には多くの市

民が集まり、市民の力により復活したお祭りがあ

るなどまさに市民力に支えていただきながら、名

寄市ならではのまちづくりの空気が醸成をされて

きているものと感じております。今後も私を初め

市役所も一丸となり、市民の皆様との協働のもと

に市政の運営の両輪となる名寄市議会の皆様とと

もに信頼される市政運営に努めてまいります。

高齢者、障害者が安心して住み続けることがで

きるまちづくりにつきましては、市立総合病院に

おいて地域救命救急センターを設置をし、安心し

て住み続けられる環境の充実を図り、障害福祉の

分野においては基幹相談支援センター事業を開所

し、多種多様な相談に対応できる体制を構築をい

たしました。高齢者については、地域包括支援セ

ンターが中心となり、見守りネットワークの充実
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や認知症サポーター養成講座の充実など見守りや

支え合いの地域づくりが進んできたものと考えて

おります。しかし、介護人材の不足によりまして

介護施設運営に支障を来していることから、人材

確保緊急対策等を実施をしておりますが、現在も

充足には至っていない状況でございまして、引き

続き人材確保に向けて最大限の努力をさせていた

だきます。

３つ目の子育てに優しいまちづくりにつきまし

ては、市民要望の多かった乳幼児等医療費助成の

拡大を図り、就学前の児童については医療費を無

料化するなど子育て環境の充実を図ってまいりま

した。また、子育て世代の念願でもございました

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業や子育て支援セ

ンターの専用施設を開設をし、喜ばれているとこ

ろでもあります。小学校につきましても老朽化し

た校舎施設の整備を順次進め、放課後児童クラブ

の充実にも努めてきたところでございます。

足腰の強い、活力にあふれたまちづくりにつき

ましては、農業後継者不足解消のために取り組ん

だ地域おこし協力隊事業、こちらは２名の隊員が

無事研修期間を終了し、平成２９年度からこの名

寄の地で新規就農をすることとなっており、新た

な若い力を呼び込むことができましたので、今後

も引き続き取り組んでまいります。また、薬用作

物の振興においては、カノコソウを中心に注目を

集めており、今後も当市の特色ある取り組みとし

て支援をしてまいります。地域経済の活性化につ

きましては、中小企業振興条例、観光振興計画の

見直しを行うことができました。さらに、活力あ

ふれるまちづくりを進めてまいります。合宿推進

事業においては、冬季スポーツの環境を強みに取

り組み、大会誘致も含めて実績を残すことができ

ました。今後も魅力ある地域として情報の発信に

努め、冬季スポーツの拠点化を目指してまいりま

す。

人が生き生きと活性化するまちづくりにおきま

しては、市民待望の市民ホールＥＮ―ＲＡＹが完

成をし、文化活動の拠点ができました。このこと

によりまして今まで以上に質の高い音楽、舞台芸

術など市民に提供ができるようになり、文化芸術

の一層の振興が図られたものと考えております。

また、サンピラーパークにおいてはひまわり畑が

全国ネットのテレビ放送で見てみたい景色の１位

に輝き、注目を集めたこともあり、入り込み客数

も大幅にふえることとなりました。今後も市民生

活の充実につながり、誇りを持てる郷土となるよ

うに明るく元気なまちづくりを進めてまいります。

最後に、自衛隊の体制維持強化と支援体制の堅

持については、本市の活性化には欠かせない存在

であり、陸上自衛隊名寄駐屯地の増強を求め、市

民団体とともに国への要望を行ってきておりまし

て、今までの活動の積み重ねにより国においても

名寄駐屯地の重要性を理解をしていただいており

ますので、引き続きつながりを大切に要望活動を

継続をしてまいります。

以上、公約に沿って申し上げましたが、平成２

９年度からは市民の皆様とつくり上げた第２次総

合計画がスタートをいたします。今後の目指すべ

き名寄市については、新たな総合計画の基本理念、

人づくり、暮らしづくり、元気づくりに基づく将

来像に向かって、これからも誰もが住み続けたい

と思える北の未来を開くまちを目指してまいりま

す。

続きまして、小項目３、名寄市公共施設等総合

管理計画の今後の運用についてであります。名寄

市公共施設等総合管理計画は、計画期間を平成４

７年度までの２０年間とし、公共施設の総延べ床

面積１３％の縮減を目標値に掲げ、中長期的な視

点から公共施設、インフラの方針、統廃合、長寿

命化など計画的かつ効率的に実施をするために策

定をいたしました。平成２９年度は、第２次名寄

市総合計画のスタートの年度ということで、その

将来像の実現に向けて確実な一歩を踏み出すとと

もに、未来へ向けた投資も必要と考えております。

一方、まちづくりにおいては、持続可能で健全
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な財政運営の堅持が必須であり、さきにお示しを

させていただきました名寄市における財政課題に

おいても今後の本市の財政運営を考えていく課題

の一つとして公共施設の老朽化対策を掲げており

まして、人口減少や高齢化が進展をしていく中で

公共施設のあり方や維持管理等は非常に重要な事

項として捉えなければなりません。そのためには、

本計画の着実な推進が必要でありますが、そのプ

ロセスとして現在国においては公共施設等総合管

理計画に基づきまして、個別施設ごとの具体的な

方針を定める個別施設計画を平成３２年度までに

策定をするように促してきております。個別施設

計画の具体的なガイドライン等については、これ

から考慮されるということでございますが、その

情報に注視をし、策定に向け準備を進める必要が

あると考えております。

続きまして、小項目４、自衛隊を中心とする平

和行政の推進についてでございます。当市におい

ては、平成１９年３月に制定をいたしました非核

平和都市宣言の趣旨にのっとり、これまで平和首

長会議や日本非核宣言自治体協議会への加盟を初

め、各種事業の実施や民間団体などが行う事業の

連携を図りながら、恒久平和を念願し、平和のと

うとさを市民と共有してまいりました。御質問の

ございました自衛隊への側面支援についてであり

ますが、本市には自衛隊名寄駐屯地がありまして、

海外での平和維持活動や災害時における国内での

被災地支援活動はもとより、当市におきましても

雪質日本一フェスティバルを初めといたしました

各種イベントや災害対策にも御協力をいただき、

地域の活性化、安全、安心なまちづくりのために

多大なる貢献をいただいているところであります。

名寄駐屯地の活動を市民と行政が一体となって支

援をしていくことが平和行政への推進につながる

というふうに考えておりまして、この間の活動と

いたしましては名寄駐屯地の活動を支援をする市

民が中心となって組織をしている後援会や協議会

と行政が中心となって組織をしている協力会など

官民が連携をして陸上自衛隊名寄駐屯地増強促進

期成会として名寄駐屯地の人員充実と再編強化な

どの要望活動を行ってきております。

また、平成２７年７月には各地で派遣をされる

自衛官が安心をして任務遂行ができるように名寄

駐屯地と当市の間で派遣隊員の留守家族支援に関

する協定書の締結を行ったほか、市有財産の使用

など地域と一体となって歩む体制を確立してきて

ございます。今後も各関係団体との連携を密にし、

各種事業の実施や名寄駐屯地への継続的な支援を

行うことを通じて平和行政の推進に取り組んでま

いります。

大項目２、観光、交流等に関する事業の進捗、

今後の展開について、小項目１、冬季スポーツを

生かした名寄市の活性化について申し上げます。

本市では、地方創生の取り組みの中で平成２６年

度から交流人口の拡大を目指す冬季スポーツを中

心とした合宿誘致の活動、ジュニアアスリートの

育成事業、全国規模の大会誘致活動など各種事業

に取り組んでいるところでございます。現在地方

創生推進交付金を活用して冬季スポーツのアスリ

ートが集まるまち、スポーツになれ親しんだ健康

な市民が暮らすまち、この２本の柱を軸とした冬

季スポーツ拠点化事業を推進をしているところで

あります。今後においてもジュニアアスリート、

指導者の育成やスポーツによる健康づくりに取り

組んでいくとともに、かつてスキー製作が盛んだ

ったころのようにスポーツ関連商品の開発等新た

なスポーツ産業の創設にもチャレンジをし、地域

の活性化を図ってまいります。

次に、（２）、合宿誘致など交流人口増の取り

組みについてでございますが、本市の合宿受け入

れ窓口となるなよろスポーツ合宿誘致推進協議会

が設立をされ、スポーツ合宿や大会誘致活動など

積極的に推進をしているところであります。本年

度は、阿部雅司氏を本市の特別参与に迎え入れた

ことで２０２２年、北京冬季オリンピックに向け

た強化合宿として中国の黒竜江省のジュニアノル
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ディックスキーチームの長期合宿を初め北海道が

主催をする北海道タレントアスリート発掘事業選

考合宿や全日本コンバインドスキーチームの夏季

合宿が開催、実施をされるなど大変多くのアスリ

ートが本市を訪れました。また、３月１０日から

開幕をする全日本ジュニアスキー選手権大会等複

数の全国規模の大会誘致にも成功し、交流人口の

拡大を果たしたところでございます。今後も引き

続きこれらのつながりを生かし、さらにはこれま

で培ってきた人脈も生かしながら、アスリートに

選ばれる合宿地を目指すとともに、交流人口拡大

による地域経済の波及効果が高まる取り組みを進

めてまいります。

小項目３、なよろ市立天文台きたすばるを生か

した交流人口拡大についてでございます。天文台

きたすばるでは、これまで観望会や講演会、星と

音楽の集いなどさまざまなイベントを実施をして

きておりまして、天文に関した利用だけではなく

て、市民のコミュニティー施設としての役割も果

たしてきております。また、天文に関する学術的

なイベントにおいては、全国各地から本市に訪れ

ていただいておりまして、これまでも交流人口の

拡大に大きく寄与していると認識をしております。

観光資源としての活用といたしましては、交流

自治体等の児童生徒の交流においてほとんどの事

業の中で天文台を利用していただいており、本市

のすばらしい魅力の一つとして記憶に刻み、将来

的にリピーターとして再度お越しをしていただけ

るよう取り組んでおります。そのほかとしまして、

あさひかわ観光誘致宣伝協議会事業を初めとする

道内外の旅行エージェントの対象としたさまざま

な旅行商品造成モニターツアーにおいて重要な観

光施設の一つとして紹介、ＰＲを行ってきており

まして、さらには本市の観光パンフレットはもと

よりさまざまな雑誌で本市を紹介する際にも天体

観測に適した環境とあわせて天文台を掲載するよ

うにしております。

昨年全国放送のテレビ番組で満天の星空とひま

わり畑が同時に見られる観光スポットということ

で本市が紹介をされまして、多くの観光客がひま

わり開花時の夜を目指して本市にお越しをいただ

きました。これらの実績に鑑み、星空、さらには

天文台と他の観光資源とのコラボ企画など旅行商

品として取り上げられるアイテムの開発などに取

り組み、本市の地域資源としての価値をさらに磨

き上げ、その魅力を発信をし、交流人口の拡大に

つなげてまいります。

大項目３、名寄市立総合病院を中心とする地域

医療について、小項目１、名寄市立総合病院を中

心とする地域医療のあり方についてでございます。

現在市立総合病院は、急性期医療を担う地方セン

ター病院として、上川北部医療圏はもとより３次

医療圏である宗谷管内の患者についても相当数の

診療を行ってございます。平成２７年度の患者の

地域別構成比は外来で約４０％、入院で約６０％

が名寄市外からの患者となっておりますが、その

うち宗谷管内在住の患者数は外来で延べ２万２６

４人、率にして ９％、入院で延べ１万 ５１２

人、率にして１８％を占めるところとなっており

ます。多くは入院加療を必要とする患者が当院で

治療を受け、退院後は地元の医療機関で経過観察

や投薬を受けながら定期的に当院で専門的な検査

を受ける形で当院が急性期の医療と専門性の高い

医療を提供しておりますけれども、居住地に専門

医が不在の地域も多いということから、継続的に

専門医による診療が必要な場合には当院で定期的

な外来受診を継続している患者さんも一定数おら

れます。

このように宗谷管内の患者を多く受け入れてい

ることの要因といたしましては、医師の地域的偏

在が大きく、とりわけ宗谷２次医療圏においては

平成２６年１２月末の時点で人口１０万人当たり

の医師数が９ ３人と全道で最も少ないというこ

と、中でも循環器、泌尿器などの専門医が不在で

あるということ、また町村においては病院や診療

所に医師が１名しか従事をしていないという場合
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も多く、急性期に適切な専門医療を受けることが

できない難しい状況にあるということが挙げられ

ます。当院では、このような状況を踏まえて上川

北部２次医療圏の市町村以外にも稚内市や枝幸町

を初めとした宗谷管内の市町村の病院、診療所に

対し、平成２７年度では延べ２３３日にわたり医

師の派遣を行い、当該地域の住民が居住地で一定

程度の専門的医療を受けられるように支援をして

いるとともに、ポラリスネットワークを活用し、

専門医が遠隔トリアージ診断を行い、各病院、診

療所の医師や患者の負担を軽減をするなどの取り

組みを行っております。このような医師の地域的

偏在については、北海道もいわゆる地域枠医師制

度を導入をしまして、一定期間医師の地域勤務を

コントロールをするなど偏在の解消に取り組んで

いるところではございますけれども、短期間で改

善が図られることは困難であるというふうに考え

ております。

平成２８年１２月に公表された北海道地域医療

構想では、宗谷２次医療圏のうちとりわけ南宗谷

地域については上川北部地域との連携体制の確立

及び情報の共有化が求められるとしておりまして、

当院の果たすべき役割は上川北部２次医療圏を超

えてますます重要となることが予想されます。今

後もこれまでと同様に医師、看護師を初めとした

医療スタッフの確保に継続的に取り組み、急性期

医療を提供する中核としての機能を維持しつつ、

ポラリスネットワークの拡大を進め、医療スタッ

フの派遣についても道と連携をしながら取り組ん

でいくことにより、道北における地域医療の維持、

発展に努めてまいります。

小項目２の総合内科の役割と他の診療科とのか

かわりについてであります。当院における総合内

科につきましては、現在午前中各科兼任の医師と

出張医が初診で軽度あるいは初期診断がついてい

ない患者が受診をする一般内科として診療を行う

とともに、午後は各専門内科が持ち回りで診療を

行ってまいりましたが、本年４月以降は常勤医師

を配置をし、診療を実施をすることとなりました。

総合内科の体制といたしましては、常勤医師２人

のほか、現在と同様に総合診療に携わる出張医の

応援も受けながら、現在の救急外来の受け付け窓

口及び診察室を活用して診療を行うということを

予定をしております。

総合内科の機能といたしましては、現在と同様

初診で軽度あるいは初期診断がついていない患者

が受診をされ、診断の結果各専門診療科での治療

が必要な場合にはそれぞれの診療科へつないでい

くという形を想定しております。また、午後から

専門外来が休診となっている診療科の受診が必要

な患者さんにつきましては、総合内科を受診をし

ていただいて、必要な場合には救急医や専門医と

連携をし、迅速に専門医療の提供が可能となる体

制を構築をしてまいります。

なお、一般的な肺炎などは他の病院からの紹介

患者の受け入れを含め急性期に係る治療を一貫し

て行うという場合もあることから、総合内科とし

ての入院の受け入れを行うことも想定をしており

ます。また、軽度の新患の診療あるいは初期診断

を目的とすることから、総合内科として予約診療

を実施をする予定はございませんので、継続的な

外来診療が必要な場合には他の診療科やかかりつ

けの病院に紹介をし、通院、加療をしていただく

ということになろうと思います。

総合内科の運営に当たりましては、継続的な医

療の提供の観点から他の診療科あるいは地域の他

の医療機関との連携が重要となります。今後地域

医療構想の中でも示されております地域連携クリ

ティカルパスや紹介、逆紹介の積極的な取り組み

を通じて他の診療科や医療機関と連携を密にし、

地域の皆様によりよい医療を提供をしてまいりま

す。

小項目３、名寄東病院の将来への展望について

申し上げます。名寄東病院は、平成１５年１２月

に旧国立療養所名寄病院から移譲を受け、名寄東

病院を開院をして既に１３年が経過をしたところ
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でございます。建物についてでありますが、外来

管理治療棟は、昭和５４年に建築をされ、昭和５

９年以降４回の増築工事が行われております。第

１病棟は、昭和５１年に建築をされ、昭和６２年

以降２回の増築工事が行われております。第２病

棟については、昭和４９年に建築をされ、昭和５

７年に増築工事が行われております。このうち第

１病棟と第２病棟については、国から移譲を受け

た際に内部改修を行っているところでありますけ

れども、移譲後につきましても高圧受電設備の更

新やエレベーターの交換、軽微な補修工事などを

実施をしておりまして、病院機能の維持に努めて

まいったところでございます。

また、建築後４０年以上が経過をしている建物

もあることから、屋根防水、各種配管設備、ボイ

ラー設備、外壁等の大規模改修について検討が必

要であり、事業費の積算等にも取り組んでいると

ころでございます。しかしながら、現在の市の財

政状況を踏まえますと、全ての施設設備について

一度に改修等を実施をすることは困難であると考

えております。また、改修に当たっては、東病院

が地域の医療機関として将来どのような役割を担

っていくかを踏まえた上で検討していくことが重

要であると考えております。新名寄市病院事業改

革プランの中でも東病院の機能のあり方について

は上川北部地域医療構想を踏まえながら検討を行

う必要性をお示しをしてまいったところでありま

すが、今後東病院の指定管理者であります上川北

部医師会とも十分協議の上、地域において各医療

機関が連携をして市民の皆様によりよい医療を提

供するための視点から検討するとともに、必要な

施設の改修をどのような形で取り組むべきかにつ

いても検討してまいりたいと考えております。

小項目４、名寄市内の開業医誘致の考え方につ

いて申し上げます。近年道内においては、医師不

足、医師の地域偏在が深刻な状況となっており、

診療科の縮小、病床の一部を休止せざるを得ない

地域もある中で、地域全体で切れ目なく必要な医

療が提供されることにより、住みなれた地域や自

宅での生活を支える地域完結型医療を構築をして

いくために、患者の家庭環境や考え方を理解し、

気軽に相談をできるかかりつけ医の必要性が高ま

ってきているところです。在宅での治療や在宅介

護サービスを受けている方も往診の対応を受ける

ことなどにより不安を取り除くことができ、開業

医の役割はますます拡大するものと考えておりま

す。さらには、地域における疾病や要介護状態に

ある高齢者数が今後大きく増加をしていくことが

見込まれる状況において、地域包括ケアシステム

を日常生活圏域の中で構築をしていくためには、

かかりつけ医や地元医師会との協働により体制を

整えていく必要があります。

このような中で、市内においても開業医の廃業

により他の開業医や市立総合病院へ患者が集中を

し、医師への負担が増大している状況にあり、地

域医療を担う医師の確保や開業医の誘致が喫緊の

課題となっております。名寄市といたしましても、

この間不足する開業医の確保に向けて先進的に取

り組んでいる道内他市の開業医師誘致制度を参考

に調査を実施をしておりますが、近隣の状況では

稚内市が平成１８年４月から、士別市においては

平成２３年４月から事業を開始をしておりまして、

両市では国による新規医師臨床研修制度が導入さ

れたことによる医師不足、あるいは開業医の後継

者不足により市立病院へ患者が集中したことによ

りまして、２次医療業務に支障を来す等の理由か

ら制度の創設に至ったものであります。この間本

市においては、上川北部医師会等との意見交換に

おいては開業医の減少により学校医、公的機関の

委員、休日当番医などの業務が増加をし、通常診

療にも影響を与えている。また、将来的な後継者

対策の検討といった意見が出されております。誘

致するに当たりましては、開設費用助成の制度化

が必要となってきますが、地元の医療機関の御協

力をいただきながら、今後も関係機関と協議を行

い、地域医療の維持、充実に向けて検討を進めて
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まいります。

大項目４、保健と高齢者福祉につきまして、小

項目１、介護施設職員の育成と確保について申し

上げます。介護職員の人材確保につきましては、

本市の喫緊の課題として対策を講じてきたところ

でありまして、介護人材確保緊急対策事業として

介護職員初任者研修受講費用助成及び介護資格保

持者への就職支度金の助成について取り組みを進

めてまいりました。介護職員初任者研修につきま

しては、３月４日から上川北部地域人材開発セン

ターで開催をされておりまして、１６名の受講が

決定をしております。その中で本市の介護人材確

保緊急対策事業の対象となり、受講費用の助成に

ついての申請を行った方が７名となっております。

この７名の方々につきましては、既に介護保険事

業所での介護職員として内定を受けている、もし

くは雇用されている方となりますので、介護人材

の確保ができたものと考えております。また、受

講費用助成に該当しない方でも今回の初任者研修

の受講後に市内の介護保険事業所に介護職員とし

て就職されることになれば資格保持者として就職

支度金の助成の対象になるということになります

ので、今後についても介護職員確保、育成の取り

組みを進めてまいります。

また、平成２９年度からは介護人材確保緊急対

策事業において新たに介護保険事業所を対象とし

た職員の定着に向けた講演会を開催するとともに、

介護版ジョブカフェを開催し、市内外の学生に名

寄を知ってもらい、アピールをする機会を設けて、

名寄市内で介護職員として働くことを考えていた

だく、そんな仕組みをつくってまいります。

また、名寄市が指定管理により名寄市社会福祉

事業団に運営を委託をしている名寄市特別養護老

人ホーム清峰園及びしらかばハイツにつきまして

は、両所において入所定員に対して入所者が定員

を満たしていない状況が続いておりまして、依然

としてあきが生じている状況であります。特別養

護老人ホームの入所定員を充足させられない理由

でありますけれども、清峰園、しらかばハイツと

もに介護職員の定数に対して在職をしている介護

職員の数が不足をしているという状況が続いてお

りまして、現在両施設合わせまして介護職員は計

１８名足りない状況であります。事業団ではこれ

まで介護職員の募集を行ってまいりましたが、新

年度４月からの新規採用の職員は８名を予定をし

ておりまして、介護スタッフ不足の解消に努めて

いるところで、引き続き各学校及びハローワーク

等関係機関と連携をするとともに、事業団のホー

ムページ等を通じ広く情報提供を行っていくなど、

介護の仕事に意欲のある方を広く募り、介護人材

の確保により一層努めてまいります。今後も市内

介護保険事業所との連携を密にしながら、介護人

材の確保についての取り組みを進めてまいります。

小項目２の元気な高齢者であり続けるために、

申し上げます。急速な高齢化や生活習慣の変化に

伴い、生活習慣病は年々増加をし、脳血管疾患や

認知症などから介護を必要とする人もふえ続けて

おりまして、医療費抑制や介護予防の観点からも

高齢者になっても介護を必要としない健康寿命を

延ばすことを目的とした健康づくり対策が重要な

課題となってきております。本市における健康づ

くり事業につきましては、名寄市健康増進計画健

康なよろ２１第２次を策定をし、市民一人一人が

自分の健康は自分で守ることを基本に生活習慣病

の発症予防と重症化予防に重点を置き、生涯を通

じた健康づくりができるよう事業の推進を図るこ

ととしております。特定健診やがん検診を中心に

各地域の中における健康教室、健康相談、年々参

加者が増加しております冬の健康づくりに向けた

保健推進委員による健康体操教室の実施などさま

ざまな機会を利用し、地域、団体と連携を図りな

がら生活習慣病予防に重点を置いた事業の展開を

進めてきております。

また、平成２７年度から開始しておりますなよ

ろ健康マイレージでは、高齢者の方も参加がしや

すいように達成基準の一つである個人の健康目標
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を運動に限らず、朝昼晩３食食べるとか、標準体

重の維持など日常的に実施可能なものとし、健康

づくりに取り組む動機づけや取り組みの継続、定

着化を図るものでございます。さらに、地域支援

事業における介護予防事業においては、高齢者が

介護状態になることを予防するため、認知症予防

や転倒予防、運動機能向上、口腔機能向上に関す

る講話や体操など各町内会や老人クラブなどで介

護予防教室として実施をしてまいりました。

今後は、介護予防・日常生活支援総合事業とし

て高齢者相互で介護予防に取り組める仕組みづく

りを推進していく計画をしております。平成２９

年度からは、町内会や高齢者向けサロン等の集ま

りで介護予防に取り組めるようテレビなどのモニ

ターに接続をして動画を見ながら、また音楽に合

わせて簡単に運動器、口腔機能、認知機能、生活

習慣に関するプログラムを行うことができる生活

総合改善機器を導入をし、介護予防に取り組むボ

ランティアや町内会等に貸し出しを行うなど活用

していただくために、広く周知を図ってまいりま

す。

小項目３、高齢者の社会参画による生きがいづ

くりについてでございます。名寄市第６期高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画におきまし

ては、高齢者の健康づくりの一環として健康づく

り対策教室、生きがいと社会参加の促進を目的と

した生きがい講座、高齢者が就労を通じて地域活

動に積極的に参加をすることを目的とした高齢者

事業センター、高齢者事業団、地域の高齢者の身

近な活動団体としての老人クラブ、社会教育活動

としての生涯学習を高齢者の生きがい対策の主な

ものとして登載をし、実践してきております。ま

た、本年４月開始の介護予防・日常生活支援総合

事業におきましても総合事業の概念の一つとして、

厚生労働省では高齢者の地域の社会的な活動への

参加は活動を行う高齢者自身の生きがいや介護予

防にもなるため、積極的な取り組みを推進をする

としております。本市におきましても平成２９年

度から地域介護予防活動支援事業を実施をし、住

民主体による通いの場の継続、拡大に向けた費用

の助成を開始をすることとしており、高齢者の方

々も通いの場の担い手になり得るような制度設計

を含め、社会参画、生きがいづくりに向けた取り

組みを進めてまいります。

大項目６、町並みと空き家について、小項目１、

町並みのランドスケープデザインについてでござ

います。ランドスケープとは、都市計画や地理学

などで使われる用語で、私たちの暮らす環境の中

にある自然や建築物、街路、公園、広場などの諸

要素がつくる町並みの調和を設計をしていくとい

うことでございます。名寄市においては、将来の

都市のあるべき姿を示す都市計画マスタープラン

の基本理念として、緑豊かな景観を持つ優しく安

心で住みよい市街地形成を図ることとしており、

地域別構想では憩いと潤いのある町並み形成など

を目標としております。また、公共施設の整備の

際には、デザインや配色について町並みや住環境

に配慮をして整備をしております。しかし、近年

は持続可能な社会の構築に向けて環境に配慮をし

た建築や都市の設計がより求められておりまして、

先進的に取り組んでいる自治体もございます。今

後の市内の公共施設の整備に当たっては、個別の

建築物だけではなく、自然との調和のとれた快適

な都市環境を意識をして進めてまいります。

小項目２の空き家対策と空家バンクについて申

し上げます。空き家対策につきましては、昨年８

月に名寄市空家等対策計画を策定をし、取り組み

を進めております。管理不全の空き家は、昨年９

月時点で８７軒ございました。その後３軒が除去

され、１軒は管理業者に依頼、新たに確認した空

き家が２軒ありまして、現在把握をしている軒数

は８５軒となっております。

管理不全空き家の発生抑制には、所有者や管理

責任のある方が定期的な点検と維持管理を継続し

て取り組んでいただくことが重要ございます。ま

た、将来的に居住の見込みがなく放置をされた空
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き家は、周辺環境への悪影響などマイナス面がク

ローズアップをされますが、適切に管理をされ、

活用可能な空き家は貴重な住宅資源であり、利活

用の促進を図る目的で名寄市空家バンクを昨年９

月に開設をいたしました。この制度は、空き家や

空き地の売買の仲介業者として市内の宅地建物取

引業者の方に御協力をいただき、売却や賃貸を考

えている所有者が仲介業者を通し市の空家バンク

に登録をし、市はホームページ等で公開をするも

のでありまして、残念ながら現在登録物件はござ

いませんが、発生抑制に加えて市内への移住や定

住に興味がある方などへの情報提供に有用である

と考えておりまして、今後におきましても周知拡

大に向けて取り組んでまいります。

大項目７、国及び北海道への要望と取り組みに

ついて、小項目１、ＪＲ北海道の路線存続に向け

た今後の展開についてでございます。本年２月に

北海道の鉄道ネットワークワーキングチームが将

来を見据えた北海道の鉄道網のあり方について知

事へ報告をいたしました。当市におけるこの間の

活動につきましてはこれまで報告をさせてきてい

ただいておりますが、ワーキングチームの報告内

容では、宗谷本線は国境周辺地域や北方領土隣接

地域の路線として区分をされて、産業の振興や生

活条件の改善を通じて定住の確保等を図ることが

不可欠であり、今後のロシア極東地域と本道との

さらなる交流拡大の可能性を踏まえて、引き続き

鉄路の維持を図る必要があるというふうにされて

おりまして、昨年行った宗谷本線活性化推進協議

会で国、道への要望活動が成果につながったもの

と考えております。

議員御指摘のとおり、路線の存続につきまして

は国に対して支援を望むだけではなくて、沿線地

域として必要な生活インフラとしての機運を高め

ていくことや宗谷本線沿線の自然環境を生かした

観光周遊ルートの活用によるインバウンドの獲得

など利用促進に向けて広域で取り組まなければな

らないと考えております。また、今月に入りまし

て知事、ＪＲ北海道、北海道市長会の会長、北海

道町村会の会長によります協議が行われておりま

して、北海道が地域の協議に積極的に関与をして

いくという姿勢が示されましたので、持続可能な

交通体系のビジョンを初め北海道の鉄道網のあり

方について考えをお示しいただくなど連携して国

への要望につなげていかなければならないと考え

ております。今後沿線自治体や経済団体などで構

成をする宗谷本線活性化推進協議会において具体

的な取り組みの検討を行い、ＪＲ北海道とともに

路線存続に向けて努力をしてまいります。

小項目２、北海道縦貫自動車道の現状と今後に

ついて申し上げます。士別剣淵から多寄間につき

ましては、当初計画からの若干のおくれはあるも

のの、おおむね順調に推移をしていると聞いてお

ります。名寄区間につきましては、昨年１１月に

地権者に対し用地説明会が開催をされ、現在個別

の相談が進められているところでございます。風

連乗降口の設置につきましては、開発局と引き続

き検討していくことになります。よろしくお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目５の

教育行政について申し上げます。

初めに、小項目１のＥＮ―ＲＡＹホールを中心

とする文化振興についてでございます。平成２７

年５月の開館以来、初年度は３万 ０００人、今

年度は１月末現在で２万 ０００人を超える方に

御来場をいただくなど多くの市民に御活用いただ

いているところでございます。議員からお話があ

りましたとおり、市の文化振興事業につきまして

初年度は全２５事業のうちに実行委員会等との共

催事業については５事業となっており、ほとんど

の事業は市の主催で行っておりましたけれども、

本年度は全２３事業中１１事業が共催事業となっ

ておりまして、約半数の事業で市民等との協働に

よる事業を構築することができました。その結果、
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市の文化振興事業による来場者数も昨年度の ８

８８人に対して今年度は１月末現在で既に ７２

９人となっており、初年度の実績を上回っており

ます。市としましても名寄市文化芸術振興助成金

等の財源も含め、事業実施方法についての相談対

応など市民みずからが実行委員会を立ち上げて事

業を実施できるようサポートに努めてきており、

少しずつ市民が主体となる文化芸術の振興への効

果があらわれてきているものと考えております。

今後におきましても教育委員会として事業実施の

スキル向上や市民等との連携に努めるとともに、

市民がみずから事業を構築できるよう招聘を希望

するアーティストに関する情報提供から当日の運

営まで企画、準備、運営にわたる相談対応など細

やかなサポートを行い、市民と行政の協働による

文化芸術の振興を図ってまいりたいと考えており

ます。

続いて、小項目２の名寄産業高校の間口維持に

ついてであります。道内の公立高等学校配置の現

状と課題として、中卒者数の大幅な減少や生徒の

進路希望等の多様化などが上げられ、その対応と

して多様な個性や学習ニーズに応じた教育環境の

整備、学校を取り巻く環境の変化に即した学校、

学科の設置が必要とされております。和寒町以北

の上川北学区においては、平成２９年の中卒者数

は５５２名で、前年比５２名の増となっておりま

すが、５年前の平成２４年に比べて６１名の減、

今後５年間で８６名が減少すると想定されており

ます。現在全日制の上川北学区全体の定員が６４

０名ですので、既に２間口程度の調整が必要にな

っているという状況でございます。このようなこ

とから、上川北学区の高校配置計画によると平成

３２年から３５年までの見通しで欠員が４０人以

上生じている学校について、学科の見直しや定員

調整などについて検討が必要、特に中卒者数や欠

員の状況、学校、学科の配置状況などを考慮し、

名寄市内での早急な定員調整の検討が必要である

としております。

御質問にあります名寄産業高等学校につきまし

ては、名寄女子職業高校から９０年の伝統を継承

する生活文化科、酪農科学科は名寄農業高校から

７０年、工業科は名寄工業高校から５０年とその

時代、時代の要請に呼応するように学校を取り巻

く環境の変化に即した学校、学科の変更を行いな

がら地域の発展に貢献できる人材の育成を目指し

た学校運営が進められてきております。また、名

寄高校につきましては道北随一の学校として、さ

らには知、徳、体のバランスのとれた生徒の育成

を目指し、魅力ある学校づくりが進められている

ところでございます。このようなことから、両校

からは本市はもとより道内外に優秀な人材が輩出

されてきております。しかしながら、先ほど申し

上げましたように高校配置計画の中では具体的な

方向性が示されていることから、今後は名寄市内

の２つの高等学校の普通学科と職業学科の間口の

あり方、また職業学科では地域から必要とされる

人材の育成確保のため、学科構成、学科転換など

も視野に入れた検討を進めていかなければならな

いというふうに考えております。検討に当たりま

しては、両高等学校や道教委と情報交換を積極的

に行いながら進めることはもちろんですが、現在

設置されております名寄市内高等学校在り方検討

会議などからも意見をいただきながら進めていき

たいと考えておりますので、御理解を願いたいと

思います。

最後に、小項目３の北国博物館の利用促進につ

いてであります。北国博物館は、平成８年２月の

開館以来２１年が経過いたしまして、昨年度末ま

でに約２８万人の方の来館をいただいております。

博物館の使命は、名寄の歴史や文化、自然に関連

する資料や情報を集積し、発信することであり、

年間１２本前後の特別展、企画展を中心に講演会

や体験講座、児童生徒を対象とした自然体験事業

を展開する中で、現在も年間約１万 ０００人の

来館人数を維持しているところでございます。常

設展示室については、北国をテーマに市民から寄
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贈された多くの実物資料を中心に冬の生活文化を

解説するとともに、映像コーナーや郷土コーナー

として北風磯吉や名寄岩静男など後世に伝えてい

くべき人物などを紹介しております。また、合併

を機に平成２０年度、２１年度の２カ年で情報検

索コーナーと映像番組の更新など常設展示室の一

部リニューアルを行い、旧風連町と旧名寄市を一

本化した情報提供を行っております。

新年度は、リピーター確保事業として名寄とス

キーをテーマとした１０分程度の新番組を制作し

まして、冬季スポーツ拠点化事業の推進や市民の

生涯学習の一助となるようギャラリーホールで上

映できる機器導入を検討しているところでござい

ます。また、導入する機材は汎用性を考慮し、特

別展や企画展の展示内容をより深く理解していた

だくために、関連映像を上映するなど利活用を図

りたいと考えております。あわせて新番組は市関

連施設や市内小中学校へ配付し、郷土学習の教材

の活用もお願いしてまいります。北国博物館の利

用促進を図るために、新年度からリピーター確保

事業を柱に特別展、企画展のテーマをタイムリー

性や必要性を考慮しながら魅力ある内容としてま

いります。また、講演会や体験講座など関連事業

を実施し、より多くの市民の利用や事業参加を進

め、名寄の歴史や文化、自然について後世に伝え

ていきたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。時間の範囲内で再質問させていた

だきたいというふうに思います。

まず、市長からは第１番目の項目として２期目

についてのそれぞれの御答弁をいただいたところ

でございます。これまでの公約に対する実績等々

も述べていただきまして、大変わかりやすく御説

明をいただいたのかなというふうに思っておりま

す。新年度に向けての御答弁もいただいた中で、

重要項目、総合計画の中で３つの重点項目を実施

されるということで、実施の方法として各課連携

の横串に刺したというふうな説明もかつていただ

いているわけでありますけれども、これから各課

で連携をしながら、本当にそれを具体的にどうい

う形で各課が連携をしていくかというのはなかな

か工夫をしなければ難しいところなのかなという

ふうにも思いますので、そこら辺の具体的な進め

方について、考え方についてまずお伺いをしたい

なというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員お示しのとおり、

昨今のそれぞれの市が行う政策や事業というのは、

ほぼほぼその部署や課で完結するというものはな

かなかもう少なくて、部門間にまたがる、あるい

は民間の方や、さらには名寄市だけでなくて広域

での連携ということで、さまざまな連携が求めら

れていくことになってきているなということを改

めて痛感しております。職員の皆さんにはそうし

たことをしっかりと肝に銘じて仕事に当たってほ

しいということを常日ごろ強くお話をしていると

ころでございますし、とりわけ重点的に部門間を

またがって時期を決めてやらなければならないこ

とに関しては、あるいはそうしたプロジェクトチ

ーム的なものをつくって部門間にまたがる職員を

そこに結集をさせてプロジェクトを遂行していく

ということも今後事業によってはふえていくので

はないかというふうに考えております。いずれに

いたしましても、そうした連携がこれからの大き

な行政を推進していくに当たってのキーワードと

なると考えておりまして、しっかりと意を払って

いきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市長も常々連携とい

うことはこの場でも発言されておりまして、まさ

にそのとおりだなというふうに思っております。

名寄はそんなに大きなまちではありませんので、

それぞれの課というのは悪い言葉で言えば縦割り

というか、その任務を負っているわけですから、
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その任務をしっかりと遂行するというのは当然で

ありつつも、隣の課と連携をしたほうがより中身

が効果的になっていくということもやはりこれか

らはあろうかなというふうに思っておりますので、

市長の考え方が職員の皆さんにしっかりと通じて、

それが形となってあらわれていくようにぜひ望ん

でおきたいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

大項目１の３番目についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。公共施設等の管理計画の今後

の進め方についてでありますけれども、将来的に

見て人口の推計にも合わせて１３％の床面積を削

減していこうというふうな大まかな計画でもあり

ます。こうしたときに、これは都市計画にも関連

してくるのかもしれませんけれども、例えばどこ

かの施設とどこかの施設を合体させて新たなもの

を考えていこうとするときに、他の自治体でも考

え方としていろいろあると思うのですけれども、

やはり中心市街地のほうになるべく持っていこう

とするのか。現在はどちらかといえばまち全体に

分散させて公共施設を置いているという状況にも

ありますけれども、これからはいわゆるコンパク

トシティー化を目指していったほうがいいという

ふうにお考えなのか、あるいは今のように各地域

にそれぞれ少しずつ公共施設を置いておいたほう

がいいというふうにお考えなのか、大まかな考え

方で結構ですので、お伺いをしたいなというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の総合計画の中でも

コンパクトシティーというような言葉が出てきて

いると思いますし、この公共施設の総合管理計画

の中でも公共施設をできるだけ縮減をしていかな

ければ今後の人口減少の社会に対応していけない

ということであるとすると、集約をしていくとい

うことになっていくのではないかというふうに思

います。先ほどもお話をしておりますけれども、

公共施設の管理計画は向こう２０年までの総合計

画よりも長いスパンの計画となっておりますけれ

ども、より全体を俯瞰してこれからの公共施設の

あり方をどう考えていくかというふうに見たとき

には、やはりある程度ロングなスパンで、少し大

局的にグランドデザイン的なものを青写真をつく

っていく必要があるのではないかというふうに考

えております。

総合計画の中での予定では、平成３０年度から

都市計画のマスタープランを策定するということ

を考えておりますけれども、ちょうど公共施設の

管理計画の実施計画も３２年度までに策定をして

いかなければならないということでありますので、

ここらあたりで中長期の向こう３０年、４０年ぐ

らいになるのでしょうか、それぐらいの大きなス

パンの中でこの人口動態だとか社会的な情勢がど

うなっていくのかということを含めて大きなデザ

インを描いていく。そのための議論を平成２９年

度から少しスタートをしていかなければならない

なというふうに考えておりまして、庁内あるいは

住民の皆さんとどう議論を重ねていくのかという

ことをしっかり検討していきたいというふうに思

っています。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 私もそのような観点

が大変重要だというふうに考えております。市長

も初めて選挙に臨んだときからやはり２０年後、

３０年後のまちづくりを考えてというふうなこと

もおっしゃっておりました。総合計画もそうです

けれども、例えば建物を１個建てるとすると、も

うそれから建物は３０年なり４０年なり５０年な

り使うということになりますので、そういったこ

とを全体を見据えた中でどこに何をどういうふう

に建てていこうか、計画していこうかというのは、

やはりこれからは特に人口減少社会の中にあって

は必要になってくるのかなというふうに思います

ので、そのような観点から、来年度から少しずつ

議論を始めるという都市計画マスタープランにつ

いてもぜひそのような方針で臨んでいただければ
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ありがたいなというふうに思っております。

ここで、まちづくり全体についてもまずこの観

点からは必要だというふうに思うのと名寄市の財

政を考えたときにどこでどういうふうに節約をし

ていくかということを考えるという観点から、こ

れは名寄市の財政の将来像に対してもやっぱり必

要なことだというふうに思います。もう一つは、

例えばこういった工事を行う場合に、発注した際

に市内の業者の皆さんが将来どういうふうな展望

を立てられるのかという一つの目安になっていく

のもやっぱりいいことなのかなというふうに思っ

ております。皆さんにお伺いをすると、ことしは

仕事はあったけれども、来年はどうなるか全くわ

からぬしねみたいな話もしばしば伺うことがあり

ます。こういった中で、将来に向けてある程度こ

ういう事業があって、こういう修繕があってとい

うことを一定程度市内業者の皆さんにも示すこと

ができれば、例えば人が少なくなったときに雇用

をしようかなとか、今我慢しようかなという判断

をするのと雇用しようかなという判断変わってく

るかもしれませんので、そういう少し見通しが立

つという観点からも必要かなというふうに思って

おります。平成３２年までに個別の計画も立てら

れるというふうな答弁もいただきましたけれども、

そのような観点からも国の方針に沿ってスピーデ

ィーに作成いただいて、なるべく市内の企業の皆

さんにも少し将来展望が見えるような形のものを

策定していただければありがたいなというふうに

思いますけれども、そこら辺に対する考え方につ

いてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員のおっしゃるとおり

だと思います。ある程度の先行きが見通しが立て

ば、さまざまな計画も立てやすいということだと

思います。建物についてもそれぞれ耐用年数とい

うか、決まっているでしょうし、これから人口減

少していくに当たって教育施設をどうしていくの

か、はたまたここの庁舎問題をどうしていくのか

なとか、俯瞰をしてみればある程度の優先順位を

つけてそうしたことを見通していくということが

できるのかもしれません。それは、コンクリート

ではなくてこれから将来的にわたって財政がどう

なっていくかというのは一応市はキャップをはめ

ますけれども、国の状況にもよるということであ

りますので、こういうような青写真をしていくの

だということをしっかりとお示しをしていくこと

が大事なのかなというふうに思います。

あわせて、これは名寄市の公共施設だけではな

くて、道や国も名寄市の中に公共施設を構えてお

りまして、こういったことが例えば老朽化してき

たときに一緒にでは公共施設を合築というか、同

居することで多様なサービスを効果的に提供でき

るのかもしれない。あるいは、施設を有効に活用

できるかもしれない。そういったことも検討して

いくことが必要なのではないかというふうに思っ

ておりまして、できるだけ大きなスパンの中での

社会の動きをしっかりと見据えながらそうした計

画を青写真を描いていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 確かにそういう観点

もありました。今まで余りなかったのですけれど

も、名寄市以外の公共施設とも市民の利便性を考

えたときにもそういう観点もやはり必要かなとい

うふうに思いますので、ぜひお願いしたいなとい

うふうに思います。

６番にお伺いしました町並みと関連してちょっ

とここでもお伺いしたいと思うのですけれども、

答弁もいただきましたけれども、これからマスタ

ープラン等々を考えるときにもその際にこういっ

た景観であるとか、周辺との調和であるとか、そ

ういった観点の部分も少し織り込んでおいていた

だければ、後々そういう考え方に沿って検討して

みようということにもなろうかなというふうにも

思いますので、平成２９年度から少しずつ進める

マスタープランとこの景観等についての考え方に
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ついて考え方をお伺いしたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 町並みあるいは街路樹だ

とか緑の配置をどうしていくかとか、公園の配置

だとか、そうしたこともまさに都市計画マスター

プランの中に包含をされていくべきものだという

ふうに考えていまして、これは緑のマスタープラ

ンでありますとか、いろいろそれぞれの議員から

も御指摘があったところでありまして、こうした

ことも含めてどういうグランドデザインなのかな

ということをビジュアル的にもイメージができる

ような形でこの計画が青写真ができるように努力

していきたいと考えております。よろしいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そのようにお願いを

したいというふうに思います。

次に行きまして、平和行政の推進ということに

ついても答弁をいただきました。私は、両方とも、

非核に関する活動もやはり最終的には平和を望ん

でいるわけですし、一方市民の方で自衛隊を支え

ているという皆さんも最終的には平和を望んでい

るということで、両面あっていいのだろうなとい

うふうに思っております。そういったことでこう

いった執行方針であるとか、例えば行政報告の中

においてもそういった両面の活動、平和を願うさ

まざまな取り組み、活動ということを記載をして

いってもいいのではないかなというふうに思いま

すけれども、答弁の中ではこれからも両面の推進

に努めるというふうなお答えだったのですけれど

も、ここの表現方法についても再度お伺いしたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 表現方法ということで、

平和行政の推進の中で文言を入れるとか入れない

とかという……

（「そうです」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） そこの文言を入れるかど

うかというのは具体的にちょっと想定をしており

ませんでしたけれども、私自身が協力会の会長と

いう立場で自衛隊の皆さんとのしっかりとした協

力体制、さらには名寄駐屯地の皆さんが活動しや

すいような環境の提供やしっかりお支えしていく

と、そういったことを常日ごろいろんな立場で発

信をしているところでありまして、まさにこのこ

とが平和行政にもつながっていくものだというふ

うに考えておりまして、こうした活動をこれから

もしっかりと展開していきたいというふうに考え

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 表現方法については

後々御検討いただければというふうに思いますの

で、この程度にさせていただきたいというふうに

思い、次の項目に移りたいというふうに思います。

時間の関係もありますので、市立病院について

少しお伺いをしたいなというふうに思います。先

ほども市立総合病院の利用者の状況についてもお

知らせをいただきました。市外からの利用される

方も大変多くて、まさに北北海道の医療を担う病

院であるなということがこのデータからもわかる

わけでありますけれども、名寄市立総合病院は患

者さんはかなり多いのですけれども、やはり不採

算部門というのも抱えているわけでして、これは

使命として果たしていかなくてはいけない。地域

の生命を守っていくためには、たとえ不採算部門

であったとしてもやはりしっかりと担っていかな

くてはいけないということは本当に当然だなとい

うふうに思いますし、そこに対して一定の税金を

かけていくというのは必要なことだというふうに

は思います。一方で、近隣からもこのようにたく

さんの患者さんに来ていただいているということ

に対して、他の自治体からも一定程度の支援とい

うのはあるのかなというふうには思いますけれど

も、そこら辺の今後の考え方、あるいはもしそこ

ら辺に対する協議の状況がありましたらお知らせ

をいただきたいというふうに思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 議員御指摘のとおり、

名寄市立総合病院の医療圏拡大しておりまして、

宗谷圏のほうからもかなりの患者さんが入ってき

ております。前提条件として公立病院であります

ので、不採算部門というのはどうしても持った上

で適切な医療を提供するということが使命の一つ

でもあるということであります。今救急の負担金

という形でほかの市町村のほうからも一定の金額

いただいておりますけれども、近年かなり救急の

状況ですとか、救急センター指定に伴いまして流

動的になっております。また、前提となります、

今財政面だけいきますとどういう形で、救急に関

する費用とか、増嵩しているか、あるいは減って

いるのか、そのあたりは今後入ります原価計算シ

ステム、こちらを用いながら少し詳細な分析が必

要だなとは思っておりますが、財政面からはそう

いったところからアプローチできるかなとは思っ

ております。ただ、近隣市町村との信頼関係とい

いましょうか、今いろんなところから市立総合病

院に対しまして期待も高まっておりますし、いろ

んな場面で本当に助かっていますというお声もい

ただいております。こういったことをベースにし

ながら、少し分析しながら今後どういうような財

政支援もしていただけるものかどうか、これをち

ょっと研究材料の一つとして考えておりますので、

２９年度はそのあたりの作業を進めてまいりたい

と思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 相手のあることです

ので、この場でああしろ、こうしろということは

なかなか言えないのかなというふうには思います

けれども、こういった状況を踏まえながら、一定

程度近隣の皆さんにも金銭的な部分も御理解いた

だけばありがたいのかなというふうに思いますの

で、そこら辺の協議は進めていただければという

ふうに思っております。

開業医につきましては、答弁をいただきました。

これは、やはり名寄市が相談をしないでやるとい

うことにはならないというふうには思いますので、

医師会との情報交換もしながら進めていただくこ

とが望ましいのかなというふうに思います。なか

なか医師会のほうとしても、さまざまな考え方が

きっとおありなのだろうなというふうに思います

けれども、そこら辺の状況ですとか、少し流れだ

とかがありましたらもう一度お伺いをしたいなと

いうふうに思います。

それと、例えば医師会の皆さんがこういう形だ

ったら事業を進めてもいいよという、そういうふ

うな協議が調ったら、即そういった制度の構築に

向けて動いていただける用意があるのかどうなの

か、そこら辺についてもお伺いをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 開業医の誘致につきまし

て、議員が御指摘のようにこの３月でまた市内の

内科医さんが閉院をするというお話も聞いており

まして、ここ数年で内科医さんが出るというのは

大きな影響があるというふうに認識をしておりま

す。市立総合病院にとりましてもそうであります

し、地域にとってもかかりつけ医の存在というの

は非常に大きなものがあるということはもちろん

ですし、開業医さんにそれぞれ今いろんな公的な

お仕事を担っていただいております。そうした人

材が減っていくということは、あらゆる面で大き

な影響を受けているということであります。開業

医師会においても非常にこの状況を危機感を持っ

て感じているというふうにも聞いておりまして、

早晩市のほうに一定の形で提案をいただくような

お話も聞いているところでございまして、我々と

してもそうした提案をいただければしっかりとこ

ういう制度を準備をして発信をしていくというこ

とを早急に準備をしていきたいというふうに考え

ておりまして、ぜひ体制を整えていきたというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。
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〇１８番（東 千春議員） 閉じられる医院にお

いても、患者さんをいろんなところに割り振りを

されているようであります。その中でもやはり市

立病院を希望される方もいるようですし、市立病

院としても外来がこれ以上ふえていただくことは

信頼されているというあかしなのかもしれません

けれども、なかなか大変なことなのかなというふ

うに思いますので、そこら辺の対応もぜひしっか

りとお願いをしたいなというふうに思います。

それでは、次に行かさせていただきたいという

ふうに思います。大項目の４点目の保健と高齢者

福祉にということで少しお伺いをしたいというふ

うに思います。さまざまな資格取得に対する支援

を行って、これが適切に功を奏してきているなと

いうのが答弁からうかがい知ることができて、少

しよかったかなというふうに思っております。し

らかばハイツや清峰園の職員も満度ではありませ

んけれども、若干名補充が可能となったという状

況もお伺いして胸をなでおろす思いでおりますけ

れども、来年度の状況見込みであるとか、現在の

予定されている８人の方が入られたときにどうい

うふうな状況になっていくのかということについ

ても少しお伺いをしたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今お尋ねの今後

の入所者の見込みについてでございますけれども、

現状では議員おっしゃるとおり清峰園、しらかば

ハイツともどちらも定員を満たしていないという

状況が続いておりますが、先ほど申し上げました

が、新採用職員の配置を初め、また介護スタッフ

の配置転換等それぞれ検討を行うことなどにより

まして、どちらかの特養におきましては定員を満

たすことができる体制を構築していきたいという

ふうに現在報告を受けているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） どちらかが定員を満

たしていただけるということで、少しはよかった

かなというふうに思っております。介護職員の不

足というのは、特別養護老人ホームばかりではな

くてやはり地域の課題でもあるかなというふうに

も思いますので、ぜひこういった制度の継続と、

あるいはＰＲ等々に努めて、多くの皆さんにこう

いったところを受講していただくように進めても

らいたいなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

もう一点、小項目の２点目の元気な高齢者とい

ったところで、町内会等に対してもちょっと聞き

取れなかった部分もあるのですけれども、生活に

対するテレビにつける機械を貸し出しをして、そ

して運動をしてもらうようなものを新年度から実

施するというふうに伺っていまして、これは新し

く望ましい取り組みではないのかなというふうに

思っております。こういったことを、答弁の中で

も自分で健康を守るというのは本当に全くそのと

おりなのですけれども、自分一人で運動するとい

うのは、私なんか心が弱いものですからなかなか

できなくて、誰かと集団でやることによって続け

られるなということもあろうかなというふうに思

います。こういった点では、やはり町内会単位な

どでこういった事業を展開するというのは必要な

ことだろうなというふうに思いますけれども、こ

れはもう少し具体的にどのようなものでどのよう

に実施をされようとお考えなのかお伺いをしたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま介護予防に向けた運動に対しての先ほど市長

のほうからも申し上げましたテレビのモニターな

どに接続して音楽などに合わせて運動器だとか、

口腔器、口の中の機能だとか、認知機能だとか、

生活習慣に関するさまざまな介護予防を行うこと

ができるプログラムを入れた機械を新年度リース

で導入できるように予算のほうをのせさせていた

だいております。予算のほうを通していただきま

したら新年度から、機械については１台というこ
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とで、ちょっと台数については限りはあるのです

けれども、市内の各町内会だとか介護予防教室だ

とかにお貸しして、運動の際の参考というか、き

っかけにしていただいて、使用していただくとい

うこととともに、現在も地域包括支援センターで

は町内会等で行っております介護予防教室に出前

講座でお呼びいただいた際には訪問させていただ

いて、あわせて介護予防の教室に対する教室を実

施させていただいておりますので、あわせながら

継続させていただければというふうに思っており

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） １台ということで、

モデル的にやる意味なのかなというふうに私は理

解をさせていただきますけれども、若干これでは

継続的に例えば町内会なんかで使うということは

難しいのかなというふうにも思いますので、ぜひ

来年度はその実績を踏まえていただいて、再来年

度に向けての検討の材料としてしっかりと検証し

ていただければありがたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次に移らせていただきたいというふうに思いま

す。それでは、教育行政についてお伺いをしたい

なというふうに思います。まず、ＥＮ―ＲＡＹホ

ールについても御答弁をいただきました。利用も

本当に順調に進んでいるなというふうに思ってお

りまして、やはり御答弁いただいたように市民が

参画しているからこそ、多分ここまでできている

のかなというふうに思っております。先日他市の

状況をお伺いしたときに、なかなかホールが活用

されていないというふうに伺いました。どういう

ふうにやっていらっしゃるのですかと聞いたら、

やはり実行委員会みたいなものはほとんど組んだ

ことがないというふうな答弁をいただきました。

自治体の自主事業しかやっていませんと。だから、

買いに来たら販売しますという、そういうことし

かやっていませんということで、やはりそういう

ことでは進んでいかないのかなというふうに事例

も拝見したところであります。

答弁をいただいた中で、これから市民の皆さん

がみずからそういったことをお考えになった場合

には企画の相談等々も行いたいというふうな御答

弁をいただきました。本当にこのことが大切なの

かなというふうに思っておりまして、一般の皆さ

んというのは自分はそんなことできっこないとひ

ょっとしたら思っているかもしれないのです。実

際やってみると、ノウハウ、手法をレクチャーを

させてもらうと案外できるのです。それで、やっ

た結果として、自分がそういったことに参画をし

て、例えばそれが成功したときの達成感というの

は、見に行ったときと自分たちが主体となって事

業を行ったときの感じってこれはかなり違うもの

がありまして、そういった参画ということに対し

てもやっぱりさらに充実させていただきたいなと

いうふうに思いますし、現在職員の皆さんもそう

いった実行委員会組織が立ち上がったときにその

中に入って指導を既にされていたりだとか、情報

交換をしたりだとかされているようでありますの

で、もうおおむね市民の皆さんにレクチャーでき

るぐらいの体制になっているかもしれませんので、

何か一回どこかでそういった例えば講座みたいな

形で実行委員会のつくり方みたいのをやってみて

もいいのかなというふうにも思いますけれども、

そこら辺いかがでしょうか。考え方お伺いしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 平成２７年５月に開

館以来、議員からありましたように本当に多くの

市民の方にかかわっていただきながら、ＥＮ―Ｒ

ＡＹホールで大変多くの舞台芸術を展開すること

ができております。今年度も先ほど申し上げまし

たとおりに実行委員会を含めて本当に企画段階か

ら市民の方かかわって、そのことによってＥＮ―

ＲＡＹホールに足を運んでくれる方もふえてくる。

そして、達成感も含めていろんな面で相乗効果が
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生まれてきたと思っております。今後においても

そういった市民の方としっかり連携をしながら、

丁寧な指導なり支援体制もとりながら進めていき

たいと思いますけれども、またちょっとその人た

ちを集めて講習会みたいなのをやるかどうかとい

うのは、そういったニーズが多くあればやってい

きたいと思いますし、できるだけ個別の中で、ア

ーティストだったり、どんな演目やるかによって

対応も変わってくる部分もあるかというふうに思

いますので、やっぱりしっかりそれぞれの団体と

の連携なり支援体制をとる、そういったことを基

本に考えながら当面やっていきたいというふうに

思っていまして、先にそういったもっと多くのく

くりの中でやったほうがいいということであれば

研修会等も考えていきたいと思いますので、御理

解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） そういった状況を見

ながら進めていただければありがたいのかなとい

うふうに思っておりますが、できれば多くの市民

の皆さんにもそういった経験を味わっていただい

て、こういった事業に参画をする楽しさだとか喜

びだとかということも味わっていただくこともや

はりＥＮ―ＲＡＹホールの発展につながっていく

のかなというふうに思いますので、ぜひそこら辺

の御配慮をいただければありがたいなというふう

に思っております。

もう一点、これは少し改善といいましょうか、

市民の御意見をいただくところではあるのですけ

れども、ＥＮ―ＲＡＹに何かお願いをしに行った

ときにここはエフエムさんのほうで受け付けがで

きるけれども、この部分は文化センターのほうに

行って聞いてほしいということがやはり今でもあ

るようでして、ここら辺はできればワンストップ

サービス的な仕組みづくりができないのか、そこ

ら辺について考え方があればお伺いをしたいなと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、文化センター、ある面窓口が２つのよう

に、当然市民から見ればエフエム側であったり、

文化センターの事務局であったり、どちらに行っ

ても文化センターの窓口だろうというふうに見え

る部分だというふうに思っております。そういっ

た御意見については市民からもいただいている部

分もあるし、以前の一般質問の中でも質問があっ

たというふうに思っています。ことしの４月から

に向けてエフエムなよろとの運営委託している業

務の中に、そういった受け付け業務をどこまでで

きるかということを協議しながら対応していきた

いというふうに思っております。貸し館業務なり、

そういったものについてはどこかでしっかりやっ

ぱり管理をしなければならぬというところが１つ

ありますので、その情報をいかに共有しながら来

た市民の方々との受け付け業務をどこまでそれぞ

れができるかということも検討しながら、ワンス

トップといいますか、行ったり来たりしないよう

な、そういった対応をできるだけとるように協議

を進めているところでありますので、４月以降実

施をして、また何かそういった市民からの御意見

とか耳に入った場合についてはこちらのほうに流

していただければ、改善をしながらよりいいもの

にしていきたいというふうに考えていますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれの役割があ

るので、一定程度は仕方がないことだろうなとい

うふうには思いますけれども、開館以来市民から

は大変評判のいいＥＮ―ＲＡＹホールの中で、多

分これが唯一市民からの御指摘をいただく部分か

なというふうに思いますので、極力改善に向けて

努力をしていただければありがたいなというふう

に思います。

次、高校間口についてお伺いをしたいと思いま

す。答弁にもいただきましたように、中学生の卒

業人口が減っていくという中ではどこかが受け皿
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にならざるを得ないというのは十分理解をするも

のの、やはり名寄市としては産業高校からの人材

輩出というのはまちづくりに関しても非常に大き

な貢献をしていただいているのではないのかなと

いうふうにも思っておりますので、これはひょっ

とすると教育委員会だけではなくてまち全体の産

業の考え方、振興についてにも大きく影響してく

るのかなというふうにも思っております。そうい

った観点から、資格取得に対する支援等も行って

いただいておりますけれども、いろんな要素があ

ったのかもしれませんけれども、酪農科学科の来

年度の受験予定者は比較的ふえているというふう

に伺っております。これは、さまざまな要素があ

るのかもしれませんし、杉並区への働きかけも少

しよい影響としてあらわれたのかなというふうに

も思っております。ここの部分を近隣他の自治体

みたいに入学に対してのお金をたくさん出せとか、

そういったことは多分名寄市でも無理だなという

ふうに思いますので、それ以外の分野でもう少し

名寄市の大切なよいものを磨いていく、あるいは

発展させていくという観点から、教育委員会だけ

のみならず、例えば営業戦略とかで何かの折にＰ

Ｒをするであるととか、そういった情報発信をし

ていくだとか、そういった考え方ができないのか

どうなのかについても少しお伺いをしたいなとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高校の間口の問題に関し

ては、全市的、全庁的に取り組んでいかなければ

ならないということで、おっしゃるとおりだと思

います。その角度から、高校のあり方検討会で今

民間の有識者の皆さんを中心にこれからの高校ど

うあるべきかと。ここには、時代に合った、ある

いは例えば産業高校などは学科によっては全道あ

るいは全国から人が呼べると、こういうことであ

りますので、より今の時代に沿った魅力ある教育

を行っていけば、まだまだ地域だけでなくて広く

いろんな方から支持される高校になる可能性はあ

るという可能性を模索して、今いろんな議論をし

ていただいておりますし、当然ＰＲ活動もこれは

全市を挙げてやっていかなければと思っておりま

す。今のところ教育委員会中心に学校の先生方も

一生懸命努力をしていただいて、さまざまなとこ

ろで足しげくいろんなことで回っていただいてい

る、その成果で酪農科学科に関しても新年度こう

いうような成果になったというふうに思っていま

すので、地域でしっかりと支えてできる部分と、

そして地域のニーズに合ったものをどう構築して

いくかということを教育委員会に提案していく部

分とよく地域と相談しながら、これからの高校が

魅力的なもの、それがひいては地域の振興につな

がっていくものに資するように全市挙げて取り組

んでいきたいというふうに考えています。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 市内及び近隣から通

う学科については、これは多分しようがないなと

いうふうに思いますけれども、それは教育のあり

方だとかは検討していかなくてはいけませんけれ

ども、募集に関しては全道から来てもらえるもの

についてはやっぱり全道に発信をしていく、全国

から来ていただけるものにはなるべく全国に発信

していくというふうな、何かそういったさらなる

取り組みを求めて、次の質問に行きたいというふ

うに思います。

少し時間もなくなってきましたので、７番目の

国や道への要望についてお伺いをしたいというふ

うに思います。ここでも答弁をいただきまして、

ＪＲはこれは名寄だけの話ではなくて、市長から

の答弁もいただきましたけれども、沿線自治体み

んなで協力をしながら進めなくてはいけないとい

うことだろうというふうに思います。私たちは、

一体何をどういうふうに支援をすることがいいの

かというのがわかっているかというと、多分ＪＲ

もわかっていないかもしれないし、当然私たちも

わかっていないなというふうに思うわけです。そ
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ういったことから、先進事例を学ぶということも

必要ではないかというふうに思います。やはり国

鉄から分割民営をしたときにきついのではないか

といった、そういったＪＲが頑張っているだとか、

ではどういうふうな形で頑張っているのか、その

ときに地域はどういうふうに支えているのかとい

うのを私たちも学ぶことも必要なのかなというふ

うにも思いますので、今後どういうふうな取り組

みを考えておられるのか、少しお伺いしたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既に宗谷本線の沿線のそ

れぞれの自治体においては、乗客がふえる、売り

上げを増強していくためにさまざまな努力をして

いると思います。秘境駅ということで、それぞれ

まちのほうで整備をしながら観光協会あたりがし

っかりと支えて、非常に乗降客が伸びている駅も

北のほうにもあるというふうに聞いておりますし、

駅が無人になることによって利便性が落ちるので

ないかということで、町のほうでそれをカバーす

るために職員を配置をして、駅にしっかりとにぎ

わいを担保していくのだというようなことだとか、

さまざまな取り組みをそれぞれの自治体で行って

いるというふうに思います。これを今後ともいい

部分は伸ばし、そしてさらにできることを我々の

中でも知恵を出していかなければならないと思い

ますし、広域で連携してできることということも

これから多く出てくるのではないかというふうに

思います。

この間北北海道の周遊ルートの関係でセミナー

がありましたけれども、この辺一帯は札幌から稚

内まで観光庁が認定をしていただいたルートにな

っています。このことは非常に大きなインパクト

があると思っていまして、今後例えば海外の方、

外国人の方なんていうのは個人客がどんどんふえ

てきている中で、なかなかバスとかというのは使

いづらいわけだけれども、鉄道だと利用しやすい

というような側面もあるのかもしれません。そう

した観光という部分でもう少しできること、工夫

することはあるのかもしれない。あらゆるそうし

た知恵を出していかなければならないと思います

し、議員がおっしゃられるようにそうした先行事

例を例えば呼んできて市民の皆さんで、地域の皆

さんで一緒に学んでいって機運を高めていくと、

そんなことも必要なのかなというふうに思います。

いずれにしても、このＪＲの問題はそうした努力

もしていきつつも、国の抜本的な支援がないとや

はり維持することはなかなか難しいというふうに

思っていまして、その両方の角度からしっかりと

運動を展開していきたいというふうに考えている

ところでありまして、議員の皆様にもぜひ御理解

と御協力をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 引き続き国や道に対

する要望行動を続けていただくとともに、利用者

の増に関して地域でできることというのはやはり

地域住民に少しでも多く乗っていただくことと、

もう一つは市長おっしゃったように観光客がこっ

ちに来たときにどういうふうな体制で迎えるのか

ということの協力かなというふうにも思いますの

で、そこら辺の調査もこれからぜひ行っていただ

けばというふうに思います。

北海道縦貫自動車道についての進捗についても

お伺いをしました。情報に接する中で、士別のほ

うの用地のほうの取得が若干滞っているというお

話も伺うわけでありまして、やはりこれはつなが

らなくては高規格道路としての役割を果たしませ

ん。これは、市長答弁をいただきましたけれども、

風連方面からの用地についても協議が始まってい

るというふうに伺いました。これは、工事という

のはどちらから進んでいってもいいのかなという

ふうに思いますので、仮に士別のほうが少しスピ

ードが停滞をしているのであれば、徳田インター

から進めていくということをこれから要望してい

ってもひょっとしたらいいのかなというふうにも

思いますけれども、そこら辺の考え方についてお
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伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 次年度から多寄―名寄間

の用地の問題に関して本格的に動いていくという

ふうにも承知をしておりますけれども、まずはそ

こを地元でできる協力はしっかりやっていくとい

うことが大事なのかなというふうに思っています。

そのことが早期の完成、着工につながっていくも

のというふうに思っています。南から順々に工事

をしていかなければならないという決まりがある

わけではないというふうにも聞いておりますので、

その辺は条件が整ったほうから工事をしていくこ

とになるのかなというふうに思っておりまして、

重ねてそうした協力をしっかりと行っていくこと

でそうしたことにも資することになっていくのか

なというふうに思っていまして、できるだけの協

力を惜しまない覚悟でいきたいというふうに思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 時間がなくなりまし

たので、以上で終わりたいと思いますけれども、

ただいま市長から御答弁がありましたように、道

路整備につきましてもやはり一日も早くつながる

ということが大切かというふうにも思いますので、

さまざまな観点から国等に要望して一日も早い完

成を目指していただきたいというふうにお願いを

申し上げて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市民の当面する緊急課題について外５件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 市民連合・凛風会７

名を代表して質問を申し上げたいと思います。

ことしは、平和憲法施行７０年の大きな節目を

迎えます。あの愚かな忌まわしい戦争の教訓から

全ての自治体が憲法の理念、理想を現実の暮らし

と平和に生かすため、法律、条例等に反映をして

きました。特に憲法第８章、地方自治の本旨に基

づき、２０００年に地方分権一括法が制定され、

合併後の名寄市自治基本条例の土台になったもの

と思われます。しかし、政治情勢はまたいつか来

た道を想起し、風雲急を告げる動きもあり、立憲

主義、民主主義の大切さを党派、会派を超えて戒

めなければならないと思います。

さて、名寄市は合併１０年の総括のもと、市民

憲章、自治基本条例に心した総合計画第２次１０

年に向かいます。人口減少や超少子高齢化、人と

人のつながりが弱くなっている課題を抱えながら

も、住民自治を念頭に市民力を高め、安心できる

まちづくりを前進させなければなりません。

大項目１つ、名寄市民の当面する緊急課題につ

いて、１つ、名寄市内の福祉、介護職場における

従事者等の現状と名寄市の取り組み強化について。

超少子高齢化時代に入り、介護従事者、保育士等

の人材確保は社会問題となり、困難をきわめてい

ます。名寄市においても努力中ではありますが、

結果が出ず、市民のニーズに応えられない不満、

不安が拡大をしております。現在の施策及び解決

のめど、多くの待機者の対応についてお伺いをい

たします。

２、南スーダンＰＫＯ任務と自衛隊員の命につ

いて。先月末の道新記事２面トップに、帯広の第

５旅団来月から訓練、南スーダンＰＫＯ新任務対

応とありました。現在第１１次隊として青森駐屯

地から派遣をされていますが、これまでの任務に

加えて駆けつけ警護、宿営地の共同防護が付与さ

れております。これは、青森、帯広だけではなく、

その次は名寄の駐屯地からも派遣されるのではな

いかと心配する声を聞きます。全国でも駐屯地と

地域との結びつきが緊密と言われる名寄市、加藤
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市長としてその認識及び市民不安解消に向けた対

応についてお答えをいただきたいと思います。

大項目２、２０１７年度市政執行方針と予算編

成について、１つ、市政執行方針について。市政

推進の基本的考え方を３点強調されております。

いずれも市政運営の特徴をあらわしていますが、

市民とどう向き合い、情報公開、説明責任の量、

質が伴わないと双方向ではなく、多くの市民との

ミスマッチの危惧を懸念をします。市民目線を大

切にした市政運営をどう構築していくのかお伺い

をいたします。

２、予算編成と今後の財政展望について。予算

編成過程の仕上げでもある市長査定で積み上げた

もの、あるいは先送りした施策、事業等について

具体的にお伺いをいたします。いつの時代でも執

行者は財政の厳しさを強調されますが、今後の市

民サービスの質や生活の負担がどうなるのか、市

民満足度も推しはかりながら協働のあり方につい

ての考え方をお伺いいたします。

３、加藤市政２期目の自己評価と今後の基本姿

勢について。人口減少、少子高齢化、人材確保、

地域経済の衰退等厳しい環境下にある中で、市政

執行３年間の自己評価と残す任期１年の間市民の

満足度をどうアップしていくのかお伺いをいたし

ます。

教育行政について、１つ、教育行政執行方針に

ついて。まず、かねてから私ども会派初め学校現

場や保護者の皆さんから要望のあった特別支援教

育の推進を初めとしたインクルーシブ教育システ

ムの構築のため、支援員の増員、放課後児童クラ

ブ受け入れ、時間延長等前向きな対応に敬意を表

します。

さて、教育行政執行に関する基本方針として、

生きる力と豊かな文化を育むまちづくりを教育、

文化、スポーツ分野における基本目標に上げてお

ります。児童生徒たちの学力、体力、創造力向上

が高まることを期待するものでもあります。その

ためには、学校現場の環境改善及び学校、家庭、

地域の濃密な連携は欠かせません。現状と今後の

政策的課題についてお伺いをいたします。

２、公立高校配置計画の今後の推移と課題につ

いて。名寄市内の高等学校は、中学校卒業生の減

少により定員割れが続いておりますが、産業高校

に加え名寄高校までが定員割れになりました。新

たな間口減への対応を迫られることになりますが、

市内の各中学校及び両高校との連携が今まで以上

に必要となります。現状認識と近隣高校との比較

も含め、諸対策についてお伺いをいたします。

３、名寄市立大学の将来構想について。去る２

月に名寄市立大学の将来構想が明らかになりまし

た。若者がまちにあふれ、大学の地域貢献に期待

する市民の声と同時に、今後も続く北海道、東北

圏内における生き残りをかけた差別化のため、学

生や保護者期待の高等教育機関として教員、スタ

ッフの充実及び設備投資がどこまで続くのか見え

ないという声も交錯しております。構想で提示さ

れた今後のソフト、ハードの課題や大学本来の研

究成果、地域社会の期待に応える学生の輩出を市

民にわかりやすく説明を求めたいと思います。

市民が主役のまちづくりについて、１つ、総合

計画第２次について。昨年第３回定例会後半に総

計第２次の議決を踏まえた集中審議における市長、

副市長の総括答弁がありましたが、多くの市民と

理解を深め、共有していかなければ意味がありま

せん。まさに名寄市自治基本条例第２章、まちづ

くりの基本原則を踏まえた住民自治の熟成を目指

し、市民的議論を深め、足らざるところはスピー

ド感を持って補っていかなければなりません。総

括答弁の課題についてどのように実行していくの

かお伺いをしますとともに、前期実施計画と新年

度当初予算に変更があればお伺いいたします。

２、行政の情報公開のあり方と課題について。

各種計画等に対するパブリックコメントを初め、

市民の意見反映の現状と課題及び名寄市の経営会

議と思われる部・次長会議の位置づけや情報公開

の現状と課題をお伺いをいたします。
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３、名寄市公共施設等総合管理計画の推進につ

いて。人口減少、地区別の公共施設の状況、将来

負担コストや耐震性の必要性から、総論として２

０年後延べ面積、床面積目標値１３％の削減はお

おむね理解をできます。しかし、この計画及び目

標の設定だけでは説明責任を果たしたことになり

ませんので、施設名、行政サービスの変化、地区

への影響等具体的な情報説明がないと議論が起き

づらいと思います。どのように計画を推進するの

かお伺いいたします。

保健、医療、福祉行政について、１つ、新名寄

市病院事業改革プランの進捗を踏まえた成果と課

題について。昨年からの新改革プランの実行に当

たり、特筆できる主な１年間の成果と課題及び国

や道の対応、市民ニーズを踏まえたプランの評価

についてお伺いをいたします。

さらに、プラン作成過程でパブリックコメント

による意見反映がありましたが、介護、福祉、行

政に精通した職員の配置の要望について、地域包

括ケアシステムの構築との関連で大変重要かと思

いますが、前倒しの検討についてお伺いをしたい

と思います。

２、名寄市地域福祉計画を踏まえた新個別計画

策定への対応について。２０１８年、１年後には

第７期名寄市高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画、３年間、第３次名寄市障がい者福祉計

画、１０年間、第５期名寄市障がい福祉実施計画、

３年間、さらには認知症初期集中支援チームの設

置と地域包括ケアシステムの構築等集中をするわ

けであります。この策定体制やスケジュール、協

働、いわゆる市民との一体感をどのように醸成し、

構築していくのかお伺いをいたします。

３、新たな国民健康保険制度移行と保険税等の

見通しについて。新たな国民健康保険制度移行に

かかわる保険税及び給付案の見通し及び健康予防

活動等被保険者ニーズや市民意見反映をどのよう

に行っていくのかをお伺いいたします。

経済、建設行政について、１つ、今後の農業振

興について。新年度から第２次名寄市農業・農村

振興計画を策定し、将来的方向性を示しながら課

題解消し、農業振興に取り組むこととなっていま

すが、過去１０年間の基本計画及び実施計画を踏

まえた主な総括と国内外の新たな情勢変化に対応

する主な基本的考え方をお伺いいたします。

また、新年度に向けて農業関係団体等の要望の

特徴及び対応についてお伺いいたします。

２、にぎわいづくりと商工業等の振興について。

昨年商工業振興を図るため、中小企業振興条例を

改正し、厳しい地場企業等への支援を行ってきた

ところでありますが、その有効性や評価をお伺い

いたします。

商工業団体等の主な要望の特徴と対応及び新年

度の国や道、名寄市発注見通しと経済活性化につ

ながる見通しについてお伺いをいたします。

３、市内の地域経済状況及び雇用環境について。

現状と課題についてお伺いをしたいと思います。

以上、演壇のこの場における質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま熊谷議員から大

項目で６点にわたっての御質問をいただきました。

大学を除く教育行政以外にかかわるところをまず

私から答弁させていただきます。

初めに、大項目１の名寄市民の当面する緊急課

題について、小項目１、名寄市内の福祉、介護職

場における従事者等の現状と名寄市の取り組み強

化につきまして申し上げます。介護を初め福祉関

係における人材の確保については全国的な課題と

なっておりますが、本市におきましてはとりわけ

介護従事者の確保が課題となり、困難となってお

りまして、介護人材確保緊急対策事業におきまし

て介護職員初任者研修受講費用の助成及び資格保

持者への就職支度金の助成を開始したところでご

ざいます。先ほどの午前中の東議員の答弁と重複

いたしますが、３月４日から上川北部地域人材開

発センターにおきまして介護職員初任者研修が開

催されておりまして、全体で１６名受講者がおり、
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本事業の対象者として受講費用の助成について申

請があった方はそのうち７名ございます。申請者

につきましては、既に介護保険事業所で介護職員

として内定を受けている方もしくは雇用をされて

いる方ということになりますので、一定程度の介

護人材の確保ができたものと考えております。ま

た、受講費用助成に該当しない方でも今回の初任

者研修の終了後に市内の介護保険事業所に介護職

員として就職をされるということになれば、資格

保持者として就職支度金の助成の対象ということ

になりますので、今後についても介護職員の確保、

育成の取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

また、新年度からは新たに介護版ジョブカフェ

を開催をし、本市や介護保険事業所を未来の介護

職員に知っていただく機会を設けていくとともに、

介護事業所向けの講演会を開催をし、介護職員の

確保や定着に向けて市内の介護保険事業者と連携

を密にしながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、特別養護老人ホームの運営についてであ

りますが、名寄市が設置をし、指定管理者として

社会福祉法人名寄市社会福祉事業団が運営をする

清峰園及びしらかばハイツがございますが、両施

設の待機者の現状が清峰園１５２名、しらかばハ

イツが１１１名で、２施設合わせて２６３名とな

っております。このうち両施設の重複申込者が８

８名おりますので、実待機者数としては１７５名

となっております。この実待機者数のうち、名寄

市民の方が１６６名となっておりまして、この中

で待機場所が施設や病院でお待ちいただいている

方が１３０名、在宅の方が３６名という内訳でご

ざいます。在宅の方のうち、要介護度別の人数に

つきましては介護度３の方が１６名、介護度４の

方が１０名、介護度５の方が１０名ということで

ございます。現在お待ちいただいている方々に一

人でも多く入所いただけるように、事業団では新

年度４月からの新規採用の介護職員８名を予定を

しておりまして、現状では両施設定員を満たさな

い状況でございますけれども、今後新規採用職員

の配置等を通じていずれかの施設で定員を満たす

ことができるように体制を整えてまいりたいと考

えてございます。

小項目の２番、南スーダンＰＫＯ任務と自衛隊

員の命についてでございます。我が国では、平成

２７年に平和安全法制の成立によりまして、ＰＫ

Ｏ協力法が改正をされたところです。この改正で

は、安全確保業務、巡回、検問、警護に駆けつけ

警護が追加をされました。南スーダン国連平和維

持活動、ＰＫＯの１２次隊の主力として５月にも

派遣をされる北部方面隊第５旅団などがこの３月

から駆けつけ警護や宿営地の共同防衛など安全保

障関連法で可能となった新任務を含む本格的な訓

練に入ると報道をされているところでございます。

ＰＫＯ活動に関する派遣では、従前からのＰＫＯ

参加５原則が引き継がれておりまして、自衛以外

の武力行使を禁じる憲法第９条のもとでの活動と

なっておりますので、最大限の安全が確保される

活動になると考えております。陸上自衛隊名寄駐

屯地は、当市と緊密なかかわりがございますので、

今後の動向を見守りたいと考えております。

大項目２、２０１７年度市政執行方針と予算編

成について、小項目１、市政執行方針について申

し上げます。平成２９年度市政執行方針におきま

しては、市政推進の基本的な考え方として民間会

社的発想での行財政運営、さらなる市民参加とよ

りわかりやすい行政運営、情報公開、地域の宝、

財産、特色に徹底的にこだわったスケールの大き

なまちづくり、この３点を述べさせていただきま

した。議員より御質問をいただきました市民目線

を大切にした市政運営という意味では、先ほどの

２点目に申し上げましたさらなる市民参加とより

わかりやすい行政運営、情報公開がその基本とな

る考え方でありまして、また私の公約にあります

オール名寄で協働のまちづくりも同様の考えに基

づくものであります。まさに自治基本条例が目指
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す市民主体のまちづくりをいかに実現をするかで

あり、まずは行政からの積極的な情報の提供と市

民との情報共有を一層進めていくことと市民の参

加機会をしっかりと保障しなければならないと考

えております。これまでもパブリックコメントや

市長室の開放事業、タウンミーティングや各種説

明会など市民との情報共有や市民の声を市政に反

映をさせるための取り組みを進めてまいりました

が、今後は外部人材の活用を含めてファシリテー

ション能力を高め、意見を引き出す工夫を行う、

あるいは行政側が出向く機会をふやしたり、対話

型の意見交換も必要であると考えております。

一方で、まちづくりの主体となる市民、特に町

内会あるいは地域連絡協議会といったコミュニテ

ィーの役割がますます重要となることからも、庁

内の横断的な取り組みの中でかかわりを強めてい

くことが必要であると考えております。これらの

さまざまな取り組みを通じながら、市民目線を大

切にした市民と行政との協働のまちづくりを推進

してまいります。

小項目２、予算編成と今後の財政展望について

申し上げます。平成２９年度の予算編成は、平成

２８年１１月１日の市長訓令から始まり、財政課

長、総務部長、副市長査定による各査定を経まし

て、市長査定の段階では一般会計ベースで約１３

億 ７００万円の収支不足となっておりました。

市長査定においては、第２次総合計画の重点プロ

ジェクトを初め、市民ニーズの高い事業や喫緊の

課題に対し、限られた財源をどのように活用をし

ていくのか、また各施策や事業に対し効果や優先

度をしっかり見きわめ、査定を行いました。

例として、ふるさと納税推進事業では過度な返

礼品にならないように配慮をしながらも、目的の

明確化や内容の拡充、さらにはプレゼンテーショ

ンの強化などにより担当課では寄附金額を ００

０万円と見積もりをしていたところ、寄附金額

０００万円を目標に取り組みを進め、自主財源の

確保に努めることといたしました。保育環境の充

実では、子育て支援の環境改善や安全で質の高い

保育を実施をするために、ひまわりらんどや市立

保育所にエアコンを設置をするものでありますけ

れども、設置箇所については使用頻度等を考慮し、

要求額を一部見直し、予算計上させていただいた

ところでございます。また、販売促進事業補助金

については、実施方法を見直し、改めて消費喚起

に向けた取り組みの検討が必要であるということ

から、ゼロ査定といたしました。除排雪対策の新

規事業でありますレンタル＆ゴー事業では、地域

と行政が連携し、実施をする除排雪体制について

模索をしてきた中で具現化した事業でございまし

て、冬期間の道路空間確保に対し、支援をしてい

くものでございます。さらに、高齢者施策として

要望の多かった要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋支

給事業や屋根雪おろし安全確保特別対策事業など

新たな事業も盛り込み、高齢者の方々が住みなれ

た地域で長く暮らすことができるように予算を計

上させていただきました。

これら査定での議論や検討を重ねた結果、財政

調整基金から５億 ００３万 ０００円、公共施

設整備基金から２億８００万円を繰り入れをする

などで収支の調整を図り、一般会計の予算案は前

年度比 ７％減の２２１億 ９３６万 ０００円

となりました。今後も財政規律を重視し、健全な

財政運営に努めてまいります。

小項目３、加藤市政２期目の自己評価と今後の

基本姿勢についてでございます。現在の総合計画

である後期計画が終了することに伴い、市民で構

成をする名寄市総合計画推進市民委員会で行政評

価を実施をいただいておりまして、総合計画の体

系をもとに自己評価をさせていただきます。基本

目標１、市民と行政との協働によるまちづりにつ

きましては、名寄市の最高規範である名寄市自治

基本条例の考えに基づき、市民の皆様との情報の

共有に努めてまいりました。パブリックコメント

の実施においては、今後多くの市民に関心を持っ

ていただけるようにさらなる工夫をしていかなけ
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ればならないと考えております。また、財政運営

では楽観視できない財政状況を踏まえ、健全財政

に努めてまいりました。将来を見据えて財政規律

を設定をし、持続可能なまちづくりのため効果的

な投資にも心がけてまいりました。今後も引き続

きわかりやすい情報公開を行い、市民の皆様との

情報共有に努めてまいります。

基本目標２、安心して健やかに暮らせるまちづ

くりについては、健康の保持増進において市民が

健康で安心して暮らせるまちを目指し、自分の健

康に関心を持ち、自分に合った健康づくりに取り

組んでいくためのポイント制度、なよろ健康マイ

レージをスタートいたしました。地域医療の充実

においては、地域救命救急センターの設置など機

能の充実を果たすことができました。このことは、

大きな前進であったと考えております。子育て支

援の推進においては、ひまわりらんどの開設やソ

フト面では乳児医療費の助成の拡大、子ども・子

育て支援新制度へ移行する幼稚園、保育園への支

援を実施をし、子供を産み育てていく環境整備を

進めることができました。高齢者福祉の充実にお

いては、見守りネットワークの充実、認知症サポ

ーターの養成を行い、まち全体で高齢者を見守り、

支え合う地域づくりを進めることができたと考え

ております。しかし、介護人材不足に対応するた

め、人材確保緊急対策等実施をしておりますが、

安心して健やかに暮らせるまちづくりの推進のた

めに引き続き人材確保に向けては最大限努力をし

てまいります。障害者福祉の推進については、基

幹相談支援センター事業の開始や議員の皆様のお

力添えにより名寄市みんなを結ぶ手話条例が制定

をされ、名寄市の障害者に優しいまちづくりが進

められたものと考えております。

基本目標３、自然と環境にやさしく快適で安全

なまちづくりについては、防災対策の充実におい

てこれまでにない大雨水害に対し、市民の自助、

共助に対する啓発活動をまちづくり懇談会や防災

訓練などを通じて実施をしてまいりました。これ

により町内会単位で自主防災組織立ち上げの機運

が高まるなど、災害に対応できるまちづくりを推

進することができました。総合交通体系において

は、高規格道路の早期完成を目指し行ってきた要

望活動が実り、名寄地区においても地権者への用

地説明会が開催をされ、いよいよ工事着手が見込

まれる段階まで来ております。宗谷本線におきま

しては、地域住民の生活インフラであることから、

存続に向けての活動を早期から行い、当面のポイ

ントとしていた先般の北海道の鉄道ネットワーク

ワーキングチームの報告内容にはこれまでの要望

内容の成果があらわれたものと考えており、引き

続きこの地域の鉄路を守るために最大限努力をし

てまいります。

基本目標４、創造力と活力にあふれたまちづく

りについては、農業、農村の振興において地域お

こし協力隊を活用した農業後継者対策で、２名で

はありますが、研修を終えることができました。

今後も有効な制度を活用し、後継者対策を実施を

してまいります。また、パブリックコメント中の

ものもございますが、中小企業振興条例、農業・

農村振興計画、観光振興計画、これら見直しも行

い、さらなる地域経済の活性化、農業振興に向け

て取り組んだところでございます。名寄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略においては、合宿誘致

を推進しておりますが、順調に受け入れ人数をふ

やすことができておりますので、今後も引き続き

まちの活力につながるように努力をしてまいりま

す。

基本目標５、心豊かな人と文化を育むまちづく

りについては、市民待望のＥＮ―ＲＡＹホールが

完成をし、多様、多岐にわたる文化の振興をさら

に図ることができました。今後も魅力ある講演や

舞台芸術の開催に努め、市民の皆様の文化活動に

寄与できるように最大限努めてまいります。スポ

ーツにおいては、現在冬季スポーツの拠点化を目

指しており、昨年は北海道が主催をするウインタ

ースポーツコンソーシアム事業の誘致に成功し、
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日本で初となる市街地商店街を会場としたローラ

ースキー競技会を開催をすることができました。

また、今週末からジュニアオリンピックカップが

当市で開催をされ、官民協働によるおもてなし委

員会が設立をされており、冬季スポーツの拠点化

にふさわしいまちと評価されることを期待をして

おります。名寄市立大学においては、平成２８年

度に保健福祉学部の再編強化として社会保育学科

が誕生をいたしました。また、さらなる総合的発

展と地域課題の解決に貢献をする取り組みを進め

るためにコミュニティケア教育研究センターを設

置し、地域の保健、医療、福祉を担う人材の養成、

輩出や知の拠点化を図るとともに、大学を核とし

た地域力の強化を推進をしてまいります。

以上、基本目標に沿って述べさせていただきま

したが、市民の皆様との協力のもと、総合計画や

総合戦略などの推進を通しながら市民満足度をさ

らに上げていくことができるように議員の皆様の

御指導をいただき、また市民力を生かし、職員一

丸となって住み続けたいと思えるまちづくりに努

めてまいります。

大項目３、教育行政についての中の小項目３、

名寄市立大学の将来構想については私から申し上

げます。今後の１０年間における市立大学が目指

すべき基本的な方向性を示している将来構想につ

きましては、学長からの報告を受けて先般市議会

総務文教常任委員会に提出をし、多くの意見をい

ただいたところです。構想の基本方針は、開学時

の基本理念である１つ、保健、医療、福祉の連携

と協働、２つ、少人数教育の実践、３つ、地域社

会の教育的活用と地域貢献、これらを継承し、教

養教育の充実を図りながら現行の１学部４学科体

制を維持し、本学の発展を目指すものでございま

す。具体的には、教育、研究、教育研究環境の整

備、学生支援、社会連携・貢献、国際・国内交流、

管理運営と情報公開、質保証と本構想の検証、こ

の８つの項目に分けまして目指すべき基本的な考

え方について示しています。また、今後の具体的

な施策の展開を図るために、学内では実施計画の

策定作業を進めておりまして、計画がまとまり次

第市議会へ提出をいたします。

次に、市民の間に大学に対する期待の声と不安

の声があるという御指摘に対しましては、まずも

ってこの大学は名寄市の財産であり、名寄市のみ

ならず周辺地域も含めてまちづくりに大きな影響

を与えているということを御理解をいただきたい

と思います。社会保育学科設置などによるスタッ

フの増、新図書館、新棟の建設など大型の施設整

備が続いておりますが、大学の教育、研究活動な

どを充実させていくためには、教員の確保と一定

の施設整備はいずれも必要となります。将来構想

では、学生に対して責任ある教育を実践をするた

めに教員組織編成の基本方針及び配置計画を定め

ることをうたっておりますので、同計画策定後は

大学内で定期的な検証が行われるように見守って

まいります。また、施設整備については、新棟の

建設と現図書館跡の模擬保育室への改修、食堂移

転後の学生会館の改修が終了すれば当面大型事業

はございません。今後は、おくれているバリアフ

リー化の推進と既存施設の有効活用を図るため、

定期的な点検、補修の実施など適正な維持管理に

努めてまいります。これまで開学以降将来構想と

いうものを策定をしておりませんでしたので、今

後は同構想が着実に推進をされるように大学当局

と定期的な意見交換を行いながらも側面支援をし、

また市民の皆様には不安が払拭できるように情報

公開をしっかりと行ってまいります。

大項目４、市民が主役のまちづくりについて、

小項目１、名寄市総合計画第２次につきまして申

し上げます。総合計画の集中審議での統括発言に

ついてですが、大きく４項目で、１つ、一層の市

民議論を行っていくこと、２つ、市民憲章や都市

宣言の考え方、３つ、市長任期連動性の考え方、

４つ、地域コミュニティーのあり方についてござ

いました。これを踏まえて、まずは実施計画で策

定、続いて総合計画に基づく平成２９年度の予算
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を策定をしたところでございます。総合計画につ

いては、今後とも現在鋭意策定中のダイジェスト

版を用いての市民への周知や市民委員会での総合

計画の進捗管理、機会を捉えての意見交換等を通

じ、より多くの市民の意見を聞き、施策に反映を

していけるように努めてまいりたいと考えており

ます。

前期実施計画と予算案での変更点についてもお

尋ねをいただきました。基本的には、実施計画を

具現化していく中で予算案を作成をしたところで

ございます。その中で例えば金額面で大きなもの

といたしましては、なよろ温泉整備事業について

昨年末に議員協議会にて実施計画をお示しをした

時点では、施設改修の緊急性や過去の調査事業等

を踏まえて予算査定前の１１月末時点では改修の

所要財源として２億円を見込んでいたところであ

りましたが、予算査定の中で工期の問題や改修内

容に引き続きの検討が必要であると判断をしたこ

とから、平成２９年度の予算においては緊急的な

修繕のための需用費のみを計上し、名寄日進地区

の公共施設の利活用を促進するため、名寄振興公

社と協調して行う名寄日進地区へ向かうバス料金

の無料化の事業を予算計上をしたところです。

逆に実施計画をお示しした時点では検討途上で

あったため、明示的、具体的にはお示ししており

ませんでしたが、予算編成過程にて検討を重ね、

熟度が高まった結果予算化できたものといたしま

しては、１つには要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋

支給事業や、また町内会との連携による除排雪を

行うレンタル＆ゴー事業などがございます。今後

とも総合計画の進捗管理等を通じてより多くの市

民の意見を反映できるように努めてまいります。

小項目２の行政の情報公開のあり方と課題につ

いて申し上げます。当市におきましては、市の重

要な政策決定の過程において市民参加の機会を設

け、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、

市民と連携、協力をしたまちづくりの推進に資す

ることを目的とした名寄市パブリック・コメント

手続条例を平成２３年度から施行しておりますが、

この間の重要政策の決定の機会には市広報、ホー

ムページ等を活用し、工夫をしながらパブリック

コメントの実施を市民などへ周知してまいりまし

たが、意見の応募については多いとは言えない状

況となっております。より多くの市民意見をいた

だくために、第２次総合計画策定の際には素案の

市民向け説明会を開催し、結果今までより多くの

意見が寄せられたところです。また、他の計画に

おきましても同様に素案の市民向け説明会を開催

をするなど、市民が集まる機会をつくり、直接出

向いて丁寧な説明を行うことにより、興味を持っ

ていただけるように努力をしてまいりたいと考え

ておりますし、多種多様な手法について他市町村

の事例も研究をしてまいります。

次に、部・次長会議の位置づけについてであり

ますが、名寄市庁議等規程に基づき、市政運営上

必要な事項について審議をする場として月に１回

の開催となっております。現在の情報公開といた

しましては、要約会議録を作成をし、市ホームペ

ージにおいて公開をしております。実際配付をさ

れている次第をもとに市長の挨拶を記録し、その

月々のトピックスも記録をされているところであ

ります。協議事項、報告事項につきましては、案

件ごとに結果を公開しておりまして、特に市議会

定例会等における議論の中で検討事項とされたも

のについては、処理てんまつ結果を報告すること

によりまして進捗状況の公表にもなっていると考

えております。引き続き情報の公開に努めてまい

ります。

小項目３の名寄市公共施設等総合管理計画の推

進について申し上げます。名寄市公共施設等総合

管理計画は、計画期間を平成４７年度までの２０

年間とし、公共施設の総延べ床面積１３％縮減を

目標値に掲げ中長期的な視点から公共施設やイン

フラの更新、統廃合、長寿命化などを計画的かつ

効率的に実施をするというために策定をいたしま

したが、今後の財政展望を踏まえたまちづくりを
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考えると、人口減少や高齢化の進展により公共施

設のあり方や維持管理等は非常に重要な事項とし

て捉える必要がございます。そのためには、本計

画の着実な推進が必要でありますが、その過程と

して現在国においては公共施設等総合管理計画に

基づき個別施設ごとの具体的な方針を定める個別

施設計画を平成３２年度までに策定をするように

促しております。また、平成２９年度地方財政計

画においても公共施設等の適正管理の推進を掲げ、

必要な経費について計上をされているところでご

ざいます。この個別施設計画の具体的なガイドラ

イン等についてはこれから公表されるということ

でございますが、その情報には注視をしながら、

策定に向け準備を進める必要があるものと考えて

おりますし、その計画の策定に当たっては市民や

議会に対ししっかりと情報提供を行い、市全体の

認識で共有化を図ってまいります。

大項目５、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、名寄市病院事業改革プランの進捗を踏ま

えた成果と課題について申し上げます。本プラン

は、継続して安定した医療を提供していくための

健全な事業運営を目的に策定をしたものであり、

平成２８年度は策定初年度でもあることから大き

な変化はございませんが、現段階における状況は

次のとおりでございます。市立総合病院において

は、入院収益、外来収益ともに増収の見込みでご

ざいますが、給与費、材料費などの費用も増加を

しておりまして、計画をしたところまでの改善は

厳しい状況となっております。今後の収支改善に

向けたツールとして導入を進めております原価計

算システムについては、平成２９年春からの運用

を目指して作業を行っているところでございます。

医療スタッフの確保については、医師、看護師、

医療技術職などでおおむねプランどおりの採用と

なっております。御質問のございました介護、福

祉行政に精通をした職員の配置については、平成

３０年度での実施を予定しておりましたが、連携

業務の拡充に向けて必要であるということから、

平成２８年１０月に経験を有する社会福祉士１名

を採用し、地域医療連携室に配属をいたしました。

また、平成２９年４月にも新たに社会福祉士２名

の採用を予定をしておりまして、今後も地域の医

療介護機関や地域包括支援センター等との連携を

強化し、地域完結型の医療の実現や地域包括ケア

システムの構築に資するように取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、名寄東病院におきましては、懸案でござ

いました医師確保について上川北部医師会の御尽

力もあり、前年度と同様の診療体制を維持するこ

とができました。しかしながら、平成２８年度の

診療報酬改定により、療養病棟入院基本料が改定

された影響が大きく、収支は悪化をする見込みで

あることから、改善策として外来機能、健診機能

の充実について取り組むこととしております。具

体策といたしまして、平成２９年４月から週１日

ではございますが、午後の外来診療を実施をする

とともに、新たに人間ドックの受け入れ拡充を予

定をしており、既に北海道市町村共済組合の健診

指定を受けたところでございます。

医療は、国の施策や制度のほか市内外の民間を

含む医療機関の動向などさまざまな要因により随

時変化をしてまいります。平成３０年度には道の

第７次医療計画がスタートをすることとあわせて、

診療報酬と介護報酬とのダブル改定もあるという

ことから、今まで以上の変化が予想をされます。

今後においても情報収集に努め、随時不断の見直

しを図りながら地域の方々が安心できる医療を提

供できるように診療体制の維持に努めてまいりま

す。

小項目２、名寄市地域福祉計画を踏まえた新た

な個別計画への対応について申し上げます。名寄

市高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画は、

老人福祉法第２０条の８に基づく市町村老人福祉

計画及び介護保険法第１１７条第１項に基づく市

町村介護保険事業計画として、高齢者に関する施

策を総合的かつ計画的に推進をするとともに、介
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護保険事業の円滑な実施を図るため、国の基本指

針に則して両計画を一体的に３年を１期として策

定をするものと規定をされております。現在の第

６期計画の計画期間が平成２９年度までであるこ

とから、平成３０年度から平成３２年度を計画期

間とし、平成２９年度に策定を行います。本計画

は、市から名寄市保健医療福祉推進協議会に諮問

をし、同協議会に設置をされる高齢者部会を中心

に策定をすることとなりますが、現行の第６期計

画策定時からは高齢者を取り巻くさまざまな問題

に対応すべく、同協議会の保健医療部会との合同

部会を設置をし、協議を行うとともに、庁内にお

いても高齢福祉、介護保険の分野と限らず、地域

包括ケアシステムの構成要素である医療や住まい

の部署とも策定作業を行っており、今後連携して

進めてまいりたいと考えております。団塊の世代

が後期高齢者となる２０２５年に向け、本市の実

情に合わせた地域包括ケアシステムの構築を進め

ていくことが求められていることから、平成２９

年度に策定をする第７期計画においても市民への

アンケート調査を初め、介護保険給付状況等の分

析を行い、庁内はもとより関係機関との連携や調

整を図りながら策定作業を進めてまいりたいと思

います。

名寄市障がい者福祉計画は、障害者基本法第１

１条第３項に規定をする市町村障害者計画で、障

害者のための施策に関する基本的な事項を定める

中長期の計画でございます。現在の第２次名寄市

障がい者福祉計画の計画期間が平成２９年度まで

となっていることから、平成２９年度に協議を行

い、平成３０年度から平成３９年度までの１０年

間の第３次名寄市障がい者福祉計画を策定をいた

します。計画策定に当たりましては、名寄市保健

医療福祉推進協議会に障がい者部会を設置をして

協議を進めていきます。協議を進めるに当たって

は、計画策定の基礎資料を収集をするため、約

０００名の障害者を対象としたアンケート調査を

行い、また障害の当事者や家族、福祉関係者など

で構成をされている名寄市障害者自立支援協議会

との意見交換を実施をして専門的知見や当事者の

声を計画に反映していくこととしてございます。

計画に盛り込む内容につきましては、計画の趣旨、

基本理念、基本目標等の基本的考え方、地域の障

害者の現状と課題、市民にわかりやすい計画とな

るための施策の体系化、具体的な方策などになり

ます。

次に、障がい福祉実施計画は、障害者総合支援

法第８８条に規定をする市町村障害福祉計画で、

障害福祉サービス等の提供体制や福祉サービス等

の確保に関する計画でございます。現在の第４期

名寄市障がい福祉実施計画の計画期間が平成２９

年度までとなっていることから、こちらも平成２

９年度に協議を行い、平成３０年度から平成３２

年度までの３年間の第５期の名寄市障がい福祉実

施計画を策定をしてまいります。この障がい福祉

実施計画は、前述の障がい者福祉計画と策定期間

が重なっているといったことから、障がい者部会

においてこの２つの計画を同時に協議をしていく

予定としています。計画に盛り込む内容につきま

しては、計画の趣旨、基本理念、目的及び特色な

どの基本的考え方、各年度における障害福祉サー

ビスの種類ごとの必要量の見込み、施設入所者の

地域生活への移行、福祉施設の利用者の一般就労

への移行、地域生活支援拠点の整備を進めるため

の成果目標、地域生活支援事業の種類ごとの必要

な量の見込みなどとなってございます。

次に、認知症総合支援事業における認知症初期

集中支援推進事業は、全ての市町村が平成３０年

４月までに開始をすることとなっており、当市に

おいては平成３０年４月から事業を開始をする計

画としております。認知症初期集中支援推進事業

の実施体制は、支援チームの配置、認知症初期集

中支援チーム検討委員会の設置等となっておりま

す。支援チームは、チーム員として医療、保健、

福祉に関する国家資格を有する者であって、認知

症ケアや在宅ケアの実務、相談業務等に３年以上
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携わった経験のある者で、さらに必要な研修を受

講し、知識、技能を習得した者２名以上と一定の

条件を満たす認知症サポート医１名の合計３名以

上とすることとなっております。この支援チーム

立ち上げのために、平成２９年度から関係医療機

関等と協議を行い、チーム員及び専門医を選任し、

平成２９年度に行われるチーム員研修の受講、検

討委員会の設置等の体制整備を進め、事業開始に

向けた準備を行うとともに、事業の理解を得るた

めに市民周知等を行ってまいります。

最後になりますけれども、各計画の策定に当た

りましては、今年度策定をいたしました名寄市地

域福祉計画で掲げた地域福祉行政全体の方向性や

共通の基本理念である市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりを踏まえながら、市民の

方の声を幅広く反映をしていくために、地域住民、

民生委員児童委員、さまざまな保健、医療、福祉

関係者や学識経験者などで構成をされる策定部会

を設置をするとともに、特に市民の方に主体的に

計画の策定に参画をいただくために、公募の委員

枠を設けるということとしてございます。さらに

は、福祉懇談会や住民説明会も実施をして、市民

の方々から忌憚のない御提言、御意見をお聞きを

するなど、市民と協働した計画策定に努めていき

たと考えています。

小項目３、新たな国民健康保険制度移行と保険

税等の見通しについてでございます。平成３０年

度から都道府県の単位化が始まり、今後は医療費

の負担を都道府県が担うこととなるために、急激

な医療費の上昇による財政不安が解消をされると

いうことになります。一方、市町村は被保険者の

資格管理、保険税の賦課、徴収業務、医療費の適

正化に向けた保健事業など、地域におけるきめ細

やかな事業を引き続き担ってまいります。また、

新制度におきましてはこれまで同様軽減や減免措

置により被保険者の負担の軽減が図られるほかに、

新たに今まで市町村単位だった高額医療費の多数

該当が都道府県単位で引き継がれるために、被保

険者の自己負担が軽減をされることということに

なります。

保険税につきましては、まず市町村ごとの医療

費水準や所得水準を考慮して納付金の額が決定を

いたします。そこから保健事業費や基盤安定負担

金などを加算、減算したものを市町村が納付すべ

き保険税総額として市町村は北海道が示す標準保

険料率を参考に保険税率を決定し、賦課、徴収を

行うということになります。本年２月に２回目の

仮算定が公表されましたけれども、激変緩和全体

の規模や激変緩和終了後の保険税がどのように変

化をするかイメージするものとなっており、算定

方法に関する国の考え方や財源の検討及び数値を

精査し、激変緩和を５％として試算をしておりま

す。今後は、国において検討中の課題が整理をさ

れ、徐々に概要が示されることとなりますが、８

月には３回目の仮算定が公表される予定になって

おり、その試算結果を踏まえ運営協議会にお諮り

をし、協議を進めてまいりたいと考えております。

また、健康予防活動につきましては、特定健診

や人間ドックの費用助成を行い、病気や生活習慣

病の早期発見、治療を行うことで重症化を予防し、

医療費の抑制につなげております。平成２８年度

から始まりました保険者努力支援制度において、

特定健診の受診率の向上などの目標値を達成する

ことで、特別調整交付金に反映をされ、標準保険

料率の算定の際にその分差し引くことにより、被

保険者の負担軽減につながることになります。名

寄市としても取り組みを一層進めてまいりたいと

考えております。今後も医療費の適正化を初め、

被保険者の負担軽減のための取り組みや協力体制

を検討し、市民生活の実態が反映されるよう国や

北海道に対してさらなる財政支援を求めてまいり

ます。

大項目６、経済、建設行政について、小項目１、

今後の農業振興について申し上げます。農業振興

に当たりましては、農業・農村振興計画を基本と

して各施策を展開してまいりました。これまでの



－73－

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

農業を総括いたしますと、市場から求められてお

ります安全、安心な農産物を安定的に供給をする

ために、選果施設等の整備により品質の向上を図

るとともに、アスパラガスやモチ米のブランド化

に向けた取り組みを推進し、産地としての認知度

が高まっているところでございます。また、薬用

作物や冬期間の無加温による栽培可能な新たな作

物について栽培技術の検証に取り組みながら、生

産者への普及に努めてきたところでございます。

こうした名寄市の気候、特性を生かし、これまで

の生産者の努力により産地化されてきたものをさ

らに充実をさせてきた１０年間であると言えます。

一方で、農家戸数の減少には歯どめがかかって

おらず、農業者の高齢化も進んでいるところであ

ります。新規就農者については、管内的にも高い

水準で毎年確保をされてはおりますが、技能者数

を補う状況とはなっておりません。今後も農家戸

数の減少傾向は続くものと予想をされますが、減

少の速度を抑えていく取り組みが重要であると考

えております。また、地域の担い手に農地が集積

をされて経営規模の大型化が進んでおりまして、

アスパラガスやカボチャなど作業に人手を必要と

する作物の作付が減少傾向にあり、生産体制の効

率化や多様な労働力の確保が必要となっておりま

す。

農業を取り巻く情勢につきましては、輸入農産

物による農産物価格への影響が懸念をされるとと

もに、少子高齢化による国内市場の縮小が懸念を

されております。国においては、農産物の輸出に

よる市場の拡大を目指すとともに、６次産業化の

推進や農地集積による生産コストの削減、農業者

みずからが需給動向に応じた米の生産に取り組む

ことが示されております。

平成２９年度からスタートする第２次名寄市農

業・農村振興計画については、総合計画の実施計

画と位置づけ、基本計画を策定し、具体的な施策

については実施計画として策定をしております。

基本計画においては、５本の柱を設け、１つ目と

して収益性の高い農業経営の確立では、農業生産

基盤の整備による生産性の向上や振興センターを

核として収益性の向上に向けた栽培試験や技術普

及の取り組み、販路拡大に向けた輸出や農畜産物

のブランド化の推進、他産業との連携による６次

産業を目指すことなどを計画をし、２つ目として

多様で持続可能な農業経営の促進では、労働力不

足の解消に向けて多様な労働力の確保に向けて取

り組むとともに、ＩＣＴなど新たな技術の導入に

よる省力化を推進をします。３つ目として農業の

担い手の育成と確保に向けてでは、農業後継者や

新規参入などによる新規就農者の育成確保に向け

て取り組みます。また、地域の担い手となる農業

者の育成や配偶者対策に取り組むとともに、青年、

女性農業者の活動を支援をしてまいります。４つ

目として人と自然に優しい農業の推進では、気候

条件を生かしたクリーン農業の推進や有害鳥獣対

策に取り組みます。５つ目、豊かさと活力のある

農村の構築としては、都市と農村の交流や市民へ

の農業の理解を深める食育、地産地消の取り組み

を進めていく中で持続可能な名寄市農業の実現に

努めてまいります。

次に、農業団体からの要望についてですが、農

業委員会及びＪＡ道北なよろから、１つには集中

豪雨などの災害対策や生活環境の改善に向けた河

川、道路等の整備については道路の計画的な整備

を進めるとともに、普通河川については土砂上げ、

伐木除去に取り組み、適正に管理をするとともに、

国、道の河川管理者へ改修等についての要望をし

てまいりたいと考えております。また、有害鳥獣

駆除につきましては、引き続き猟友会の協力を得

ながら駆除に当たるとともに、アライグマにつき

ましては防除従事者を拡大し、箱わな設置により

駆除に当たってまいりたいと考えております。ま

た、農業担い手の育成確保につきましては、新規

就農者の育成確保に取り組むとともに、多様な労

働力の確保やＩＣＴなど新たな技術の導入などに

より労働力不足を補っていけるよう取り組みにつ
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いて回答をさせていただいたところでございます。

小項目２、にぎわいづくりと商工業の振興につ

いて申し上げます。昨年名寄市中小企業振興条例

及び同条例施行規則を改正をし、事業者に対する

支援制度の見直しを行いました。改正の主な内容

は、新たに創業者に対する支援を追加し、事業承

継も含め新たな事業の取り組みを後押しをしてい

く施策を設けたところであります。また、事業を

継続する中で店舗等を改修をする際の補助対象経

費について、ハードルを下げて比較的軽微な改修

についても対象といたしました。人材育成の観点

では、従業員の資格取得に要する費用の助成を創

設をし、企業の積極的な人材への先行投資を促す

施策も講じました。それぞれの施策の有効性につ

いては、年度途中の改正ということもあり、議会

議論の中でも内容の周知という面での御心配もご

ざいましたが、市、商工団体、金融機関で構成を

する産官金サポートネットワークを立ち上げ、そ

れぞれの情報を共有する中で事業所に対してきめ

細やかな指導や助言を行えた効果もあり、改正し

た支援策については現在年度途中でありますが、

いずれも前年度を上回り、新規施策についても利

用実績が出てきております。今回の中小企業振興

条例の改正とは切り離し、昨年１０月から開始を

いたしました住宅改修等推進事業の効果も含め、

設備投資、人材育成の促進が図られたと認識をし

ておりまして、今後においてもさまざまな方法で

周知を図りながら企業の主体的な取り組みについ

て支援をしてまいりたいと思います。

中心市街地のにぎわいづくりに関しては、支援

施策の一つであります街なかにぎわい事業の活用

件数も前年度を上回っておりまして、商店街振興

組合やグループやサークルなどがＪＲ名寄駅前を

中心とした市街地のにぎわいづくりを目的にコミ

ュニティー事業を実施をしてきております。また、

都市再生整備計画に基づき、社会資本整備総合交

付金を活用して整備をしたＪＲ名寄駅から浅江島

地区までの施設や設備についても運営面でそれぞ

れ軌道に乗り始めていることから、今後はそれら

施設や設備を線で結び、いかに市街地に人の回遊

をつくるかが重要になってくると認識をしており

ます。計画とも整合性を図りながら、さらににぎ

わいを創出していけるような仕掛けづくりができ

るか、引き続き関係部署、商工団体、商工振興組

合等と協議を進めてまいります。

商工団体からの要望の特徴といたしまして、中

小企業対策、コンパクトシティーの実現、地域振

興、商工業対策、福祉対策と要望の内容は多岐に

わたりますが、経済、建設の観点では公共事業に

係る事業発注の平均化による雇用の確保、市内企

業への発注機会の確保等が挙げられます。これら

については、いずれも競争性を確保した中で地域

企業の優位性を考慮しながら、適正な事業、業務、

物品等の発注を行っていく旨の回答をさせていた

だいております。

また、新年度の国、道、市の発注見通しについ

ては、新年度予算における国や北海道の各種事業

推進費で当市における具体的な予算規模につきま

しては農業、建設、災害など多岐分野にわたるこ

とから申し上げることができませんが、国、北海

道の前年度予算比較では国土交通省所管の公共事

業関係予算が ００倍の総額５兆 ８０７億円と

なっており、これら国土交通省、農林水産省関係

を含めた国からの北海道開発予算は総額 ４６５

億円、対前年比 ０１倍となっております。

次に、名寄市の普通建設事業は、前年度比３

４％減の３１億 ７０１万 ０００円を見込みま

した。主な事業といたしまして、名寄市立大学保

健福祉学部再編事業、北斗・新北斗公営住宅建設

事業、風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事

業等を予定をしております。

小項目３、市内の地域経済状況及び雇用環境に

つきまして申し上げます。地域経済の状況につい

てですが、個別の業種で申し上げますと、製造業、

運輸業では原油価格が上昇傾向にあり、収益の低

下が懸念をされております。建設業については、
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降雪量も例年並みとなり、除排雪業務の稼働もあ

り、今後は通常の稼働期に入ることから業況の好

転が期待をされる一方で、個人消費においては依

然買い控えが続いており、業況の回復は足踏み状

況が続いておりますが、全体的にはこの間と比べ

大きな変化はないものと見込まれております。

雇用及び人材確保に関しましては、建設業、運

送業、製造業とも依然として人手不足が続いてお

りまして、他の業種も含め人材の確保については

大変苦労をされていると認識をしております。直

近の管内の有効求人倍率でも ３３倍と１３カ月

連続で前年同期を上回っておりまして、求人と求

職のバランスがとれていない状況が引き続き続い

ております。背景にある少子高齢化という社会情

勢の影響で、地方の人材の確保については他の地

域においても共通の課題と捉えており、この地域

においては引き続き通年雇用化の促進施策を初め

とする各種資格取得の支援を継続していく必要が

あると考えております。また、先ほども述べまし

た住宅改修等推進事業についても雇用や人材の育

成の観点から、年間を通した事業の実施ができる

ように予算の配分とあわせて業界のニーズの把握

を行うことも必要であると考えております。近年

この地域の新規学卒者の地元定着志向が比較的高

い傾向にあることから、求人と希望職種が効果的

にマッチングをするように関係団体と連携を図り

ながら的確な情報発信を行い、地元就職と定住及

び離職防止につながるよう施策の推進を図ってま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私のほうから大項目３

の教育行政について、初めに小項目１の教育行政

執行方針について、学校教育にかかわる課題と今

後の方策について申し上げます。

これからの我が国の学校教育におきましては、

グローバル化や情報化の進展、少子高齢化の進行

などに伴い、生きる力を育成する教育の推進、地

域とともにある学校づくりの推進、インクルーシ

ブ教育システムの構築を目指す特別支援教育の推

進等が求められております。このことを受け、本

市の本年度の学校教育におきましては、平成２４

年から取り組んできました名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会の５年間の成果と課題を踏まえ、第

２次の名寄市教育改善プロジェクト委員会の取り

組みを推進し、今日的な教育課題に対応してまい

ります。

具体的には、研究グループを改編し、新たに教

育経営の充実に関する研究グループ、教育研究の

充実に関する研究グループ、教育指導の充実に関

する研究グループの３つのグループによる取り組

みを推進いたします。教育経営の充実に関する研

究グループでは、本市共通のモデル的な学校経営

計画の作成、社会に開かれた教育課程の編成、実

施、評価、改善、コミュニティースクールや小中

一貫教育の推進、学校経営計画を踏まえた学級経

営の充実などに取り組んでまいります。教育研究

の充実に関する研究グループでは、特別な支援を

必要とする児童生徒の指導の充実、道徳的な判断

力、信条、実践意欲と態度を育てる道徳教育の充

実、生涯にわたって運動に親しもうとする態度を

育む体育、保健体育の充実、外国語でコミュニケ

ーションを図ろうとする態度を育む学校、外国語

教育の充実に関する研究などに取り組みます。さ

らに、教育指導の充実に関する研究グループでは、

主体的、対話的で深い学びの実現に向けた事業の

改善、ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業や生徒

指導の機能を生かした学習指導の充実などに取り

組みます。

以上、第２次教育改善プロジェクト委員会の取

り組みを中心に取り上げさせていただきましたが、

御承知のように教職員の日常の校務は大変忙しい

状況にあります。このため、学校においては教職

員の子供たちと向き合う時間を確保し、先生方に

過度の負担をかけることなく子供たちの学力、体

力の向上や生徒指導の充実に成果を上げることが
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重要であります。これまで本市の小中学校では、

教職員の子供たちと向き合う時間を確保するため、

学校行事の準備に係る時数の削減、職員会議の内

容の厳選及び時間の短縮または長期休業中への移

行、日報の活用による朝の職員打ち合わせの軽減

などの取り組みを推進しております。また、本市

では道の加配教員制度を積極的に活用したり、市

負担の学習支援員を配置するなどして教職員の負

担の軽減に努めているところでございます。教育

委員会といたしましては、次年度も教職員が子供

たちと向き合う時間を確保しながら、市内全小中

学校が一体となって第２次名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会の取り組みを推進し、児童生徒に生

きる力を育み、夢と希望を開く名寄市の教育の創

造に努めてまいりたいと考えております。

続いて、小項目２の公立高校配置計画の今後の

推移と課題について申し上げます。道教委では、

公立高等学校配置の現状と課題を踏まえ、高校配

置の基本的な考え方として、高校進学希望者数に

見合った定員の確保、教育水準の維持向上と教育

の機会均等を図る観点から、地域の実情等を考慮

しながら適正な高校配置を行うとしております。

上川北学区におきましても道教委の高校配置の基

本的な考え方をもとに名寄産業高校におきまして

は産業教育施設や実習地を有効活用するための産

業キャンパス化されてきましたし、地理的状況等

から再編が困難で、地元からの進学率が高い場合

は美深高校や下川商業高校のように地域キャンパ

ス校にするなど、これまでも生徒の学習環境の充

実を基本として本道の基幹産業との関連、地域の

実情、学校、学科の特性を考慮しながら再編整備

が進められてきたところでございます。

しかしながら、さらに中卒者数の減少や進路希

望の一層の多様化が進む中、本年度の上川北学区

での高校配置計画においては平成３２年から３５

年度までの見通しで学校、学科の配置状況などを

考慮し、名寄市内での早急な定員調整の検討が必

要という見解が示されたところでございます。こ

のような見解が道教委から示される以前から、本

市においては名寄市内高等学校在り方検討会議を

設置し、道内や名寄市内の経済や雇用情勢、生徒

数の推移や進路状況を調査、分析しながら、今後

の名寄市内高等学校のあるべき姿について方向性

を検討してきたところでございます。その検討経

過を踏まえ、道教委に対しても現行の間口の維持

を基本として、それぞれの高等学校で特色ある学

校運営が行われるよう意見反映をしてきたところ

ですが、結論としては厳しい見解が示されたもの

と判断しているところでございます。このような

ことから、さきの東議員の代表質問の際にもお答

えしましたけれども、今後は普通学科と職業学科

の間口数のあり方、職業学科での学科転換なども

視野に入れた検討を進めていく必要があると考え

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁ありが

とうございました。

私もきのう人材開発センターに今回の初任者研

修の数字を確認させていただきましたけれども、

１６名のうち学生も４人含まれているということ

で、新たな資格をしっかり取って、現場で活躍を

いただくことを強く願うものですが、ここで市長、

私は大変超少子高齢化の時代における名寄の現状

について危機感を持っていますので、改めて市民

あるいは今名寄市内の各事業所等で特養も含む大

変厳しい中頑張っていただいている現職の方、あ

るいは初任者研修で資格を取ろうとする人などに

含めて、市長からの強いメッセージをちょっと発

信をしていただきたいと思いますが、お答えをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今後の少子高齢化と、そ

して高齢者がふえ続ける中での生産年齢人口が縮

小していくというギャップの中で、介護職員の人

材も不足をしているということは全国的な課題と
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いうふうに捉えているところでございます。そう

した課題を踏まえて、今回緊急的な対策と将来に

わたって名寄で介護をしてみたいというようなこ

とにつながっていく中長期の施策ということで、

それぞれ施策を展開してきたところでございます。

名寄市は、医療基盤もしっかりしている地域でご

ざいまして、ここで生まれて最後まで住み続けて

いける環境が整っている地域であるというふうに

考えておりまして、その中でも介護施設というの

は非常に重要な役割を占めているというふうに思

っておりまして、ぜひとも引き続き我々としては

介護従事者に対する支援をしっかりと行っていき、

そして地域の安定的な持続可能な経営というか、

高齢者の皆さんがさらに安心して住み続けられる

地域を目指してまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 介護現場で一生懸命

介護をされて御苦労されている皆さんにさらなる

支援も含めた重要性についてお答えをいただいた

というふうに思いますが、具体的にまた特養ある

いは民間それぞれ事情は違うところもあるでしょ

うけれども、一層現場を知る意味で足を運んでい

ただければというふうに思っています。

そこで、先ほどのお答えで、在宅で今現在介護

３から５の間で３６名、それぞれ家族介護が中心

だろうと思いますけれども、言われていますけれ

ども、全国的には本当に介護現場あるいは在宅で

悲惨な事故、事件も起きている事象を考えるとき

非常に痛切な思いがあるのですけれども、いわゆ

るこの人数だけではなくて、特に介護の状態だと

かということで、緊急にどうしてもやっぱり施設

に入らなければならない、入れなければならない

なという個々の対応についてはどの程度把握をさ

れて、あるいは今なかなか順番で入れないけれど

も、一定の枠は既に持っているのかどうか、改め

てお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） お答

え申し上げます。

特別養護老人ホームの入所の基準につきまして

は、原則といいますか、要介護３以上が原則には

なっていますが、認知症だとか独居だとか、さま

ざまな理由で要介護１、２の方々についてもその

入所を全く制限するというわけでなくて、特殊事

情があった場合については入所判定会議の中で判

断して入所の順番を入れるという、そんなような

状況になっております。

今議員から御質問いただきましたそのほかのさ

まざまな措置が必要な場合の対応をどのようにし

ているかという御質問だったかというふうに思い

ますが、介護が必要な方以外でも経済上だとか環

境上の理由でおうちで住むことが困難な方につき

ましては、現在も老人福祉法の第１１条の中で養

護老人ホームへの措置という制度が残っておりま

して、一定今人数は正確には忘れましたが、二十

数人の方々を現在養護老人ホームに措置させてい

ただいているところでございます。名寄市には養

護老人ホームはございませんので、名寄市外の施

設のほうに入所の措置をさせていただいて、福祉

の措置という対応をとらさせていただいていると

ころでございますし、そのやりとりにつきまして

はそれぞれ介護の必要な方々につきましてはケア

マネージャーさんがついていらっしゃいますので、

そこの連携を十分とらさせていただいているとこ

ろでございますし、今後も続けてまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひこの名寄市から

介護においていろんな痛ましいことが起きないよ

うに、個々の市民の皆さんにきめの細かい、特に

ケアマネさんの情報が重要だというふうに思いま

すけれども、ケアマネさんの環境も非常に厳しい

というふうに聞いておりますから、名寄市として

も積極的にかかわりを持っていただきたいという
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ふうに思っています。

そこで、即戦力として期待される有資格者の状

況について、当然かなり精度が高い感じで登録状

況について把握をされているというふうに思いま

すが、これらの人たちにある面では足を運んでで

もぜひ職場復帰してほしいというようなことにつ

いての対応などについての計画があるかどうかお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 介護

福祉士を初めとした介護の資格の有資格者の登録

につきましては、保助看法、保健師助産師看護師

法では、それぞれ住所地だとか、就業した際には

そこそこの保健所に届け出る、そういう法律にな

っておりますけれども、介護福祉士についてはそ

こまでの求めがございませんで、実は資格取得し

た後に就業している状況だとか、住所だとかとい

うようなところの部分が正確にわからない状況が

ございます。ただ、先ほど市長からも答弁ありま

したように、今般補正の議決をいただきまして、

介護従事者の緊急対策事業の中で就職支度金とい

う事業をとらさせていただいておりますので、そ

の事業の周知を十分させていただきながら、就職

した際にはその支度金の支給が行われるというと

ころでございますので、介護人材の確保にその面

で努めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 初任者研修から一般

の方はスタートしますけれども、即戦力の、しっ

かり市民に呼びかけ切れているかどうかというこ

と、あるいは新たなる支援で十分かどうかという

こともありますけれども、そこはもっともっと情

報を発信をして、有資格者の登録をできるだけ精

度を高めていただきながら、なぜ職場復帰が難し

いのか。それは、子育てだとか、高齢者抱えてい

るとか、さまざまなのでしょうけれども、可能な

人には最大限やっぱり協力を求める。具体的に足

を運んで精度を高めることについてさらに求めて

おきたいというふうに思いますので、そう意思の

疎通の面では違和感はないですね。積極的に対応

していただけるということで、室長みずからも頭

を振っていただきましたので、精度を高めていた

だきたいというふうに思います。

それで、ややこれで２年ぐらいになるのです。

定員割れで、それぞれ１０ベッドずつあいて、２

０人あいた状態だという期間が長引けば長引くほ

ど、市民の中にはいら立ちも不安も出てくるわけ

なのですが、市長、もちろん理事長であり、市長

でもあるということですが、市長みずから、ある

いは職員も含めて現場に研修に行くぐらいの決意、

あるいは市民にいろんな情報をいただくというぐ

らいのことを私も求められることがありますけれ

ども、それで対策が解消するわけではないのです

けれども、そういう意気込みが全市に伝わるかど

うか、市長の答弁次第ではないかというふうに思

いますので、改めてお答えをいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今の議員のお話というの

は、事業団の施設のということにかかわってとい

うお話でよろしいのでしょうか。その定員がとい

うことですか。ということであるというふうに受

けとめてお話をさせていただきますと、これも何

度もお話をしていますけれども、先ほどお話しし

たとおり在宅でなかなか入所できない方もいらっ

しゃるという現状は大変重たく受けとめておりま

して、またこうした期間が長くなっていることに

ついていら立ちも募っているということは大変申

しわけなく思っています。

市全体の施策として、これまでもそうした在宅

の皆さんに対して、今年度は介護者の交流事業の

開催回数をふやしていったりだとか、新年度には

先ほどからお話をしているように、要介護の高齢

者の紙おむつを支給をしていったりとか、認知症

サポーターや見守りネットワークや徘徊高齢者Ｓ
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ＯＳネットワークだとか、そうしたことでさまざ

まな支援をしてきておりますし、そうしたことに

努めているところでございます。

また、事業団の運営に関して言えば、新年度か

ら社会福祉法人の一部改正が行われるということ

もありまして、風連爽風会との合併の件もござい

まして、新たな法人というか、組織を改革をして

スタートをするということになりますので、しっ

かりと法人運営の部分でも見直しをしていきなが

ら、職員の皆さんがやりがいのある環境がつくれ

るように努力をしてまいりたいというふうに考え

ております。

職員が介護の実習に当たるというのは、現実的

ではないというふうに思っておりますので、ぜひ

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それが抜本的な対策

にはならないことは私も十分理解していますけれ

ども、期間が長くなるとやっぱり現実に職場を放

棄してそっちに行くという話ではないですけれど

も、いら立ちを表現をされているなというふうに

思っていますので、そのぐらいの強い決意で、先

ほどの午前中のやりとりでは両施設どちらかは早

いうちに満床にするというお話が出ておりました

けれども、改めて両施設の現状の解消についての

めどについてお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども御答弁

申し上げましたけれども、新年度の４月に新採用

職員を初めとする介護スタッフの配置転換等を行

う新採用職員のうち、新規に学卒者につきまして

は一定程度研修も必要でございますので、それら

を含めまして平成２９年７月ごろをめどにどちら

か一方の施設を満床ということで取り組んでまい

りたいという報告を受けておりますので、御報告

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一歩でも二歩でも前

進しながら、そのことによってまた市民の信頼が

高まっていく。あるいは、いろんな情報や協力も

得られやすいのでないかというふうに思っていま

すので、一層頑張っていただきたいと思いますが、

いずれにしても職員団体ともしっかり連携をとっ

て意見交換を強めながら具体的に改善をしていっ

ていただきたいと思います。とりあえずやっぱり

人に金をかけるということについては、非常にこ

の時期、介護の問題ばかりではありませんけれど

も、重要だというふうに思っています。加藤市政

２期目の選挙のときに同行した道新記者の記事を

改めて私思い出したのですけれども、明治時代の

後藤新平さんの話で、金を残すは下、事業を残す

は中、そして人を残すことが上だという記憶、た

しか活字で見まして、これは人脈をいかに残すか

ということなのでしょうけれども、改めてやっぱ

り税の再配分によって人を育てるということにつ

いての持続的な福祉行政をしっかり前進をさせて

いくというところを私は非常に強調をせざるを得

ないというふうに思っておりますので、市長を先

頭に一層の御努力をお願いをしたいというふうに

思っています。

南スーダンと自衛隊のほうの命の関係に行きた

いと思いますが、たまたま今青森で大変な御苦労

で、日本の話も出ておりましたけれども、５月に

は第５旅団、帯広です。市民の中や関係者の皆さ

んの中では、名寄もこの次、あるいはその次とい

う、これはもう即撤退になれば全くそういう心配

も要らないのでしょうけれども、いずれにしても

西方重視ということからいくと北のほう、あるい

はイラクのときの実績もあるわけですけれども、

そういう心配の声がありますけれども、市長はそ

ういう声は全然聞いていませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 承知してございません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう少し耳を澄ませ

て市政運営をしていただければというふうに考え
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ております。国会のやりとり見ていて、特に現地

における張り詰めた緊張、死の恐怖がわからない

大臣が政治的な都合で戦闘ではない、武力衝突だ

ということ、あるいはもし自衛隊員の命に何かあ

ったら総理大臣みずからやめさせてもらいますと

いうような話をしていますけれども、もうそんな

ことは私どもにとってはどうでもいいのです。地

元にいる市民である自衛隊員の命がもしそうなっ

たときを考えたときに、そんな大臣の首一つ二つ

の話ではないというふうに思っていますので、改

めて市長、そういうテレビなんかについて見聞き

していると思いますけれども、お答えをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 現在も北朝鮮におきまし

て大変な状況になっているということで、我が国

を取り巻く安全保障関係については大変厳しい状

況であるというふうに認識しております。その上

で国をどう守っていくのか。その中で自衛隊の存

在というのは、非常に大きなものがあるのだろう

と思います。駆けつけ警護等の政策については、

ちょっと複雑なので、なかなかよく理解しがたい

ですし、これは国の担任事務でありますので、こ

の議会でどうのこうのという議論をすべきではな

いと思いますけれども、明らかなのは我々名寄に

駐屯している自衛隊員の皆さんとともにまちづく

りを行い、重要なパートナーであり、そして大事

な市民でもあるということでございまして、駐屯

地の皆さん、隊員の皆さんをいかにサポートして

いくかということに尽きるのではないかというふ

うに私は思いまして、協力会の会長としてそうし

たことにしっかりと意を払っていく決意であると

いうことを申したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今市長おっしゃった

ように、名寄にとって駐屯地があるおかげで地域

経済だとか、まちづくりだとか、基地周辺対策関

係の財源の関係だとか、あるいは大災害があった

らいち早く東北にも行く、あっちにも行く、水害

にも行くということについても、存在は非常に全

市民的な共通の思いだと思いますけれども、この

話はやっぱり違うと思うのです、市長。改めて認

識をしながら、私どもの名寄駐屯地の隊員あるい

は家族が大変不安に思うところはやっぱり排除を

する、理解を示していかないといけないのではな

いかと思っています。憲法違反まで犯して命令で

現地に派遣されて、もしものことがあったら誰も

責任とれないのです。そういう疑いがあるがゆえ

に、全国ではやっぱり既に憲法違反、安保法制そ

のものが違反ではないかという声が非常に強い。

時間がないので、まとめに入りますけれども、

これは党派、会派に関係ないのです。沖縄の県知

事、保守系の知事さんです。本当に全県民の声を

もとに国と渡り合っているという、この思いなん

かについて、やっぱりこれは命に共通するものが

あるわけで、ぜひ市長はそこを自衛隊の駐屯地の

存在は私も認めますし、有効性についてもわかり

ますけれども、これは違うのだという共通認識を

しっかり持っていただきたいのですけれども、も

う一度お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今、国会においてもいろ

んな議論がされていると思いますけれども、これ

はまさに国民の命を守るために真剣な議論をかん

かんがくがく行っているものというふうに認識を

しておりまして、そこについて私がとやかく言う

ような立場でもございませんし、国の議論をしっ

かりと見守っていきたいと。このグローバル経済

の中で世界にある程度の位置を占めている日本が

どういう立ち居振る舞いをしていかなければなら

ないのか、どういう国を守っていく施策を打って

いかなければならないのかと。そうした議論をし

っかりと見きわめていき、我々としては地域とし

てそうした中でも一番いろんな意味では大変な仕

事をされる自衛隊の皆さんに寄り添い、しっかり

と支えていくということに尽きるのではないかと
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いうふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 若干食い違いもあり

ますけれども、命ということ、平和ということに

ついて、私は南スーダンを現実的な話として今お

聞きしているわけで、総論としての話とのやりと

りというのはちょっと一致しないのではないかと

いうふうに考えております。いずれにしても、私

も一市民としてやっぱり名寄の駐屯地から隊員の

皆さんあるいは家族が不安を持つような動きにつ

いてあればもちろん反対の運動を先頭になってや

っていきたいというふうに思いますけれども、市

長はその辺についても思いをいたして、認識を改

めていただければというふうに考えております。

次に入りますけれども、新年度の市政執行方針、

予算編成方針の関係で、昨年の４定でいわゆる１

０年後どういうイメージができるのかという奥村

議員とのやりとりで、奥村議員も３点ほど提案を

しておりましたけれども、覚えていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おぼろげですが、承知を

しております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時間があるので、全

部は言いませんけれども、夢というよりもやっぱ

りこれが現実になればいいなということをお伝え

をしたのではないかと思います。それを市長は市

民の夢が描けていけるようエッセンスを入れたら

どうかとは思いますが、参考にさせていただきま

すということで、市立病院と開業医との連携の問

題だとか、基幹産業、農業をやっていくために太

陽光のミニ発電事業だとか、企業のチャレンジ等

々について提起をしたのですが、ぜひ。やっぱり

総合計画はつくったのです、私どもも賛成をして、

全会一致で。ただ、伝わらないものがあるがゆえ

に、特に市民とのキャッチボールが十分でないと

いう指摘の中でのやりとりが随分あったと思いま

すので、改めて概要版近々できるのですか。いつ

できるのか。そして、概要版をもとにまた市民に

どうお伝えをしていくのかという実効性の問題に

ついても少しお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議論が足りないというお

話でありましたけれども、これまでも議論を重ね

てきて計画をつくり上げてきているというふうに

思っておりますけれども、引き続きこの総合計画、

つくられた計画をより具体性を示すためにさまざ

まな施策を行っていき、具現化していくというこ

とでありまして、そこの過程についても市民の皆

さんとさまざまな機会を通じて意見交換をしなが

ら前に進んでいくということに尽きるのではない

かと思います。

総合計画のダイジェスト版の中で非常にわかり

やすくエッセンスも詰め込んだつもりであります

し、またざっくりとした１０年後の考え方、やは

り人口減少が進んでいく中でできるだけ人口減少

に歯どめをかけていく。そのためには、これまで

みたいに全てのものに投資をしていくということ

ではなくて、やはりこの地域が今まで培ってきた

特色であるとか、財産に集中的に投資をしていく

ということも必要なのではないかと。そういった

ことと、そうはいっても人口は少なくなっていく

ので、そこで大事になっていくのがやっぱり横の

つながりだというふうに思います。市民のそれぞ

れの地域の中でのつながりや職員同士のつながり、

さらには民間と公共のつながり、もっと言えば自

治体間同士の連携、つながりと。こうしたものを

しっかりと横のつながりを強くしていくことで、

人口減少社会の中にあってもしなやかで力強いま

ちづくりを進めていくということがこれからの１

０年の課題なのではないかというふうに思ってお

りますし、そうしたことを詰め込ませていただい

ている計画であり、またダイジェスト版に仕上が

っているというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私も１つ提案をして、
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将来当然こうなるだろうというふうに市長も多分

思ってはいるのでないかと思いますが、今大学の

高大連携がありますけれども、これは高校生と大

学生、そしてできるだけ名寄の大学に行って、名

寄に勤めて残ってほしいという意味合いも含めて

あるのだろうと思いますが、それよりはずっと前

倒しして小学校や中学校の時点から大学の存在、

私はもう名寄大学に入りたいと、そういうイメー

ジが湧くような感じのいろんな施策があってもい

いような気がします。それは、交流や、あるいは

大学に足を運ぶことによって生まれることもある

でしょうし、家庭の中で親が勧める場合もあるで

しょうし、最大のメリットはやっぱり地元で１０

万円も１２万円も生活費を送らなくても、最大の

メリットであるし、そういうことを少し高大連携

をもっと前倒しするような取り組みがあっていい

のではないかというふうに思っています。そのう

ち何割かは名寄に残ってもらって、企業等あるい

は市立病院やさまざまなところで栄養士や看護師

や、あるいは教員として残っていただくようなこ

とが地域の大きな活性化に必ずしもつながるわけ

で、これは夢ではなくてそのことが実現すること

によって大きな投資が、市民的な理解がますます、

やっぱりやってよかったねというような思いがあ

るのですけれども、それに関してはどういうふう

に理解をしますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私も議員と全く同じ意見

でありまして、子供たちがより大学と近づいてい

くこと、それはひいては地域が大学と近づいてい

き、さきの教育的活用と地域貢献ということにつ

ながっていくと思うのですけれども、大学が地域

を育てて、そのことによって地域も大学を育てて

いくと。好循環を生んでいくことが大事だという

ふうに考えています。昨年度からもスタートして

いますけれども、例えば子供たちに対しても今子

ども食堂だとか、学生の就学支援についても新年

度からも学生を主体にした新たな取り組みをスタ

ートさせていくだとか、もともとやっている特別

支援の支援員のことでありますとか、既にもう大

学と小学校、中学校とのつながりも今までもあり

ますけれども、今後も強くなっていくというふう

に思っています。コミュニティケア教育研究セン

ターもスポーツだとか、今新たな取り組みを展開

をしながら地域と子供たちと大学生がかなり密接

につながるような仕掛けも徐々に動き出してきて

いるというふうに考えておりまして、さまざまな

形で大学が地域と学校と連携をしていく取り組み

をこれからも進めていきたいというふうに思いま

すし、市としてもしっかりとそこをサポート、バ

ックアップをしていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時代背景は違うので

すけれども、桜庭市長時代、当時の合併の総合計

画をつくる段階で、小学生にも名寄の将来どうな

るのかと。１０年後、２０年後という、これ加藤

市長と同じようなことを言っていた時代もありま

して、作文や絵をそれにあらわしていただいて、

名寄の町中からケーブルカーに乗ってピヤシリス

キー場に行く、あるいは西小学校がどんな学校に

なるのかという作文や絵を今も私ちょうど子供が

そういう時代だったものですから思い出すのです

けれども、そういう面では本当に名寄市民こぞっ

て総合計画を具体的に地道にどう理解をするかと

いうところあたりはまだまだ十分私どももそうい

う役割をもちろん担っているわけですから、しっ

かりそういうことを参考にしながら、概要版でき

た以降も総合計画づくりはこれで終わったのでは

なくてまさにこれからスタートをするのだという

ことについて、ぜひもう当然頭の中には入ってお

られると思いますけれども、実行として市民と向

き合う場をたくさんつくっていただければという

ふうに思っていますので、よろしくお願いいたし

ます。

それで、トップ、市長として、多少苦言になり

ますけれども、先ほど総計の段階の実施計画、そ



－83－

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

して今回の新年度予算、差異があって、ないもの

も査定ですくい上げた、あるいは予定したものも

カット、熟度が足りないということでありました

けれども、この辺についてのいわゆる各部各課、

担当だとか、市長、副市長の連携のあり方につい

て、庁議の役割というのは改めて私よく理解でき

ない。ネットでは月ごとに情報公開をされていま

すけれども、その辺についてのトップとしての指

導性について自分でどのように考えておられます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おっしゃっている意味が

頭悪くてちょっとなかなか理解できないのですが、

要するに私の査定の経過がうまく……

（何事か呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 部・次長会議の位置づけ

については、最高経営会議ということで、大事な

政策だとかをそこで皆さんで確認をして決めてい

くという場でありますし、議会の定例会や予算委

員会等で出た意見をそこでみんなで共有化して解

決をしていくという重要な場所であるというふう

に認識をしておりまして、その情報はそれぞれの

部内、課内の会議において浸透されているという

ふうに思いますし、一定の公開は市民の皆さんに

されているという認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いみじくも経営会議

ということで理解を位置づけて取り組んでいると

いうことですけれども、私も含めてあのホームペ

ージ上で、箇条的なことについては掲載をされて、

普通のもので大体２ページ物、何かあったら３ペ

ージ物ぐらい出てくるのですけれども、もっとも

っとやっぱり情報公開や説明責任に熱心な自治体

では議事録も一定程度、あるいは健康福祉部長の

田邊さんがこう言ったと。いやいや、俺はこう思

うぞと。人の分についてまでの議論を闘わすこと

は非常に理想型に近いかもしれないけれども、今

経済建設常任委員会で来年の冬どうするかという、

一生懸命提案をしていますけれども、学校へ行く

道路は、それは教育予算でいいのでないかと。そ

れは、もともとの建設がスタートかもしれないけ

れどもという、そういうやりとりが実際にあって

いいのではないかという。経営会議と言うからで

すが、市長の言うこと、あるいは副市長の言って

いること、御無理ごもっともということよりも、

まさにそういうことを今名寄市がどういう動きで

市民に情報公開をしながら、意見を言いやすいよ

うに、私どもというか一般市民も含めて。そうい

うようなスタイルになることが非常に理想型かな

というふうに思っていますが、どのように感じて

いますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 経営会議そのものが全て

オープンにすべきものなのかということについて

は、ちょっといろいろと議論があるように思いま

すので、そこは効果的な情報公開のあり方につい

てはぜひ検討を進めてまいりたいと思いますし、

できるだけわかりやすい議論経過ということにつ

いても意を払っていきたいというふうに思います。

研究はしてまいりたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 民間の手法では、都

合悪いことは余り流さないのかどうかわかりませ

んけれども、これはもういわゆる行政は最大限や

っぱりそういうことで経過も含めて市民に情報を

出しながら、そしてよくても悪くても意見をたく

さんいただくことが非常に重要な、いわゆる住民

自治の原型なのではないかというふうに考えてお

りまして、ぜひ庁議の議事録などについても、そ

れは当然都合の悪いところは黒塗りで出してまで

議事録にしているところもあるのです。それは、

当然出せないものもあるし、特に個人情報はもち

ろんだめでしょうし、そういう一定のところにま

で少し水準を上げていただきたいなというふうに

思っていまして、民間手法と行政の手法はどちら

がいいかどうかという簡単な結論ではないのでは
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ないかと思っていますので、一層それに努めてい

ただきたいというふうに思っています。

大学の将来構想の関係で１点だけ。大学だけで

やるよりも、まさに設置者としても大学との連携

をしながらなのですが、大学の最高議決機関とい

うのはやっぱり学校教育法の５９条、教授会と、

あるいは学長との権限の問題ではいろいろせめぎ

合いがあるのではないかと思いますが、一律とし

てそこはぜひ知識人の集まりでありますから、し

っかり議論を尽くした上で一つの結論を出すとい

う、これは一般市民の感覚で意見ももらっている

ところなのですけれども、対立はもうしていない

と思うのです、私も。思っていますけれども、そ

こは議論を尽くすことによってしっかり一律の、

佐古学長を先頭にこれから北海道あるいは東北全

体の圏域として発展をしていく重要なテーマにな

るのだろうと思います。いずれ日本全体の中の流

れとして、独行法人問題もいずれの時期には話題

になってくるのでしょうけれども、ぜひその辺に

ついては注意深く私どもも見ていきますし、答弁

は要りませんけれども、強く求めておきたいとい

うふうに思っております。

保健、福祉、医療関係で、平成３０年から保険

税、この８月には大体２回目の仮算定が出るので

すね。ほぼこの仮算定はかなり原案に近い内容に

なるのではないかと思いますが、現状の保険税、

それぞれの所得によって違ったり、低所得者には

この間一定の配慮もされてきているのですけれど

も、それぞれが現行の保険税と比較をして上がる

可能性もないわけではないのですが、そのときに

どういう判断をしていこうとしているのか、少し

参考にお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 熊谷議員から改めて

国民健康保険の税金の関係、これは先ほど市長の

ほうから答弁申し上げました。この８月に最終的

な算定の結果が公表されるという流れになってお

ります。先般２月に第２回目の仮算定が発表され

たのですけれども、内容的にはまだ全然不十分な

ものでありまして、公表には至らないということ

でありまして、残念ながら確度の高い情報が出て

から公表しなければ、皆さん関心の高い分野であ

りますから、その数字がひとり歩きをするという

ことも考え合わせますと、確度の高い情報が出て

からなるべく早い段階で市民の皆さんにお知らせ

をしながら公表したいなというふうに考えていま

す。

現状では、第２回目ということで数字自体は自

治体によってまちまちです。ちなみに、名寄市は

１回目から比べて現状では上がっている状況には

なっています。ただ、先ほども申し上げました。

８月に最終的な公表があるということで、それま

で少し時間をいただきたいなと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 保険税だけが全てで

はありませんけれども、収入構造が市町村国保の

場合については低所得者、現役以外の人たちが中

心になりますから、当然歳入的には厳しいものが

あるわけですけれども、やっぱり目が行くのは保

険税が上がるか下がるかと。下がるかは下がるか

らで全然心配ないのですけれども、上がるか上が

るかという可能性もあるわけでありまして、市長

はその辺については最終段階で市民の要望として

はもうこれ以上上げないでくれという声が圧倒的

だと思いますけれども、全市民の中の七、八千ぐ

らいですか、今。被保険者として ０００人ぐら

いかと思うのですけれども、十分その辺について

は上がるようなことになったときの政治的な判断

はできるようになっているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどもお話にあった激

変緩和措置というのはございますので、そのよう

に十分配慮できるものというふうに考えていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） 激変緩和というのは

徐々に上がっていくということのスタートですよ

ね。ぜひその辺については、市民の思い、生活状

況等について御理解をいただいた上の発言だとい

うふうに思っていますので、求めておきたいと思

います。

市立病院のほうに行きますが、１点だけ。２８

年度の決算、最終的には３月過ぎて、５月ですね。

５月まで入ってくるのか、最終数字は。いずれに

しても、常任委員会でも２億円とか３億円という

数字は伝わっていますけれども、それ以上に心配、

病院側としては企業会計として大変なのはやっぱ

り資金繰りだというふうに思います、年度末から

年度当初。この辺については、市長、どういうふ

うに認識を。一般会計側としての基本的な考え方

についてお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 病院会計自体保険が入

ってくるのが遅くなるということもありまして、

タイムラグが生じるということで、資金不足に陥

る可能性はあるなというふうに認識しております。

一般会計のほうとしましては、そこだけに目を向

けることなく、病院事業会計そのもの全体がどう

なっていくのか推しながら、しかるべきときに何

か手を打たなければならないときが来れば繰入金、

繰出金のほうも考えなければならないということ

で従前答弁させていただいたところでございます。

特に平成３０年度、今度診療報酬と介護報酬の改

定、ダブル改定がございますので、これからそこ

らあたりの情報収集が非常に大きな鍵になるので

はないか、こんなふうに今考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 自立できれば当然で

しょうけれども、大きな役割を果たしているとい

うことで、やっぱり一般会計の役割、従前以上に

重要かというふうに思っていますので、十分連携

をとって対応をいただければというように思って

います。

私は、農業、裏で畑はつくっていますけれども、

農業者でないので、よくわかりませんけれども、

１点だけお聞きしたいのですけれども、基幹産業、

農業、とりわけ米ということでありますが、１年

後には政府の決めに基づいて減反政策廃止、調整

をやめるということなのですが、それに加えて交

付金を同様に一昨年か、半分にされていますけれ

ども、それも完全になくすということなのですが、

市場等の動向あるいはどういうものをつくるかと

いうのは、それで知恵だけでおさまることなのか、

実際に名寄の減反廃止になった時点での１年後の

影響について、大まかで結構ですけれども、私ど

もに伝わるようにお伝えをいただきたいと思いま

すけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ３０年の関係につき

ましては、大きくは食用の米につきましては今議

員おっしゃっているとおり国の関与がなくなると

いうことでございますので、国の需要を参考にし

て生産団体なり生産者がみずから決めていくとい

うふうになります。そういうふうになりますと、

北海道の中では一定の検討会議を設置して、そこ

で調整しながら北海道全体として生産の目安を設

定していくというふうになってございますので、

北海道についてはそういったもので米価の安定と

安定供給をする、推進ということではなされてい

くのではないかと思いますけれども、いずれにし

ても３０年につきましては現状出ています農業経

営所得、米の直接支払交付金等の支援はなくなる

わけでございまして、そういった意味では今後３

０年に向けて２９年度のうちに十分検討していく

必要があるのかなと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 情報を農協あるいは

農業団体と十分連携をとって、名寄の基幹産業の

柱である米、米が影響出るということは当然畑に

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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も関連として出てくるというふうに思っています

ので、ぜひ連携を欠かさず、農業者の皆さんの声

をしっかり、特に家族経営が中心の話になります

ので、よろしくお願いをしたいと思います。

この国会でも安倍総理は８本の農政改革関連法

案を提出をしております。農政改革を一気に、一

瀉千里にやっていこうかということで、随分昨年

もＪＡに土足で踏み込んで信用事業の譲渡だとか、

組勘の見直しだとか、生産者への引き下げに名を

かりて、やっぱり市場原理を押しつけるという状

況で、これは本当に地方の農業にとってえらい話

だというふうに考えておりますけれども、時間が

ありませんからまた違う機会にお答えをいただく

かと思います。ぜひあわせて農業団体と連携をと

りながら、せっかく新規就農だとか、担い手対策

だとか、いろんなことをやっていながらも、水を

差すようなこういう動きについては私どもも真っ

向から反対をしなければならぬというふうに考え

ております、名寄市のために。

あと、教育関係、お答え要りませんけれども、

教育長、いろんな取り組みをしっかり子供の知力、

体力あるいは創造力を育むために計画や施策や、

現場とも連携してやっていただいていることにつ

いては十分理解をしていますが、そして子供たち

と教員の密な連携を今まで以上にやっていこうと

いう気持ちは伝わりますけれども、なかなかよく

なったねという具体的な話というのはそう聞こえ

てこないのです。これからも少人数学級だとか、

さまざまな取り組みがあろうかと思います。加配

の取り組みだとか、今回も支援員をふやしていた

だいたりというようなことで、積極性については

大いに受けとめているつもりで、具体的にあした

かあさってに山崎議員がやるのではないかと思い

ますので、楽しみにしていただきたいと思います。

以上で終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 東 川 孝 義

署名議員 川 村 幸 栄

平成２９年３月７日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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開議 平成２９年３月８日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

監 査 委 員
山 崎 真 理 子 君

事 務 局 長
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

冬季スポーツ拠点化について外３件を、高橋伸

典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の了承をお受けいたしましたので、通告順に

従いまして、質問をしてまいりたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目、冬季スポーツ拠点化につい

てをお尋ねをいたします。ピヤシリスキー場の早

期オープンについて、市政推進、基本的な考え方

の３点目の地域の宝、財産、特色に徹底的にこだ

わったスケールの大きいまちづくりの中で、まち

・ひと・しごと創生総合戦略において地の利を生

かした第２次総合計画の重点プロジェクト、冬季

スポーツの拠点化が必要であり、合宿、大会など

の誘致も増加傾向にありますとありましたが、ジ

ャンプ場やカーリング場に特化することなく、市

技スキーといったすばらしいピヤシリスキー場の

活用をすることで、まだまだ合宿や大会誘致の可

能性が高まると考えております。

スキー場では、早い時期に雪が降り、早期のオ

ープンで冬季スポーツ選手や社会人、大学選手は

体制がとれればピヤシリスキー場で早期に練習が

したいと言われており、キャンプ地の誘致を進め

ることが重要であると考えております。早期オー

プンに向けてスキー場の横に走る深さ１メートル

を超える排水溝を暗渠パイプで埋めてフラットに

することで、早期オープンは可能となります。ま

た、昨年買い上げた草刈り機の活用、草刈りを進

めることである程度早期のオープンを可能にでき

ます。また、第３コースのササやぶへの対応をす

ることで早期オープンの実現が可能と考えており

ますが、理事者の御見解をお尋ねをいたします。

また、リフト乗り場の対応についてお尋ねをい

たします。リフト乗車の際、乗車員が確認し、切

符を切る体制で、混雑時には長い行列ができるよ

うであります。混乱を避けるため、ＩＣチップを

導入するスキー場がふえているそうです。機械化

の費用は高額ですが、数年間の人件費、乗務員の

ミスもなくなると考えております。リフト乗り場

のＩＣチップ対応についての理事者の御見解をお

尋ねをいたします。

また、第３リフトの対応についてお尋ねをいた

します。雪が降ると第３リフトは閉鎖をされます。

使用者から新雪でのスキーを楽しみに来たのにと

いう声が聞かれております。対策はないのかお尋

ねをいたします。

また、合宿受け入れとアルペン専用の施設整備

についてお尋ねをいたします。世界や日本のアル

ペン競技は、名寄のように新雪競技ではなく、大

会全体がポールの周りはアイスバーンにして競技

を行っております。そのため、一流選手は日本に

１カ所しかない練習場でアイスバーンの練習やキ

ャンプを行っております。名寄もこのような特化

したコースが必要と考えますが、合宿受け入れと

アルペン専用コースの施設整備の考え方について

理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目その２、名寄市公共施設等総合管理

計画の推進についてをお尋ねをいたします。国は、

日本再興戦略に基づいてインフラ老朽化対策の推
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進に関する会議においてインフラ長寿命化基本計

画が取りまとめられております。地方自治体では、

過去に建設した公共施設等がこれから大量に更新

時期を迎えようとしております。地方財政は依然

として厳しい状況であり、さらに人口減少による

今後の公共施設等の利用の状況の変化が予想され

ます。本市も持続可能なまちづくりを推進するた

め、昨年名寄市公共施設等総合管理計画が策定を

され、平成４７年まで公共施設の総延べ床面積を

１３％削減する目標値が設定をされました。名寄

市公共施設等総合管理計画が策定され、公共施設

の現況と将来の見通しや課題についてお尋ねをい

たします。

また、平成４７年まで公共施設の総延べ床面積

を１３％削減する目標値を設定されましたが、削

減の考え方についてをお尋ねをいたします。

また、管理計画を策定することで施設の老朽化

の度合いや維持管理の費用が予想されることによ

り、施設の修繕や改修、処分、統廃合の計画が立

案でき、予防保全による施設の長寿命化を図り、

将来的な財政の軽減にもつながると思われます。

そこで、公共施設の全体を把握して長期的な視点

を持って更新や統廃合、長寿命化などを行うこと

により、財政負担を軽減することができます。そ

の意味で施設の修繕、改修、処分のあり方につい

てと統廃合の計画の立案について理事者の御見解

をお尋ねをいたします。

大きい項目の３点目、ファミリー・サポート・

センター事業についてお尋ねをいたします。ファ

ミリー・サポート・センター事業は、仕事、育児、

介護の両立や子育てを地域で支援するため、子育

ての援助を行いたい人と子育ての援助を受けたい

人が会員組織をつくり、会員相互の信頼関係をも

とに地域で安心して子育てができる環境づくりを

サポートする事業ですが、昨年からの事業がここ

ほっとで開始されておりますが、利用者の現況と

課題についてお知らせをいただきたいと思います。

提供会員や依頼会員の方もおられると思います

が、子供の好きな方、子育て経験を生かしたい方、

自分の子供も成長して、あいている時間を何か有

効に使いたい方、子育てをしている人の援助をし

たい方々が提供会員となりますが、依頼会員と提

供会員とのサポート調整の関係で、提供会員の自

宅で預かる体制はどうかという問題が地方の方で

起きているそうです。本市のファミリー・サポー

ト・センター事業の手伝いと手助けのマッチング

についてをお知らせをいただきたいと思います。

大きい項目４番目、各種事業における広報活動

のあり方についてをお尋ねをいたします。名寄市

が行政として行わなければならない事業と行政と

して仕事中に市役所を使用しての事業のための作

業における新聞広告等の広報活動のあり方につい

ての御見解をお尋ねをいたします。

以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） おはようござい

ます。高橋議員からは、大項目４点にわたり御質

問をいただきました。大項目１につきましては私

から、大項目２と大項目４については総務部長か

ら、大項目３については健康福祉部長からそれぞ

れ答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

まず初めに、大項目１、冬季スポーツ拠点化に

ついて、小項目１、ピヤシリスキー場の早期オー

プンについて申し上げます。これまでもスキー場

の集客やスキーシーズンを待ち望んでいるお客様

のニーズに応えるため、早期オープンへ向けてリ

フト、ゲレンデ整備を進めてきております。例年

１２月の第２週、土曜日をオープン予定としてお

りましたが、今シーズンは１１月下旬のオープン

を目指し、例年より早く１１月初旬からオープン

に向けた準備を行いました。しかしながら、降雪

状況により１１月下旬のオープンはできませんで

したが、近年では最も早い１２月４日にオープン

することができました。

御質問にありましたゲレンデ内の排水にかかわ
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る明渠についてですが、ゲレンデの土砂の流失と

コース内の水だまりを抑制し、早期オープンとあ

わせスキーヤーが安全に利用できるよう平成２７

年度に第２ゲレンデの明渠工事、平成２８年度に

は第１ゲレンデの明渠工事を実施いたしました。

ゲレンデ内における明渠箇所は、主に雨水や湧水

の排水機能という重要な役割を担っておりますが、

シーズン当初は明渠箇所をならすための雪が足り

ず、一定の降雪があるまでは早期オープンやコー

ス開放の支障となっていることは認識しておりま

す。また、明渠を暗渠に切りかえることでよりス

キー場の早期オープンの可能性が高まるのではな

いかと考えておりますが、名寄ピヤシリスキー場

は岩盤が多く、これまでの明渠工事などでも岩盤

等の撤去作業が困難をきわめる場面もあり、その

費用や工事内容からも課題が多いため、明渠によ

るゲレンデ整備を行っているのが現状であります。

早期オープンへ向けた取り組みとしては、今年

度ゲレンデ草刈り機を導入し、これまでの人力に

よる草刈り作業と比べシーズン前に広範囲にわた

り草刈りを行うことができるようになりました。

そうした効果もあり、今シーズンの早期オープン

につながったと考えております。購入した草刈り

機は、傾斜地を草刈りできる仕様となっておりま

すが、第３ゲレンデのササの葉の対応については

斜面が草刈り機の機能を超える傾斜となっており、

ササを刈る作業は現在のところこれまで同様人力

による対応となっております。引き続き第１、第

２ゲレンデも含めたスキー場早期開放に向け指定

管理者である名寄振興公社と協議をしてまいりた

いと考えております。

次に、小項目２、リフト乗り場の対応について

申し上げます。北海道内においては、外国人スキ

ーヤー等の増加などによりリフトの混雑を解消す

るため、ＩＣチップを組み込んだリフト券を使用

し、ゲートを通るリフト乗り場を設置しているス

キー場もあります。名寄ピヤシリスキー場におい

ては、週末の日中を中心に若干混雑している時間

帯がありますが、その他の曜日、時間帯について

は待ち時間がなくリフトに乗車できるため、費用

対効果も含め、現在のところＩＣチップを使用し

た乗り場を設置する検討はなされておりません。

今後もスキー場利用者の変化や必要性に合わせ、

他の設備とのバランスを図りながら、施設整備に

ついての対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、第３リフトの対応について申

し上げます。第３ゲレンデは、ピヤシリスキー場

のコースの中でも上級者向けのコースとしてスキ

ーヤーからも好評であり、新雪を求め市内外から

スキーヤーに利用いただいております。全てのリ

フト運行については、安心、安全を基本とし、風

速が一定程度に達したときや視界不良になった際、

事故の発生も予想され、また救護に当たるパトロ

ールが適正な対応ができないことなどを考慮し、

リフト運行を停止しております。特に第３リフト

につきましては、ゲレンデ難易度の高さや照明設

備がないことなどから、悪天候時の運行について

他のリフトよりも停止する基準を高く設定してお

ります。今後も雪質日本一を誇るピヤシリスキー

場の雪質を楽しみに来られるスキーヤーの方々に

安全かつ満足いただけるよう運営してまいります

ので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目４、合宿受け入れとアルペン専用

の施設整備について申し上げます。ピヤシリスキ

ー場では、市内のみならず、市外からアルペンス

キー合宿として多くの方々に御利用いただいてお

ります。アルペンスキーのポール練習では、ジャ

イアントコースを中心に行っておりますが、今年

度ナイター照明をＬＥＤ化するなど練習環境の整

備に努めております。北海道内では、アルペン専

用のコースを整備を行い、全道から合宿利用でト

ップスキーヤーが訪れているスキー場があると聞

いておりますが、ピヤシリスキー場につきまして

は市内近隣市町村からの学校スキー授業や市内外

から訪れる幅広いスキーヤーに楽しんでいただく

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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ため、アルペン専用コースとせずに一般スキーヤ

ーも全コースを滑走できるように運営しておりま

す。

今後の冬季スポーツの拠点化を推進していくに

当たり、ゲレンデ全体の整備や施設研修の整備と

あわせ、現状での利用促進を図るための一般開放

に先立って合宿誘致に特化したコース開放の可能

性やソフト面での受け入れ態勢の整備など名寄振

興公社と連携をとりながら、合宿先として選択し

ていただけるスキー場を目指してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、名寄市公共施設等総合管理計画の推進につ

いて、初めに小項目の１、公共施設の現況及び小

項目の２、将来の見通しと課題についてあわせて

申し上げます。

本市では、昭和４０年代から５０年代にかけて、

社会的ニーズに対応するため、児童センターや市

役所名寄庁舎、図書館、保育所など多くの公共施

設の整備を進めてまいりました。これらは、市全

体の施設の約半数に及び建築後既に３０年以上を

経過し、老朽化が進んでいますことから、今後大

量の大規模改修や建てかえなど更新時期を迎える

こととなります。しかしながら、人口減少、高齢

化社会を迎え、今後の公共施設などの利用需要の

変化やこれからの本市の財政状況などを考慮しま

すと、老朽化した施設を今までどおりの姿で建て

かえることは非常に困難な状況でございます。こ

のため、平成２７年度において名寄市公共施設等

総合管理計画を策定をし、その計画に基づき中長

期的な視点から公共施設の更新、統廃合、長寿命

化などを計画的かつ効率的に実施をするとともに、

公共施設配置の最適化を進める必要がございます。

次に、小項目の３、公共施設の総延べ床面積１

３％削減の考え方についてでございますが、本計

画の基本的な考え方、目標数字としまして、計画

期間である平成４７年度までの２０年間で現在市

が保有します公共施設の総延べ床面積を人口減少

や人口構造を見据え、１３％縮減することとして

ございます。このことは、１つとして名寄市まち

・ひと・しごと創生人口ビジョンにおいて２０年

後の総人口が１ ８％減少すると推計がされてい

ること、２つとして市民１人当たりの公共施設の

面積を維持することで現状と変わらない一定の市

民サービスの提供が可能であることから、１３％

の縮減を目標値として設定をしたものでございま

す。

次に、小項目の４、施設の修繕、改修、処分の

あり方について及び小項目の５、統廃合の計画の

立案についてあわせて申し上げます。さきに申し

上げましたとおり、公共施設等総合管理計画は施

設全体の管理などに関する基本的な方針を定めた

ものでございますが、現在国においては公共施設

等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的

な対応方針を定める個別施設計画を平成３２年度

までに策定するよう促してございます。個別施設

計画につきましては、今後具体的なガイドライン

などについて公表されるとのことでありますが、

それら情報に注視をしながら、策定に向け準備を

進める必要があるものと考えてございまして、策

定に当たりましては各施設の状況などをしっかり

と把握をした上で、市民との協働を基本とした施

設の適正配置や財政状況などを踏まえて施設の改

修、更新などについて検討していく必要があるも

のと認識をしているところでございます。

続きまして、大項目の４、各種事業における広

報活動のあり方について申し上げます。ただいま

議員より御指摘をいただきました件につきまして、

公務に専念すべき環境を損ねる結果となりますこ

とから、これらの行為については好ましくないも

のというふうに考えておりまして、該当する事案

があれば改めておわびを申し上げたいと、そのよ

うに考えてございます。

なお、市職員が任意団体の事務局を担うなど、
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今後も市民活動に積極的に参加してほしいと、こ

のように願っておりますが、市民の皆様からの信

頼を損ねる結果とならないよう、今後もしっかり

と指導してまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただけますよう特段のお願いを申し上げ

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３のファミリー・サポート・センター事業につ

いて、小項目１の利用者の現況と課題についてと

小項目２の手伝い、手助けのマッチングについて

は関連がございますので、あわせて申し上げます。

ファミリー・サポート・センター事業について

は、国が子育て支援施策として推進する事業の一

つである子育て援助活動支援事業に当たり、子育

てを地域で相互援助し、会員同士で支え合うとい

う事業であります。当市においても平成２７年に

策定いたしました名寄市子ども・子育て支援事業

計画に基づき、子供の一時預かり、塾や保育所等

の送り迎えなど子育て支援を行う事業として、昨

年１０月１日に運用を開始しました。本年３月１

日現在利用会員１０７人、提供会員２６人、両方

会員１０人となり、会員数は１２３人の登録とな

っております。また、現在までの利用状況といた

しましては、１０月に２件、１１月に３件、２月

に１件となっております。

課題といたしましては、事業を開始して約半年

間が経過し、会員数については毎月数名の入会が

あり、徐々に増加してきているものの、利用者に

ついては先ほど申し上げましたとおり伸び悩んで

いる状況にあります。また、利用したい場合に前

段のマッチングのための時間が割かれるなど、マ

ッチングの改善の必要性やどのような場面での利

用が可能なのか、利用の方法などを周知していく

ことと同時に、会員の声を聞きながらファミリー

・サポート・センターの利用推進を図っていく必

要があると考えております。

また、多分野、多世代地域活動拠点ここほっと

内に事務所があることから、活動拠点としての位

置づけが強くなっておりますが、会員登録や利用

相談などファミリー・サポート・センターとして

の機能をアピールし、名寄市地域子育て支援セン

ターひまわりらんどなど関連施設と連携した利用

促進を一層強めていく必要があると考えておりま

す。

ファミリー・サポート・センター事業は、セン

ターにおいてお子さんを預かる事業ではなく、あ

くまでも提供会員と利用会員の住民相互の支え合

いによる事業であるため、マッチングについては

利用会員が誰かもわからない個人に対して大切な

お子さんを託すといった不安を少しでも解消し、

安心してお子さんを預けられるように行うもので、

お子さんにおかれましても前段に母親や父親など

御家族と同席した中で提供会員の自宅でマッチン

グすることで、初めての環境にいきなり預けられ

ることがなく、不安が少しでも軽減されるものだ

と考えております。また、提供会員においても前

段にお子さんの状況が把握できることで、不安な

くスムーズに援助活動ができるものと考えており

ます。このようなことからも、マッチングについ

てはお子さんの年齢や状況にもよりますが、わず

かな時間でも事前の打ち合わせを行っていただき

たいと考えております。今後については、多分野、

多世代地域活動拠点ここほっとの中にファミリー

・サポート・センターの事務所があることからも、

この活動拠点を活用した利用会員と提供会員の交

流の場を設けていき、利用しやすい環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。では、再質問をさせていただきます。

まず、今ファミリー・サポート・センター終わ

りましたので、その部分から進めさせていただき

ます。昨年の１０月１日からここほっとが開設さ
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れて、現状会員数が３月で１０７名、そして提供

会員が２６、実質全会員で１２３名ということで、

人数はたくさんおられるというふうに感じている

のですけれども、現状１０月２件、１１月３件、

２月が１件しかないのです。いろんな部分でよそ

の部分や何かを見てみると、緊急体制がとれない

という部分で預けられない部分が。孫の話ししま

すが、今週の日曜日ですか、うちに４歳の孫と１

１カ月の孫が遊びに来ました。前日泊まったので

すけれども、朝からちょっと熱、おなかが痛いと

言いまして、吐いたりなんかして４時半過ぎに名

寄市立病院に子供が連れていって、インフルか何

かでないかなと。胃腸炎で済んで帰ってきたので

すけれども、私たちみたいに親だとか友人、知人

が近くにいる方、またここは名寄は本当公務員が

多いまちですから、自衛隊さんがやっぱり九州か

ら来たり、いろんなところから来られると思うの

です。友人をつくるのも大変でしょうし、そうい

うときに緊急に預けられないという部分もやはり

ここほっとの利用率が伸びない状況かなと。１週

間前にこの子は風邪になりますよだとか、うちの

じいちゃん、ばあちゃんがきっと１週間後には風

邪引いて倒れるから子供を預けるわだとかという

部分はないと思うので、きっと提供会員は結婚式

だとか、いろんな行事があって預けられる方がい

ると思うのですけれども、やはり緊急性のときに

どう対応できるか。私は、ある程度やっぱり緊急

性のことを考えて、ここほっとの部分でも子供を

すぐマッチングできて預けられる体制はとれない

のかなという部分があるのですけれども、その辺

どんなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員からの御

指摘ございました緊急時の対応ということで、課

題となっていると認識はしております。子供の預

かり場所につきましては、要綱において原則預か

りを行われる方の自宅で預かるということにはな

っておりますが、特例がありまして、両者の合意

がある場合についてはこの限りではないと定めら

れておりますので、ここほっとにつきましては子

供が遊ぶスペースもございますので、そこを利用

していただいて、緊急時などの場合、事前の短い

マッチングは必要ではございますが、その施設を

利用した中で預かりをしていただくということは

可能であると考えておりますので、そのような周

知を今後図ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。ここほっとというすばらしいところができて、

これだけの会員数がいて、利用がこれだけしかい

ないというのはやはりどこか使いにくいのか、そ

れとも改善すればもっともっとお子さんを預ける

方ができるのかという部分を検討していただく必

要があるかなと思います。

マッチングの部分を先ほど出していただきまし

て、よその地方ではやはりさっき言ったように自

分の子供が大人になって、何も手かけなくていい。

だから、あいている時間をそういう方々のために

何とか使いたいだとか、自分の子育てを生かして

何とかしてと、提供会員の方はそう考えてなって

いただいていると思うのです。その中で、よその

ところなのですけれども、やはりただお金を稼ぐ

ためにやっている方で、マッチングでその自宅に

行ったら、本当にここに預けていいのかなという、

その両親がいたみたいなのです。名寄にはそんな

状況はないと思うのですけれども、そういう可能

性というのは、もしひょっとしたら可能性も出て

くると思うのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄ではそのよ

うな実例はお伺いしたことはございませんけれど

も、ファミサポ自体は託児所ではありませんので、

そこに直接預けるということはなかなか難しいと

いうふうに考えておりますが、今後利用会員の方

と提供会員の方が一堂に会するような、そんなイ

ベントを開催したり、また例えばひまわりらんど
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で利用されている利用会員の方がいらっしゃいま

すので、そこでふだんから提供会員の方もひまわ

りらんどにお越しいただいて、その中で交流をし

ていただくようなことでマッチングに対する軽減

も、少なくなるのかなというふうに考えておりま

すので、今後そのような事業についても検討させ

ていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。ひまわりらんどは、うちの孫もしょっち

ゅう遊びに行く会場であります。その中でやはり

提供会員の方々とか、うちはまだここほっとの会

員になっていないのです、預けるほうの。うちに

私もいますし、親もいますから、ならなくてもど

ちらかに預ければいいという部分があるから対応

できていると思うのですけれども、やはり預ける

ところがない人たちはそういうところに行ったと

きに、こういう部分はあるのだと。緊急性のとき

にこういうところがあるのだよという部分はつく

れるのかなというふうに思いますので、ファミリ

ー・サポートある程度ざっと見たら、苫小牧は緊

急で預けられるような体制をとっているみたいで

す。名寄もその事業、緊急のときに対応できる体

制を今部長がとりますということで言っていただ

いたので、ぜひよろしくお願いいたします。

では、次に移らさせていただきます。先ほど皆

さんには何のことだという質問をさせていただき

ました。４番目の各種広報活動についてでありま

す。これは、うちのほうにある方が来まして、こ

れはちょっと市役所ではまずいのではないですか

という部分で、証拠物件を指紋がつくとまずいの

で、ビニールに入れて持ってこさせていただきま

した。これを見て、そうですねと。やはりここに

は市役所の電話も、内線も入っています。この行

事というのは、やっぱり市の行事ではないと思い

ますし、先ほど部長がしっかりその体制はとって

いただけるということを言っていましたので、ぜ

ひとっていただいて、しかし市役所の職員の方々

はこういう事務局を率先してやっていただいたり、

町内会活動の中でしっかり活動していただいたり

していくのは、私はもう市民と協働の名寄市をつ

くる部分だというふうに思っていますので、どん

どん事務局はやっていただきたいなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

では、次に移ります。ピヤシリスキー場のほう

に移らさせていただきます。きのうある程度何名

かの方から御質問があって、地方創生基金を使っ

て合宿、大会の誘致、そしてジュニアアスリート

の育成、そして人材育成という部分で使わせてい

ただいているというふうに言われておりました。

総計の予算の部分でピヤシリスキー場関係が２９

年度約１億 ７００万円、そして３０年に１億

９９０万円はついているのですけれども、ほとん

どリフトだとか、そういう部分の関係の予算にな

っていました。２０２２年、北京に向けて中国の

ジュニアがこの名寄で合宿をしていただくように

なりました、ノルディックの。すばらしいことだ

と思います。そして、日本コンバインドもやって

いただける。最後に、私はアスリートに選ばれる

合宿誘致と言われた部分というのは、そうだなと

思ったのです。私が言ったわけではないです、そ

ちらのほうから出てきた部分で。私は、そこをや

っぱりしっかりやっていかない限り合宿誘致とい

うのは進んでいかないのかなと。ホテルをよくし

ようが、やはり練習する場所がちゃんとなってい

ない限り合宿には来ないのです。

そして、名寄は本当に早期に雪が降る地域であ

ります。先ほど言ったように、本当に去年１０月

２０日に雪が降っていただきました。そして、関

係者の方も１１月で利用できるのではないかとす

ごく喜んでいたみたいなのです。そして、草刈り

もやっていただいて、あの効果もすごくあったみ

たいです、草刈りは。でも、あの１メーターの排

水があるために、やはりなかなかオープンが。ち

ょっと早目に、早かったのです。早かったのだけ

れども、それ以上早くできなかったという部分は
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あったものですから、やはりアスリートに選ばれ

る合宿地、選ばれるゲレンデをつくるというのも

必要かなというふうに私は思うのですけれども、

市長はその部分というのは、岩盤があるから大変

ですと。また、いろんな岩があるから無理なので

しょうか。私は、工事的には大変かなというふう

に思います。思うのですけれども、岩盤ぐらいだ

ったら大型ピック持っていけば、今回土木の質問

ではないですから、真冬工事が４本道路が出まし

た。もう道路が凍結しているのです、５０センチ

ほど。大型ピック、ユンボについているこんな十

何センチの丸いピックで土をガガガガガ、ガガガ

ガガと壊しながらやっていかなかったらいけない。

それが悪いというわけではないですよ、中村部長。

怒らないでください。私は、そういう部分を使っ

てでもやって、アスリートのために整備するとい

う部分が大事なのかなというふうに思うのですけ

れども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 高橋議員からお尋ねの

あったスキー場の暗渠対策も含めた排水対策とい

うことで、現地のほうは私も見ておりますし、さ

らにスキー場の従業員だとか社員からも今回の１

１月にオープンしたいということで進んでいたの

ですけれども、排水のところがなかなか埋まらな

かったということは事実であります。それで、岩

盤等々もあるのでありますけれども、毎年春先に

現地の踏査しておりまして、そのときに中村建設

水道部長も快く都市整備の職員を出していただい

て、まず踏査しようかということになっておりま

すので、その点については春先また対応させてい

ただきたいと思いますので、ただ方向づけについ

ては現地踏査後ということになりますけれども、

その点については御了解をいただきたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 中村建設水道部長、

よろしくお願いします。

先ほどアルペン専用は名寄は無理で、一般開放

前に合宿誘致をするというふうに答弁で言われて

おりました。音威子府、あそこはコース細いです。

今回林活のことで東川会長と中川にちょっと行か

させていただいた帰り音威子府のスキー場を見て、

３分の１専用コースをつくっているのです。アル

ペンではないですよ。ボードか何かか、どちらか

だと思うのですけれども、専用コースをつくって

いました。私は、だから一般の人にも開放しても

いいのだけれども、アルペン専用もそれは可能で

はないのかなという部分はそれを見て思ったので

す。だから、現実一般開放で使って、一般の人が

こっちに入ってきてしまったら困るから、けがし

たら困るからだめだよではなくて、ちゃんとポー

ル立ててひもをつけていますよね、全部。それで

もいいのかなという、可能かなという部分は感じ

られるのです。北海道に１カ所しかないアルペン

専用のコースがもし名寄にあって、そして１１月

に雪が降って、それを固めてアイスバーンにして

使えますよと言ったら、私はある程度こちらのほ

うに来ていただけるのではないかなというふうに

思うのですけれども、どのようなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今高橋議員のほ

うから御質問ありましたアルペン専用のコースと

いうことで、現在はアルペン専用のコースに特化

したのは設定しておりません。今回もそうなので

すけれども、スキー場が例年になく早期にオープ

ンしたということで、合宿にも入っていただいて

おります。振興公社の部分につきましては、アル

ペンの入ってきた合宿の部分については柔軟に対

応させていただいて、特化ということではないの

ですけれども、合宿に入っていただいているそれ

ぞれの要望がありますので、それを可能な限り要

望に応えて対応していくということでしておりま

すけれども、基本的には通常の全部のゲレンデ部

分については一般の方も利用できるような施設と
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いうことの位置づけをしておりますので、先ほど

言いましたように合宿の部分については柔軟に要

望の部分については対応させていただいて、合宿

の受け入れを行っているということで聞いており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

そういう体制をつくるべきだなというふうに思い

ます。きのうも御発言がそちらからありました。

冬季版ナショナルトレーニングセンター、これを

持っていくためにはやはりそれなりの施設が必要

だというふうに感じますし、それに対応していか

なければいけないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひ進めていただきたいというふうに思

います。また、中村部長、暗渠のほうぜひ見に行

っていただいて、進めていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

では最後に、名寄市の公共施設等総合管理計画

について質問をさせていただきます。先ほど国か

ら個別計画を３２年まで、内容がどうなるかとい

うのがまだわかっていないよという部分言われま

したけれども、きっとほかのまちで進めているの

は、市が保有する公共施設の現況を総括的にまず

整理、分析しているみたいなのです。そして、将

来の維持管理更新費用の総額を出して進めている

みたいです。私は、その前に１つ、名寄の公共施

設が点在しているところもあるし、くっついてい

るところもあると思うのです。同じような行事で

使うようなところ、それが近いところもあるでし

ょうし、遠いところもあると思いますし、それが

昭和４５年につくったものですよ、平成２年につ

くったものですよと名寄点在はされていると思う

のです。それをまず一回メモとか地図でもいいで

すし、書き出して、先ほど言った現況と総括的な

整理、分析をする。そして、そこのもし補修しな

ければいけない部分、ここにはこれだけの人がい

て、今現状これだけ使われているからここは残さ

なければいけないよねと。でも、こっちは余り使

われていないから、ここと統廃合してこっちだけ

を修繕しなければいけないよねという部分が出せ

るというふうに思うのです。そこをやっぱりこの

３２年までですから、私はそんな余裕持ってでき

るような状況ではないと思いますけれども、その

部分というのは３２年までですから、あと約２年

半と言っていいですか、なのですけれども、部長

としてはこの分析というのはどう考えてどう進め

られるのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今高橋議員のほうか

ら公共施設の総合管理計画、それに基づく個別計

画について具体的な提案をいただいたというふう

に思っています。非常に大切なポイントが今の中

に入っていたと思っています。私どもが策定した

公共施設の総合管理計画については、全体的な、

トータル的な方向性というか、数字をあらわした

ものでありますし、ここのベースとなっているの

は総務省のシミュレーションモデルを一定程度活

用させていただいたということでありますので、

個別の施設が持っている状況等については細かく

加味していないというのが現状でありますので、

今議員が言われましたように今度は個別の施設の

それぞれの状況について、ここを分析していかな

ければ次のステップに進めないだろうなというよ

うな考え方をしています。言われたように、例え

ば市内に同じ機能の建物がもし複数あるとすれば、

それらを統合することはできないのかということ

があります。統合したときにその機能をどうする

のかというのは当然あると思います。あるいは、

機能は違うのだけれども、それを複合化すること

によってより機能を高めること、市民の満足度を

高められる部分もあると思いますし、場合によっ

ては同じ施設が必要だけれども、当然そこを利用

する人数の状況によってはダウンサイジングを考

えなければいけないというところもあると思いま
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すので、そういった状況を今度は個別の施設ごと

に把握をしながら計画を策定していかなければ恐

らく実効性のある計画にならないだろうというふ

うに考えております。いずれにしても、この後国

から具体のガイドラインなどが出てくると思いま

すし、それを踏まえながら名寄市として実効性の

ある計画となるように検討を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 先ほど部長が昭和４

０年から５０年に児童センターだとか、保健セン

ター、または市役所、いろんな部分建てられまし

た。４０年から５０年は約何件ぐらい、建物自体

がどれぐらいあって、５０年から６０年、どれぐ

らいの件数があるのでしょうか。この４０年、５

０年、そして５０年から６０年ぐらいの部分とい

うのは。

〇議長（黒井 徹議員） 質問終わったのですか。

〇１５番（高橋伸典議員） いや、いいです、い

いです。探してください。

それで、私はその部分の個数にもよると思うの

ですけれども、４０年、５０年の部分というのは

耐震化もない。そして、もう相当の期間で補修す

らできないところも出ていると思うのです。木造

だったら、もうほとんど無理な部分だと思います

し、コンクリートだったら何とかもつけれども、

木造の部分というのはもうほとんどだめではない

かなというふうに思いますし、その意味で先ほど

いろんな、昭和４０年から５０年、５０年から６

０年の部分を中心に１３％を削減していくのか。

先ほど名寄市まち・ひと・しごとで、人口が１

８％減るから１３％にするのだよ、そして市民１

人当たりの公共施設の床面積がこれだけだから１

３％削減するのだよということを言われましたけ

れども、私は１３％を目標にするのはいいと思う

のです。でも、人口が減少して、なかなか使って

いない施設も相当今出てきているような状況もあ

ると思うのです。そこを本当に残しておかなけれ

ばいけないのかなと。残しておけば維持管理費か

かるでしょうし、いろんな部分がかかってくると

いうふうに思っておりますから、私は人口が１

８減るから１３％ですという根拠がちょっとそう

なのかなという。でも、使えない部分で、先ほど

言ったように近くて統廃合できる部分はここを壊

してこっちを利用していただくという部分をやっ

ていかない限り、財政運営の部分で人口減少、ま

たは交付税がどんどん、どんどん減るという中で、

健全な財政運営ができるのかなという部分も考え

ていかなければいけないのかなという部分がある

と思うのですけれども、本市として１３％削減の、

先ほど私言いました部分の、根拠はいいです。１

３％というのは……

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員、質問の趣旨

をまとめて質問していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

〇１５番（高橋伸典議員） この４０年から５０

年を集中してやっていくのかという部分をちょっ

とお聞かせをいただきたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、今後個別にそれぞれの施設がどのよう

に活用されているのか、あるいはその施設が老朽

度、あるいは傷みがどの程度あるかをまず把握し

なければ、単純に古いから早く、あるいは新しい

ものについては当然残すでしょうけれども、年数

だけでは判断できない部分はあるのかなというふ

うに思いますが、ただ一般的にもし申し上げると

するならば、木造で古い施設であり、かつ既に用

途が廃止されているような施設がありますので、

そういったものについてはやはり廃止とすると早

いのではないかなというふうに思いますが、古く

ても有効活用がされているものについては必ずし

も順位が早いということではないのだろうという

ふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。
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〇１５番（高橋伸典議員） きのう言われていた

公共施設の老朽化対策、または健全な財政計画の

中の第２次総合計画だとか都市計画マスタープラ

ンを含めて進めていくというふうに言われていま

したけれども、公共施設の効率的な統廃合の関係

で、風連には市としてコミュニティセンターだと

かなんとかありますよね。名寄には町内会がある

のですけれども、こういう部分もそういう対象に

なってくるのでしょうか。町内会館は町内会のも

のですけれども、今名寄では何個かの名寄で見て

いるコミュニティセンターだとか、老人クラブだ

とかという部分があるのですけれども、そこら辺

の考えというのはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） さきに策定をした公

共施設等総合管理計画の考え方でありますが、こ

れは建物については公共施設という考え方であり

ますので、市が保有をしている施設についてはそ

のベースにあるということで御理解いただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

ある程度この公共施設等の総合計画を名寄はつく

って、平成４７年までに１３％削減していくとい

う目標値が出ましたので、ぜひこの目標値に向け

て公共施設の現況、または利用状況、そして最後

にはやっぱり市民の方々との話し合いが必要では

ないかなというふうに私は考えています。地域の

方々も利用しているのに、統廃合の場合ですよ、

なぜ向こうに行かなければいけないのかだとかと

いう部分も出てくるというふうに感じますけれど

も、これは４７年までにある程度、４７年まで２

０年間ずっと進めていくのですけれども、一気に

やるわけではないですよね。徐々にこの地域のこ

こを削減していきますよという部分だとか、ここ

をなくしますよ、ここと統廃合しますよ、その部

分をここ改修していきますよという、市民との合

意というのですか、それはどう進めていくのか、

ちょっと教えていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） お尋ねの進め方であり

ますけれども、前提条件として議員のほうから老

朽度はどうなのだということでお話ありました。

平成２８年３月に出しました管理計画の中では、

建築後３０年以上たつものが全体の４２％という

ことで示しておりますので、これは１つ大規模修

繕の目安となる数字ですけれども、かなり老朽度

が進んでいるという前提のもと進んでいます。そ

して、もう一つ大事なことは、全体のお話ありま

した配置の問題がございます。これは、何も名寄

地区だけではなくて風連地区、智恵文地区それぞ

れ大事な公共施設があるということです。私ども

の持っている公共施設のデータをどういうような

形でお示ししていくか、ここはまだ少し足りない

なというのは担当している者として少し感じてお

ります。折に触れて老朽度のぐあいですとか、そ

ういうものは出しているのですけれども、全体の

配置としてどうなっているのかも含めて、ここは

しっかり整理しなければならないと思います。

今後の進め方なのですけれども、その個別の施

設をどうするこうするという前に、市としてどう

いうような手法でいくのか。当然統廃合にもあり

ますけれども、使っている施設、長寿命化すると

いう観点もあると思います。いろんな手法が考え

られます。そういった手法についてどういうよう

な優先順位でやっていくのか、これをまず庁内で

しっかり議論していきたいなと考えております。

公共施設の総合管理計画あるいは総合計画の策定

時も、前にもちょっとお話ししましたけれども、

実際地図を見ながら、あるいは部次長さん集めて

どうするというディスカッションも何回かさせて

いただいたことがあります。もう少しここもいろ

んな手法を使いながら進めて、全体像の把握と手

法の検討、まずここを最初に手がかりにして、そ

れと情報の開示をどこまでうまくわかりやすくで
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きるかも大きな課題だと認識しております。こう

いったことを含めて進めていきたいと思っており

ますので、御理解よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

学校給食にかかわって外１件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目には、学校給食にかかわってであります。

１点目、地元食材の活用について伺います。地産

地消の取り組みが重要であります。現在の状況と

今後どのように進めていかれるのか伺います。

２点目に、食育の推進と栄養教諭の配置につい

て伺います。第２次名寄市食育推進計画なよろっ

子食育プランの中では、７項目にわたって食育の

推進目標が掲げられています。食生活の乱れや食

に関する知識、望ましい食習慣を身につける早寝

早起き朝御飯などがありますが、今家庭、家族間

での食育が難しい現状があるのではないでしょう

か。学校給食の重要性、そして栄養教諭の重要性、

現在の状況と今後どのように進めていかれるのか

伺いたいと思います。

３点目に、給食費の無料化について伺います。

憲法２６条は、義務教育は、これを無償とすると

しています。国の責任において無償化を求めるも

のですけれども、子供の健やかな成長を保障する

ためにも、そして子供の貧困予防対策としても学

校給食の無償化への取り組みは大きな意義がある

ものと考えます。この間給食費の補助が全国的に

広がりを見せています。改めて市の考えをお聞き

いたします。

大項目２点目、名寄の農業について、１点目、

農協法改正に関連して伺います。農協は、その行

う事業によってその組合員及び会員のために最大

の奉仕をすることを目的としています。法改正は、

この目的規定を一応は残しつつも、農協は農業所

得の増大に最大限の配慮をしなければならないと

いう新たな目的を立てました。さらに、法改正は

営利を目的としてその事業を行ってはならないと

する非営利規定を削除し、農協はその事業展開を

通じて高い収益性を実現し、その収益を投資また

は事業利用分量配当に充てることとしています。

農業所得の増大、収益性の追求を強調しています

けれども、名寄の農業としてのお考えを伺いたい

と思います。

２点目、ＴＰＰに関連して伺います。アメリカ

のトランプ大統領がＴＰＰ、環太平洋連携協定か

ら正式に離脱する大統領令に署名したため、ＴＰ

Ｐの発効は見通せなくなりましたけれども、安倍

総理は従来の路線に固執し、さらなる貿易の自由

化を推進することも目指しています。名寄の農業

への影響についてお考えをお聞かせください。

３点、国の農林水産業・地域の活力創造プラン

に関連して伺います。重点事項の６項目には、１

つ、担い手への農地集積、集約化、２つ、輸出力

強化等と６次産業化、３つに水田フル活用と経営

所得安定対策、４つに人口減少社会における農村

漁村の活性化、５点目に強い農林水産業のための

基盤づくり、６つに食の安全、消費者の信頼確保

等を掲げています。名寄の農業、また地域経済へ

の関連等についてお考えをお聞かせください。

以上でこの場からの質問といたします。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川村議員か

らは、大項目で２点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私から、大項目２

につきましては経済部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

大項目１の学校給食にかかわってお答えをいた

します。初めに、小項目１の地元食材の活用につ

いてですが、学校給食における地産地消の現状に

つきましては本市は安全、安心で新鮮な食材が豊

富にとられる地域でありますので、野菜、穀類、

畜産物など地元販売業者の協力をいただき、名寄

産を優先的に仕入れを行うことや生産者である農
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家の方々の協力により、平成２７年度における農

畜産物の地産地消率は重量ベースにおいて６ ４

％となっており、主食米や赤飯給食においては１

００％地元産を使用しております。春から秋季に

かけてはアスパラやミニトマト、メロン、多くの

野菜、冬季においては寒締めホウレンソウや雪中

キャベツなど旬な時期に提供することにより、児

童生徒に好評を得ているところであります。また、

地元グルメである煮込みジンギスカンについても

年に１度でありますが、給食に提供しているとこ

ろです。今後においても継続して生産者や販売業

者の協力を得て名寄産農畜産物を優先して使用し

てまいりますが、地元産の野菜については収穫さ

れる時期、種類、数量に限りがあることから、生

産者や販売業者との連絡調整を図りながら、越冬

野菜の利用拡大や端境期の地場産野菜の確保に努

めてまいりたいと考えております。

また、献立表や給食だよりにおいて地場産食材

の紹介や生産者の声を掲載するとともに、保護者

に周知できる方法を模索し、家庭も含め地産地消

が推進されるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２の食育の推進と栄養教諭の配置

についてですが、本市では平成２０年４月に栄養

教諭制度を導入し、北海道の栄養教諭配置基準に

より２名が配置されており、学校給食センターの

近隣校である名寄小学校に１名、風連地区では風

連中央小学校に１名が在籍し、市内小中学校を指

導対象とし、在籍校から各校へ派遣し、食に関す

る指導を推進しております。栄養教職員による食

育の授業では、各学校の要望も踏まえた上で子供

たちの発達段階に応じた食に関する指導を行って

おり、栄養の学習を初め正しい手洗いや配膳方法、

食器の並べ方、マナーなどを学習するほか、地産

地消についても学び、地域の産業や農畜産物につ

いての理解を深める取り組みを行っております。

現在社会環境などのライフスタイルが大きく変化

している中で、食生活についても多様化しており、

家庭での食育が十分に行えない状況が生まれてい

ることから、教育委員会といたしましては各学校

が栄養教諭の専門性を十分に生かして児童生徒と

保護者がともに食に関する理解を深める取り組み

を充実し、日常の生活で望ましい食生活を実践し

ていけるよう促してまいります。

次に、小項目３の給食費の無料化についてです

が、学校給食法第１１条の規定により、学校給食

の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに

学校給食の運営に要する経費については学校の設

置者、いわゆる自治体の負担となっており、食材

にかかわる経費、給食費は保護者負担と決められ

ております。学校給食費の状況でありますが、平

成２７年度の給食費は約１億 ４００万円で、１

人当たりの年間給食費は小学生で平均４万 ００

０円、中学生では平均５万 ０００円となってお

ります。

さて、給食費の無料化でありますが、道内でも

子育て対策や若者の定住促進を目的として給食費

の完全無料化だけでなく、第３子目以降の無料化

など一部無料化、一部助成などを実施する自治体

が見られる状況となっております。給食費の一部

無料化、一部助成についてでは、家庭の負担軽減

による子育て支援の一環などと存じますが、経済

的理由による就学困難な世帯に対しては従来から

就学援助費による助成を行っているところであり

ます。市として子育て支援や定住促進などの観点

から、さまざまな支援策を推進しているところで

ありますが、今後も施策の拡充についてはどのよ

うな施策が望ましく、有効なのか、見きわめてい

く必要があると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄の農業について、小項目１、農協法改正に関

連してと小項目３、国の農林水産業・地域の活力

創造プランに関連してにつきましては関連があり

ますので、一括でお答えいたします。

国は、平成２５年１２月に農林水産業・地域の
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活力創造プランを策定しました。プランでは、１

つに農産物の輸出促進や６次産業化等の推進、農

地中間管理機構の活用による農業構造の改革と生

産コストの削減、経営所得安定対策の見直し及び

日本型直接支払制度の創設等９項目にわたり政策

転換の方向性が示されました。また、昨年１１月

に内容の見直しが行われ、さらなる農業の競争力

強化のための改革として農業競争力強化プログラ

ムが追加され、生産資材価格の引き下げや流通、

加工の構造改革など１３項目が示され、今後進捗

状況を調べ、２年以内に追加の対策を検討するこ

ととしております。

農協法の改正につきましては、農林水産業・地

域の活力創造プランに基づく農業の成長産業化に

向けた農協、農業委員会等の改革を推進すること

を目的に現行の農業者が自主的に設立した協同組

織である農協の役割について、地域農協では自由

な経済活動を行うことにより農業者の所得を向上

させていくことや連合会等は地域農協の自由な経

済活動を制約せず、適切にサポートしていくこと

を基本方針と掲げているところです。特に地域農

協においては、責任ある経営体制や経営目的の明

確化、農業者に選ばれる農協を促しているところ

でございます。

名寄市の農業については、地域の財産を生かし

て持続可能な農業の推進を基本に生産者が次年度

の再生産につながる所得の向上が第一であると認

識しております。農業の現状といたしまして、家

族経営や法人化により経営規模を拡大していく方、

現状の面積での収益性を確保を目指していく方な

ど多様な生産体系が行われており、ＪＡ道北なよ

ろを初めとして関係機関、団体と連携して取り組

んでいるところです。農協改革では、現状では連

合会等の上部の改革を中心に想定されております

が、生産団体みずからの改革を基本として、今後

具体的な方向性が明示されるものと考えておりま

すので、生産団体との情報共有に努めてまいりま

す。

また、農林水産業・地域の活力創造プランで示

されている重要項目であります農地の中間管理機

構の活用等による構造改革と生産コストの削減や

経営所得安定対策の見直し、輸出促進、地産地消、

食育等の推進等については市におきましても重要

な課題と認識し、第２次名寄市農業・農村振興計

画の中に今後の方向性を示しながら、さまざまな

課題解消と農業振興を推進していくことが重要で

あると考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

次に、小項目２、ＴＰＰ、環太平洋連携協定に

関連してをお答え申し上げます。環太平洋経済連

携協定につきましては、平成２７年１０月に参加

１２カ国が大筋合意し、平成２８年２月に署名に

至りましたが、その後行われたアメリカ大統領選

挙の結果により、環太平洋連携協定からの離脱が

決定されたことにより、協定の発効は不透明な状

況となったところです。この間ＴＰＰ関連対策に

おいては、北海道では影響調査から農林水産物の

生産額の減少とともに担い手の生産意欲の減退や

輸入品との競合など影響が懸念されたことから、

農林漁業者や地域の方々の不安の懸念を払拭し、

将来にわたって地域産業が再生可能となり、持続

的に発展していくことができるよう生産基盤の整

備や技術開発、導入等による生産性の向上、多様

な担い手の育成確保、ブランド化、６次産業化な

どに取り組んでいくとしております。

農業を取り巻く情勢においては、輸入農産物に

より農産物価格への影響が市場開放が懸念される

中で、名寄市においても同様の課題があるものと

認識しております。今後とも北海道を初めとして

関係市町村や関係団体との連携はもとより、平成

２９年度からスタートいたします第２次名寄市農

業・農村振興計画に示しております課題解決に向

けて確実に実施していくことが重要だと考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問をさせていただきたいと思

います。

まず最初に、学校給食にかかわってお尋ねをし

たいと思います。地元食材の活用のところで、米、

モチ米は１００％、そして名寄産を優先にして野

菜等６ ４％というようなお話がありました。食

育推進計画、年度でいうと来年度なのですね。２

９年で終わるのですが、この中でも今が旬、名寄

の新鮮な農畜産物を食べましょうと。名寄は食材

の宝庫、食に関する正しい情報、知識をつけまし

ょうとうたっているわけです。それで、今夏のア

スパラであったり、冬の寒締めホウレンソウなど

の御紹介もあったのですが、３月の献立表の中で、

毎月献立表のところには地場産食材というふうに

紹介されているのですけれども、その中でちょっ

と気になったのがありまして、先ほど越冬野菜に

ついても触れられていらっしゃいましたけれども、

ジャガイモだとかタマネギ、ニンジン、キャベツ

というのが結構毎日のように使われているのです

が、ただ地場産食材のところに紹介として載って

いないのです。ぜひ載せていただいたらいいので

はないかなというふうに、スペースの関係もある

のかなというふうには思うのですけれども、この

辺についてはどのようにお考えかお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） できる限り地場産食

材、どういったものが地元でとれて提供できてい

るかというのは情報として出すものだと思います

けれども、特に特徴的な野菜類はそういったもの

も掲載しているのかなというふうに、詳細につい

てはちょっと担当のほうから伺っていなかったと

ころもあるので、あれなのですが、そういったも

のを紹介しているのかなというふうに。一般的に

使われている分については、載せる時期、タイミ

ングも旬な時期に、例えば芋であれば秋とか、そ

ういったときに載せたりしながら食の地元の特産

物ということで紹介をしていくような形になって

いるかというふうに思いますので、その辺毎月使

われているものがどこまで載せられるか、また担

当とも相談をしながら、できるだけこういった多

くのものが使われていますということも紹介する

ようなことで進めてまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも紹介をしてい

ただきたいというふうに思っているのですが、今

紹介したのは例えばタマネギ、ジャガイモ、ニン

ジン、キャベツ、越冬野菜ですよね。これがここ

の地場産のところに書かれていないということは、

地元産で賄えないというふうに判断もできるかな

というふうに思うのです、紹介されていないとい

うことで。越冬野菜の取り組みも進めるというこ

とだったのですけれども、こういったタマネギ、

ジャガイモなんていうのは名寄でいえばやっぱり

特産品かなというふうに思っているのですが、こ

れがなかなか１００％になれないというところら

辺の事情がもしあればお聞かせをいただきたいと

いうふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今言われて、ジャガ

イモなんかも越冬野菜としてされている状況もあ

るかというふうに思いますけれども、販売業者、

そういったところと協力しながら、できる限り地

元産を使うということで対応はしているのですけ

れども、どうしても時期的なもので保管状況もあ

って名寄産以外のものも使わなければならない時

期があるというふうに認識をしております。詳細

の時期とか、そういった部分についてはきょう資

料を持ってきていませんので、もし必要であれば

後ほどそういった情報等も提供したいと思います

けれども、先ほど申し上げましたとおり生産者で

あったり、販売業者、ほかの業者、いろんな業者

の方の協力のもと、限りなく名寄産を使う、そう

いった気持ちでいますので、今後新たな対応がで
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きるものがあればどんどん取り入れながら地産地

消の推進に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） いろいろ事情がおあり

のようなお話だったのですけれども、２項目めで

名寄の農業も取り上げていますので、やはり地元

の食材をフルに使っていただく、活用していただ

くということを強く求めたいというふうに思いま

す。

さらに、先ほど御答弁の中で生産者の声も含め

ていただきたいむに掲載してというようなお話が

ありました。このいただきたいむもホームページ

上で公開していただくようお願いをして、今いつ

でもどこでも見られるようになって、私も時々見

せていただいていますし、食材として出されてい

るものの紹介もされていて、３月のは清見オレン

ジが紹介されていました。清見オレンジの名前の

由来も書かれていて、ちょっと楽しいいただきた

いむでした。ただ、先ほどもちょっと御答弁の中

にあったかと思うのですけれども、子供、それぞ

れ児童生徒持って帰るのだというふうに思うので

すけれども、保護者の皆さんのところまでちゃん

と届いていないときもあって、やっぱりホームペ

ージ上で公開されているということがしっかりと

保護者の皆さんに周知されていればいつでもあけ

てみることができるのかなというふうに思うので

すが、そんなのがあったのというようなお話もあ

りましたので、保護者の皆さんへの周知について

再度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 給食の献立表だった

り、いただきたいむ等、名寄はいろんな情報を発

信して、議員おっしゃるとおり子供が家庭に持ち

帰って保護者に、皆さんに見せていただければよ

ろしいのですが、そういうのではない家庭もある

というのは事実だというふうに思っていますので、

そういった面ではホームページも公開もあります

し、再度児童生徒にしっかり家に帰ったらそうい

ったお便り等は保護者にきちんと見せるようなこ

とも啓発しながら、ホームページに載っていると

いうところもちょっとその便りで載せるとまた届

かない部分もあるというふうに思いますので、周

知方法についてはまた別途考えながら、この関係

だけではなくて学校の情報等もいろいろホームペ

ージに載っている部分があるので、やっぱり定期

的にホームページを閲覧してもらうような、そう

いった働きかけもしながら対応を進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも学校と保護者

とやっぱりそういう情報を共有できるというつな

がりをつくっていただきたいなというふうに思い

ます。

それから、２点目の食育の推進と栄養教諭の配

置についてです。先ほどもちょっと御紹介しまし

た。部長の答弁の中にも家族間での食育が難しい

状況にあるという中で、食の食育推進計画の冒頭

には食生活におけるアンバランス化や欠食、中食

の増加の傾向も見られる中でというふうな書き出

しになっています。そういった中で、やはり朝食、

早寝早起き朝御飯と言われていても、この朝食が

毎度私言わせていただくのですが、きちっとした

朝食ではなくて菓子パンであったりというような

ことがあるというのも耳にしています。そういっ

た中でやっぱり学校の給食、そして先ほどお話が

あったように栄養教諭の担う役割というのは本当

に重要だなというふうに思っています。以前にも

お伺いしました。児童生徒数からいえば定数に沿

って２名なのだというようなことで、満たしてい

るというふうなお話だったのですけれども、やは

り学校が点在し、広くなっている中で、そして食

育の重要性を考えると、配置増も検討に入れてい

ただきたいなというふうに思うのですが、再度お

答えをいただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 栄養教諭の増員にかか

わってでございますけれども、現在文部科学省に

おきましては今後の学校における食育の在り方に

関する有識者会議という会議が行われておりまし

て、それの最終報告を受けて、食をかけ橋とした

地域と学校との活動が進むようスーパー食育スク

ール事業というのを進めているところでございま

す。また、同時に国のほうでは栄養教諭の配置に

つきましても学校における食育推進の中核として、

栄養教諭の計画的な配置を拡大していくべきだと

いうことで、文科省のほうでも声を上げていると

ころでございます。

北海道の栄養教諭の配置状況をちょっと見てみ

ますと、平成１８年度では、始まりの年です。栄

養教諭の始まりの年では全道で２４人でしたけれ

ども、ちょっと２年前で申しわけないのですが、

平成２７年度には４３８人にふえているというよ

うな、北海道は全国的に見ても優秀な配置状況に

ございます。しかし、議員御指摘のように栄養教

諭の存在というのは非常に重要だと私も考えてお

りますので、今後教育委員会といたしましても道

教委に対して栄養教諭の増員について積極的に働

きかけてまいりたいと思いますので、御理解を願

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 道教委に積極的にとい

う教育長のお話がありました。歓迎をさせていた

だきたいと思います。やはり食生活の乱れ、将来

的には生活習慣病の改善にもつながる、そして医

療費の削減にもつながると。大きな役割を果たし

ているのではないかというふうに私も栄養士とし

ての立場で自負をしているところですので、ぜひ

とも積極的に取り組んでいただきたい。再度お願

いをしておきたいと思います。

次に、給食費の無料化についてであります。こ

の間も何度も何度も取り上げさせていただいてま

いりました。実は、御存じと思いますけれども、

全国的に給食費の補助が広がっているといったと

ころがあります。ちょっと御紹介をさせていただ

きたいと思います。手前みそですが、しんぶん赤

旗の調査で、保護者負担を全額補助として無償に

する市町村がこれは１月の段階で少なくても５５、

そのうち９割がこの６年間で無償にしているとい

います。また、今春から新たに２市町が始まると

いうことであります。さらに、給食費の一部補助

する市町村、半額補助であったり、３分の１であ

ったり、多子世帯への補助であったり、そういっ

た部分で一部を補助する市町村が少なくとも全国

では３６２あるというふうに明らかにしておりま

す。

北海道ではどうかといったところで、全国５の

道県で抽出調査を赤旗でしています。これは２月

２５日に発表しているのですけれども、北海道内

でも補助がある市町村数が７９、そのうち全額補

助が１４、多子世帯の全額補助が１０です。多子

世帯の全額補助１０個あるうち根室市と北斗市が

この多子世帯への全額補助になっています。こう

したいろいろな取り組み、先ほどお話もありまし

たけれども、子育て支援であったり、定住促進で

あったり、いろんな中で取り組んでいますけれど

も、やはり多くは子供の貧困の問題が大もとにあ

るのではないかというふうに思いますが、この点

について全国の広がりについて改めてお考えをお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 給食費の無料化、一

部助成等々について今議員のほうから全国の状況

をお聞かせをいただきました。それぞれの自治体

で施策を打つ部分で、議員が言われている貧困の

部分であったり、子育て支援、定住促進、いろん

な自治体の施策の中でそういった制度を導入して

実施をしているのかなというふうに考えていると

ころであります。

議員も御承知のように、名寄市においては就学

援助、また支援については就学奨励費ということ
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で実施をしておりまして、先ほど給食費の全額が

１億 ４００万円と話しましたが、この就学援助

の関係でいくと約 ７００万円、差し引くと１億

７００万円がもし全額無料化した場合には経費が

かかるという中では、それを財源を用いて子育て

なり定住促進、そういった施策として有効で効果

的な投資をしてもいいのかどうかというのが判断

の一つかなというふうに私は考えているところで

あります。そういった意味では、総合計画の重点

プロジェクトにおいてもそういった施策も推進し

ていくことになっていますので、今後そういった

子育てであったり、定住促進等々の施策推進に当

たって有効なものかどうかということも検証して

いく必要もあるかというふうに思ってますし、各

ほかの自治体がどういったことで実施をしている

のかというのも、その情報も研究する必要もある

かなというふうには考えているところであります。

そういった状況で、今すぐ制度の実施をしていく

というのは難しい状況があるかというふうに思っ

ていますし、国がそういった中、補助制度等から

実施をしてくれれば自治体もやりやすい状況にな

っていくのかなというふうにも考えていますけれ

ども、全てを今やるとなると単費で実施をしなけ

ればならぬという状況がありますので、今後十分

な検証をしながら進めていく課題かというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 難しいというようなお

話でした。今就学援助費で補助を行っているとい

うお話もありましたけれども、実は収入が就学援

助費を受けられるボーダーライン上にある世帯に

とって、収入が少しふえたことで就学援助費が受

けられなくなって給食費の負担が重くなったとい

った、こんな声もあるのです。兄弟が多いと大き

な負担です。ここのところをどのようにお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 確かに前年度の収入

でいきますから、就学援助に入って、ボーダーの

人たちは受けられなかった場合もあるかというふ

うに思っています。そうであればどこのラインを

就学援助の対象者とするという、どこに引いても

外れたり、そういったボーダーの方は出てくるわ

けであって、基準をどこにするかというのは大変

難しい状況だというふうに考えております。議員

も御承知のとおり、名寄市においては生活保護の

基準を用いますが、平成２４年度以降改定をしな

いで実施をしている。そういった面では、できる

だけ対象になるような、そういった考えで進めて

いますので、御理解をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かにどんな制度もボ

ーダーラインあります。ただ、給食費のところで

いうと、やはり保護者ばかりではなくて子供たち

にも大きな負担をかけるのではないかなというふ

うなことを私は思っております。

読売新聞、２月１０日付なのですけれども、こ

こでも給食無償化のことが大きく取り上げられて

います。やっぱりいろんな形でこのことが話題と

いうことではなくて、全国的に注目を集めている

のだというふうに思っているところです。この中

で、無償化によって学校側の負担も軽くなったと

いうような記事になっているのです。担任の先生

がこれまで給食費の徴収や未納世帯への対応に当

たってきたと。大変だったけれども、それがなく

なって子供と接する時間がふえたというような記

述もあります。このようにいろんなところに影響

を及ぼし、皆さんが喜んでいると。長く、早くか

ら取り組んでいる栃木県の大田原市では、補助を

受けている世帯を対象にアンケートをしたら８９

％の方々が給食無償の継続を希望していると、そ

んなような記載になっていて、やはり皆さん本当

に望んでいるのだなというふうに思っています。

それで、先ほどの御答弁の中でちょっと確認を

させていただきたいと思うのですが、学校給食法

の中で給食施設や備品、人件費は学校設置者であ
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る自治体が負担、食材の費用は保護者が負担とい

うふうになっていたかなというふうに思うのです

が、先ほどのお話の中で経費も、食材と経費は保

護者負担とおっしゃったような気がするのですが、

確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁で申し上

げたのは、学校給食法第１１条の規定により学校

給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並

びに学校給食の運営に関する経費は学校設置者、

いわゆる自治体の負担、食材に係る経費について

は保護者負担というふうに答弁をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） わかりました。食材に

係る経費ということですね。わかりました。そこ

のところちょっと聞き逃したものですから、申し

わけありませんでした。

給食法ができたときに、ちょっと何年かずれて

いるかと思うのですけれども、自治体が食材費な

どを補助することを禁じない旨の通知も出してい

るのです。だから、公費による無償化は可能だと

いったところら辺もぜひ検討の中に入れていただ

きたいなというふうに思っています。

先ほどもお話ししたように、子供の貧困の問題

が大きな土台にあるのだというふうに思っていま

す。それで、子供の貧困に対する全道実態調査が

ありました。２月１４日の北海道新聞に道の調査

速報として、詳細は今年度中にまとめるというふ

うにありましたけれども、道で行ったと。名寄市

はここの調査の中には含まれていませんでしたけ

れども、名寄大学との連携で子供の貧困が見えに

くくなっているというようなことが言われていま

す。その貧困の実態を調査するお考えはないかど

うかお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 貧困の実態調査の実

施ということでありますけれども、行政さまざま

な計画の策定であったり、いろんな施策、制度を

拡充、新設するに当たっては、必要に応じて対象

者なり内容について調査を実施をして、市民がど

ういった考えを持っているかということも調べな

がら制度なり計画をつくるという状況があります。

今現在において貧困に係るそういったものが予定

をされていないところから、教育委員会としては

貧困に対する情報、実態調査をする予定はありま

せん。するに当たっては、やっぱり何を目的に、

なぜしなければならないというところが必要だと

いうふうに思いますので、そういった先ほど申し

上げました計画なり施策の推進に当たって必要が

出てくれば、そういった生活状況の実態調査もす

ることは出てくるのかなというふうに考えている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 実態調査、実態をつか

む、今のところは必要はないというふうに受けと

めていいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 計画の策定であった

り、いろんな施策の推進に当たっての、生活状況

といってもどういった実態調査が必要かというの

はそれによっても変わってくると思いますので、

そういったところでの今現在の制度改正に対する

必要性がないということで考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 食育推進計画も２９年

度までになっていて、また新たな食育推進計画を

つくるかどうかということなのだと思うのですけ

れども、この中でも食習慣も含めて生活習慣が身

についていないといった場合も多くあるのではな

いかというふうに思います。

それで、例えば食に関して言うと、貧困家庭の

ところで虫歯が多いと。保護者の方々やっぱり生

活に追われていて、ゆっくり子供の健康状態チェ

ックできないといったようなことも生まれている

というような調査もあります。ですから、そうい
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ったことも含めて、今名寄大学の中で子ども食堂

であったり、また放課後の事業、みんなで見てあ

げたりというような、そういったことに取り組ま

れているということでしたので、そういったとこ

ろの先生、また学生さんたちとも連携しながら、

やっぱり実態を見ていくことが必要ではないかと

いうふうに思いますので、ぜひとも取り組みを進

めていただきたいなというふうに要望して、次に

移りたいと思います。

時間がなくなってきましたので、農業の問題に

ついて質問をさせていただきたいと思います。農

業の問題、名寄の農業、管内では新規就農者が非

常に多い。非常にと言わない。非常にですよね。

ほかから見たら本当に非常に多いなというふうに

私は思って、とてもうれしく思っているところで

す。また、今第２次名寄市農業・農村振興計画が

策定されるなど取り組みが進んでいるところであ

りますが、基幹産業である農業を守ること、そし

て安心、安全な食を守って地域の経済を豊かにす

るといった、ここが基幹産業を守ることの重要性

かなというふうに思っています。その中で規模拡

大、所得増大という国の進める農業政策、またＴ

ＰＰなどをそのまま進めることで名寄の農業を守

ることができるのかどうかという思いが私の中に

はあります。その立場で名寄の農業について再質

問をさせていただきたいと思います。

農業所得の増大というふうにうたっています。

それ自体は切実な要求なのですけれども、私とし

てはこの切実な要求を逆手にとっているというふ

うに感じてしまいます。農協改革の建前論として

悪用しているように感じられるところであります。

農業者の方々いろいろお話を聞かせていただくと、

所得増大もさることながら、暮らしの豊かさ、こ

れが基本だと。要するに次年度の営農計画が立て

られる、再生産可能な農業、これをできる、そう

いったことを望んでいるわけで、農業所得の増大

を強調しているということはそこから外れるので

ないのかなというふうに私は思っています。昔食

のことをいろいろ勉強したときに農業者の方がお

っしゃった言葉が私もずっと忘れられないのです

けれども、農業者の誇りがあって、物をつくって

こそ農民なのだと。そして、１００のものをつく

るから百姓というのだと、そんなふうにおっしゃ

って、本当につくることに誇りを持っていらした。

こうした方々の思いを、それが再生産可能な農業

を守るということなのかなというふうに思うので

すが、その中で所得増大、そして収益を上げるこ

と、そういったように特化していることに改めて

私も異議を感じているところなのですけれども、

再度ここに対するお考えをお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今農協改革の関係で

御質問いただきまして、一般的に所得が増大した

りということは悪いことではないというふうに私

は思っていますけれども、ただ農協改革の部分で

いけば今議員がおっしゃった部分も少しあるのか

なという気はいたしますけれども、いずれにして

も名寄の農業につきましては、先ほど申し上げま

したとおり再生産可能な所得をまず確保するとい

うことでありまして、その中でさまざま取り組み

があるのかなと思っています。それは、１つは国

の支援だと思うのです。有効に活用するというの

も１つですし、ある意味青果物等でいけばそこの

収量を向上させるために関係機関の営農部門がこ

ぞってそういったことを高めてあげて、収益を上

げるというようなことも考えられるものですから、

市としてはそういったことを含めて取り組んでい

くことが重要なのではないかなというふうに思っ

ていまして、農協改革につきましては現状として

は農協の自主的な改革の中でちょっとやってくだ

さいよというお話だと思うのですけれども、市と

しましてはそれぞれの現状ある課題を１つずつや

っぱり喫緊の課題だと思っていますので、そこを

解決していくことが何よりなのかなと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 農協独自のというふう

におっしゃったかなというふうに思うのですけれ

ども、やっぱり私たち地域にいる者にとってもか

けがえのないところもあるのではないかというふ

うに思っています。

農協への考え方については、あらゆる考え方が

あることは承知をしながらも、農協がなくなった

らこの地域で生活できない。ガソリンスタンドや

金融窓口の問題もありまして、そういった声もあ

ります。そして、私は協同組合としての農協の重

要性、共済制度、重要な制度であり、守り抜かな

ければならないのだというふうに思っています。

ですから、この農業改革、農協潰しだという声も、

極端な言い方をしている方もいらっしゃいますけ

れども、私はもうそれに近いかなというふうに思

っています。これは、単に農協にかけられた攻撃

だけではなくて、家族経営だった家族農業や地域

農業に向けられた攻撃であり、私たち国民の食に

向けられた攻撃と言わなければならないのではな

いかというふうに思っています。家族農業もやは

り農村の集落の機能をずっと保ってきた日本古来

の、大型化が必ずしもだめと言っているわけでは

ないし、先ほども収益増大がだめというふうに言

っているわけではなくて、しかしそこに特化する

ことはどうなのかということであります。再度家

族農業や地域農業に向けられた攻撃と言わなけれ

ばならないのではないかというふうに考えている

ことに対するお考えをお聞かせいただければと思

いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 川村議員からは、農協

法の改正にかかわって、この改正が農業者や地域

農業にどういう影響を与えていくかと。そしてま

た、現行の農業の形態が家族経営という、そこが

主たるものだというところで、どういう影響があ

るのかということのお尋ねかなというふうに思い

ますけれども、この農協法の改正の中でちょっと

何点か確認しなければいけないところはあるかな

というふうに思っているのは、まず農協法の改正

自体が他府県と北海道と照らし合わせていくと、

北海道は名寄もそうですけれども、基本的に基幹

産業を農業としている。農林水産業と言っていい

のでしょうか。それとまた、専業農家が多いと。

都府県は兼業農家が占めているということもあっ

て、そういう背景も農協法の改正にあったのでは

ないかというふうにも思っておりますし、さらに

北海道は経営面積が大きいということで、これ以

上経営面積をふやしていくというのは労力の確保

だとか、あるいは作付の時期的な問題だとか、さ

まざまな困難も含めてあるわけです。その辺をし

っかりと押さえながら今後の営農計画を立ててい

くということが農業者、そしてまた農協の営農指

導の中にそれを求めていかなければならないかな

というふうに思っているところであります。

幸いにして名寄市の農業は、行政の区域とＪＡ

の区域が同じなのです。そこで、これまで施設の

整備についてはＪＡと行政と協調してきたのです

けれども、平成２９年度から、今予算審議にかけ

てそれぞれ御審議をいただく部分なのですが、ソ

フト部分で例えば担い手対策だとか新規就農の分

でＪＡと協調してやっていこうと。これは、協調

してやるということは今後の農政を進めていく上

で、あるいは農業振興を図っていく上で両輪で進

めていこうというところがまず基本になってくる

のかなと。そしてまた、そこに優良な農業者は多

いですから、そういう優良な農業者としっかり連

携して、三位一体になってオール名寄で今後の農

業を振興を図っていくというのが基本になってく

るかなというふうに思っていまして、農協法の改

正があるなしにかかわらず、そこのスタンスとし

てはしっかりした基幹産業の農業を守っていく、

育てていくというのが原点にあれば、この農協法

の改正そのものが地域に与える影響は少ないので

はないかというふうに認識をしております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 私もそのように思いま

す。要するに先ほどＴＰＰもそうなのですけれど

も、国の押しつけの農政の中で、やっぱり振り回

されていて本当にいいのかというところだと思う

のです。都府県とはちょっと異なるというお話も

ありました。しかし、名寄の農業をされている方

々の中にも、家族農業をしっかり守っていきたい。

若い人の中には、大きくして、もっと広くして収

益を上げたい。いろんな人たちがさまざまな、最

初は部長からの御答弁があった多様な生産対応を

というお話がありましたけれども、本当にそうい

ったいろんな方々がいる中でその方々に合うよう

な支援をしていくことが非常に求められているの

だなというふうに思っています。そうしていただ

くことが消費者としての私たちも安心していられ

るということだと思うのです。

農林水産業・地域の活力創造プランのところで

も話がありましたけれども、同じように農地の集

約化だとか輸出力強化だとか、そういう大きな話

にどんどん、どんどん流れていくような、そうい

うふうな危惧を感じているところです。この中で

も農業の規模拡大、そして担い手への施策、集中

していますけれども、歓迎する部分もありながら

も、しかし輸出などを通して農林水産業の成長産

業化を図るというふうな大きなところに持ってい

かれるというところに私は心配をしているところ

なのです。地元の農業を守っていっていただくこ

とが給食の問題もそうですし、私たち市民、消費

者として安心して食べられる、そういったものを

つくっていただくといったことが非常に重要で、

それが振興計画に反映していくというお話でした

ので、少し安心をしているのですが、再度この部

分についてお考えをお聞かせいただければと思い

ますが。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今川村議員からお話

しいただきましたとおり、先ほど御答弁をさせて

いただきましたけれども、名寄市は名寄の特色あ

る農業というのがあると思っております。その中

で優良な農産物、青果物が生産されてきておりま

す。そのことはひとえに生産者の並々ならぬ努力

のたまものでありますし、ＪＡを含めた指導体制

もあるのかなというふうに思っています。まだま

だ名寄の農業の中では家族経営が中心ということ

で、一部法人化、さまざまな部分がありますけれ

ども、そういったそれぞれの方々に合った部分と

いうことで、例えば労働力が少しだとか、そうい

った課題がございますので、そこのところを含め

て確実に生産団体とも協力しながらやっていけた

らなというふうに思ってございますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 生産者の皆さん方、い

ろんな形の、先ほども言ったように大なり小なり

さまざまな経営をしていらっしゃる方々の声をし

っかりと受けとめていただきたいなというふうに

思っています。

また、ＴＰＰもそうなのですけれども、やはり

食料の自給率がどんどん下がって不安をあおって

いる。それから、食の安全、輸入食品がふえるこ

とで食の安全に対する不安も膨らんでいるところ

です。昨年の暮れに農業委員会の建議書等出され

た中でも、このことについては大きく触れられて

いるかなというふうに思っています。ここのとこ

ろをしっかりと受けとめながら取り組んでいただ

きたいというふうに思いますし、多国籍企業、先

ほどお話しした大きいところ、大きいところとい

うところはやはり大企業に有利なようになってい

くのかなという心配を私はしているのです。そこ

に耐えられなくなった農家のところに企業が入っ

てきて、本当にそれでいいのかというふうな不安

もあるところです。そういった中で、多国籍企業

の利益を優先させるルールではなくて、国民の生

活、そして国の経済主権、地域の生活や、そして

地域の経済を守るといったルールが必要なのだな
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というふうに思っています。引き続き私たちはＴ

ＰＰのような道ではなくて食料主権、経済主権を

守り抜く新しい貿易、投資のルールを確立する道

へと進むために、そのことを望んでいる多くの皆

さんと力を合わせて頑張っていきたいというふう

に思っています。そのことを申し上げて、終わり

たいと思います。ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除排雪対策事業について外２件を、野田三樹也

議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問させて

いただきます。

初めに、大項目１の除排雪対策事業について２

点質問いたします。小項目１点目に、交差点排雪

についてです。ことしは、例年より１カ月早く雪

が降り、一度も雪が解けることもなく根雪になり、

特に１月に入ってからは雪の降り方も落ちついて

おり、例年以上に除排雪の進みも順調に行き、現

在のところでは稼働しておりませんが、交差点排

雪については一時的にツーセットで稼働していた

時期もあり、市民からは大変喜ばれているところ

ですが、ことしの交差点排雪の実施状況について

お知らせください。

小項目２点目に、排雪ダンプの助成事業につい

てです。ことしの排雪ダンプ助成事業も多くの市

民が利用されていると思いますが、ことしの雪は

例年より１カ月早く降り、年が明けてからは雪の

降り方が落ちついていますが、ことしの利用状況

についてお知らせください。

次に、大項目２のいじめ防止の取り組みについ

て３点質問いたします。１点目に、児童生徒への

指導状況と今後の課題についてです。記憶の新し

いところで、以前に沖縄県で下校途中に公園の隅

のほうに連れていき、暴行を加え、別の生徒は携

帯電話で動画を撮り、動画サイトへ投稿し、問題

になった事案が発生しております。私自身このよ

うな事案は絶対にあってはならないと考えており

ます。いじめの問題は、全国でも重要視されてお

り、いつどこでどのようなきっかけでいじめが起

こるかわからない状況になっております。そこで、

お聞きしますが、児童生徒への指導状況と今後の

課題についてお知らせください。

小項目２点目に、学校と各家庭との情報共有に

ついてです。いじめは、校内や登下校時などが想

定されてくると思いますが、各家庭が役割と責任

を持ち、学校側とお互いに情報を共有することに

より、いじめ防止の第一歩につながるのではと考

えておりますが、本市としての考えをお知らせく

ださい。

３点目に、小中学校いじめ防止サミットについ

てです。このいじめ防止サミットの狙いは、各学

校のいじめを防止する取り組みの状況等について

交流することや今後各学校において児童生徒によ

るいじめの根絶に向けた自主的な取り組みの活性

化を図ることとなっておりますが、どのような成

果が出ているのか、そして今後の課題などもあり

ましたらお知らせください。

次に、大項目３の空き家対策について４点質問

いたします。１点目に、空き家の現状についてで

す。近年人口減少に伴い、世帯数も減少傾向にあ

り、５年ごとに実施している住宅・土地統計調査

から見ると増加傾向になっておりますが、現在の

本市での空き家の状況についてお知らせください。

小項目２点目に、空家等対策計画に基づく事業

の推進についてです。現在全国規模で空き家問題

が深刻化されており、地域住民の生命、身体、財

産の保護、生活環境の保全を目的に平成２６年１

１月に空家等対策の推進に関する特別措置法を制
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定し、平成２７年２月に空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が

告示され、同年５月には完全施行となりましたが、

本市としての事業の推進をどのように取り組んで

いくのかお知らせください。

３点目に、行政代執行に対する考え方について

です。この行政代執行は、法令的に根拠があり、

放置しておくと著しく公益に反すると認められる

場合に限られ、原則として事前に義務者への文書

による戒告が義務づけられており、また代執行に

要した費用の支払いも義務者に命じられ、応じな

い場合は強制的に徴収されることとなっており、

２０１５年１０月２６日より空き家対策の特別措

置法に基づき全国で初めて行政代執行による空き

家の取り壊し作業が神奈川県横須賀市で行われた

事例もありますが、本市としてこの行政代執行に

対してどのような考え方を持っているのかお知ら

せください。

４点目に、市民への周知と対応についてです。

現在個人で所有している空き家等への周知方法と

して何を行ってきたのか、そしてどのような対応

を行ってきたのかお知らせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 野田議員からは、

大きな項目で３点について御質問をいただきまし

た。大項目１については私から、大項目２につい

ては教育部長から、大項目３については市民部長

より御答弁させていただきますので、よろしくお

願いをいたします。

初めに、大項目１、除排雪対策事業について、

小項目１、交差点排雪のあり方について申し上げ

ます。今シーズンの降雪については、議員のお話

のとおり例年になく早い降雪となり、昨年１０月

２４日からの積雪で累積降雪量は２月末現在で６

３２センチとなっております。昨年度２月末現在

は７１５センチであり、今年度は昨年度と比較す

ると８３センチ少ない積雪となっております。除

雪出動回数についても名寄地区市街地２４回、郊

外地区４０回、風連地区市街地３６回、郊外地区

５７回となり、昨年と比較しましてもそれぞれ３

回から１０回程度出動が少ない状況でございます。

今年度においては、雪の降り始めが早かったこ

ともあり、除雪や排雪を早めたことや少雪であっ

たことも幸いし、除雪に関しましては早目の対応

をとることが可能であったため、例年になく快適

な道路環境確保に努めることができていると認識

しております。この間道路空間の見通し確保や安

全対策における交差点のカット排雪につきまして

も昨年１２月１７日から稼働し、通学路を初めと

した生活道路や幹線道路など２月末現在で２１１

カ所、ダンプ台数９５２台の積み込みを実施し、

交差点に堆積された雪をカットすることにより、

可能な限り通行者の安全確保や未然の事故防止に

努めてまいりました。今後におきましても通行者

の安全確保と冬場の道路空間の利便性向上など、

市民の冬場の満足度向上のため総体的な除排雪事

業において適切な対応を図ってまいります。

次に、小項目２、排雪ダンプ助成事業について

申し上げます。名寄市排雪ダンプ助成事業につき

ましては、例年より降雪が早く、１１月には昨年

度比較で約３倍弱の累積降雪量となりましたが、

例年同様に１２月１０日から助成事業を開始した

ところです。助成事業は、８社の指定業者に市民

の皆さんが直接申し込み、一般住宅や店舗併用住

宅への排雪作業を実施する場合に排雪ダンプに係

る費用の一部を助成しております。一般住宅では、

排雪ダンプ１台当たり ０００円、店舗併用住宅

では排雪ダンプ１台当たり ０００円の助成とな

っており、今年度の実施状況は３月１０日までと

なっているため、最終的な利用台数は確定してお

りませんが、２月末現在の概数で一般住宅では約

２２０件、ダンプ数約 ８４２台、店舗併用住

宅では約５５件、ダンプ数約１６３台となってお

り、少雪ではあったものの、おおむね予定してい
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たダンプ台数となっております。

この間広報紙「なよろの除雪」や名寄市ホーム

ページにより本事業における周知を図ってきたと

ころであり、本事業の認知度が高まってきたこと

から、冬場の除排雪に対する市民意識の向上に寄

与していると感じております。毎年度今年度のよ

うな少雪の場合が想定されるわけではございませ

んので、引き続き本事業の取り組みに対して市民

周知を図るとともに、より利用度の高い事業にす

るべく鋭意事業の推進に努めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２

のいじめ防止の取り組みについてお答えをいたし

ます。

初めに、小項目１の児童生徒への指導状況と今

後の課題についてですが、ことしの１月に沖縄県

において中学２年生の男子が複数の同級生から暴

行を受ける動画がインターネット上に投稿される

など、全国各地でいじめの問題に係る事案が生じ

ております。教育委員会といたしましては、改め

ていじめを許さない環境をつくることや学校が組

織的にいじめの問題に取り組むことの重要性を認

識したところであります。

本市では、いじめの根絶に向けて名寄市いじめ

防止基本方針に基づき、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消、その他のいじめの防止等のため

の対策を推進しております。具体的には、いじめ

の問題の早期発見、早期解消を図るため、学校に

は北海道教育委員会のいじめの問題の実態把握及

びその対応状況等調査におけるいじめの把握のた

めのアンケート調査を適切に実施するようお願い

しております。平成２８年１１月の同調査では、

今もいじめられているとの回答が１４件ありまし

た。この１４件について当該学校の教員が内容を

聞いて事実確認をし、校内で検討した結果、いず

れもいじめとして認知する内容ではないと判断さ

れております。また、各学校では同アンケート調

査においていじめはどんな理由があっても許され

ないと思うと答える児童生徒の割合を１００％に

する取り組みを進めております。平成２８年１１

月の同調査では、１年前の同時期と比べ全小学校

の平均９ ９％から９ ３％に、全中学校の平均

が９３％から９ １％になるなど、いじめは許さ

れないことであるという認識が児童生徒の中に浸

透してきておりますが、まだ十分に満足できる状

況であるとは言えません。このため、各学校では

いじめの未然防止を図るため、地域の特色を生か

し、さまざまな体験活動を実施し、児童生徒の豊

かな心の育成に努めるとともに、道徳の時間の指

導などを通して思いやりの心や生命を尊重する態

度を育てる指導を行っております。

さらに、いじめられたときに誰にも相談できな

い児童生徒がいることが指摘されていることから、

学校においてはいじめられたとき誰にも相談しな

いと答える児童生徒の割合をゼロ％にする取り組

みも進めております。平成２８年１１月の同調査

では、１年前の同時期と比べ全小学校の平均が

４％から ４％に、全中学校の平均が１ ４％か

ら１ ４％になるなど、いじめられたときに１人

で悩み、抱え込む可能性がある児童生徒が減少し

ていない状況にあります。このため、各学校では

定期的な教育相談の実施や休み時間、給食時間、

清掃時間など全ての教育活動を通して児童生徒の

言動の変化や身体にあらわれる変化等を観察する

など、組織的、継続的に教育相談的な働きかけを

行っております。

教育相談センターにおける指導の状況につきま

しては、児童生徒や保護者からのいじめなどに係

る相談に対して、学校や関係機関と連携を図りな

がら適切な支援を行ったり、ハートダイヤルを通

して教育専門相談員が児童生徒や保護者などから

の悩みについて個人情報の管理に十分配慮しなが

ら、電話や面談によるカウンセリングを行ってお

ります。今後も教育委員会といたしましては、い
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じめを根絶するためよりよい人間関係づくりを基

盤とした集団づくりや児童会、生徒会活動による

いじめ防止集会、いじめ防止の標語づくりなどを

一層工夫改善し、児童生徒の自発的、自主的な取

り組みによるいじめを絶対に許さない学校、学級

づくりを強力に推進するようお願いしてまいりま

す。

次に、小項目２の学校と各家庭との情報共有に

ついてですが、いじめを根絶するためには教育委

員会や学校だけではなく、名寄市いじめ防止基本

方針に定めておりますとおり、保護者や地域住民

などがそれぞれの役割と責任を果たすなど、地域

総がかりでいじめの根絶に向けた取り組みを推進

することが重要であると考えております。名寄市

いじめ防止基本方針では、保護者に対して子の教

育について第一義的責任を有し、その言動が保護

する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識のも

と、当該児童生徒がいじめを行うことのないよう

にするため、規範意識や生命を大切にし、他人を

思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教

育などを行うよう努めることとうたっております。

このように責務を果たしていくために、各学校に

おいてはいじめ問題について参観日の懇談などで

話し合ったり、学校いじめ防止基本方針の趣旨や

いじめの未然防止に係る取り組みなどについて学

校便り等に掲載して配布するなど啓発活動や情報

共有に取り組んでいただいているところでありま

す。今後も教育委員会といたしましては、名寄市

いじめ防止基本方針のリーフレットを全家庭に配

布するなど保護者への一層の啓発に努めるととも

に、学校には保護者に学校のいじめ防止の取り組

みや名寄市学校いじめ防止サミットなどへの参加

を促す取り組みを一層推進するようお願いしてま

いります。

最後に、小項目３の小中学校いじめ防止サミッ

トについてですが、いじめをなくすためにはより

よい人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大

切なことから、児童生徒のいじめを許さない意識

や態度を一層高めるため、平成２６年度より名寄

市小中学校いじめ防止サミットを実施し、各学校

の児童会、生徒会活動による自発的、自主的な取

り組みの活性化を図っております。同サミットに

おいては、全児童生徒を対象に名寄市小中学校い

じめ防止宣言の定着状況に係るアンケート調査結

果について意見交換を行ったり、各学校のいじめ

防止に係る取り組みによりよくするための話し合

いを行ったりしております。

このサミットの成果の１つ目といたしましては、

参加した児童会、生徒会の代表が名寄市の全小中

学校からいじめを根絶するという目標を確認でき

たことや自分たちでいじめを生まない学校を必ず

つくるという意識を高めることができたことであ

ります。成果の２つ目といたしましては、市長を

初め児童生徒、教員に加え、保護者や地域住民な

どの参加によりいじめへの対応は地域総ぐるみで

行うことの大切さに係る意識を高めることができ

たことであります。

また、課題といたしましては、名寄市小中学校

いじめ防止宣言の浸透状況が十分に満足できるも

のではないことであります。このような課題を解

決するため、各学校では児童会、生徒会活動にお

いて学校のいじめ防止集会等で同サミットの取り

扱いなどを発表したり、自校のいじめのアンケー

ト結果を校内に掲示するなどいじめを絶対に許さ

ない学校、学級づくりの取り組みを推進しており

ます。今後とも教育委員会といたしましては、各

学校と連携し、名寄市小中学校いじめ防止サミッ

トを継続するとともに、同サミットの取り組みが

各学校に着実に浸透するよう取り組み内容等の改

善、充実を図りながら、児童会、生徒会を中心と

した自発的、自主的な取り組みによるいじめを絶

対に許さない学校づくりを一層強力に推進してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の



－114－

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

３、空き家対策について申し上げます。

初めに、小項目１の空き家の現状につきまして

は、ただいま御指摘をいただいたとおり総務省が

実施をする住宅・土地統計調査によれば市内の住

宅総数が減少傾向にある中、空き家数については

わずかながら増加をしております。現在市が把握

をしている空き家は、平成２６年度冬季に実施を

した調査時の８１戸の情報を基本にして、その後

の市民からの情報提供や市が把握した除却や再利

用、新たに管理不全状態となった空き家などを増

減すると８５軒となっております。生活安全の観

点から、管理不全空き家の把握を中心に取り組ん

でおりますけれども、電子地図上に所有者や相続

関係、これまでの経過などの情報もあわせて掲載

をしておりまして、データベース化されているの

が現状です。

次に、小項目２の空家等対策計画に基づく事業

の推進について申し上げます。名寄市空家等対策

計画では、空き家等対策を３項目に分けて取り組

みます。１つ目は、空き家等の発生抑制の取り組

みです。空き家等は個人の財産であり、所有者の

方がみずから適切な維持管理をしていただくこと

が基本であるということで、啓発活動を推進して

おります。また、高齢者世帯がふえていることか

ら、福祉関係団体や庁内関係部署と連携をし、高

齢者への情報提供や相談の働きかけの取り組みを

行います。

２つ目は、適切に管理をされ、活用可能な空き

家です。貴重な住宅資源として利活用の促進を図

るために、名寄市空家バンクを開設、空き家や空

き地の需要と供給のマッチングを図ることにより、

空き家の増加抑制に加え、当市への移住、定住も

視野に入れた取り組みにつながることを期待をし

ております。

３つ目は、適切に管理されていない空き家等へ

の対策として、庁内関係部署の役割分担など実施

体制を整備をし、特定空き家等の認定及び措置に

関する事項等を定め、取り組んでまいります。

次に、小項目３、行政代執行に対する考え方に

ついてでありますが、特定空き家等の問題は倒壊

や建築部材の飛散等の危険のほか、生活環境、防

災、防犯など多くの問題が複合的に絡み合ってお

ります。庁内関係部署が連携をし、対応をする必

要があります。このような特定空き家等の認定及

び行政代執行を含む措置につきましては、国が特

定空き家等に対する措置に関する適切な実施を図

るために必要なガイドラインを示しておりまして、

市の計画の中でもこのガイドラインを参考に基本

的な考えを示しているところでございます。

認定及び措置に関する具体的な流れといたしま

しては、市による特定空き家等の認定調査の実施、

その調査結果に基づく庁内検討委員会での検討、

その後空家等対策協議会の中で判断をすることに

なります。特定空き家等と認定をされた空き家の

所有者に対しては、空家等対策の推進に関する特

別措置法に基づき、助言または指導、勧告、命令、

代執行といった措置を講ずることができるとされ

ております。また、これらの措置を講ずるかどう

かにつきましては、国のガイドラインでは周辺の

建築物ほか通行人等に対し悪影響をもたらすおそ

れがあるか否か、あると判断された場合、その悪

影響の程度が社会通念上許容される範囲を超える

か否か、またもたらされる危険性について切迫性

が高いか否かなどによって判断すると示されてお

りまして、市ではこれらのガイドラインで示され

た観点を踏まえ、特定空き家等の状況に応じどの

ような措置が必要になるのか個別に判断し、対応

してまいります。特に勧告、命令、代執行といっ

た処分性の強い措置の実施に当たりましては、庁

内検討委員会が空家等対策協議会において慎重に

判断してまいります。

次に、小項目の４、市民への周知と対応につい

て申し上げます。空家等対策計画策定以降、昨年

９月には空き家の利活用促進に向けた名寄市空家

バンクを開設し、市ホームページで公開をすると

ともに、１１月広報とあわせ空き家や空き地の登
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録物件の募集に向けチラシを全戸配布をして周知

を図ってきました。また、１２月には空き家の適

正管理と有効活用、さらには空き家放置によるリ

スク等の周知、啓発について取り組んでまいりま

した。今後におきましても空き家の発生抑制と適

正管理の啓発、利活用の促進に向けた周知、相談

窓口での対応を進めるとともに、管理不全の空き

家の把握に加え、名寄市内全域の空き家の実態把

握に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ御答弁いた

だきましてありがとうございました。それでは、

再質問に入らさせていただきます。

まず初めに、交差点排雪についてですが、こと

しの交差点排雪は、順調に行われ、広くなり、う

れしいという声を市民からお聞きしましたが、市

民の意見の中には交差点が広くはなったが、場所

によっては広くなっても雪山が高いままで、左右

の安全の確認がしづらいと。だから、雪山の高さ

を一定の高さにしてもらいたいと。そして、安全

確認をしやすいようにしてもらいたいという声も

ありましたが、この点についてのお考えがあれば

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員から御質

問ありました交差点の雪山の発生につきましては、

車道の除雪作業がかき分け除雪ということになっ

ていることから、交差点に除雪機械が進入した際

に相手側といいますか、反対側の車道にかき分け

た雪を置いていくということにはならないもので

すから、どうしても交差点前に堆積をさせるとい

う、そういう状況がありまして、交差点で大きな

雪山が発生をしているという状況になっておりま

す。この交差点の雪山をカットすることで、安全

性や議員おっしゃられたように見通しの確保など

を図りたいということで、交差点の排雪を行って

いるところであります。

先ほど議員のお話がありました交差点の雪山の

高さを一定の基準で低く保つということについて

は、生活道路だとか幹線道路といった排雪回数や

道路幅員などの条件の違いによって、交差点での

雪山の発生状況というのが異なってくるのかなと

いうふうに思っています。道路本線の排雪が早期

に早く終わった路線については、日数が、降雪の

日が多くなるということで、日数の経過に伴って

後々交差点の雪山が大きくなるということになり

ますし、また道路本線の排雪作業が遅い路線では

当然本線の排雪が入るまでに交差点の雪山が高く

なると、そういう状況がありまして、どちらかと

いうと今は交差点の安全性が保たれないところか

ら先に排雪を行うという状況になっています。ま

た、名寄地区の市街地については、幹線道路排雪

１セット、そのほかに生活道路を２セットという

ことで作業を行っているということで、交差点の

排雪が間に合わない、重機等が排雪作業できない

という状況もありますので、全ての交差点を一律

に一定の基準で高さを定めるということについて

は現状難しいのかなというふうに判断をしている

ところであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからもこういった市民の声が出ていま

すので、この市民の声を一つでも多く拾い上げ、

市民が名寄の厳しい冬期間も名寄で楽しく快適に

過ごせるような除排雪の体制をお願いをしまして、

次に行きたいと思います。

次に、排雪ダンプの助成事業についてですが、

ことしの排雪ダンプの助成事業は１２月１０日か

ら開始という形になりましたが、ことしの冬は例

年より１カ月早く降り、市民の方々からも早く排

雪ダンプの助成事業が開始にならないかとお話を

いただきましたが、次年度からは雪の降り方を見

ながら状況判断をして、排雪ダンプの助成事業の

開始日を早めて行うことはできないのかなと。こ
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の点ついてお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今年度につきま

しては、例年になく早い降雪であったことから、

１０月から１１月にかけて累積降雪量としては２

４５センチに上りまして、多くの市民の皆さんが

除排雪に大変苦労されたものと認識をしておりま

す。天候の状況ですとか指定業者との調整などか

ら、今年度、今シーズンについては例年同様の開

始時期とさせていただきました。降雪の早かった

今シーズン、全て終わってはいませんけれども、

排雪ダンプ事業にかかわって実施時期について市

民の皆さんからの要望というのは担当のほうには

届いていないという状況にございます。ただ、今

後につきましては降雪時期ですとか降雪量がます

ます変化をしてくるというふうに想定をしており

ますので、柔軟に運用が図られるよう努めてまい

りたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも排雪ダンプの助成事業が市民に

利用しやすいような体制をつくっていただくこと

をお願いしまして、次に行きたいと思います。

次に、いじめ防止の取り組みについてですが、

現在子供たちに対して携帯電話の普及率が非常に

高く、友達同士でのメールのやりとりなどでちょ

っとした行き違いでそれが発展し、いじめの原因

につながってくるのではと考えておりますが、情

報モラルについてもどのような取り組みをしてい

るのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま情報モラル

についての取り組みということで御質問をいただ

きました。議員が御指摘のとおり、スマートフォ

ンの急速な普及に伴い、学校の教員や保護者が気

づかないうちに子供たちがメール等を介していじ

めを受けるなどの事案が全国各地で起きているこ

とから、全ての子供たちに発達段階に応じた情報

モラルを身につけさせる指導の徹底を図ることが

大変重要だというふうに考えております。本市の

各学校においても、各教科や道徳、総合的な学習

の時間、特別活動などにおいてメールやインター

ネットの使い方など情報モラルを取り扱った指導

を行っております。例えば小学校では、学級活動

の時間において子供たちがネットトラブルなどの

危険について考え、話し合う活動を行っておりま

す。また、中学校では、技術・家庭科の技術分野

において著作権の問題や発信者としての責任を知

り、情報モラルについて考えさせる指導を行って

いるところであります。このほか各学校において

児童生徒にネットトラブルの危険性などについて

より具体的に理解させるため、名寄警察署や名寄

消費者センターなどと連携を図りながら、ケータ

イ安全教室などを実施しているところであります。

今後も教育委員会といたしましては、各学校にお

ける各教科や特別活動の時間の学習において、児

童生徒の発達段階を踏まえ、情報モラルにかかわ

る指導計画を作成したり、ケータイ安全教室など

に保護者や地域住民の積極的な参加を促すようお

願いしてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。いじめの問題は、全国でも非常に重要視さ

れている問題でもありますので、学校と各家庭で

やっていかなければいけないと思っておりますの

で、継続して取り組んでいただきたいと思います。

そして、学校側と各家庭での情報共有について

なのですけれども、お互いに共有をしていっても

どうしても行き届かない場合もあるのではないか

なと考えておりますが、そのときにはやはり地域

住民の方々にも協力していただく必要性があるの

ではと思いますが、地域住民の方々に協力してい

ただけるような取り組みも何かしているのか、あ

れば改めてお聞かせください。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 地域住民の取り組み

ということの御質問でありますけれども、先ほど

の答弁でもお答えをいたしましたとおり、いじめ

を根絶するためには教育委員会や学校だけではな

く、保護者や地域住民等がそれぞれの役割と責任

を果たすなど、地域総がかりでいじめの根絶に向

けた取り組みを推進することが大変重要となって

おります。名寄市いじめ防止基本方針では、市民

の責務として地域において児童生徒と触れ合う機

会を大切にし、地域全体で児童生徒を見守るとと

もに、学校、家庭、地域住民、行政そのほかの関

係者と連携協力して、児童生徒が健やかに成長で

きる環境づくりに努めることとうたっているとこ

ろであります。このような責務を果たしていくた

めに、本市においては名寄市いじめ防止基本方針

を市のホームページに掲載したり、名寄市小中学

校いじめ防止標語を各学校や市内の教育施設等に

掲示するなど、名寄市全体でいじめを根絶すると

いう風土の醸成に努めているところであります。

また、各学校においては、いじめ防止基本方針

やいじめ未然防止に係る取り組み等について学校

便りや学校のホームページ等に掲載するなど地域

住民への啓発活動にも取り組んでいただいている

ところであります。さらに、いじめ防止サミット

につきましても地域住民の皆様にも広く周知をし

ながら、参加を呼びかける、そういった取り組み

を行いながら、地域総ぐるみでいじめの根絶に向

けた取り組みをより一層推進していきたいという

ふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。いじめの問題は、全国でも重要視されてい

る問題でもありますので、各学校と各家庭で、そ

して地域全体で子供たちを守り、そして健やかに

育てていくためにも、いじめ防止の取り組みを継

続して進めていただくことをお願いを申し上げた

いと思います。

そして、最後になりますが、空き家対策につい

てなのですけれども、空き家対策について４点に

わたって答弁をいただいたところですけれども、

空き家の現状では管理不全の空き家が８５軒ある

こと、またそれらが電子地図上でデータベース化

されていること、また空家等対策計画に基づく事

業の推進については空き家の発生抑制を中心に活

用可能な住宅について空家バンクを開設したこと、

さらには適切に管理されていない空き家について

行政代執行に至るまではガイドラインに従って慎

重な判断が必要なことがわかりました。そして、

市民への周知、啓発についても広報あるいはホー

ムページで取り組んでいることを理解することが

できました。全体としてしっかりと空き家対策に

取り組んでいただいておりますが、空き家の現状

の中で管理不全の空き家の把握が中心ということ

でした。地域の安全、安心を考えれば管理不全で

危険な空き家の把握が優先することについては私

自身も理解するところですが、それ以外の空き家

の実態についても把握することが必要だと考えま

すが、改めて考えがあればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、地域

の安全、安心を考えた中で管理不全以外の空き家

の実態把握についても改めて対応が必要ではない

かという質問をいただきました。空き家の実態把

握につきましては、過去平成２５年３月に町内会

長さんの御協力をいただきまして、空き家の戸数

とそのうち管理不全と思われる戸数についてアン

ケート調査を行った経過がございます。このとき

のアンケートの結果では、空き家戸数が３５７戸

で、そのうち管理不全と思われるものが８６戸で

ありました。このアンケート調査以降も対応が必

要となる管理不全空き家の把握を継続して実施を

しておりますけれども、除却やその後の利活用、

管理の徹底と課題解決をした空き家もある一方で、

新たに管理不全となってしまう空き家も発生をし
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ている現状にあります。今後につきましては、御

質問いただいたとおり管理不全空き家ばかりでは

なくて、その予備軍とも言える空き家につきまし

ても地域の安全、安心の観点から実態の把握に努

めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも空家等対策計画に基づいて、本

市の空き家の状況、全体を把握して取り組んでい

ただくことをお願いしまして、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

安全、安心な子供、子育てと子供たちの幸せの

ために外２件を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 議長に御指名をいた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

まず、大項目、安心、安全な子供、子育てと子

供たちの幸せのためについて質問します。名寄市

は、この間ここで育って、ここで育ててよかった

と言えるまちを目指して各種子育てに取り組んで

まいりました。平成２８年１０月１日より新たな

子育て支援としてファミリー・サポート・センタ

ー事業が開始されました。大変期待されたファミ

リー・サポート・センターの現状と今後について

お知らせください。

また、多くの子供たちを乗せて、親子お出かけ

バスツアーが風連日進地区で地域の方や高齢の方

の応援をいただきながら開催されてきています。

親子お出かけバスツアーの現在の状況と今後につ

いてお知らせください。

親子お出かけバスツアーで訪れた地域では、ジ

ャガイモやトウモロコシ、カボチャなどの収穫や

餅つきなど各種イベントが行われていますが、食

育という観点からはどのように考えておられるの

かお伺いいたします。

２項目め、高齢者が安心して住み続けるために

ついて質問いたします。日本の６５歳以上の人口

は、２０４２年にピークを迎え、その後も７５歳

以上の人口割合は増加し続けることが予想されて

います。特に団塊の世代約８００万人が７５歳以

上になる２０２５年、平成３７年以降は国民の医

療や介護の需要がさらに増加することが見込まれ

ています。このため厚生労働省は、２０２５年を

めどに高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的のも

とで可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう地域

の包括的な支援、サービス提供体制、地域包括ケ

アシステムの構築を推進するように求めています。

この地域でも高齢化が進み、風連地区では高齢化

率４０％を超えています。名寄市として健康寿命

を延伸するための取り組みについてお知らせくだ

さい。

また、市内には介護施設を民間企業が建設、運

営しています。名寄市として民間企業とどうバラ

ンスをとってこれから介護対策を行っていくのか、

考え方についてお知らせください。

特別養護老人ホームについては、昨年も質問さ

せていただきましたし、各議員からも質問があり

ましたところですが、ことしから介護人材確保緊

急対策事業として介護初任者研修の受講費助成と

介護福祉士等の有資格者が介護現場に就職した際

に就職支度金を給付する制度などについて取り組

まれています。進捗状況など現在の状況と今後に

ついてお知らせください。

また、近年施設介護から在宅介護に国の方針が

変わってきています。このことに対する本市の考

え方についてお知らせください。

３項目め、働くことを通じて支え合う活気みな

ぎるまちづくりのためについて質問いたします。

国では、今国会で全国６４万人の非常勤職員の処

遇改善を盛り込んだ地方公務員法、地方自治法の

改正が進められ、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律案が閣議決定されようとして

います。名寄市においても各種非正規労働者が行
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政のさまざまな場面で重要な働き方をしています。

このように非正規職員が増加した原因については

どのように考えておられるのか、非正規労働者の

実態についてお知らせください。

また、今までどのように処遇改善に取り組まれ

てきたのか、ふえ続ける非正規労働者をどう処遇

していくのかお知らせください。

また、今後についてはどのような職種にどのよ

うに配置していくのか、お考えをお知らせくださ

い。

２８年４月から第２期前期計画として名寄市特

定事業主行動計画に取り組み、ほぼ１年が経過し

ようとしていますが、進捗状況についてお知らせ

ください。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 高野

議員からは、大項目で３点御質問をいただきまし

た。大項目１と２は私から、大項目３は総務部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、安心、安全な子供、子育て

と子供たちの幸せのためにの小項目１、ファミリ

ー・サポート・センターの現状と今後について申

し上げます。ファミリー・サポート・センター事

業については、子供の一時預かり、塾や保育所な

どの送り迎えなど、子育て支援をする事業として

昨年１０月１日に運用を開始し、本年３月１日現

在利用会員１０７人、提供会員２６人、両方会員

１０人で、総会員数としては１２３人の登録状況

となっております。また、現在までの利用状況と

いたしましては、１０月に２件、１１月に３件、

２月に１件となっております。

課題といたしましては、事業を開始し約半年が

経過し、会員数につきましては毎月数名の入会が

あり、徐々に増加してきているものの、利用者に

つきましては先ほども申し上げましたとおり伸び

悩んでいる状況にございます。また、提供会員と

利用会員の住民相互の支え合いによる事業である

ため、前段のマッチングの改善の必要性やどのよ

うな場面での利用が可能なのか、利用の方法など

を周知していくことと同時に、会員の声を聞きな

がらファミリー・サポート・センターの利用推進

を図っていく必要があると考えております。

また、社会福祉協議会が運営しております多分

野、多世代地域活動拠点ここほっと内に事務所が

あることから、活動拠点としての位置づけが強く

なっておりますが、会員登録や利用相談などファ

ミリー・サポート・センターとしての機能をアピ

ールし、名寄市地域子育て支援センターひまわり

らんどなどの関連施設と連携した利用促進を一層

進めていく必要があると考えております。

次に、小項目２、親子お出かけバスツアーの現

在の状況と今後についてと小項目３、地の利を生

かした食育につきましてはあわせてお答え申し上

げます。子育て支援事業の一つとして、平成２４

年度から実施しております親子お出かけバスツア

ーについては、今年度で５年目を迎え、地域の方

々の御協力のもと親子同士の交流や多世代交流を

行っております。平成２７年度実績として８５０

人の親子に参加いただいており、季節の行事とし

て開催しております運動会や収穫祭、餅つきにつ

きましては１００名を超す多くの参加者のもとで

開催され、参加者同士の交流も図られてきている

ところでございます。昨年実施いたしましたアン

ケート調査におきましては、多くの方がバスツア

ーを楽しんでいる声をいただきました。特に３大

行事でございます運動会、収穫祭、餅つきにおき

ましては、楽しみにしている声が多くございまし

た。また、バスでの移動に対しての感想が非常に

多く、小さいお子様からふだん余り乗ることがで

きないバスに乗って出かけることが大変楽しいイ

ベントとなっていることからも、参加者の声をも

とに引き続きバスツアーを実施してまいりたいと

考えております。
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次に、食育の観点からのお尋ねでございますが、

未就園児のお子さんが多いツアーでございますの

で、食育という面では難しい面もございますが、

広大な畑の中で育っているジャガイモなどを御自

分で収穫し、それを家で食べてみるという経験を

通じ、食べ物のありがたみを知り、おいしい食べ

物に触れる体験になればと考えております。

次に、大項目２、高齢者が安心して住み続ける

ために、小項目１、健康寿命を延伸するための取

り組みについてお答え申し上げます。急速な高齢

化や生活習慣の変化に伴い、生活習慣病は年々増

加し、脳血管疾患や認知症などから介護を必要と

する方もふえ続けており、医療費抑制や介護予防

の視点からも高齢になっても介護を必要としない

健康寿命を延ばすことを目的とした健康づくり対

策が重要な課題となっております。本市における

健康づくり、体力づくりとして、保健センターで

は特定健診を受診した男性を対象にした運動教室

や保健推進委員による冬期健康体操教室を実施し、

運動教室前後の数値的な改善、冬期運動教室では

事業の定着化と参加者が年々増加しており、一定

の成果がございました。地区健康相談にあわせて

実施いたします健康教室では、みんなの体操など

の普及活動を行い、若い世代から運動習慣をつけ

ることにより要介護や寝たきりにならないための

取り組みを行っています。

また、平成２７年度から開始しておりますなよ

ろ健康マイレージでは、高齢者の方も参加しやす

いよう達成基準の一つでございます個人の健康目

標を運動に限らず、朝昼晩３食食べる、標準体重

の維持など日常的に実施可能なものとし、健康づ

くりに取り組む動機づけや取り組みの継続、定着

化を図るものでございます。さらに、高齢者への

介護予防を担当しております地域包括支援センタ

ーにおきましては、高齢者の心身の状態にあわせ

て認知症予防や転倒予防、運動機能向上、口腔器

機能の向上に関する講話や体操など介護予防教室

を各町内会や老人クラブなどに対して実施してま

いりました。今後も健康寿命を延ばすための取り

組みに努めてまいります。

次に、小項目２、介護施設についてお答えいた

します。市内の介護保険施設、居住系施設は、定

員総数が４６１人、１１施設となっており、市に

おいては特別養護老人ホーム清峰園、しらかばハ

イツの２カ所で定員１８０名を設置しております

が、その他介護保険施設、ケアハウス、認知症グ

ループホーム、有料老人ホームなどは全て社会福

祉法人や医療法人、株式会社などの民間法人が設

置、運営を行っており、施設種別と定員総数は介

護老人保健施設が１００名で１カ所、ケアハウス

が７９名で２カ所、認知症グループホームが５４

名で３カ所、住宅型有料老人ホームが４８名で３

カ所となっております。介護保険法の規定により、

３年を１期として策定しております名寄市高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画において介

護保険事業に関する利用者数や介護給付費の見込

みを推計し、市内に必要な介護保険サービス及び

地域密着サービスの量を示すこととしており、現

行の第６期計画ではケアハウス、特定施設入居者

生活介護と認知症グループホーム、認知症対応型

共同生活介護の新設を見込みまして、新年度に向

けましては医療介護総合確保基金による助成も視

野に、市内はもとより新たに市外への社会福祉法

人、医療法人等へもホームページなどを通じて事

業者の公募を行っているところでございますが、

介護従事者不足を理由に応募者がない状況となっ

ております。今後も介護基盤の確保も重要ですが、

喫緊の課題でございます介護人材確保緊急対策事

業にも十分に意を配して事業を進めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目３、特別養護老人ホームについて

申し上げます。市が設置する特別養護老人ホーム

の介護職員不足を初め、市内の介護保険事業所に

おいても介護職員の不足から介護人材の確保が困

難になってきている状況から、市では介護人材確

保緊急対策事業としまして、介護職員初任者研修
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受講費用助成及び介護資格保持者への就職支度金

の助成について取り組みを進めてまいりました。

３月８日から上川北部地域人材開発センターにお

いて開催されております介護職員初任者研修にお

きましては、受講者１６名のうち７名が本事業の

対象となり、受講費用の助成について申請を行っ

ております。この７名の方々につきましては、既

に介護保険事業所で介護職員として内定を受けて

いる方もしくは雇用をされている方となりますの

で、一定程度の介護人材の確保ができたものと考

えております。また、受講費用の助成には該当さ

れない方でも今回の初任者研修の受講後に市内の

介護保険事業所に介護職員として就職することに

より、資格保持者として就職支度金の助成対象と

なっております。

さらに、平成２９年度からは介護人材確保緊急

対策事業において介護保険事業所を対象とした介

護職員の定着に向けた講演会を開催するとともに、

介護版ジョブカフェを開催し、市内外の学生に名

寄を知ってもらい、アピールする機会を設け、名

寄市内で介護職員として働くことを考えていただ

けるような仕組みづくりを市内の介護保険事業所

とともに十分連携しながら、人材育成確保、掘り

起こしに努めてまいりたいと考えております。

次に、名寄市が指定管理により名寄市社会福祉

事業団に運営を委託しております名寄市特別養護

老人ホーム清峰園及びしらかばハイツにおきまし

ては、両施設において入所定員に対して入所者が

定員を満たしていない状況が続いており、依然と

してあきが生じている状況でございます。特別養

護老人ホームの入所定員を充足させられない理由

でございますが、清峰園、しらかばハイツともに

介護職員の定数に対しまして在職する介護職員の

数が不足している状況が続いており、現在両施設

合わせまして介護職員は１８名足りない状況でご

ざいます。事業団では、これまで介護職員の募集

を行ってまいりましたが、新年度４月から新規採

用の介護職員は８名を予定しており、介護スタッ

フ不足の解消に努めております。

介護職員の不足についての今後の見通しとしま

しては、現在では両施設とも定員を満たしていな

い状況でございますが、新規採用職員の配置など

を通じて、いずれかの施設で定員を満たすことが

できるよう体制を整えてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、小項目４、在宅介護に対する考え

方について申し上げます。本市では、平成２７年

３月に高齢化率が３０％を超え、平成２７年国勢

調査速報値ベースの高齢化率では本市が３ ２７

％、北海道が２ ９６％、全国が２ ３３％とな

っており、７５歳以上の後期高齢化率では本市が

１ ８５％、北海道が１ ２７％、全国が１ ６

９％となっております。平成２７年に策定いたし

ました名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ンが示しました名寄市の人口将来展望によります

と、平成３２年に高齢者人口の最大値を迎え、そ

の後穏やかに減少していく見込みとなっておりま

す。

また、団塊の世代の方々が７５歳以上となるの

が平成３７年以降で、要介護認定者のうち後期高

齢者の割合が高いことから、今後も要介護認定者

は増加していくものと推計されます。介護保険法

第５条第３項では、国や地方公共団体は被保険者

が可能な限り住みなれた地域でその有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるよう

介護サービスなどの充実を図るとともに、介護状

態の有無にかかわらず、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確

保される地域包括ケアシステムの構築と推進に努

めることとなっており、介護需要等が高まる団塊

の世代が７５歳以上となる平成３７年に向けて３

年を１期とする高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画を期間を通じて段階的に構築していく

ことで初めて平成２７年度から３年間の現在での

第６期計画の国の基本指針に盛り込まれまして、

本市の第６期計画も平成３７年を見据えて作成し
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てきているところでございます。

議員御指摘の在宅での生活を支えていくために

は、従来の介護保険の居宅サービスを初め新年度

より新たに取り組みを開始いたします生活支援サ

ービス、名寄市地域見守りネットワークや認知症

サポーター養成講座など公的サービスから市民支

え合いの仕組みなどが重要であると認識しており

ます。平成２９年度は、平成３０年度から３カ年

の計画に当たります第７期名寄市高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画の策定の年となりま

すので、この計画においても在宅介護が必要な方

を初め、住みなれた地域で暮らし続けられるため

の多様な支援について市民へのアンケート調査な

どを通じて検討を続けてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、働くことを通じて支え合う活気みなぎるま

ちづくりのために、初めに小項目の１、非正規労

働者の処遇改善について申し上げます。

まず、全国的に非常勤職員が増加している背景

には、少子高齢化の影響で労働力人口が減少し、

定年後の労働力を非正規雇用で確保していること

や女性の社会参加が増加しているものの、家事や

子育てとの両立から非正規雇用を希望する女性が

多いこと、あるいは事業者の経営上の理由により

非正規職員の割合が増加しているなどと言われて

ございます。本市におきましても同様に非正規職

員の割合が増加している状況にございます。具体

的には、病院職場を除いた平成２８年度の非正規

職員につきましては事務補助や労務作業を中心に

嘱託職員１７６人、臨時職員１６７人となってお

りまして、６年前の平成２２年度と比較しますと

嘱託職員で７１人、臨時職員で３６人の増加とな

ってございます。

処遇改善についてでございますが、人事院勧告

のベースアップや有資格者、専門員の勤務年数に

伴う昇給制度などのほか、休暇の充実などを実施

してきており、今後とも必要な処遇改善に努めて

まいりたいと考えてございます。

また、非正規職員の配置についてでございます

が、引き続き事務補助や労務作業を中心とし、行

革における議論を通じながら検討してまいりたい

と考えてございます。

次に、小項目の２、特定事業主行動計画につい

て申し上げます。本計画は、平成２８年４月に策

定を行い、７月から本格稼働をしてきたものであ

りまして、仕事と子育ての両立、ワークライフバ

ランス、女性の職業生活における活躍の３つのテ

ーマに課長会議や庁内のネットワークを活用した

掲示板での周知のほか、説明会や研修会を開催し、

同計画の目的や取り組みの数値目標、各種休暇制

度などについて周知を行っているところでござい

ます。現時点では年度が終了していないため、数

値目標の進捗についてはお答えすることができま

せんが、重点項目に掲げております時間外勤務の

縮減、年次休暇の取得促進の取り組み状況につい

て申し上げますと、毎週水曜日を早帰りの日とし、

掲示板での配信や各種職場における職場長からの

声かけなど職場の雰囲気づくりに努めておりまし

て、その結果、やむを得ない場合を除き水曜日は

早く帰るという風潮が広がっており、他の曜日に

おきましても以前に比べ早く帰る傾向がうかがえ

てございます。

また、休暇の取得促進につきましても同じく掲

示板で配信をし、計画的な年次有給休暇の取得や

プラスワン休暇の取得を促してきておりまして、

今後計画の進捗状況につきましては毎年公表させ

ていただきたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いただ

きました。まず、ファミリー・サポート・センタ

ーの提供会員が少ないようですが、その原因につ

いてはどのように考えているかということと、ま
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た利用が非常に少ないと。けさほど高橋議員も質

問したところでございますが、再度原因について

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

どもお話しさせていただきましたが、提供会員に

つきましては２６名ということで、利用会員が１

０７人になっているところから比べると大変少な

い状況にはなっている状況でございます。ただ、

名寄市、本市と同規模の同じ管内であります富良

野市さんが平成２６年１０月からファミリー・サ

ポート・センターを実は開始しているところでご

ざいますけれども、そのときの年度末の会員数に

つきましては提供会員が２４人、依頼会員が３９

人、両方会員が１３人、またお隣の士別市でござ

いますけれども、平成２６年４月から開始をして

おりまして、２６年度末の提供会員が２２人、依

頼会員が４３人というふうなことでなっておりま

す。

ただ、御存じのとおり名寄市につきましては本

年度初めに乳幼児紙おむつの交付を開始したとい

うこともございまして、そのときの配付のときに

あわせましてファミリー・サポート・センターの

周知をさせていただいた際に会員の登録を多くい

ただいたというようなことになっているのですけ

れども、その後実際１０月開始した後に利用のほ

うが一部伸び悩んでいることにつきましては、若

干周知が足りないということも原因しているので

はないかなというふうに考えております。先ほど

健康福祉部長からも御答弁申し上げましたけれど

も、今後は周知を図るとともに、さまざまな場面

で、例えば提供会員と利用会員さんのマッチング

といいますか、引き合わせるとかの事業等も検討

してまいりたいと考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 提供会員になりたい

という、私の周りの方もたくさんいたのですけれ

ども、実はいざ登録するときに、責任ですよね、

やはり。資格もないのに責任がとれるのかという

ことを考えたときに、ちゅうちょしてしまうとい

うことを考えています。その責任ということにつ

いてどのようにお考えかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） お子

さんを預かるということで、責任の重さだとか、

不安があるというのは提供会員さんにきっとある

というのは事実でございまして、それを解消する

ために実は提供会員になっていただいた方には講

習会に参加していただいたり、先般もフォローア

ップ講座ということで、消防署にも御協力いただ

きまして、心肺蘇生等の講習等も行わさせていた

だいております。これにつきましては、住民支え

合いの事業というふうになっておりますので、も

ちろん資格のある方も一部いるかとは思いますけ

れども、そうでなくても思いのある方については

講習を受けていただきまして、住民支え合いの考

えというもと、今後も子育て支援が定着するよう

な取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 心肺蘇生とか、そう

いうことがやはりすごく不安なのです。それで、

先ほども高橋議員もおっしゃっていたのですけれ

ども、まず最初は個人の家でなくて公共の、先ほ

どファミサポも出ておりましたけれども、ひまわ

りらんどとか、そういうところで大勢の中でも子

供を預かって、そこに１時間なり２時間なり滞在

して、たくさんの専門家もいる中で支援するなら

できるかもしれないけれども、うちに来てとかそ

のお子さんの家に行って１対１で見守ることがと

ても不安だというふうなお声をお聞きしていると

ころなのですけれども、この点についてどのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支
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援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ど申し上げましたとおり、ここほっとを活用した

サポートということも可能でございますし、今議

員から御意見いただきましたようにひまわりらん

どにおきましてはそれぞれ提供会員さんとお子さ

んとが遊んでいただいても結構でございますし、

午前、午後それぞれ手遊びだとか親子遊びの時間

や絵本を読む時間等々を御用意させていただいて

おります。提供会員さんでしばらくぶりにお子さ

んと接するだとかということで、例えばひまわり

らんどでそこでちょっと接し方とかお子さんとの

やりとりを学んでいただいた後に、家でその後お

預かりするだとかというようなことも可能かとい

うふうに思っておりますし、ひまわりらんどを活

用できるということにつきましても議員から今御

提言いただきましたので、あわせて周知を広めて

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） そういう声もありま

すので、そういうまずは皆さんのいるところで安

心して、その子とある程度の距離が縮まればお宅

に行くことも自分の家に来ていただくこともだん

だんなれていってできるのではないかという声も

随分お聞きしているところなのです。それで、ぜ

ひそういうことも可能であるということで周知し

ていただきたいと思いますし、このファミサポに

ついては単身というのですか、先ほどおっしゃっ

たように転勤族が多い名寄市ですので、非常に申

し込まれた方は多いと思うのですけれども、提供

会員がやっぱりいらっしゃらないということで、

どうしてかなということで、私も実際提供しよう

と思ったときにそのことが心配だったものですか

ら、その面でもうちょっとフォローしていただく

か、周知していただくか、安心感を与えていただ

くともっと集まるのではないかというふうに考え

ているところですので、ほかにも公共施設いろい

ろ児童センターとか文化センターございますので、

そのあいている時間とかでしたらお世話になれる

のではないかなというふうにも思いますし、提供

したいという方もおりましたので、ぜひそういう

ことで周知していただきたいというふうに思って

おります。

次に、お出かけバスツアーの参加者のことなの

ですけれども、参加者に非常にばらつきがあると

いうことと、またお出かけ先は日進地区だけでな

くて、ほかにも智恵文地区だとか名寄の日進地区

だとかすばらしいところはたくさんあると思いま

すし、高齢者も受け入れ先があるというふうに思

いますけれども、そのようなことについて、また

自然環境も望湖台だとか健康の森だとか、いろい

ろあると思うのですけれども、その辺については

どのように考えているのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ど壇上の答弁でも一部述べさせていただきました

が、親子お出かけバスツアーにつきましては先般

親子の方々に新年度に向けての参考にさせていた

だきたいということでアンケートをとらせていた

だいているところでございます。議員からお話あ

りましたように、先ほど言いました運動会だとか

餅つきだとか収穫祭の３大行事につきましては大

変参加者が多いのですけれども、そうではないと

きとの格差が結構大きいという話もあるのですが、

逆に少ないときは保育士などの職員とじっくりお

話ができてよかったというようなアンケート結果

もございましたので、継続についてはしてまいり

たいというふうに考えておりますし、場所につい

ては現在風連日進地区のほうで開催させていただ

いているのですけれども、日進地区を基本とはし

て、日進地区だけではなくてバスに乗って違う雰

囲気での場所の開催も視野に入れて、親子お出か

けバスツアーにつきましては今後工夫を加えなが

ら開催をしてまいりたいと、このように考えてお

ります。
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〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄を訪れるいろん

な若い世代の方たちに名寄のいいところを見てい

ただきたいと、そういう気持ちもありますので、

いろいろチャレンジするのは大変でしょうけれど

も、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

景色以外にも収穫祭ではおいしい食べ物を収穫

して、こんなおいしいトウモロコシ食べたことな

いとか、こんなおいしいカボチャ食べたことない

とかというお話をお聞きして、また農家に行って

直接お買い求めになる方もいらっしゃいます。そ

れがずっと長続きしていってほしいなということ

もありますので、食べることがいかに大切かと。

先ほど川村議員もおっしゃっておりましたけれど

も、食育です。小さいからわからないのだろうと

いうことなのですけれども、やっぱり味について

は小さくてもわかっていると思うのです。おいし

いものはわかると思うのです。それが健康にいい。

それが自分たちが成長していく上で大切なのだと

いうことをやっぱりしっかりと、ついでにではな

くてそういう機会もあったほうがいいのかなとい

うふうに思うのですけれども、そのことについて

はいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 大変

小さいお子さんでございますので、どこまでわか

るかというところもございますけれども、ただ言

えることは、この方がつくってくださった農作物

だということがその場でわかった状況で収穫祭と

かを行っているというのは非常に大きいことでご

ざいますし、報道等でも取り上げられておりまし

たけれども、親子お出かけバスツアーの収穫祭を

きっかけに地産地消でございませんけれども、そ

この農家さんとつながりができて、そちらの農作

物を購入されて食べられているというようなお話

も報道とかで拝見したところでございます。先ほ

ど議員からもございました。名寄市は転勤族の方

も多いところの地区でございますので、小さいと

きにそういう体験をされて、その後も名寄の農作

物を長く使っていただけるきっかけが親子お出か

けバスツアーになれば一つのきっかけとしていい

かなというふうに思っておりますので、今後もそ

ういう対応については続けてまいりたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） お子さん、親御さん

はもちろんなのですけれども、地域の高齢者の方

がやはり子供たちが自分の地域に来てくれたと。

もうすごくうれしかったという声をお聞きするの

です。また来てくれないかしらと。本当に大変だ

ったけれども、こわかったけれども、でも楽しか

った、そういう声をお聞きしている。もちろん風

連日進地区の方はもう本当に喜んで感謝している

ところなのですけれども、ほかの地域の高齢者も

やはり小さな子供を見ると元気になるとおっしゃ

る方が多いものですから、そういう機会を皆さん

に伝えていっていただきたいと思いますし、また

名寄にいらした若い世代の子育てされる方が名寄

は本当にすばらしいまちだったよと言っていただ

ける、その一つでもあるというふうに考えますの

で、ぜひ子供、子育てに対しては名寄市として一

生懸命取り組んでいるところですので、今後とも

子供たちのためにしっかり取り組んでいただきた

いというふうに考えております。

次に、高齢者が安心して住み続けるためについ

て再質問いたします。まず最初に、地域包括支援

センターと保健センターの連携についてお伺いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 保健

センターでございますけれども、平成２７年４月

からになりますけれども、保健師の地区担当制を

導入いたしまして、地域における健康相談や健康
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教室、家庭訪問などを通じて健康の課題を業務ご

とだけではなくて、個人や世帯や地域単位で支援

が展開できるような取り組みを進めさせていただ

いているところでございます。その中で介護予防

の取り組みだとか、介護サービスが必要な状況に

なった場合については、地域包括支援センターと

協議して、必要となる適切なニーズを対応すると

いうような連携を図ってきているところでござい

ますし、あと理学療法士の共同配置事業を合同で

実施するなどの取り組みを行わさせていただいて

おりまして、今後も両センターの横断的な連携を

図りながら事業を進めてまいりたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） これからますます保

健センターと地域包括支援センターの役割が重要

視されていくところでございますので、しっかり

と連携して一人一人にきめの細かい対応をしてい

ただきたいというふうに考えております。

先ほど民間の施設等々の状況など介護施設につ

いてお尋ねしたわけでございますけれども、民間

に対してあれこれ言う立場にはないのかもしれな

いのですけれども、連携して介護施設の状況も見

ながら名寄市として取り組んでいる状況だと思う

のですけれども、これからますます介護される方

がふえていく、また介護人材が足りなくなってい

くという中で、やはりその対応については市とし

て主導権を握ってしっかり対応していっていただ

きたいところでございますけれども、このことに

ついて再度質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたが、新年度は第７期計画を策

定させていただくということで、国からの指針が

まだ出ておりませんので、どこまでのものが出て

くるかというのはちょっとわかりませんけれども、

いずれにいたしましても現在の高齢者人口やら介

護給付費の状況等々を勘案しながら、必要な介護

サービスをどのように供給していくべきなのかと

いうようなことを計画の中で十分検討してまいり

たいというふうに考えておりますし、介護人材確

保の関係につきましては先ほど申し上げましたと

おり、１２月の４定で御承認いただきました補正

予算で現在２つの介護職員初任者研修の受講費用

の助成と、あと就職支度金の助成をさせていただ

いているほかに新年度新たに予算提案としまして

介護事業所さんに対する講習会の開催、これにつ

きましては実は北海道でも実施していただいてい

るのですけれども、なかなか事業者さんとのやり

とりの中で旭川や札幌とかある程度大都市に行か

ないとそういう研修会がないということで、名寄

の近郊であると出やすいというような御意見とか

もお伺いしまして、現在まで介護職員に対する確

保の職員さんに対する支援みたいなことを行って

いましたけれども、事業者さんに対する助成で、

長く勤めていただくだとか、魅力ある職場づくり

だとかというようなこともあわせながら検討して

いただくような講演会が開催できればなというふ

うに思っているのが１点と、もう一点が介護ジョ

ブカフェということで、若い方々に介護の仕事を

知っていただいたり、名寄を知っていただくとい

うきっかけをその場でつくっていければなという

ふうに思っています。これは、市でだけではなく

介護保険事業所、法人の皆さんといろいろ議論や

連携させていただきながら取り進めていければな

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはりこれからます

ます介護制度厳しくなってまいります。要支援の

部分でも今市町村におろされましたし、これから

介護人口がふえるにつれて非常に厳しい状況にな

っていくのだということはわかりますし、厚生労

働省、国の指針でやっぱり右往左往することのな
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いような、そんな名寄市であってほしいというふ

うにしっかりと取り組んでいただきたいと考えま

す。

昨日の答弁の中で、待機者１７５人、そのうち

名寄市内の方１６６人、病院、施設にいらっしゃ

る方１３０人、在宅３６人との回答だったと思い

ます。この要介護３から５の３６人の方たちの中

で、お世話されている方がいらっしゃるのだろう

というふうに考えますけれども、その方が病気と

か事故など緊急に介護できなくなったとき、市と

してどのように対応されるのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

要介護３から５の方々につきましては、一定今現

在居宅サービスを恐らくお使いになっていらっし

ゃるのかなというふうに思っております。その方

々の場合につきましては、必ずケアマネ、よく言

うケアマネージャー、介護支援専門員の方々を、

指定居宅介護支援事業所というケアマネさんの事

業所とそれぞれの方が契約されて、居宅介護支援

という支援を提供されて、そのケアマネージャー

さんは専門家、専門的な視点からそれぞれの方々

のニーズを把握して居宅サービス計画というのを

提案をさせていただいて、それに基づいて訪問介

護、ヘルパーさんだとか、訪問看護だとか、あと

デイサービス、通所介護だとか利用されているも

のと考えております。今議員から御質問ありまし

た何らかの事情で一時的に介護できなくなった場

合の対応につきましては、ケアマネージャーさん

に何かあった場合の対応については相談があると

いうふうに考えておりますので、そういった場合

につきましては例えば短期入所というのがござい

まして、市の清峰園としらかばハイツにもそれぞ

れショートステイのベッドは用意しておりまして、

現在長期入所についてはあいている状況でござい

ますけれども、短期入所２５ベッドあるのですけ

れども、そちらについては定員どおり運用させて

いただいておりますので、そちらの状況だとか、

あと市内には老人保健施設さんもございますので、

そこのベッドとかを利用しながら、短期入所を一

部お使いいただいている方もいるように承知して

おります。

また、介護者の状況に変化があった場合につき

ましては、それぞれの施設が特別養護老人ホーム

につきましては道の条例や国の規則に基づきまし

て入所判定会議というのを設けなければならない

ことになっていまして、名寄市の特養についても

そのような形で行っていますので、その家族の介

護者の状況というのも入所判定会議の重要な一つ

の指針になっておりますので、そういった変化が

あった場合については担当のケアマネージャーさ

ん等を通して施設のほうに的確にお伝えいただけ

るようにして御相談いただければというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それでは、今待機者

が１７５名いらっしゃるけれども、何とか対応は

している状況で、しなければならない、ケアマネ

ージャーもついている、居宅サービスもきちっと

しているということでよろしいですね。

それから、介護施設の清峰園としらかばハイツ

の介護士不足によって閉鎖している施設について

も６月から７月ごろをめどにどちらかを使用可能

とする方向で進んでいるということで再度確認さ

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 昨日も御答弁さ

せていただきましたけれども、現在事業団ではこ

としの７月をめどに両方の施設ではなく、片方の

施設を満床にできるような取り組みを進めている

ということで御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） わかりました。

一方では、やはり今いらっしゃる職員、離職を

防止するということが最重要課題だというふうに
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思います。先ほどジョブカフェだとか研修だとか

というふうにおっしゃっていたのですけれども、

内部的に何か離職を防ぐ手だてというのはなさっ

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたとおり、市以外の施設につき

ましてはそれぞれの民間法人さんが設置して運営

されていると理解しておりますし、清峰園としら

かばハイツについても一定社会福祉事業団に運営

をお願いして実施をしていただいていると、そん

な状況になっておりますので、内部のほうで理事

会等々の御議論いただきながら、それぞれの職員

の確保や離職防止についての取り組みが進んでい

るものと、そんなふうに理解しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） せっかくここまでよ

うやくたどり着いてきたときに、やはり内部的に

離職があったら本当に申しわけない。もったいな

いというふうに考えるところなのです。もちろん

事業団は独自の企業でございますので、それでも

やはり市の関与している施設でございますので、

そこら辺はしっかりと取り組んでいただきたいと

思いますけれども、再度このことについて御確認

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 事業団のほうからの報

告では、理事会等の報告も読まさせていただいて

おりますけれども、１つ研修体制を強化するとい

うことでこの間取り組んでいるところであります。

それと、いろんな御意見いただきまして、これは

いい言葉かどうかわかりませんけれども、どうし

ても介護従事者の方というのは感情労働という言

葉が言われております。そういったところから、

利用者の方々あるいは御家族の方々とのいろんな

連携といいますか、感謝の気持ちというのも密接

にあるのだよというようなありがたいお言葉もい

ただいている、そういう報告をいただいておりま

す。せっかく長年続けてきました事業団での介護

施設ですので、離職の防止のほうも随時そういう

研修体制等で取り組んでいるというふうにお聞き

しておりますし、また何よりも現場のほうで今ど

ういうことが課題なのと。そこらあたりも１つま

めに細かくフォローしなければならないというこ

とでやっているというふうに聞いております。こ

ういうことが効果が出てくるものと思っておりま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ市民も本当に見

守っているところでございますので、また高齢者

がふえ続ける中でのこのことでございますので、

きちっと取り組んでいただくことを希望します。

在宅介護につきましては、先ほども国の動向が

非常に大きいというふうに考えますけれども、今

後の見通しについて、また在宅医療と介護の連携

についてどのようにお考えかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたけれども、７５歳以上の高齢

の方々につきましては慢性疾患で医療機関に受診

されている方が大変多いかというふうに思います。

また、複数の病気もお持ちの方も多いかと思いま

すし、要介護認定の発生率も高いというふうに思

っておりますし、認知症の発生率も高いなどのそ

んな特徴があるということで、医療と介護の両方

を必要とするという方が大変多いものと考えてお

ります。その両方を必要とする高齢者の方々に対

して、高齢者の権利擁護や支援を受けながら、そ

の人らしい人生の最後を続けられるように在宅介

護と医療を一体的に提供するための必要な支援が

必要だというふうに考えておりますし、そのため

の研修会等も実施をさせていただいておりまして、

実は今週土日にもそういった病院を中心とした退

院支援だとかの研修会を実施させていただく予定
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となっております、専門職向けでございますけれ

ども。

先般実は新聞記事に北海道医療ソーシャルワー

カー協会というところが行った平成２８年度の入

退院連絡率という調査報告で、和寒以北中川まで

の２次医療圏域が上川北部圏域になるのですけれ

ども、そちらの入退院の連絡率が平成２４年の実

施率よりも４０％以上増加しているという調査報

告がございました。上川北部圏域でございますの

で、本市だけの実績ではございませんけれども、

先ほど申し上げましたケアマネージャーさんなど

がいろいろ御苦労いただいているのかなというふ

うに思っておりますし、本市で実施しております、

手前みそになりますけれども、介護給付費等費用

適正化事業等でさまざまな研修を行わさせていた

だいている、そんな原因も一部あるのかなという

ふうに思っておりますので、来年度以降も鋭意研

修等について努力してまいりたいというふうに思

っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり高齢者が安心

してこの地域に住み続けられるということで、一

歩前進なのかなというふうに思いますけれども、

まだまだ予断は許されない状況なので、これから

も注意して見守っていきたいというふうに考えて

おります。

３番目の働くことを通じて支え合う活気みなぎ

るまちづくりのためについて質問いたします。先

ほど水曜日ノー残業デーということでお聞きいた

しましたが、その取り組みについてはどのように、

この前も特定事業主のところで随分帰っています

よということだったのですけれども、その経過に

ついてお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 水曜日の早帰りの日

について再質問いただきました。先ほど申し上げ

ましたように、今回の特定事業主行動計画の時間

外の勤務の縮減の主な取り組みとして、７月以降

取り組みをさせていただいているということであ

ります。先ほど申したように、掲示板での配信で

すとか、あるいは各職場における職場長からの声

かけなど複数の指示というのでしょうか、声かけ

をしながら職場の中にその考えの浸透、あるいは

雰囲気づくりに努めているということであります。

実際に職員のほうから上がってきている声としま

すと、水曜日の夕方になりますと上司や、あるい

は周りの職員から声かけがあって、自分自身早く

帰ることを心がけていますよというような、そん

なうれしい声も聞いておりますので、そういった

意識が着実に浸透してきているのだなと思ってい

ます。なかなか数字ではありませんけれども、７

月以降の時間外を見ますと、前年と比べると災害

等を除くということになりますけれども、減少傾

向にあるというふうに思っていますので、これも

一つのあらわれではないかというふうに、そんな

受けとめをしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たまたま先週なので

すけれども、水曜日だったものですから、私もち

ょっと８時ぐらいまでおりまして、回ってみたと

ころが結構たくさんの方が残っておりまして、え

っと。前の水曜日は結構いらっしゃ……毎回とい

うことではないのですけれども、たまたま水曜日

どういうふうになっているのかなということで、

庁舎の中におりましたものですから、そういう帰

れない時期もあったり、帰れない職種の方という

のもいらっしゃるというふうに思うのですけれど

も、それはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 職場のほう細かく点

検をいただいたことにまずお礼を申し上げたいと

いうふうに思いますが、実を言うと職場の中には

水曜日に定例で会議を設けているような職場もあ

りまして、全ての職員がこの日に集中して帰るこ

とができないというのは、これは業務上やむを得
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ないのかと思っておりますが、そういった職場に

ついては例えば違う日を皆さんで工夫して早く帰

っていただくということもあると思いますし、先

ほど言われた事例については必ずしも毎週そうだ

ということではないというふうに私ども認識して

おりますので、そういったときも業務のスケジュ

ール上やむを得ない部分ありますが、それ以外に

ついては早く帰っていただく。あるいは、たまた

ま水曜日に遅くまでいれば違う日に体を休めてい

ただくとか、その辺はフレキシブルに各職場で対

応いただければというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今すぐどうなるかと

いうとなかなか定着しないというか、時間も要る

のだろうなというふうには思いますけれども、意

識ですね、やっぱり。意識が大事だというふうに

思いますし、声かけを、やっぱり掲示板で流すだ

けではなくて声をかけて、きょう帰ろうよという

ふうな雰囲気になっていただければいいかなと。

できればまた金曜日も早く帰れるような、そうい

う取り組みもしていただきたいなというふうに考

えております。

職場の人員につきましては、非正規がふえて職

員に過重労働になっているのではないかというこ

とも考えるところなのですけれども、その点につ

いてはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、こ

の間も申し上げていますように、行革というのが

あります。この中では、職場から声を上げてもら

いながら職場の状況の点検をしていただくという

ことであります。突発的な業務についてはなかな

か、時間外等で対応していかなければいけないと

思いますが、恒常的な業務が、あるいは新たな業

務等については当然その部局として人員が必要だ

ということであれば人員をふやすなどで対応して

ございますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 一方で、やはり職員

や非常勤職員、嘱託職員とか介護だとか看護師さ

んだとか保育士さんだとか、なかなか集まらない

ような状況もお聞きしているところですけれども、

この辺の採用についてはどのようになっています

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 言われるように、職

種によってはなかなか手を挙げていただけないと

いうような職種もございます。事務補助等につい

ては定員を上回るような形で応募をいただいてい

るというところはありますけれども、どうしても

有資格者となると対象となる方そのものが少ない

というところもありまして、なかなか私どもも苦

戦しているという一面はありますが、ここについ

ては私たちの職場には数多くの職員がおりますの

で、職員のネットワークあるいはつながりのある

関係団体、関係機関とのネットワークを活用しな

がら人材の確保に努めているということで御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たくさんお聞きした

いところはあるのですけれども、また次に質問さ

せていただきたいと思います。

きょうは国際女性デーということで、午前中ま

で女性がそちら側にいらっしゃらなかったのです

けれども、午後から山崎監査委員事務局長におい

でいただきました。本当にこの特定事業主行動計

画は、改正次世代育成支援対策推進法並びに女性

活躍推進法に基づき、仕事と子育ての両立や仕事

と生活の調和、ワークライフバランス、女性の職

業生活における活躍を推進するため、新しい行動

計画なのです。この計画について職員にどのよう

に周知していくのか、また名寄市はやはり市役所、

名寄市における名寄市役所の存在が非常に大きい

と思いますけれども、市内の労働者とともに働く

ことを通じて支え合い、活気みなぎる名寄市にし
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ていくことが課されていると考えますけれども、

名寄市の果たす役割をお聞きして、質問を終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 山崎局長が出席して

いたおかげで少し私どもも立場があるのかなとい

う思いもしておりますけれども、今回の特定事業

主行動計画については議員が言われるように、前

回は次世代の関係だけでしたけれども、女性活躍

推進法の制定も受けて制定をさせていただいたと

いうことであります。当然職場における子育てと

仕事の両立というのはありますけれども、そこで

軽減された分は家庭の中でしっかりと反映をされ

ていかなければいけないだろうというふうに思っ

ておりますので、職場での徹底についてはもとよ

りでありますけれども、この計画そのものの目的、

家庭でのところも含めて職員には周知徹底を図り

たいというふうに思っています。

また、役所については、ある意味では地域にお

ける一つのモデルとなる職場という認識もしてお

りますので、まずは役場というか、市役所からそ

ういった意識を醸成してまいりたいと考えており

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４８分

再開 午後 ３時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

利雪・親雪事業の推進について外１件を、東川

孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、利雪・親雪事業の推進についてお伺い

をいたします。名寄市の利雪・親雪にかかわるま

ちづくりについては、平成元年に旧名寄市におい

て冬に親しみ、冬を楽しむ暮らしを通して活力あ

る都市環境と豊かな冬の生活文化を創出すること

を目的に名寄の冬を楽しく暮らす条例を制定し、

市民と行政が連携、協力して推進されております。

この取り組みの背景には、名寄は多雪寒冷という

気象条件にあり、住民にとっては決して暮らしや

すい環境ではありませんでした。その中にあって、

昭和４４年に姉妹都市を締結した北方圏のカナダ

オンタリオ州リンゼイから寒さを生かしたまちづ

くりにかかわる生活文化を学び、また昭和５５年、

名寄青年会議所が実施した北方圏ジェットについ

ては、フィンランドを初め北方４カ国を視察し、

厳寒の北国であっても明るく生きる精神文化と豊

かなまちづくりを学び、名寄の地に取り入れるこ

とが目的で実施されたとのことであります。これ

らの取り組みを土台に市民グループが北方圏衣料、

染色物の展示会を開催し、雪あかりコンサートと

題し、フィンランドの楽器などの演奏会を開催す

るなど雪や寒さを財産として積極的に楽しもうと

する取り組みから、平成元年には北海道から利雪

・親雪モデル都市の指定を受けております。まさ

にこの指定は、厳しい名寄の自然環境を楽しみに

かえるという発想の中で、先人の皆様が築いてい

ただいた取り組みであります。

そこで、小項目の１番目、利雪・親雪事業のこ

れまでの事業の実績と評価についてお伺いをいた

します。現在まで市民と行政が連携し、協力しな

がら取り組んできました利雪・親雪まちづくりと

して大きく４つの事業に分かれております。その

１つは快適な生活空間の推進、２つに冬に強い住

宅の普及促進、３つに冬に強い生活文化の推進、

そして４つ目は冬のスポーツ、レクリエーション、

イベントの振興であります。これら事業の進捗経

過と事業評価についてお伺いをいたします。

また、各種事業を推進していく中で、冬に強く

雪や寒さを生かした利雪・親雪事業であるという

認識がいま一つ感じ取れないのですが、改めて理
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念、考え方についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、名寄の冬を楽しく暮ら

す条例の運用についてお伺いをいたします。先月

の広報２月号で、冬の暮らしを楽しくするイベン

トの紹介とあわせて、名寄の冬を楽しく暮らす条

例が記載をされており、市民の皆様には一定の理

解を深めていただいたことと思います。そこで、

名寄の冬を楽しく暮らす条例の中で市の責務、い

わゆる行政の責務、そして市民の役割が明示され

ております。いわゆる自然との共存性をはっきり

させ、しっかりとした意思を持った責任主体が重

要であると思いますが、具体的な運用についてお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、各種事業の今後の運営

とあり方についてお伺いをいたします。多くの事

業の推進に向けては、それぞれ事業評価を行いな

がら推進されていることと思います。事業範囲が

広いだけに行政組織の横断的な取り組みを含めて

各種事業に対する課題について今後どのように推

進していこうとされているのかお伺いをいたしま

す。

また、名寄市総合計画第２次の中で大切にした

いまちづくりの基本となる考えの中で、利雪・親

雪のまちづくりが提示をされておりますが、どの

ように反映をされていこうとされているのかお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、地域に根差した名寄市

立大学についてお伺いをいたします。名寄市立大

学は、道北に開学して以降、経済的、社会的、教

育的条件、そして地理的、自然環境など決して恵

まれた条件ではなく、むしろあらゆる面で厳しい

環境の中で耐え抜いてきた歴史があります。この

ような状況の中、昨年開学１０周年を迎え、学部

再編による社会保育学科の開設により子供から高

齢者までケアのあり方を幅広く研究できる学科構

成となり、これまで以上に地域の持続的な発展に

寄与できる体制で着実な歩みを続けております。

そこで、小項目の１番目、名寄市立大学の将来

展望と市民とともに歩む大学運営についてお伺い

をいたします。２００６年に創設された当時の基

本理念は、北海道に立脚する大学として地域に貢

献し、地域に開かれた大学を目指すとともに、栄

養、看護、社会福祉の３学部で保健福祉学部を構

成することの利点を生かし、大きく３点の基本理

念により運営をされておりました。開学１０年を

経過した現在、教育、研究、学生支援を含めた検

証結果と今後の課題についてお伺いをいたします。

また、昨年４月に第３代学長として佐古学長が

就任されました。就任された当時今後４年間の大

学運営の方針について、名寄市立大学が抱える課

題として、１８歳人口の減少に伴う質の高い学生

の確保、地域貢献、そして大学の教育環境の整備

に伴う財政課題を示され、その課題解決に向けて

は大学の将来構想策定会議の中で目指すべき姿を

示していくと述べられております。先般名寄市立

大学の将来構想ビジョン２０２６が発表されまし

たが、将来構想の基本的な考えについてお伺いを

いたします。

また、２０１１年度に大学基準協会による認証

評価を受審し、大学基準に適合していると判断を

されておりますが、課題も指摘をされております。

そこで、前回受審後の取り組みと平成３０年度の

受審に向けた準備態勢についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の２番目、コミュニティケア教育

研究センターの事業運営についてお伺いをいたし

ます。昨年の４月に従来の道北地域研究所と地域

交流センターが統合され、コミュニティケア教育

研究センターがスタートいたしました。コミュニ

ティケア教育研究センターは、地域と連携して地

域活性化などの課題解決に取り組み、地域貢献を

進めていくとされております。発足後間もなくコ

ミュニティケア教育研究センター内には学長が委

嘱された諮問会議、さらには企画運営会議、連携

推進協議会、評議員会などが設置されております

が、それぞれの会議の設置目的、構成、具体的役
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割についてお伺いをいたします。

また、スタートしてまだ１年目ではありますが、

コミュニティケア教育研究センターの活動が市民

によく伝わっていないように思われますが、情報

の発信並びに伝達方法についてどのように進めら

れているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、大学図書館の有効活用

と運営のあり方についてお伺いをいたします。大

学図書館は、４月の開館に向けて準備が進められ

ていることと思います。新しい図書館は３階建て

となっておりますが、各階の基本コンセプトと具

体的な運用についてお伺いをいたします。

また、大学図書館ですから専門書が多いとは思

いますが、市民の方も利用できるとのことで、現

在どのような書籍が置いてあり、具体的な利用方

法についてもお伺いをいたします。

また、１階にはコミュニティケア教育研究セン

ターが配置されますが、その目的と運用について

もお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま東川議員か

らは、大項目で２点御質問をいただきました。大

項目の１につきましては私のほうから、大項目の

２につきましては大学事務局長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、利雪・親雪事業の推進

について、初めに小項目の１、現在までの事業の

実績と評価について申し上げます。利雪・親雪事

業につきましては、積雪寒冷の気候風土を有する

名寄市の生活文化として、半世紀以上前から育ま

れ、北海道から利雪・親雪モデル都市に指定され

たことを契機とし、平成元年に名寄市利雪親雪市

民推進委員会が発足するとともに、名寄の冬を楽

しむ条例が制定をされました。この条例の理念に

基づき、これまで市民と行政との協働によりまし

て雪や寒さを生かして冬の生活をより暮らしやす

く、楽しいものとするため、多くの施策や取り組

みが進められてまいりました。具体的には、冬の

生活空間の確保として融雪溝の整備や排雪ダンプ

助成事業、除雪ボランティアなど除排雪に関する

施策が、冬に強く快適な住環境づくりとして北方

型住宅のモデルとなる公営住宅の建築や外断熱工

法を取り入れた小学校建設のほか、民間住宅にお

きましても高気密、高断熱住宅などの普及が進ん

できたところでございます。また、冬のスポーツ

活動やイベント、レクリエーションなど冬の生活

をより楽しむための取り組みでは冬季スポーツの

環境整備等普及に努めてきておりまして、現在は

財産を生かした冬季スポーツの拠点化を目指して

いるところでございます。また、スノーランタン

や雪フェスなどに象徴されます冬を楽しむイベン

トにつきましても、地域やさまざまな団体の連携

により取り組まれているほか、名寄市利雪親雪推

進市民委員会主催によりますフォーラムや講習会

など冬の生活文化を創造する活動も行われてきて

ございます。

これまでの利雪・親雪の取り組みの中で、設備

投資や財政支援を行うことにより一定程度普及が

進んだものや技術的な進歩により一般化するなど、

時代の流れにより終了している事業もございます

が、これまで整備されたインフラや排雪助成、ホ

ワイトマスター、利雪親雪推進事業補助金などの

制度が継続をしているほか、雪フェスを初めとす

るイベントやスノーランタンを活用した地域活動

など名寄の冬に欠かせない生活文化として定着し

ているものが多く存在をしてございます。

次に、小項目の２、名寄の冬を楽しく暮らす条

例の運用について申し上げます。条例では、市の

責務及び市民の役割など利雪・親雪を推進してい

く上でのそれぞれの取り組むべき事項などを定め

ているほか、市と市民が互いに協力し、一体とな

って利雪・親雪を推進するよう定めているところ

でございます。市の役割といたしましては、各部

局において利雪・親雪にかかわる業務や施策を遂

行してまいりましたが、利雪・親雪の共通認識を



－134－

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

持ち、条例の理念を意識した事業展開が必要であ

りますことから、条例に基づく庁内組織を機能さ

せ、利雪・親雪にかかわる施策の推進及び理念の

浸透を図ってきてございます。利雪・親雪にかか

わる事業や施策は、各部局に及び多岐にわたるこ

とから、今後におきましても庁内組織による意識

の統一を図りながら、条例の理念に基づく事業の

推進や市民への適切な支援と啓発が必要であると

考えてございます。

一方、市民の役割に関しましては、利雪・親雪

に関する活動やイベントなどへのかかわりや参加

について定めているところでありますが、これま

で地域でさまざまな活動が実践されてきたほか、

冬季スポーツやイベントなどへの協力や参加が浸

透してきていると認識をしてございます。しかし、

時代の流れとともに条例の理念や利雪・親雪の意

識が薄れていくことが懸念されることから、今後

とも広報なよろ及び市ホームページなどを通じた

情報発信や活動の支援を通じた意識の高揚、市民

参加や自発的な活動を促してまいります。

次に、小項目の３、各種事業の今後の運営とあ

り方について申し上げます。条例の理念を推進し、

利雪・親雪の意識をまちづくりに反映していくた

めには、具体的な取り組みを行うことはもちろん

でありますが、市職員及び市民の意識を一層高め

ていくことが重要だと考えております。特に行政

におきましては、職員一人一人が利雪・親雪を意

識することが必要であり、各部局の事業が条例の

理念や利雪・親雪にかかわるものであることをし

っかりと認識することに加えまして、市内の利雪

・親雪にかかわる取り組みを広く把握することが

重要であると認識をしており、市の内部組織であ

る利雪親雪庁内検討委員会を十分に機能させ、情

報の一元化を図りながら市内外に情報を発信して

いく必要があると考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２点目の地域に根差した名寄市立大学につ

いてのうち、初めに小項目１点目の名寄市立大学

の将来展望と市民とともに歩む大学運営について

申し上げます。

名寄市立大学は、平成１８年度の４年制が開学

以降、平成２８年度に１０周年を迎えることがで

き、昨年５月には記念式典を挙行することができ

ました。これまで本学を物心両面から支えてくれ

た多くの皆様に改めて感謝とお礼を申し上げます。

初めに、開学後１０年間の検証についてであり

ますが、将来構想を策定するに当たり１０年間の

総括、検証が必要であることから、策定委員会設

置後の早い段階で行いました。教育の分野から申

し上げますと、大学設置の際の基本理念である、

１つは保健、医療、福祉の連携と協働、２つは少

人数教育の実践、３つ目は地域社会の教育的活用

と地域貢献などについては各学科横断的な連携教

育科目の設定、地域全体をフィールドワークとし

た教育活動など一定の成果があったものと思われ

ます。次に、研究の分野では、文部科学省の科研

費が公立大学の平均より低く、本学の学科構成な

どを考えるとやむを得ない面もありますが、より

一層の努力が必要と言えます。教育、研究活動を

支える施設整備の面では、市議会の御理解をいた

だき、新図書館が完成し、社会保育学科を中心と

する新棟の整備が進んでいます。課題としては、

教室などへのエアコンの設置、トイレの洋式化、

施設のバリアフリー化などがおくれていますので、

今後も計画的に実施をしながら施設の適正な維持

管理に努めてまいります。学生支援の面では、本

学の学生は奨学金の貸与率が全国平均よりも高く、

また多くの学生がアルバイトを実施していること

から、できるだけ学業に専念できるよう経済的支

援の検討が必要となっております。

次に、将来構想の基本的な考え方について申し

上げます。大学教育をめぐる情勢については、１

８歳人口の減少など全ての大学が抱える課題に加

え、人口の高齢化などによる保健、医療、福祉系
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人材の需要の増加を受け、本学と競合する学部、

学科の新増設など特有の課題、さらには私立大学

の公立化による公立大学の増加など本学を取り巻

く環境は今後も厳しくなることが予想されます。

こうした状況を踏まえ、本学が地域に根差した市

立大学としてケアの未来を開き、小さくてもきら

りと光る大学であり続けるためには、大学設置時

の基本理念に基づく教育、研究などをさらに発展

させ、社会に貢献できる職業人の育成に努めるこ

とであります。

将来構想では、このような基本方針のもと、教

育、研究環境の整備、学生支援、社会連携貢献な

ど８項目の分野で基本的な考え方をお示しをいた

しました。今後は、具体的な施策を展開していく

ため、実施計画を策定いたします。現在策定作業

を進めており、まとまり次第市議会には提出をい

たしますので、御理解をお願いしたいと思います。

次に、大学基準協会による大学評価の取り組み

について申し上げます。大学基準協会では、文部

科学大臣の認証を受け、大学評価に関する業務を

行っており、本学では平成２３年度に受審をして

適合の判定を受けました。その有効期間は、平成

２４年度から平成３０年度までの７年間となって

おります。前回の受審後も事業評価アンケートの

実施による事業改善に向けた取り組みなどを進め

ており、平成２９年度は受審年度である平成３０

年度の前年度でありますので、全学的な委員会を

設置して教育、研究、教員組織、学生の受け入れ、

学生支援、教育、研究等環境、社会連携、社会貢

献、管理運営など基準協会の評価項目に基づいた

自己点検評価と内部の質保証を確保するための取

り組みなどを行い、名寄市立大学自己点検評価報

告書としてまとめる予定でおります。

次に、小項目２点目のコミュニティケア教育研

究センターの事業運営について申し上げます。旧

道北地域研究所と地域交流センターを発展的に統

合する形で平成２８年４月にコミュニティケア教

育研究センターを開設し、間もなく１年を迎えま

す。センターには、学内教職員で構成する企画運

営会議、市外も含めた保健、医療、福祉、教育、

産業などの関係者で構成する連携推進協議会、関

係機関の代表者などで構成し、外部評価の役割を

担っていただく諮問会議、そして全教員、係長以

上の事務局職員で構成する評議員会を設置をして

おります。初めに、企画運営会議はセンター事業

の企画、実施などを行い、毎月定例で開催をして

おります。連携推進協議会は、センターの目的を

達成するために必要な連携基盤の整備、センター

事業、研究などの連携推進を行い、年２回程度開

催をしております。諮問会議は、主に外部評価の

役割を担っていただき、年１回開催をしておりま

す。評議員会は、全教員と事務局の係長以上の職

員で構成をして、主に機関決定の役割を担ってお

ります。年３回から４回開催をしておりまして、

これはセンターになってから事務局の係長以上の

職員も入れることになりました。

次に、市民に親しまれる情報発信のあり方につ

いて申し上げます。情報発信につきましては、こ

れまでも広報なよろ、大学ホームページ、各種新

聞等で実施をしております。継続実施しておりま

す北都新聞のコラム「名大の時間」は御承知かと

存じますが、センター設置後の新たな試みとして

エフエムなよろの定期番組「ｉｎｆｏ名大」へ本

学教員を出演させていただいております。大学を

より身近に感じていただくとともに、教員が行っ

ている研究についても市民の皆さんに幅広く知っ

てもらいたいという趣旨で始めました。今後も幅

広く市民の皆さんに情報発信に努めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目３点目の大学図書館の有効活用と

運営のあり方について申し上げます。大学図書館

は、平成２７年度から２カ年の工期で建設工事に

着手をし、本年の１月３０日に引き渡しを受け、

現在は備品の搬入やシステムの確認など開館に向

けたさまざまな作業を行っております。お尋ねの

新図書館のコンセプトについてでありますが、基
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本コンセプトとして、１つ目は知的活動が見える

大学のシンボルとなる施設づくりを目指す、２つ

目はさまざまな交流が生まれる空間づくりを行う、

３つ目が全ての人が利用しやすい施設とするの３

点であります。これは、図書館が大学の顔として

の求心性、象徴制を持つ施設であることと学生同

士、学生と教員、異なる学科間、学生と地域住民

などさまざまな交流の場となる施設であることと

誰もが利用しやすい学習環境を創出することなど

から設定したものであります。また、各階のコン

セプトは、１階をアクティブエリア、２階をアク

ティブエリアプラス閲覧エリア、３階を閲覧エリ

アとしております。下の階はラーニングコモンズ

などディスカッションを中心とした活発な区間、

上の階は集中して閲覧や勉強ができる静寂区間と

して性格を位置づけしているものであります。

次に、大学が所有している図書、蔵書の概要に

ついて申し上げます。本年１月末現在の総蔵書数

は約９万 ０００冊で、内容は本学が専門職の養

成を目的とする大学という性格上所有している図

書は学生、教員が利用する専門書が中心となって

おります。そのため、市民の皆さんに対して利用

の制限はしていないものの、利用される方の多く

は地域で働いている専門職の方となっております。

今後も図書の整備は学生、教員が利用する専門書

を中心に実施してまいりますが、社会保育学科の

教材である絵本や学生のリクエストで整備をして

いる図書など一般的な図書もありますので、図書

情報の公開や市立図書館との連携などを進め、学

内外を問わず利用しやすい施設となるよう環境整

備に努めてまいります。

次に、図書館内にコミュニティケア教育研究セ

ンターを配置した目的と運用などについて申し上

げます。コミュニティケア教育研究センターは、

先ほども申し上げましたとおり地域活動や研究活

動などのさまざまな活動拠点として平成２８年度

に開設をいたしました。センターを知の拠点であ

る大学図書館に設置することにより、図書館に集

まる学生や教員、センターと連携する関係団体や

地域住民など多種多様な職種、世代が交流する場

が創造され、大学図書館の基本コンセプトにある

さまざまな交流が生まれる空間づくりが図られる

ものと考えております。新図書館に移転後は、こ

れまで以上に多くの市民の皆さんが訪れることを

期待しております。

以上、私の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。答弁をいただ

いた中で何点か改めてお伺いをしたいというふう

に思います。

利雪・親雪事業の推進でありますけれども、非

常に事業内容も幅広いということで、なかなか全

部を再質問という形にならないので、何点か絞っ

た形の中で質問をさせていただきたいというふう

に思います。先ほど臼田部長の答弁の中で、いろ

んな事業を進めていく形の中で北方圏住宅の運営

というのはもう設備投資あるいは財政支援の中で

ある程度めどがついたというふうな回答をいただ

いたのですけれども、前回この事業の中ではたし

かノースタウンの住宅というか、それもこの事業

で含まれたと思うのですけれども、今後は今新し

く、例えば北斗、新北斗というのは利雪・親雪事

業ではなくてもう既にそういうふうな建設の中で

含まれているという認識でよろしいのか、改めて

ちょっとお伺いをしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 既に公共施設につい

ては、一定程度冬に対応したというのでしょうか、

高断熱、高気密になってきておりますので、改め

て利雪・親雪というような形でのモデル的な事業

という位置づけはしておりませんけれども、当然

この条例にうたっているところの冬の生活を確保

するという意味では条例の趣旨に沿ったものだと

いうふうに思っていますが、ある意味ではもう一

般化されてしまってきているという、そんな押さ
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えをさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 了解をいたしました。

それで、先ほどの中で親雪事業、推進事業で補

助金、これが交付をされているというふうな答弁

をいただきました。その実績についてお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 名寄市利雪親雪推進

事業補助金について御質問をいただきました。こ

の事業については、利雪・親雪にかかわる市民活

動を財政的に支援するということで、１９年度か

ら制度化をしてきたところです。冬季におけるイ

ベントなどの支援をさせていただいたということ

でありますが、近年についての実績については年

間三、四件というのが近年の実績ということであ

ります。この間継続されている事業もありますし、

新規に取り組んでいただいている事業もあります。

ただ、取り組みの主体によっては、あるいはその

事業の内容によってほかの事業メニューを活用し

て実施をしているというのもありますので、それ

を加えますと三、四件にさらに三、四件が実施を

されているという、そのような認識を持っていた

だければ幸いかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今利雪・親雪事業の中

で三、四件、さらにそれプラスアルファ新たな取

り組みということなのですけれども、その辺の利

用をするという、どういうふうな利用の仕方だと

かというふうな方法というのは実際に市民の方に

どういうふうな周知をされているのかというのを

改めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 制度そのものについ

ては、市の広報紙ですとか、あるいはホームペー

ジ、エフエムなよろなどを活用しながら周知をさ

せていただいているということでありますが、市

役所にこういう利雪・親雪にかかわる取り組みに

ついての御相談があれば、それは担当する企画だ

けではなく、さまざまな部局で担当する企画のほ

うにつないでいただくような形もとらせていただ

いてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 先ほどその利雪・親雪

事業の答弁をいただいた中で、非常に幅が広いと

いうふうなことで、行政の中でも利雪・親雪に対

する共通の認識、あるいは理念の浸透をさせて市

民への啓発活動を行っていきますというふうなこ

とで答弁をいただきましたが、現在の利雪・親雪

の条件に基づいて各部門、庁内で実際にどのよう

に推進をされているのか、その辺についてお聞き

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われました

ように、利雪・親雪にかかわる事業というのは非

常に多岐にわたるというふうに思っています。そ

れは、行政が行っている部分もありますし、民間

が行っている部分もあるというふうに思っていま

す。それらの事業については、一義的に利雪・親

雪という事業ばかりではないのだというふうに思

っておりますので、各部局でそれぞれの目的を持

ちながら、その取り組みそのものは利雪・親雪に

つながっているのだという事業が多数だというふ

うに認識はしておりますので、庁内の横断的な組

織、庁内の利雪親雪推進委員会がございますので、

この中で情報を把握したいというふうに考えてお

ります。現状までは十分ではない部分があるとい

うふうに私ども認識しておりますので、ここにつ

いては先ほども申し上げましたように組織の機能

を十分発揮をし、庁内の取り組みはもとよりです

けれども、市内における利雪の民間の皆さんの取

り組んでいる情報などもこの中で取り組み、一元

管理できるような形で進めてまいりたいと、その

ように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今後ともその辺の
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取り組みを強化をお願いをしたいというふうに思

います。

意識づけという観点から、学校教育における意

識づけの強化という点でお聞きをしたいというふ

うに思います。たしか現在小学校３年生、４年生

の社会科の授業の中で、自分たちが住んでいる身

近な社会生活を総合的に理解できるようにと地域

社会の一員としての自覚を持ち、地域社会に誇り

と愛着を育てることを目的として、副読本を使い

指導されていると思いますけれども、具体的な指

導要領についてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

また、これらの取り組みとあわせて利雪・親雪

の活動に子供たちがどのようにかかわっているの

かお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 名寄の冬を楽しく暮

らす条例について、小学校３、４年生の副読本で

活用されている状況ということでお話がありまし

た。教育委員会で作成されています小学校社会科

副読本「なよろ」、これでありますけれども、こ

の中におきまして、これにつきましては社会科の

各単元に合わせて、指導要領に合わせてつくられ

ている状況にありますので、３、４年生の各単元

の中で随時活用をされているところであります。

その中で、「探ってみよう」のまちの人たちが受

け継ぐ行事の中で名寄の冬を楽しく暮らす条例に

ついて説明をしながら、冬のイベントを紹介して

いるところであります。また、資料編の「冬や寒

さで厳しい冬を楽しく暮らそう」の中では、名寄

の冬を楽しく暮らす条例の全文とイベントの写真

を掲載しながら、この条例に基づいて名寄市で取

り組みを進めているということを３、４年生の中

で、学校の中で子供たちに教えているところであ

ります。

あと、イベント等につきましてですけれども、

学校やＰＴＡ、地域住民の方と協働でスノーフェ

スティバルが実施されている学校があったり、学

校では当然スキー、歩くスキー、そしてカーリン

グ、そういった授業での取り入れも実施をしてい

るところであります。ただ、時数の関係でそうい

った取り組み、雪像づくりとか、そういったこと

ができている学校、できていない学校ありますけ

れども、小規模校ではそういった雪像づくりもし

ながら子供たちが外で冬に親しむ、そういった取

り組みを進めながら学校生活を送る取り組みを進

めています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 全体的な取り組みの部

分というのは、今説明を受けまして理解をさせて

いただいたところなのですけれども、後半にちょ

っとありましたように学校間でそれぞれ進めてい

る。それぞれの学校の規模だとかにも、あるいは

学校の地域性にもよるのかもしれないのですけれ

ども、非常に取り組みが教育的な副読本の教育の

部分についてはきちっと同じようなスタンスで進

められていると思うのですけれども、子供たちが

ほかのいろんな行事という面では学校間に差があ

るような気がするのですけれども、その辺の実際

の今の取り組みについてはどのようにお考えなの

か改めてお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

たスノーフェスティバルであったり、そういった

ものも地域なりＰＴＡの方との連携で、学校の事

業とか、そういった形でなくて連携の中で進めら

れているものが多くあります。学校の事業でいき

ますと、先ほど言いましたスキー授業であったり、

歩くスキー、カーリング、そういった授業がこの

冬を楽しく暮らす条例に結びつく、そういったよ

うな取り組みになっているのかなというふうに考

えているところです。そういった意味では、地域

で取り組んでいる冬のイベントそれぞれさまざま

な違いがありますので、それによって学校と連携

を図って取り組んでいることでありますので、い
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ろいろ取り組みの差があったり、取り組み内容の

違いというのはあるかというふうに思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 理解をさせていただき

ました。

続いて、各種イベントが実施をされていると思

うのですけれども、その中で先ほどもちょっと答

弁にありました雪質日本一フェスティバル、これ

の協力体制、実際に今例年実施をされているとは

思うのですけれども、ここ何年かの実際の観客の

動員数、これについてどのように把握をされてい

るのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問にあり

ました雪質日本一フェスティバルにつきましては、

観光協会を初めといたしまして市内の各団体や個

人の方々から組織されている実行委員会で運営し

ております。このイベントに対する協力体制とい

うことで、事前の雪像のコンクール等の雪柱の作

成につきまして、市内の金融機関などの事業所を

中心に関係団体や職員も含め２日間の作業に延べ

１８０人のボランティアの方々がかかわり合って

準備を進めてきております。また、そのほかにも

陸上自衛隊の名寄駐屯地の隊員の方々や、また国

際雪像彫刻大会の海外からの参加者の対応に多く

のボランティアの方々にも携わっていただいて、

多くの市民の参加によりつくり上げているイベン

トとして定着しているというところであります。

今回で今年度行われた雪質日本一フェスティバ

ルというのは通算で第６５回を数えるということ

で、今回の実行委員会が発表した入り込み客数に

ついては今年度につきましては１万 ０００人と

いうことで発表していただいております。また、

昨年は１万 ０００人ということで、実行委員会

からの入り込み数の発表、また２６年度につきま

しても同数の１万 ０００人ということで実行委

員会のほうから入り込み数の発表をされていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ことしも１万 ０００

人、ボランティアの方が１８０人、そのほか当然

自衛隊の方だとかの協力を得ているという形なの

ですけれども、実際にこれにも助成金が出されて

いると思うのですけれども、どうもここ最近雪質

日本一フェスティバルを見ていると、大雪像は自

衛隊の方がつくっていただいて、そのほかに国際

雪像、これはこれで非常にクオリティーが高い雪

像づくりで、これはまたすばらしいかなというふ

うには思うのですけれども、やっぱり本来利雪・

親雪という考えの中では市民の方の雪像、これが

年々少なくなっているのかなという、会場を見さ

せていただいて、この辺についてどのようにお考

えなのか、ちょっとお伺いをしたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 雪質日本一フェ

スティバルにつきましては、御承知のようにおら

の雪像コンクールということで市内の団体、個人

等も参加していただいて、残念ながら年々減少し

ているという実態があります。こちらの部分につ

きましては、やはり市民参加型のイベントという

ことで、今年度の実行委員会の反省の部分につい

ては収支決算が確定次第早い段階で実行委員会の

開催させていただいて、反省をするところであり

ますけれども、いかにして多くの市民に参加して

いただく、市民の参加型イベントという側面もあ

りますので、この部分についてはしっかり検証さ

せていただいて、来年度以降どういった手法で行

うことによって参加率が高くなるかというのをま

た実行委員の皆様方と一緒に検討していきたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今お話しのように

市民参加型、市民満足度をアップさせる企画力と

いうのがさらに必要かなというふうに思います。
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冒頭もお話がありましたように、利雪・親雪事業

というのはやっぱり名寄の厳しい自然環境の条件

であっても明るく楽しく生きるという生活文化、

これをきちっとあらゆる機会を通して情報発信を

していただくとともに、いろんな事業推進に向け

ても取り組みの強化をお願いを申し上げたいとい

うふうに思います。

続いて、２項目めの地域に根差した名寄市立大

学について再質問させていただきます。先ほど開

学１０周年を経過した検証と課題、それぞれ項目

ごとに答弁をいただきました。今後やはり１８歳

人口減少に伴う質の高い学生の確保というふうに

向けては非常に厳しさが予測されますけれども、

具体的に今後どのような施策をもって取り組もう

とされているのかお伺いをしたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今東川議

員からお話がありましたように、学生の確保とい

うのは大学を運営、経営していく中ではある意味

最も重要なことと考えております。それには、学

生が本学に魅力を持ってもらうということが一番

大切なのかなと。例えば教育の面では、基本理念

であります今までやってきております少人数教育

あるいは連携教育、地域全体をフィールドとして

活用している、これらの部分をさらには充実させ

ていく。あるいは、本学は専門職を養成する機関

でもありますので、出口の部分である学生に魅力

のある就職先、あるいは国家試験合格率の向上な

どにも取り組んでいく必要があります。また、学

ぶ環境の充実ということも挙げられます。図書館、

さらには間もなく１年後には御理解をいただきま

して新棟を建設することができましたので、これ

らも学生確保の中ではアピールしていけるのかな

と思っております。

最後に、これらを含めて広報活動をしっかりと

やっていくことが重要でありまして、特に道内は

もちろんなのですけれども、本学は北東北、青森、

秋田、岩手が学生がかなり来ておりますので、前

年までは八戸と盛岡の２カ所で進学相談会をやっ

ていたのですが、今年度からは青森、秋田も含め

て北東北の分野もそういうような説明の機会を持

っているところでございまして、これら広報活動

をしっかりと充実させていくことで学生、保護者

あるいは進路担当の先生に訴えてまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ魅力ある大学の今

言われたよさの部分をＰＲをしていただくととも

に、たしかこの間の資料の中で入学者の地域別で

見ると道内が６ ３％、東北が２ ５、約９割の

方が名寄市立大学に来られているということで、

今後人口が減っていく中では道内だけではなくて

やはり今言われたように東北を含めた近隣のとこ

ろの広報活動を含めた対策が必要になってくるの

かなというふうに、この辺はよろしくお願いをし

たいというふうに思います。

続いてなのですけれども、市立大学を活用した

地域ケア力プロジェクトというのが推進をされよ

うとしておりますけれども、具体的にどのように

運用されていくのかお伺いをします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 当該プロ

ジェクトというのは、国の地方創生推進交付金を

採択をして、ソフト事業、ハード事業それぞれ採

択になったところでございます。初めソフト事業

につきましては、本年度、平成２８年度から３０

年度までの３カ年の事業で、地域における保育専

門職の人材の育成及び確保などを主な目的として

おります。今年度、平成２８年度としましては、

保育士、幼稚園教諭の皆さんの処遇改善、あるい

は働きやすい職場環境に資するために上川、留萌、

宗谷、道北管内の保育所、幼稚園に勤務する非正

規を含めた全ての保育士、幼稚園教諭およそ ５

００名の方にアンケートを実施をいたしました。

そこでは、所持免許の内訳ですとか賃金、労働条
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件に係る多岐にわたる内容のアンケートを実施い

たしまして、おおむね ０００名から回答をいた

だきまして、今その分析作業をしているところで

ございます。まとまり次第関係機関あるいは市議

会のほうにも配付をする予定でございます。来年

度、２９年度以降につきましては、このアンケー

ト結果を踏まえまして保育士、幼稚園教諭の片面

しか持っていない方への講習会の実施、あるいは

幼稚園教諭の免許も１０年間で更新になりますの

で、そのような更新講習の開催など、あるいはリ

カレント教育なども含めてそのようなソフト事業

を展開していきたいなと考えております。

次に、ハード事業は今年度つい先般国の採択を

受けまして、補正予算として計上させて繰り越し

の手続をしております。これは、新図書館が完成

いたしますと現図書館の跡を主に社会保育学科の

模擬保育室として授業はもちろんなのですけれど

も、いわゆるその授業のほかに保育士の復職支援、

リカレント、あるいは子育て支援の場としての活

用なんかも計画しているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 通常の教育のほかに新

たなリカレント教育、やっぱりこういうふうなも

のというのも非常に地域とも密着をし、あるいは

ほかの地方からもわざわざ遠くに行かなくてもこ

こで受けられるという形の中ではハードもソフト

も含めて充実をしていくというふうに思いますの

で、ぜひそれの具体的な運用をよろしくお願いを

したいというふうに思います。

続いて、コミュニティケア教育研究センターの

事業運営について何点かお聞きをしたいというふ

うに思います。地域と連携した活動というふうな

形で進められているのですけれども、具体的にど

のようにされているのか、あるいはたしか学長が

できたときにも教員が地域に入り込んで活動をす

るというふうなお話もされたと思うのですけれど

も、その辺の具体的な活動についてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、地

域との連携についてでありますけれども、町内会

ですとか、あるいは各種団体がイベントですとか、

そのようなイベントの実施あるいは企画も含めて

御相談といいますか、主に学生のボランティアの

相談なんかが参ります。そこでは、センターが窓

口となりまして取りまとめ、あるいは派遣などを

行っております。実績としましては、２７年度の

実績では５９件の依頼に対しまして４５件、２３

８名の学生の参加がありまして、今年度、２８年

度につきましては２月末現在で６７件の依頼に対

しまして３０件、１３８名の参加をいたしており

ます。必ずしも満度にはできていない部分は、い

わゆる長期休暇ですとか、学生の試験ですとか、

あるいは実習なんかもありますので、全部を行う

ことはできないのですけれども、今後も学生に呼

びかけて、いわゆるボランティアをやりながらそ

の地域や町内会とのつながりを持ってできればな

と考えております。

もう一つ、教員が地域に入っての具体的な活動

ということで、本年度はセンターができて１年目

ということでありまして、継続と一部新規なんか

の活動を行っておりまして、継続の一つとしまし

ては商店街あそびの広場というのが今年度で５年

目になります。これは、センター事業として引き

継いだ中でより多くの教員と学生がかかわりまし

て、商店街関係者とともに中心市街地の活性化と

世代間交流なんかの取り組みを通しまして研究や

地域活動に取り組んでいるところでございます。

２つ目は、今年度から北海道が事業主体となっ

て市のスポーツ・合宿推進課と連携して進めてお

りますウインタースポーツコンソーシアムに参画

し、事業協力を行っております。昨年の１２月に

は、子どもスポーツカレッジという事業を実施い

たしまして、いわるイベントの内容の全てを大学

生活に置きかえることで大学を身近に感じてもら

うことを目的としました。申し込みの大学の募集
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要項に始まりまして、入学式、カリキュラム、授

業、卒業試験、卒業式といった一連の大学生活を

冬季スポーツやパラスポーツなどを楽しみながら

小学生４１名が体験をされました。

３点目としては、ことし２月になよろスポーツ

合宿誘致推進協議会と連携をしまして、風連の東

風連地区の冬の大運動会に参加、協力を行ったと

ころであります。地域における健康維持、体力の

向上などを目的にモデル的に実施した事業であり

まして、参加をしました本学の教員は健康測定、

体力測定、健康体操などを主に担当し、測定デー

タを分析する中から地域における課題や解決策の

研究、助言を行っているところでございます。来

年度につきましては、これらの実施した事業を再

度分析をして、新たな地域貢献ですとか地域課題

の解決に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 地域と連携した活動と

いうことで、２７年度、２８年度、５９件、６７

件、そのうちの４５件、３０件という多くの方が

携わっているのかなというふうに理解をいたしま

した。ただ、実際に例えば地域と連携した活動を

進めて、うちの地域で何か大学生とかかわりを持

ちたいなといったときの対応だとかという情報発

信といいますか、あるいは窓口だとかというのが

いま一つ、一回つながったところはそれなりにや

りとりができるのだと思うのですけれども、やっ

ぱり新たにやりたいなという部分についての考え

方をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まずもっ

て道北地域研究所時代からそういう相談を受けて

きたのですけれども、センターになりましてから

も窓口に気軽に来所ですとか、お電話でも結構で

すので、コミュニティケア教育研究センターの窓

口にことしからは専任職員も配置をしております

ので、ぜひお声をかけていただきたいということ

と４月からはいよいよ新図書館に場所が移転しま

すので、そこがセンターの事務所であり、そこの

前の部分はある意味交流のサロン的な部分も兼ね

ておりますので、お気軽に来所なりお電話なりを

いただければなと思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 了解をいたしました。

最後に、図書館の関係でお聞きをしたいという

ふうに思います。今書籍が９万 ０００冊、学生、

当然専門書が多いということで、地域で働いてい

る方も専門職の方が利用されている方が多いとい

うことなのですけれども、今実際に市民の方でど

れぐらいの方が利用されているのかともし把握で

きていればお教えをいただきたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） ２７年度

の実績でちょっと申し上げさせていただきますけ

れども、貸し出しの冊数で申しますと７１５冊と

いうことで、延べ人数では３０３名の方が利用さ

れているという状況になってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 大学というのは、一般

の市民の方から見るとちょっと敷居が高いという

ふうなイメージもあると思いますので、先ほどの

コミュニティケア教育研究センターが１階に配置

をされるということで、市民の方の利用促進に向

けてまた新たな情報発信なり、あるいは交流の場

として有効に活用していただきたいなというふう

に思います。

時間がなくなりましたので、実は私先日ことし

３月に卒業される大学生数名の方と話をする機会

がありました。いずれも先ほどの資料にもあった

ように東北出身の方だったのですけれども、入学

するときは名寄というのはどんなところかなとい

うのが非常に不安だったと。しかし、実際に４年

間生活をしてみると、名寄はコンパクトなまちで

住みやすく、人の温かさも感じる。とても住みや



－143－

すいまちだったというふうにお話をされておりま

した。卒業後のお話を聞くと、自分の求める働く

場所が名寄にはないということで、地方に就職を

せざるを得ないという中で、ちょっと残念な気が

いたしました。このお話を聞く中で、先ほど事務

局長が言われたように学校の中身の部分も当然訴

えていかないと、情報公開していかなければなら

ないのですけれども、やっぱりその中に地域の紹

介というのも志望校を選ぶには重要な要素の一つ

なのかなというふうな感じをしたところでありま

す。

そこで、時間もなくなったのですけれども、最

後に設置者であります加藤市長にお伺いをしたい

と思います。名寄市の大きな財産の一つでありま

す名寄市立大学、昨年１０年の節目を迎えて今年

４月には図書館のオープン、そして今週からは新

棟の建築が行われてハード面の充実が図られてい

きます。また、将来構想ビジョン２０１６におい

ては今後の大学運営の指針においてソフト面の充

実が図られる取り組みがされております。しかし、

一方では先ほど来お話出ていますように、１８歳

人口の減少、あるいは近隣地域においての市立大

学と同様の学部が設置される話など今後ますます

厳しい話が予測されます。今後地域貢献を含めて

地域に根差した大学運営に向けてどのような展望

を描いているのかお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まち・ひと・しごと創生

総合戦略、これが２０１６年、昨年の末にまた改

定をされまして閣議決定がされたわけなのですけ

れども、この中で地方大学の振興ということが改

めて大きくテーマとなって、実は有識者会議まで

これ設置をされて、ことしの夏までに一定の方向

を出すということなのですけれども、地方大学の

振興と若者の雇用ということはこれから地方創生、

地方を盛り上げていくためには非常に重要である

ということで、別枠づけで今この審議がなされて

いるということです。国公立、私立関係なく、地

方の大学は今地域社会にいかに貢献するかという

ことが求められる時代になってきておりまして、

これが一つの大学の大きな価値というか、魅力の

大きな要素になりつつあるというか、これからな

っていくということは間違いないというふうに思

います。そんな意味では、名寄の市立大学はもう

半世紀以上も前にそうした先見性を持って、また

いろんな御苦労があって、しかしこうやって脈々

と発展してきていた先人の皆さんの御努力という

のが本当に大変ものだなということを改めて感じ

ています。

御案内のとおり、名寄市は公立大学設置自治体

としては最も小さい自治体だと思います。それは、

逆を言うと地域と大学が物理的に最も近いという

ことが言えるのだと思っていまして、それは全国

を見渡してみても先ほど地方貢献ということで考

えると大学のこれからの大きな強みになっていく

のではないかというふうに思っています。一定の

施設整備も整いましたので、今後２０１８年以降

の人口減少という問題もありましょうけれども、

私は必ずや全国的にも選ばれる大学になっていく

というふうに確信をしています。そのためにもぜ

ひさらに地域で市民が大学を育てていく。そのこ

とによって大学も地域に貢献していくと。この好

循環をさらに強めていくことで、大学があること

による地域の活性化、さらには大学生がより多く

の地域に残って、また地域で活動していただき、

そんな基盤になるというふうに思っていまして、

また改めて東川議員初め皆様にも御理解と御協力

いただければというふうに思います。よろしくど

うぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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散会 午後 ４時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 東 千 春

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年３月９日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員
山 崎 真 理 子 君

事 務 局 長

平成２９年３月９日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

福祉と教育の連携について外２件を、山崎真由

美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をしてまいります。

人がこの世に生を受け、それぞれの人生を全う

し、命を閉じていく。その過程においては、誰も

が福祉と教育の恩恵にあずかることになります。

しかし、当然のことながらその状態は千差万別、

入り口が同じであったとしてもさまざまな条件が

複雑に絡み合い、出口は異なったものになってい

きます。出口が変わったとしても、それを個性と

受けとめ、おのおのの特質に応じた自己実現を目

指していくことができるようにと願い、大項目１、

福祉と教育の連携についてお伺いいたします。

最初に、小項目１、教育相談から見えてくる子

供の貧困についてお聞きいたします。名寄市にお

いては、平成２７年３月、「ここで育って、ここ

で育ててよかったといえるまちをめざして」を基

本理念に、名寄市子ども・子育て支援事業計画が

策定され、計画にのっとった事業が展開されてき

ています。この計画の位置づけは、子育て支援に

関する施策の基本的方向を示すものであり、住民

を初め保育所、学校、事業者、関係団体、行政が

それぞれの立場において子供の育ちと子育て家庭

の支援について取り組むための指針になるものと

されています。現在深刻化してきている子供の貧

困については、子供たちから発せられるＳＯＳを

いち早く受けとめられるのは学校であると考えま

す。学校における教育相談から見えてくる名寄市

の子供の実態についてお聞きいたします。

また、支援が必要になった際に行政の横の連携

の中でどのような対応がなされているでしょうか、

お聞きいたします。

次に、小項目２、市内主要施設における福祉と

教育の連携についてお聞きいたします。こども発

達支援センターこどもらんどと子育て支援センタ

ーひまわりらんどは、ともに未就学児を対象とし

ています。また、教育相談センターと基幹相談支

援センター事業は、ともに相談支援を実施してい

ます。それぞれの担う役割を果たす中で、取り得

る連携の可能性についてお聞きいたします。

次に、小項目３、高齢者と子供の拠点づくりに

ついてお聞きいたします。現在進められている親

子お出かけバスツアーでは、高齢者と子供たちが

触れ合うほほ笑ましい姿を目にすることができま

すが、残念ながら回数が限られています。高齢者

大学と放課後児童クラブの活動の連携など、地域

の中での拠点創出についてのお考えをお聞きいた

します。

次に、大項目２、国際交流の推進についてお聞

きいたします。名寄市は、カナダオンタリオ州カ

ワーサレイクス市リンゼイ、ロシアサハリン州ド

ーリンスク市及び台湾など以前から着実に国際交

流の歩みを進めてきました。しかし、市民意識の

中に温度差があるように感じられることから、一

層の国際交流推進を願い、小項目１、国際交流に

対する市民意識の啓発についてお聞きいたします。

次に、小項目２、各世代における国際交流につ

いてお聞きいたします。

小項目３は、スポーツを核とした国際交流につ
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いてであります。ホストタウン構想や合宿受け入

れに伴う国際交流についての計画をお聞きいたし

ます。

小項目４は、名寄市立大学を核とした国際交流

についてであります。教育都市を宣言している名

寄市において、名寄市立大学は言うまでもなく教

育の大きな拠点であります。世界には、看護につ

いての学びを欲している地域もあることから、今

後の留学生受け入れについての計画をお聞きいた

します。

最後に、大項目３、公立高校志願者数の推移に

ついてお聞きいたします。平成２９年度の公立高

等学校の入学者選抜の出願状況は既に発表されて

いますが、名寄市内２校の出願状況は倍率が１を

下回り、大変厳しい状況にあります。この現実を

どのように受けとめているでしょうか。単に少子

化だけでは済まされない地域存続にかかわるさま

ざまな課題が潜んでいます。

そこで、小項目１、志願者増につながる支援に

ついてお聞きいたします。自治体として、名寄市

内にある２校を一層充実した高等学校として支援

するその具体策についてお聞きいたします。

次に、小項目２は、特徴ある高等学校教育充実

についてであります。この高校で学びたい、この

学びができるからこの高校を受験すると生徒から

選ばれる学校をつくり上げていく上で、自治体と

しての支援策についてお聞かせください。

最後に、小項目３、中学校と高等学校との連携

についてであります。現在の状況と今後求められ

る連携についてのお考えをお聞かせください。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１と大項目２の

うち小項目３及び大項目３については私から、大

項目２のうち小項目１及び２については経済部長

から、小項目４は大学事務局長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、福祉と教育の推進について、

小項目１の教育相談から見えてくる子供の貧困に

ついてお答えをいたします。学校教育においては、

教育基本法第３条に定められている教育の機会均

等の趣旨を踏まえ、家庭の経済事情等にかかわら

ず、子供たち一人一人に生きる力を確実に育むこ

とが求められております。このようなことから、

学校においては子供たちが成績や将来の進路、友

人関係、異性関係、家庭の問題など一人一人異な

る悩みやストレスを抱えている場合が考えられる

ため、子供の悩みに対して適切かつ可能な限り迅

速に対応し、子供が安心して学習に取り組むこと

ができるよう教育相談を充実させることが大切で

あります。このため本市の各学校では、子供の発

達段階を踏まえ、一人一人の人格成長への援助を

図るため、組織的に相談を行う体制を整備したり、

相談時期の相談形態を工夫するなど教育相談の充

実に努めております。

具体的には、各学校では全ての教職員が学習場

面はもとより行事や当番活動などにおいて子供が

体の不調を訴えたり、憂鬱な表情をしているなど

のサインにいち早く気づき、悩みが深刻化しない

ように子供に声をかけるなど、いつでも相談的な

働きかけを行うようにしております。また、個別

指導、グループ相談、定期相談等の相談形態を状

況に応じて使い分けるなど、きめ細やかに支援す

ることや教育相談週間等を設定し、いじめアンケ

ートや相談アンケート等を活用しながら、学級担

任が全ての児童生徒一人一人と個別に面談するな

どして学校全体で組織的に個々の悩みに応じたき

め細かい相談を行っております。

さらに、子供の悩みや相談内容に応じて個人情

報の管理に十分配慮しながら、学校だけで解決し

ようとするのではなく、名寄市児童センターや本

市の健康福祉部、児童相談所など適切な関係機関

と連携し、子供に対する支援を行っております。

これまでに学校と関係機関などが連携を図った事



－148－

例といたしましては、担任などが子供の相談内容

から生活習慣や食生活の乱れを感じた場合は、担

任や管理職等が保護者と面談して望ましい生活習

慣等の定着に向けた改善策を話し合ったり、名寄

市教育相談センターに連絡し、教育推進アドバイ

ザーや教育専門相談員などから家庭や子供に対す

る働きかけ等について指導、助言を受けた事例が

あります。

２つ目といたしましては、担任等が子供の相談

内容から保護者によるネグレクトの可能性を感じ

た場合には、健康福祉部のこども未来課に名寄市

要保護児童対策地域協議会によるケース検討会議

の開催を要請し、子供が所属する学校の教職員や

こども未来課、社会福祉課、教育委員会などの職

員が集まり、家庭や子供に対する支援内容を検討

した事例があります。

３つ目といたしましては、子供が特別な支援を

必要としている場合などには、名寄市特別支援教

育専門家チームによる巡回相談を要請し、名寄市

立大学の専門的な知識を持つ教員や経験豊かな小

中学校及び高等養護学校の教員、子供が所属する

学校の教職員等が集まり、子供に対する具体的な

支援方策や環境改善などについて検討した事例も

ございます。

これまで学校が教育相談において子供の貧困の

状況を捉えた事例の報告は受けておりませんが、

担任などが子供の相談内容から家庭の経済事情が

子供の生活習慣や学習環境に影響を与える可能性

を探ることはできると考えております。その際に

は、担任や管理職が保護者と面談し、就学援助制

度等の経済的な支援を行っている教育委員会や生

活困窮者自立相談支援事業の窓口である社会福祉

協議会、さらには最後のセーフティーネットであ

る生活保護を担当している社会福祉課に相談する

ことを促すなどの対応をすることが考えられます。

今後教育委員会といたしましては、各学校には子

供たちが安心して学習できる環境をつくるため、

担任、教科担任、養護教諭はもとより心の教室相

談員や特別支援教育学習支援員など子供にかかわ

る全ての教職員が子供たちのさまざまな不安や悩

みを受けとめ、きめ細かい教育相談を進めるとと

もに、関係機関と一層の連携を図るようお願いし

てまいります。

次に、小項目２の市内主要施設における福祉と

教育の連携についてですが、こども発達支援セン

ターこどもらんどは、就学前の障害のある児童に

対し療育訓練を総合的かつ体系的に行うことによ

り、早期に障害の療育効果を高め、障害児の福祉

の増進に寄与するために設置されております。一

方で、地域子育て支援センターひまわりらんどは、

地域の子育て拠点として子育て支援に関する情報

の提供や家族相互の交流支援、子育て支援に関す

る相談など子育て支援全般の業務を行っておりま

す。また、保健センターではお母さん教室やちび

っこひろばの開催にあわせて育児相談を行い、そ

の中でひまわりらんどの利用について紹介をして

おります。このようにそれぞれの施設が独立性を

持って運営しているところであります。

なお、ひまわりらんどについては、主に育児に

関する相談について受けておりますが、その中に

は子供の発育に関する相談も含まれております。

また、保健師がかかわり、利用者の育児相談も行

っております。このような相談の中で、子供の発

育に関する相談については保護者の了解を得なが

ら、子供の発達を支援するこどもらんどとも連携

を図りながら対応しているところであります。

次に、教育相談センターと福祉の連携について

ですが、教育相談センターには教育専門相談員、

適応指導教室指導員、教育推進アドバイザーを配

置し、児童生徒や保護者などからの教育に関する

問題を中心とした悩みや相談を受け、学校や関係

機関と連携を図りながら問題解決に向けての支援

や指導を行っております。健康福祉部において昨

年４月から開始しました基幹相談支援センター事

業ぽっけは、障害にかかわる専門職員３名が担当

し、ワンストップ窓口として設置されております。
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ぽっけでは、就労や成年後見などあらゆる問題に

ついて年齢を問わず相談を受けております。また、

市内に複数ある福祉事業所の利用などさまざまな

調整を行う業務を行いながら事業を行っておりま

す。

福祉と教育の連携については、教育相談センタ

ーで受け付けた相談事業で、子育てや発達障害な

どに関することは健康福祉部と連携を図っており

ます。また、健康福祉部で実施をしています基幹

相談支援センター事業ぽっけや各担当窓口などに

おいて受け付けた相談業務事案で、学校を初め教

育に関することは教育委員会と連携を図り、対応

を協議しております。このように相談状況に応じ

て適切なアドバイスや支援ができる担当部署や機

関、施設へつなぐなど連携して相談対象者の問題

解決などに努め、安心して暮らしていくための必

要な支援を行っております。今後においても多様

化する相談内容に対応するため、相談体制、連携

の充実を図りながら取り組んでまいります。

次に、小項目３の高齢者と子供の拠点づくりに

ついてですが、高齢者大学と放課後児童クラブの

活動の連携については、本市では高齢者大学とし

て名寄地区にピヤシリ大学、風連地区に瑞生大学、

智恵文地区に友朋学級があります。各大学の活動

として、ピヤシリ大学では市内小学生とめんこや

あや取りなど昔の遊び交流を行っているほか、登

校時の児童見守りを行っています。瑞生大学では、

風連中央小学校において昔のお菓子づくり指導や

映像を使用した風連の昔の町並みや遊び、生活の

様子などのお話会、瑞生大学茶道クラブによる茶

道の作法指導を実施し、児童との交流事業を実施

しております。友朋学級では、智恵文小学校児童

と大空活動として農園での苗の植えつけ、収穫祭

や小学校学芸会、中学校学校祭の鑑賞など児童生

徒との交流を深めております。

放課後児童クラブでは、子供の成長と豊かな心

を育てるために習字教室や大正琴体験、茶道教室

など地域の高齢者の方たちと連携する行事を開催

し、異世代交流を深めた取り組みをしております。

現在高齢者大学と放課後児童クラブの連携はあり

ませんが、高齢者が長年培ってきた知恵や伝統芸

能を児童に伝えることにより、文化の継承と創造

への関心、意欲を高めるとともに、高齢者へのい

たわり、敬愛の念、思いやりの心を芽生えさせる

ことになることから、今後も高齢者と子供の交流

ができる環境を充実してまいります。

次に、大項目２、国際交流の推進について、小

項目３のスポーツを核とした国際交流についてで

すが、本市は相手国を台湾として２０２０年東京

オリンピック、パラリンピック開催に向けグロー

バル化の推進、地域の活性化、観光振興などに資

する観点から、参加国との人的、経済的、文化的

な相互交流を図るホストタウン構想に加盟をして

おります。現在全国１３４自治体が登録となって

いますが、うち７つの自治体が台湾を相手国とし

て合宿誘致活動を実施しているところであります。

本市においては、昨年１２月、さらには今月６日

に内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラ

リンピック競技大会推進本部の羽生雄一郎参事官

とともに台湾を訪問し、関係機関に対して誘致活

動を実施してきたところであります。残念ながら

現時点において合宿の問い合わせ、オーダーは入

っていませんが、引き続き誘致活動を進めていく

とともに、誘致が実現した際には合宿だけではな

く、相手国の教育文化を知るためのプログラムを

提供し、交流事業も実施していきたいと考えてお

ります。

次に、大項目３、公立高校志願者数の推移につ

いて、小項目１、志願者増につながる支援につい

て、小項目２の特徴ある高等学校教育の充実につ

いて関連がありますので、一括してお答えをさせ

ていただきます。今年度本市の高等学校２校の最

終出願状況を見ますと、名寄高校で ７倍、名寄

産業高校で各学科平均 ６倍の倍率となり、中卒

者が一時的に増加した今年度にあっても倍率が横

ばいか下がるという非常に厳しい状況になってい
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ます。特に名寄高校においては、これまで定数を

維持してきましたが、昨年からことしにかけて定

員割れが顕著になってきております。これは、生

徒の進学選択の多様化などが要因と挙げられます

が、これからも中卒者数が減少していく中にあっ

てはさらに厳しさを増す状況になると考えており

ます。

本市の志願者増につながる支援策などについて

は、さきの代表質問においてもお答えをさせてい

ただきましたが、平成２７年２月に名寄市内の産

学官の代表などで組織する名寄市内高等学校在り

方検討会議を設置し、地域で必要とされる人材の

育成確保のために必要な学科のあり方、生徒に選

ばれるような魅力ある高校づくりのために必要と

される支援策などについて検討が進められてきま

した。具体的には、在り方検討会議の中でも要望

が高かった支援策として、市内高等学校に通学し

ている生徒が就職や進学に役立つ資格取得に対し

てその受験料を助成する事業に新年度から取り組

む予定となっております。

また、市内２校の特色ある取り組みとして、名

寄高校では学力向上推進事業や高大連携講座、模

擬講座の実施による確かな学力の育成に努めてお

ります。一方、名寄産業高校においては、親子も

のづくり教室やアンテナショップの運営による地

域との連携、専門高校Ｓｋｉｌｌ Ｕｐプロジェ

クト推進事業の取り組みなど地域から信頼される

存在感のある職業高校を目指しております。この

ように両校とも魅力ある学校づくりを進めていま

すので、市といたしましても積極的に両校との連

携を進め、必要に応じた各種支援策を講じていき

たいと考えていますので、御理解をお願いいたし

ます。

最後に、小項目３の中学校と高等学校との連携

についてですが、義務教育を行う最後の教育機関

としての役割を担う中学校においては、生徒がみ

ずからの生き方を考え、将来に対する目的意識を

持って主体的に進路を選択、決定する能力を育む

ため、進路指導の充実を図ることが大切でありま

す。このようなことから、本市の各中学校では高

等学校と連携し、必要な進路情報の提供や進路に

かかわる啓発的な体験活動などの充実を図る取り

組みを推進してきたところであります。

具体的には、各中学校では生徒や保護者の高等

学校に係る理解が深まるよう生徒、保護者を対象

に高等学校の教職員を中学校に招いて高等学校の

教育活動等について説明をしてもらう高校説明会

を実施したり、中学校が高等学校に出向いて体験

入学に参加する取り組みを推進しております。ま

た、中学校と高等学校の教員が相互の授業の様子

を把握するため中学校の参観日を高等学校に案内

したり、高等学校の公開授業等に中学校の教員が

参加する取り組みも行っております。さらに、中

学生と高校生の交流を深めるため、部活動におい

て練習試合を行ったり、合同練習等を通して高校

生が中学生に指導する機会を設定するなど中学校

と高等学校が連携した取り組みを推進していると

ころであります。今後も教育委員会といたしまし

ては、各中学校において生徒がみずからの生き方

を考え、主体的に進路を選択、決定する能力を育

むため、高等学校と連携し、体験入学や高校説明

会などの進路にかかわる啓発的な体験活動の充実

を図るなど、教育活動全体を通じ、計画的、組織

的な進路指導を一層推進するようお願いしてまい

ります。

さらに、名寄市小中学校いじめ防止サミットに

高校生の参加を呼びかけたり、名寄市特別支援連

携協議会において日常の授業や活動を相互参観す

る取り組みを推進するなど、中学校と高等学校に

おける連携が一層深まるよう支援してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

国際交流の推進について、小項目１、国際交流に

対する市民意識の啓発について、小項目２、各年

代における国際交流について関連がございますの
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で、一括でお答え申し上げます。

名寄市では、市民交流を中心とした市民主体の

国際交流活動を推進してきましたが、今後ともこ

うした活動により市民の国際理解の醸成を図ると

ともに、国際社会に対応した人材の育成に努める

ことが必要と認識しております。次年度の国際交

流事業は、リンゼイ、ドーリンスク市、台湾から

高校生や市民訪問団が名寄市を訪れるなど受け入

れが中心となる予定で、滞在中はこれまでどおり

公共施設の見学、文化体験、事業を通じた交流等

を市民団体等との連携により行う予定です。

なお、御指摘いただきました各年代にわたり国

際交流に対する市民意識を醸成するためには、ま

ずは市民が楽しみながら外国の方々と触れ合う機

会を創出することが必要でありますので、受け入

れに当たっては市民も参加した上で文化体験を行

うなどこれまでよりも多くの交流機会を持つこと

で各年代にわたり優しさや思いやりを基軸とした

国際理解の基礎を培うことができるように努めて

まいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２点目の小項目３、名寄市立大学を核とし

た国際交流について、まず本学の国際交流の現状

から申し上げます。

本学では、国際交流に係る事業推進を図るため、

学内に国際交流センターを設置しておりますが、

実態としては停滞している状況にあり、海外の大

学との交流協定についても韓国の大学１校のみと

なっております。このような中、平成２８年度は

１月に冬期日本語学習プログラムを実施し、韓国

の大学生１４名を受け入れいたしました。プログ

ラムの内容は、１月９日から２０日までの１２日

間の日程で日本語学習の授業を基本にしながら、

茶道、日本舞踊、スキー、カーリング、餅つきな

ど日本文化や冬の名寄を体験できるものも取り入

れました。また、期間中は本学の多くの学生もボ

ランティアとして交流を図ることができ、参加し

た韓国の学生からは大変好評を博すことができま

した。

次に、国際交流に係る今後の基本方針について

でありますが、今般策定をしました将来構想の中

で４つの推進項目を定めました。１つは国際交流

センターを中心とした国際交流活動の推進、２つ

目は交流協定校の段階的な拡大、３つ目は学生の

海外留学における支援制度の検討、４つ目は名寄

市立大学外国人留学生規程の制定など受け入れ態

勢の整備であります。御質問の本学における留学

生の受け入れにつきましては、今回のような短期

的な語学研修等による受け入れは可能ですが、本

格的な留学生の受け入れには単位認定など教学上

の課題、学生生活を送る上での支援のあり方、授

業料の減免問題などクリアしなければならない課

題が多く、現状では困難と考えております。今後

本学学生の留学における支援制度の検討や海外か

らの留学生の受け入れ態勢の整備など将来構想で

掲げている推進項目を着実に推進しながら、将来

の留学生受け入れについて検討してまいりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問させていただきます。

まず最初に、福祉と教育の連携についてであり

ますが、先ほど小川教育部長からは学校の教育相

談については学校の全ての教職員が中心となって、

学校教育全体の中での教育相談を行っている。そ

れを児童センター、それから健康福祉部こども未

来課、時には児童相談所につないでということで

御答弁いただきました。その状況についての具体

的な事例も示していただきましたが、私が心配す

るのは学校教育が小学校から中学校にかわってい

くところ、中学校から高等学校へという、その境

目のところ、そして義務教育を終えて学校教育の

枠から卒業していく、その状況のときに福祉サイ
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ドでどのような連携の中で一人の子供を支えてい

くのかというところであります。具体的に教育相

談で対応してきた子供たちの事例について、福祉

サイドへのつなぎの部分について再度お聞きした

いと思います。もちろん個人情報にかかわる部分

はございますけれども、具体的な取り組みについ

てお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 小学校、中学校の教

育相談といいますか、正規に教育相談を実施して

いる期間があったり、日常の学校生活の中でいろ

んな場面で教職員が携わる、そういったことも含

めての教育相談という話をさせていただきました。

そういった中で、子供のいろんな悩みとか不安と

か発信されたことに対して対応しているわけです

けれども、その中のケースによって健康福祉部と

相談をしていくケースが必要な場合とか、教育委

員会内で完結する、学校内で完結する、いろんな

ケースがあるというふうに考えております。

福祉との連携を図る場合については、先ほど言

いましたけれども、それぞれ関係機関も含めて担

当者が集まって、どういった支援策、どういった

機関が対応するのが必要かということを話として

しています。それについては、それぞれ責任を持

って対応する担当機関が継続的にその子の情報を

観察しながら対応していきますので、どこがやる

かというのはそのケース、ケースによって違うと

いうことで御理解をいただきたいと思いますし、

小学校、中学校、さらには高校への連携につきま

しては、そういった子供の状態によって不安が生

じることについては進学する学校について引き継

ぎをきちんとしていくようになっていますし、特

別支援連携協議会においては幼児施設から高校ま

で、さらには就労先である、ハローワークも含め

て組織をしていますので、その中での連結も含め

てその子供たちを途中で途切れることなく、きち

んと引き継ぎながら対応していく、そういった組

織づくりも含めて進めているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 途切れることなくと

いう言葉をいただきましたので、その言葉は大変

重要であると思っています。名寄市特別支援連携

協議会の専門委員会については、本当に福祉と教

育それぞれの専門家の皆さんが集まって、名寄市

独自のすばらしい連携の中で子供たちを育ててい

ただいていると思っています。しかし、ここは特

別支援という枠の中での動きになっていると思い

ます。市内には、特別支援の対象になるかどうか

ということがまだはっきりしないボーダーの子供

たちもたくさんいることから、この専門委員会に

上がってこない状況にある人たちの支援について

はどのようにあるかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 特別支援、例えば障

害の認定を受けるとか、そういったことになれば

明らかにしっかりした対応というのがはっきりし

ているかというふうに思いますけれども、今言わ

れたようにボーダーであったり、ちょっと心配が

あるという、そういった子供のことだというふう

に思っていますけれども、一方では幼児期から名

寄市では議員も御承知のとおり「すくらむ」とい

うのも活用してもらいながら、家庭も含めて、保

護者の了解もいただきながら、その子の成長も含

めて、発達段階の状況も含めてしっかりその「す

くらむ」に記入してもらいながら、それをもって

継続していくということによって、幼児期から例

えば高校に進学しても子供時代からの状況がわか

るという、そうしたことできめ細かな対応ができ

るかというふうに思っていますので、それについ

ては保護者との理解、連携が必要でありますので、

そういったものをしっかり働きかけながら、有効

活用できるように今後も推進してまいりたいとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 個別の支援計画の

「すくらむ」ですけれども、この「すくらむ」に
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ついても全児童生徒に作成されているわけではな

いのではないかというふうに思っております。そ

の必要のある子供たちについての支援計画はあり

ますけれども、そこに上がってくるかこないかわ

からない状況で困り感を持っている人たちへの対

応についてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 子供の状態を上につ

ないでいくためには、保護者の理解というか、保

護者との、子供をしっかり話し合いによって、こ

ういう状況にあるというのはやっぱりお互い認識

することが重要だというふうに思っています。さ

きの「すくらむ」の関係、保護者の協力というの

を言ったのは、できれば言われているように全て

の子供たちが「すくらむ」に各家庭で幼児期から

の状況、いろんなことを記入してもらってつくる

のが一番私も望ましいというふうに思っています

けれども、なかなかそこまで大変さもあって作成

できない。そういった自分の子供に発達なり発育

についてちょっと心配がある子供の保護者につい

ては記入しているところありますけれども、そう

ではなくて全ての子供たちがそういったものを記

入してもらうような対応を整えられれば本当にい

ろんな面での活用ができるかなと思っていますの

で、そういったふうにできるような工夫改善もし

ながら今後進めてまいりたいというふうに考えて

おります。本当にケースによってどの程度のもの

を引き継ぐかというのは、この判断もまた難しい

状況があるというふうに思いますので、そういっ

た保護者の理解のもとつくられたものについては

きちんと引き継げるという、これは個人情報も含

めて了解をもらっていますので、そういったもの

を重要視しながら進めていきたいというふうに考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 昨年の４月から社

会福祉課の中の障がい相談支援係で基幹相談支援

センター事業としてぽっけを新設をさせていただ

きました。このぽっけの事業につきましては、あ

らゆる障害の方に対する相談支援について総合的、

専門的にワンストップの窓口を設けるということ

で設置をさせていただいたところでありますが、

ぽっけにおきましては１年しかたっておりません

が、この間の事業といたしましては障害児にかか

わる職員向けの研修会を昨年の５月、７月、９月、

１１月、そしてことしの１月と５回開催をさせて

いただいております。この中では、発達障害につ

いてよりよい保護者の対応について、自閉症につ

いてなどなどさまざまな専門的な勉強会を行って

おりまして、この中参加されている方を申し上げ

ますと、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校

の先生方、障害児の福祉サービス事業所の職員の

方、学童保育、こどもらんど、保健センターなど

から平均７０名近くの皆さんに集まっていただい

て勉強会を行っておりまして、顔の見えるつなが

りを構築させていただいておりまして、何か問題

があったときにはスムーズに連携をとれるような

体制をつくらさせていただいているところであり

ます。

先ほど議員からございましたこども発達支援セ

ンターの部分で、毎年３月にセンターでは各小学

校の特別支援コーディネーターの先生方にお越し

いただいて、小学校に入学することになるこども

発達支援センターを利用されていた障害児の方の

引き継ぎを行っておりますが、この中にもことし

からぽっけの職員を参加させていただき、つなぎ

を重要なものと考えておりますので、より一層連

携を強めさせていただくというような取り組みも

行ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 個別の支援計画の

「すくらむ」についても保護者の理解が根底にあ

るということですので、それは当然のことだと思

います。しかし、中には子供たちへの支援とあわ

せて保護者への支援が必要になるケースもあると

思います。そこで、余計に教育と福祉の連携を密
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にとっていただきたいというふうに考えていると

ころなのですけれども、先ほど田邊部長からお話

しいただきました基幹相談支援センター事業につ

いては本当に機能していただきたいというふうに

思っているところで、いろんな研修がなされてそ

れぞれの関係者のスキルアップもしていただいて

いることについては敬意を表するところではある

のですけれども、やはり相談に来られる方という

のは心がしぼんでいる状態で、不安を抱えている

から相談に来られます。その一歩としては、対応

してくださる方の表情であったり、本当に見えな

いところの支えが必要になってくると思います。

そこで、ちょっとお聞きしたいのは、どの場所で

どんな相談がなされているでしょうか。相談室は、

私の知る限りでは庁舎内にあろうかと思いますが、

庁舎内の相談の部屋で相談はなされているでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおり、子供たちの問題については子供たち単独

で解決できるような問題は少のうございまして、

そこにかかわる保護者などさまざまな問題抱えた

中の複合的な問題を解決していくという部分であ

りますので、健康福祉部には相談室を３つ設置し

ておりますので、その相談室の中で詳しいお話を

お聞きしているというような状況でございます。

また、生活困窮者自立支援事業につきましては、

社会福祉協議会の総合福祉センターの相談室の中

でお話を伺うというようにさせていただいており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 教育機関、それから

学校、今お話のあったぽっけについてもそうです

が、相談のできる環境についてはやはりもう一度

見直しをしていただきたいと思います。壁の状況、

お部屋の椅子の状況、全てが相談に来る人たちの

気持ちを左右させていくと思いますので、部屋が

古いとか狭いとかということ以上にその部屋の雰

囲気については相談を受ける方たちの気持ちの中

にしっかりと残っていくと思いますので、それに

ついてはいま一度部屋の状況の振り返りをお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 相談に来られる

方がよりリラックスされて適切な相談ができるよ

うな雰囲気づくりと申しますか、相談室をつくり

かえるとかという予算は今のところございません

けれども、より入りやすいような形、また一番大

事なのは相談を受ける職員の適切な対応、親切な

対応と考えておりますので、そこら辺も含めなが

ら今後の相談体制、今までも決してそんな変なと

いいますか、そんなような対応はしていないとは

思っておりますけれども、より一層相談体制の充

実には努めてまいりたいというふうに考えてはお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） お願いしたいと思い

ます。申しわけないのですけれども、やはり壁が

真っ白なままで、ただコンクリートの壁の中で相

談ということにはならないと思いますので、花一

輪飾っていただくだけでも、額一枚、心の穏やか

になる絵を張っていただくだけでも違いますので、

それについては強く求めておきたいと思っており

ます。この点についてまだまだ再質問させていた

だきたいとことがありますが、別な機会にさせて

いただくことにして、次に進みたいと思います。

国際交流についてであります。４点質問させて

いただきましたけれども、全てはやはり市民にと

っての国際交流がどうあるかということであると

思います。市民の皆さんが名寄がどんな国際交流

をしていて、自分はそこに進んで参加したいとい

う気持ちを持っていただけるかどうかということ

でありますので、例えば図書館の３階に今までの

国際交流、姉妹都市、友好都市とのつながりを示

す展示物が置かれています。このものは、なかな

か人目に触れる場所ではないというふうに思って



－155－

平成２９年３月９日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

います。小学生等社会科の学習にかかわって訪れ

る場合もあるかと思いますが、一部でもいいので、

常日ごろからみんなが目にするところ、ドーリン

スク市の皆さんはこういう方たちがいらっしゃる

のだな、子供たちはこんな活動をしているのだな

というパネル展示でもいいのですが、名寄にはＥ

Ｎ―ＲＡＹホールも、すばらしいものができてい

ます。よろーなもあります。文化センターもあり

ます。そういう一角を利用して、より市民の皆さ

んの目にするようなところに国際交流の足跡が掲

示できないものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今までに出た展示物

等の広く皆さんに見ていただくということでござ

いますけれども、もともと市立図書館３階には郷

土史、資料室という展示室がありまして、その機

能が旧消防庁舎に移転され、北国博物館に移転を

されて、現在国際親善メモリアルホールというこ

とで平成９年７月にスペースを有効に活用し、図

書館３階に開設したものでございます。現在では、

リンゼイやドーリンスク市との交流を通した記念

品、土産等が展示されていますけれども、メモリ

アルホールでは展示物を来館者に見ていただくほ

か、展示物の保存という目的もあることから、ふ

だんは施錠して見学者が来館された際に開錠して

いるという状況でございます。見学者の多くは小

学校の授業で見学に訪れる児童ということでござ

いまして、現在のところ御提案の趣旨に沿った場

所を確保することがなかなかできない、難しいと

考えておりますので、展示物はこれまでの長い交

流の歴史と貴重な資料でありますので、できるだ

けメモリアルホールはあることも市民の方もなか

なか御存じない部分もありますので、そういった

部分で情報提供という、広報なよろなどを使って

そういうものがあるということをお知らせすると

ともに、そんな取り組みをまず進めてまいりたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 目的について一部了

解できるところというのはもちろんあるのですけ

れども、保存という、保管というところが目的で

あったとしても、市民が目にしなければ宝の持ち

腐れということになってしまいますので、これに

ついては全部を移してほしいということではなく、

担当者のほうで、それから友好都市の委員会もご

ざいますので、その方たちとも十分協議していた

だく中でやっぱりしっかり市民がこの状態、活動

の足跡を掌握できるような方法をぜひとっていた

だきたいと思っていますので、これについてはお

願いしたいと思います。

次の大項目３にかかわって再質問させていただ

きますけれども、高等学校の間口維持について、

けさの新聞にも要望書が出されたというふうに載

せられておりましたけれども、もちろん間口を確

保していただきたいというのは生徒数ということ

だけではなく、その高校にいい先生にたくさん来

ていただいて、その高校の教育の充実を願うから

という部分も入っていると思います。しかし、間

口維持だけが目的ではないというふうに思ってい

ます。やはり高等学校の特徴ある教育が充実して

いくということにかかわりましては、検討会議の

中で検討されているということでありますけれど

も、子供たちの声というのは実際にその検討会議

の中で吸い上げられる場面はあるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 検討会議につきまし

ては、先ほど言いましたけれども、名寄市のこれ

まで経過も含めてそれぞれの商工会であったり、

農業関係であったり、福祉、そういった幅広い方

々の代表に集まっていただきながら、ある面では

１つは名寄市の将来に向かって地域経済なり人材

確保、そういったものを支える面、どういった市

内の学科、学校が必要かということを話をしたり、

進めてきているところであります。直接的に道立

高校でありますから、こういう先生を呼んだらい
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いとかありませんけれども、その中でやっぱり子

供たちがどういった進路希望とかを持っているか、

保護者がどういうふうに考えているのか、基本的

には保護者、生徒が進路を決定していくものであ

りますので、そういった面では中学校の代表も入

っていただきながら、そういったところから進路

の状況のこれは概要というところ、個別の話はで

きませんから、概要の話ですから、そういった話

も聞きながら、名寄の市内の将来に向けた発展、

一方では子供たちがどういった目指すものを持っ

ているかと。そういったことを両方から総合的に

意見を出し合いながら、この間検討会議の中で議

論をしてきているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今小川部長のおっし

ゃられた内容については、もちろんのことであり

ます。オール名寄でその課題について検討してい

かなければいけないということであると思います。

しかし、やはり選ぶのは子供であって、それを支

えるのがまず一番近いところで保護者、子供たち

の声というのがなぜにこの状況になっているのか、

それをしっかりと受けとめることも必要であると

思っています。

市長は、その時期のお子さんをお持ちのお父さ

んでもいらっしゃいます。この状況について子供

とお話をされることは、ちょっと私的なことで申

しわけないのですけれども、子供たちの状況はど

のように市長の耳に届いておりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 非常によく話しています。

子供たちの声もよく聞いていますし、わかってい

るつもりなのですけれども、この場で細かい状況

を言うのは差し控えさせていただきたいと思うの

ですけれども、いろんな角度から検証しなければ

ならないと思います。議員のおっしゃるように、

子供たちの声聞くのも大事ですけれども、例えば

子供たちも勉強したくないからこの高校に行くな

んていうようなこともあるわけで、そうなってく

ると子供たちの声も聞きつつも、やっぱり地域で

どういう子供たちを育んでいくのだと。将来的に

地域の学校としてどうあるべきかということを検

討会議の中で十分子供たちの声も踏まえて議論し

ていくことが大事だというふうに思います。議員

のおっしゃるとおり、間口を維持する、これも大

事だけれども、やっぱり将来的にどういう高校が

あれば子供たちや保護者、あるいは地域のために

なるのかということをしっかりと多角的な角度か

ら議論していくことが肝要かというふうに思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 勉強が得意でなくて

勉強を一番の目的にしないという子供たちはもち

ろんおりますけれども、その子たちが学校終わっ

て人生をつくり上げていくときに、では何を目標

にするのか。そのことについて、例えば産業高校

というのがありますので、その中で自分の職業を

見つけていくという学びをしていくと思います。

そのときに例えばスポーツで学校を選ぶ子供たち

もいます。名寄市におきましては、冬季スポーツ

の拠点化ということでプロジェクトを立ち上げて

おりますけれども、残念ながら冬季スポーツにか

かわる部分でほかの高校を選ぼうとしている子供

もいるわけです。本科の高等学校の教育の中でそ

のことがなかったとしても、名寄市の中でその活

動が学校終わった後の、または土日の活動の中で

しっかり取り組めていける環境が整えば、それと

抱き合わせで名寄高校、産業高校をという選びを

する生徒はふえてくるのではないかと思っていま

す。例えば音威子府の高校は美術工芸高校という

ことで特化しました。そして、クロスカントリー

でも全国制覇を２回行っています。小さな高校で

すけれども、倍率は必ず確保されています。推薦

入学ということもありますけれども、こういうこ

とについてもやはり今の高等学校の教育を、道立

ですので、基本にしながら、名寄市の支援策とし

てというところでは考えていく必要があるのでは
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ないかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員お話ありました

ように、子供の選択肢の中に部活動、自分はこう

いうスポーツでもっと技術を磨きたいということ

で進学する子供たちも多くいるかというふうに思

っております。名寄市は、冬季スポーツの拠点化

ということで２７年１０月にまち・ひと・しごと

創生総合戦略の中でうたいながら、総合計画でも

重点プロジェクトに位置づけて進めていきますけ

れども、本当にこれからまさに今がジュニア、子

供の育成といいますか、育成の前にやっていただ

く子供を集めなければならないというのが第一の

ことでありまして、そういった子供をしっかり育

てながら、行く行くは名寄の高校に進学をして、

名寄の高校で例えば冬季スポーツが全国に名をは

せるような、そういった活動ができるような取り

組みに進めていきたいというふうに考えていると

ころであります。ただ、いきなり今の冬季スポー

ツをやっているからといって名寄高校に部活つく

って人を集めるという、やっぱり素地がありませ

んから、ならないというふうに思っていますので、

そういった面では長期的なスパンの中で子供をし

っかり育てながら、そこを地元の高校でというこ

とでは考えは持っていますので、進めたいと思い

ますし、それに向けた素地については徐々にです

けれども、進めていきたいというふうに考えてお

ります。

今回次年度においても北海道が進めていますタ

レント発掘事業のタレント生も名寄に来てやりた

いという希望している子供もいるというふうに聞

いていますので、そういった人たちを大切に育て

ながら、徐々に体制をつくりながらそういった子

供から選ばれるような学校づくりの一つの魅力づ

くりとして体制をつくっていきたいと思っていま

すし、ただ近隣校、近隣の町村のように地方から

来たときに下宿代の援助とか交通費の援助、なか

なかそこまでは今の段階では支援策としては難し

い状況にあると思います。今回資格支援の助成制

度については２９年度から実施を予定しておりま

すけれども、そこは大きな判断、これは議員の皆

さんと議論をしていくこともあるかもしれません

けれども、そういった大きな支援策を持てば体制

もつくる部分があるかと思いますけれども、私ど

もではそこまではまだ考えていない。しっかりと

そういった実績をつくりながら子供たちに来ても

らう、そういった環境を高校とも連携しながら進

めてまいりたいというふうに考えているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 資格支援助成事業に

ついては、親の立場からもとても有効に作用する

と思っておりますけれども、やはり子供たちに選

ばれる学校にしていただくためには、それぞれの

高校でどのような教育がなされているかをしっか

りわかってもらうことが必要です。名寄高校につ

いては、進学率も上がっております。それから産

業高校についても建築科等いろんなコンペで優秀

賞等をとられています。３階にある産業高校建築

科のコンペのデザインはもっと人目につくところ

に移されてもいいのではないでしょうか。このこ

とだけ求めて、私の質問を終わらせていただきた

いと思います。ぜひそれぞれの学校の取り組みが

市民に広く伝わるようなソフト面での充実をお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ３階の展示物の話だけち

ょっとお話ししますと、実は建築関係の営業の方

というのはかなり市役所の３階に来て名刺を置い

ていく方が多いのです。ということで、先生方は

あそこに置くのは非常に効果的だというような話

をされておりまして、将来の就職につながるとい

う意味も含めてあそこでＰＲするのがいいという

話で、あそこに置かせてくれということで先生方

にお願いをされています。ただ、あそこ以外にも

ＰＲする機会を設けているはずでありますので、
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そういった事情があるということをぜひ御理解い

ただきたいというふうに思います。

教育長、何かあれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどお話しいただい

た部活動の支援のことについてでございますけれ

ども、御承知のように２年前から名寄市におきま

しては名寄市内高等学校在り方検討会議を設置し

ているということは、これはこれまでもお話しし

てきているところでございますが、その中の昨年

の３月に市長名で在り方検討会で打ち合わせ、検

討したことを道教委へ要望事項として提出したと

ころでございます。その中で少子化の中で魅力あ

る高等学校づくりを推進していくための支援とい

うことで、何点か名寄市が今後進めていく視点を

明らかにしたところでございます。その中の一つ

に、部活動への支援ということも盛り込んであり

ます。そこで、名寄市においては高等学校の部活

動を強化するために外部指導者の派遣など練習環

境を整えるための支援に取り組んでいきたいとい

うことと、もう一点、特に冬季スポーツの振興を

図るために少年団や中学校の部活動における指導

者の確保、あるいは選手の育成に努めて高等学校

へつなげていくような取り組みを推進していきた

いということで表明しておりますので、これに沿

って今後も進めてまいりたいと思いますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

地域経済の活性化対策として外３件を、塩田昌

彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目の１、地域経済の活性化対策についてお

聞きをいたします。公共施設の維持、管理、運営

に係る物品の購入において、地元事業者からの購

入は地元経済に及ぼす影響は大きく、雇用の維持

確保につながるとともに、名寄市が進める地方創

生総合戦略の柱である人口減少の歯どめ対策にも

つながると考えています。

そこで、小項目の１、物品購入等入札参加資格

の適用基準の現状について、小項目の２、公共の

物品購入における地元業者への発注状況について

どのようになっているのかお知らせください。

また、小項目の３、官公需についての中小企業

者の受注の確保に関する法律に基づく地元事業者

への優先的発注の取り組みについて、法の意図す

ること、市としての理解、認識についてお知らせ

ください。

次に、大項目の２、市街地商店街の市道除雪対

策についてお聞きをいたします。現在６丁目通の

現状を見ると、車道路肩の至るところに雪だまり

ができており、名寄の顔とも言える商店街にとっ

て好ましい状況にはなく、車両通行や景観に悪い

影響を及ぼしている現状を踏まえ、市道を管理す

る行政の対応として、小項目の１、５丁目及び６

丁目の市道除雪の現状について、小項目の２、商

店街の冬期におけるバス等大型車両通行と車道幅

員の確保についてお知らせください。

また、車道幅員の確保と融雪溝とは関連があり

ますので、小項目の３、６丁目通の融雪溝活用に

ついて、融雪溝の現状をお知らせください。

次に、大項目の３、冬季版ナショナルトレーニ

ングセンター誘致活動と可能性についてお聞きを

いたします。本年１月２４日の北海道新聞報道に

驚きと不安と違和感を感じました。記事の内容は、

札幌市が冬季競技全般の総合ナショナルトレーニ

ングセンターの構想案をまとめ、今週にもスポー

ツ庁へ提出し、国に整備を求めるものでした。多

くの市民から名寄市は２年以上も前から取り組み

を進めてきている、今後の対応はどうなるのかと

心配の声が上がっています。名寄市民の不安解消

の観点から、現時点での誘致に向けての取り組み

状況や経過などについてお知らせください。

次に、大項目の４、市職員採用に係る女性の面
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接官登用について。行政が所管する部署の中には、

看護師、保健師、保育士など女性が多数を占める

職種を含めた職員の採用に当たり、女性職員が面

接に携わっているのか、現状をお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び４につきましては私のほう

から、大項目の２につきましては建設水道部長か

ら、大項目の３につきましては教育部長のほうか

らそれぞれ答弁とさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目の１、地域経済の活性化対策

として、初めに小項目の１、物品購入等入札参加

資格の適用基準の現状について申し上げます。平

成２０年３月６日に定めました名寄市市内業者及

び準市内業者の認定基準につきましては、市内業

者及び準市内業者を指名選考する際にその資格要

件を定めるために設けた基準でございます。本市

の物品発注における本認定基準の運用についてで

ございますが、指名基準に地域要件を設ける際、

契約の適正な確保が前提とはなりますが、市内業

者及び準市内業者を地元業者として優先的に指名

する際に適用してございまして、特殊な物品を除

きその多くは適用の範囲と考えているところでご

ざいます。

次に、小項目の２、公共の物品購入における地

元業者への発注状況について申し上げます。平成

２７年度の発注実績では、発注件数割合における

地元業者の発注率につきましては指名競争入札に

おきましては５９件中４９件で約８３％、見積も

り合わせでは１０７件中９８件で約９２％となっ

てございます。また、今年度の発注状況におきま

しても同様の水準でございまして、発注の執行が

現在なされているところでございます。さらに、

担当課で発注する少額の消耗品や備品につきまし

ても毎年契約係より各担当課に文書により地元か

らの購入に努めるよう周知徹底してございまして、

地元発注に努めている現状でございますので、御

理解をいただければと思います。

次に、小項目の３、官公需についての中小企業

者の受注の確保に関する法律に基づく地元業者へ

の優先的発注の取り組みについて申し上げます。

官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律につきましては、国などが物件の買い入れ

などの契約を締結する場合、中小企業者の受注機

会の確保をするための措置を講ずることにより、

中小企業者が供給する物件の需要増進を図り、中

小企業の発展に資することを目的に制定をされた

法律でございます。この法律において地方公共団

体は、国の施策に準じ中小企業者の受注機会を確

保するための施策に努めるよう定められておりま

す。本市におきましても同法律に基づき、平成１

８年３月に名寄市指名競争入札参加者指名基準を、

平成２５年１２月には名寄市公契約に関する指針

をそれぞれ定め、契約の適正な確保ができる範囲

において市内業者を優先的に指名することとして

おり、今後とも引き続き取り組むことで適正な契

約を維持しながら中小企業の発展及び地域経済の

活性化に取り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、大項目の４、市職員採用に係る女

性の面接官登用について申し上げたいと思います。

まず、本市の採用試験の面接におきましては、副

市長と人事担当部局のほか、専門職におきまして

は担当部局が加わり実施をしてございます。御質

問のありました女性面接官につきましては、これ

まで市立病院の看護師採用試験のほか、保健師や

保育士などの採用試験で実施をしてきてございま

す。一般事務職につきましては、これまで人事部

局の担当者が男性職員であったために女性職員が

面接官を務めた実績はございませんが、男女共同

参画の観点から、ジェンダーバイアス、いわゆる

社会的、文化的差別、偏見が生じないよう国の男

女共同参画基本計画などを参考とし、女性の視点
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を生かした人材の確保についても今後調査をして

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だければと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２、市街地商店街の市道除雪対策について、小

項目１から小項目３まで関連がございますので、

一括で申し上げます。

初めに、小項目１の５丁目及び６丁目の市道除

雪の現状についてでございますが、５丁目通につ

きましては他の市道路線同様かき分け除雪を採用

し、市が委託により実施しております。排雪に関

しましては、名寄市市道及び私道除排雪助成事業

を活用しながら、五丁目商店街振興組合が委託し

た業者により排雪作業を行っております。また、

６丁目通につきましてはかき分け除雪を採用しな

がらも、平成２年に設置した名よせ通り融雪溝を

活用して、融雪溝の維持管理受託者である南６丁

目ショッピングモール維持管理組合により融雪溝

への投雪を実施していただいております。融雪溝

については、地下水を利用し、操作盤にて流量調

整を実施するとともに、流水により河川へ排水処

理しているところです。

次に、小項目２の商店街の冬期におけるバス等

大型車両走行と車道幅員の確保対策についてでご

ざいます。６丁目通は、融雪溝を活用し、受託者

により投雪いただいており、空き店舗など地先の

方が御不在であっても同様の維持管理をお願いし

ているところでございます。議員御指摘のとおり、

６丁目通は除雪後や大雪時には通常より車道幅員

が狭くなっている実情は認識しておりますが、こ

の件に関しての苦情や御指摘はこれまでいただい

ていないことから、必要最低限の幅員を確保でき

ていると認識しております。今後本件のような事

案が発生した場合は、交通安全上支障がないよう

バス事業者や維持管理組合の皆さんと情報交換し

てまいりたいと思います。

最後に、小項目３、６丁目通の融雪溝活用状況

についてでございますが、道路等の積雪を処理し、

快適な生活空間の確保、冬期間の生活環境の改善

を図ることを目的に、平成２年に維持管理組合と

協定を締結し、その活用、維持管理に努めてきた

ところです。この融雪溝は、設置から２６年が経

過し、経年劣化は見られるものの、現在は大きな

ふぐあいによる修繕等もなく、軽微な修繕を行っ

てきているところです。今後は、大きな修繕の発

生なども想定をしながら、維持管理組合と協議の

上、対応を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の冬季版ナショナルトレーニングセンター誘致活

動と可能性についてお答えをいたします。

国は、平成２２年にスポーツ立国戦略を策定し、

平成２３年には明るく豊かな国民生活の形成、活

力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に

寄与することを目的としたスポーツ基本法を制定

いたしました。現在国では、スポーツ基本法に基

づき、平成２９年度から５年間の第２期スポーツ

基本計画を作成しているところであり、３月１日

にはスポーツ審議会から答申が出されております。

その答申では、中期的なスポーツ政策を実現する

ため４つの基本方針が示され、スポーツ文化の発

展と全ての人々がスポーツの力で輝くことができ

る前向きで活力ある社会を実現していくこととし

ております。

本市においては、名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略においてなよろスポーツ合宿誘致推進

協議会を設立し、さまざまな環境を生かした冬季

スポーツの拠点化事業を推進しており、その事業

の中で冬季版ナショナルトレーニングセンターの

誘致にも取り組んでいるところであります。その

誘致活動として、２０１５年１月２６日には遠藤

利明前東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会担当国務大臣に要望書を提出する
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とともに、国が推進する各種アスリート発掘事業

を北海道と連携して実施するなど、地域一体とな

ったジュニアアスリート育成など各種実績を積み

重ねながら誘致実現に向けた取り組みを推進して

いるところであります。今後においてもナショナ

ルトレーニングセンターを運営する日本スポーツ

振興センター並びに北海道とも連携を図りながら、

誘致に向けて取り組んでまいります。

また、本市でのジュニアアスリート育成や大会

合宿の受け入れなど冬季スポーツ拠点化事業を重

点施策として位置づけて推進していることや冬季

スポーツに恵まれた自然環境や競技施設も整備さ

れていることから、冬季版ナショナルトレーニン

グセンターの設置に適した環境であることなど国

にアピールしながら誘致活動を今後も推進してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございました。私の持ち

時間の範囲内で再度質問をさせていただきます。

先ほど公共の物品購入に関する部分については、

恐らく一般会計並びに特別会計等々の部分で基準

に基づいて発注をされている内容についての御説

明だったと思います。きょう市立病院のほうから

も岡村事務部長がお見えになっていますし、企業

会計も結構大きな予算を有しているわけでありま

すので、この企業会計についてどのような対応に

なっているかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院の

ほうとしまして一般的な取り扱いとしましては、

一般会計に準じた取り扱いをさせていただいてお

ります。医療用の基準を満たす必要もあるという

ものもございますので、市内業者への入札、見積

もり合わせの実績としましては、平成２７年度実

績としましては約７８％と一般会計よりは若干低

目になってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 突然ありがとうござい

ます。企業会計については下水道会計もあるわけ

ですけれども、予算の多いところで市立病院に御

答弁をいただきました。

このようにして今御答弁いただく中で、やはり

公正、公平な観点に立って見積もり、そして入札

が行われているという中で、一般会計については

指名においては８３かな。そして、これは見積も

りの部分だと思う。金額でいうと１０万円以上１

１０万円未満という部分だと思うのですけれども、

９２％ということで、やはり大きな部分でありま

す。病院のほうは７８％とお聞きをしました。１

０万円を下回る小規模な物品等については、地域

で購入できるものは地域でというような考え方の

御答弁もありましたし、おおむね１００％に近い

形の中で市内で御利用されているのかなというふ

うに思います。したがって、市がこの施設管理等

々に用いる経費の部分で多くのお金を市内の経済

に寄与する、そういう意味合いから多く使われて

いるのかなというふうに思いまして、それは理解

をいたします。

その中で名寄市は、総計の第２次の基本理念に

人づくり、暮らしづくり、そして元気づくりとい

う３つの理念を掲げており、そして３つの大きな

プロジェクトの中で経済元気化プロジェクトとい

うプロジェクトを掲げて、そして地域の経済の好

循環を図り、まちの経済の元気化を生み出すとい

うような形、それから雇用の場や人材の確保も挙

げておられます。名寄のまちづくりの中で、多く

の若手の経済人等々がイベント等々で皆さん御努

力いただいて、協力をいただいて、いろいろ活躍

をしていただいています。そういう方たちが名寄

市のまちづくりに関して一生懸命御尽力いただけ

る背景には、仕事をしっかりこなしていかないと

雇用の確保なりなんなり、それから今の名寄市の

状況を見ると廃業を余儀なくされるだとかいうふ
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うな部分も出てきておりますし、そんなことから

やはり名寄にしっかりお金を落とすというような

ことは名寄市の経済にとって非常に大事なことだ

というふうに私自身認識しておりますし、恐らく

認識してくださっているのかなというふうには思

いますが、そこで先ほど官公需の関係について法

律に基づく部分としてお答えをいただきました。

契約の適正な確保ができる範囲内において地元業

者の優先的指名を行うと。それから、適正な契約

を維持しながらも中小企業の発展、そして地域経

済の活性化を図っていくのだというふうに御答弁

をいただきました。その中でこの発注に際して、

私は公正、公平であり、競争の原理という部分に

ついてはこれは守らなければならないものだとい

うふうに認識をしております。しかし、現在旭川

市なり札幌市では地元発注というふうな基準を新

たに設けております。それらをどういうふうにお

考えをするのか、それと名寄に合ったスタンダー

ドな基準といいましょうか、予定価格においては

これがいいのかどうかわかりませんが、最低予定

制限価格を設けるとか、そういうふうな形で進め

ていかれることというのはどうなのかなという、

できないものかなというふうな気が実はしていま

す。名寄市の地元業者にしても、メーカーと個々

に契約、要するに代理店の契約だとか特約店の契

約というのを結んで、いつでも発注に応じ、適正

な納品をするという形で頑張っているわけであり

ますので、この地元の努力に、いただいているこ

とも含めて先行発注、そしてそれに対する工夫と

いうものができるのかどうなのか、それについて

お聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま公契約に係

る部分についての再質問をいただきました。私ど

もも物品の発注においては、物品の確保によって

それを使っての市民サービスを上げるというのは

一方でありますけれども、もう一方では発注を通

じてできるだけ地元から調達をすることによって、

間接的になるかもしれませんけれども、地元経済

への影響についても当然視野に入れながらこの間

進めさせていただいてきたということであります

し、そのあらわれが１つとしては公契約の指針を

つくりましたけれども、それらの規定の中にも地

元での受注機会の拡大に配慮するのだということ

を明記をして努めさせていただいたと。結果とし

て、先ほど申し上げたようなかなり高い率での地

元発注につながっているのだというのが現在なの

かなというふうに思っておりますが、塩田議員は

さらに一歩踏み込んでというところの御提言でも

あったかというふうに思います。さらには、その

事例として旭川市あるいは札幌市の事例なんかも

いただいたということであります。具体には、こ

れから私ども調査をしなければいけないと思いま

すし、当然札幌市、旭川市と名寄市の置かれてい

る状況の違いなんかもあると思いますので、旭川

市、札幌市でとれたものが私どもが即そのまま活

用できるかどうかについてはまだたくさんの課題

もあるかというふうに思いますが、いずれにして

も私どもの考え方では法にも基づきながら適正な

契約を確保しつつ、できる範囲での地元発注に努

めたいというような意識はこの間も持っておりま

すので、先進事例などについても調査をさせてい

ただき、地域で活用できるものがあるとするなら

ばそれらについての導入についても検討させてい

ただければと思いますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 調査研究をしていただ

けるというふうなことなので、いろんな観点、角

度から研究をしていただいて、名寄市が経済が活

性化するというような形にやはり行政、民間一丸

となって頑張っていかなければならないものだと

いうふうに思っておりますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。

それから続いて、２番目の市街地商店街の除雪

の関係でありますけれども、５丁目と６丁目の違
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いについては理解をいたしました。５丁目につい

ては、かき分け除雪という方法ではありますけれ

ども、この除雪のときに中央に集めて、その中央

に集めたものを排雪、すぐ回すというふうな形で、

除雪したものがすぐ排雪されるというような状況

下にあることから、５丁目非常に私の目から見て

きれいに除雪をされているのかなというふうに思

っています。６丁目が今部長のほうから御答弁い

ただきましたけれども、やはり同じような融雪溝

を使っての除雪というふうなことになりますが、

至るところに雪だまりができていて景観が非常に

悪いと。実際に現場見て、いつも買い物で行った

りなんかしていて御存じだというふうに思います

けれども、道路の要するに車道の両サイドに融雪

溝が設置をされていて、融雪溝という穴があいて

います。それをふたをしているという状況ですか

ら、そこのところは通常でいうと除雪車は機械で

除雪することはできない。したがって、内々の部

分を機械で除雪し、そして除雪したもの、かき分

けたものを振興組合の人たちが朝６時から夜の１

０時までの時間の範囲内で適時投雪をするという

ふうなことで、景観快適な車道空間をつくるとい

いましょうか、いうふうなことだと認識はしてい

るのですけれども、現実にはそのようにはなって

いないというのが現状です。

それとあと、やっぱりそういうふうなことも含

めて、先ほどいろいろバス会社等々からの苦情が

ないというふうなお話をいただきましたけれども、

私聞いていく中で大型車両が交互通行ができない

ということで、停止をしているだとかいうふうな

こと等を含めて苦情があるのだよねというふうに

は聞いております。このことについても今後振興

組合なりバス会社と協議なされるというふうなこ

とですけれども、その辺実際にはお願いをしてい

るということでありますけれども、現状そうなっ

ていないというふうなことも含めて、それともう

一つは、アーケードの下については当然吹いてく

る雪は入るのでしょうけれども、降ってくる雪に

ついては歩道には積もらないということでありま

すが、６丁目の部分についても国道４０号側のほ

うですけれども、実際にはアーケードがないとこ

ろがあります。そこの部分については、そこを通

行するときに雪玉がどんどん、どんどん雪がたま

って馬の背のような形になって、要するに歩行に

苦慮すると。滑るというふうな状況があります。

このことについて市道を管理する行政として、歩

道除雪については現状どのようになっているのか

お知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今塩田議員のほ

うから歩道除雪ということで、アーケードが一部

切れているところ、６丁目のことということでよ

ろしいですよね。必ずしも今６丁目通が店舗が全

て道路に張りついているということではなくて、

なおかつアーケードが途中切れているということ

で、この部分の除雪についても基本的には議員も

御承知のとおりそれぞれ管理組合のほうに融雪溝

を使って排雪をしていただくというのが基本的な

考え方でございますが、私どもの委託をしていま

す中にも、私どもの実施をしている委託の設計の

中にもこの本線も含まれているという状況も実は

ございまして、改めてその辺は委託先と確認はさ

せていただきたいなというふうには思っています。

それとあわせて、現状なぜなかなか歩道除雪が

均一にならないのかということについては、全く

やっていないということではなくてやっているの

ですけれども、そこのアーケードがないものです

から、ほかから比べれば当然積雪が多いわけで、

どうしてもそこの雪をしっかりと削っていく、そ

の作業が御承知のとおりあそこは南側に雪を飛ば

すところが、雪を置くスペースが実はないという

ようなことで、少し馬の背状態の歩道になってい

るというのが現状かというふうに考えているとこ

ろです。

それとあわせて、先ほど５丁目、６丁目の関係

でいえば特に６丁目のこれは排雪の関係になるの
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でしょうか。市道については早朝除雪は私どもの

委託の中でやらさせていただいていますから、か

き分け除雪ということで両サイドに雪をかき分け

ていまして、それ以降についてはお願いをしてい

るという状況でございます。ただ、当初この組合

はきっと６０名からの組合員がいらっしゃって、

現状どれぐらいというのはちょっと数字はつかん

でおりませんけれども、先ほど言いましたように

アーケードに張りつく店舗も大分少なくなってき

ているようでございまして、組合員の方も少し減

少している。そういった中で、なかなか投雪の作

業等が厳しくなってきているのかなというふうに

は押さえているところでございまして、現状議員

が言われましたように、特に町中の商店街という

ことでございますので、改めて私どもも商店街組

合の皆さんと少しお話をさせていただきながら、

今後どういう形で融雪溝の活用ですとか、あるい

はそこの使用について環境を整えていったらいい

のかということで協議をさせていただきたいとい

うふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ちょっと私の理解の部

分でひょっとして違っているのかもしれませんけ

れども、歩道除雪に関してはアーケードとアーケ

ードの間にまた空間があるというのは別として、

国道４０号側のほうの部分、実際に店舗運営をさ

れている個店主の方たちはちゃんと歩道をあける

ということはやっておられます。しかしながら、

そうでないところについては放置とまではいきま

せんが、そういう状態になっているということで、

非常にやはりこれは安全面から考えても本当にこ

れでいいのかなというふうに感ずるところです。

実際に契約といいましょうか、路線の除雪契約の

中では歩道除雪も盛り込まれているというふうに

お答えになっていたのかなというふうに思うので

すけれども、現状の状況なりなんなりでなかなか

それは思うような形になっていないというのが現

状なのかもしれませんが、そこのところはやはり

知恵を使って委託先である業者としっかり詰めて

いくべきではないかなというふうに思いますので、

その辺もよろしくお願いしたいと思います。

あと、融雪溝の関係について、先ほども私何度

も言っていますが、６丁目の至るところに雪だま

りという部分については、通常下の融雪溝の管理

は行政であり、そして道路の上といいましょうか、

道路上といいますか、道路上の排雪というふうな

部分、排雪というか、除雪されたものを排雪する

がゆえの融雪溝に投雪されるという行為になると

思いますけれども、これはやはりそこで暮らす方

々が行うというふうなことなのかなというふうに

思いますが、平成２年の当時、設置をしたときの

個店数は６４でした。しかしながら、現状は２８

に減っているというふうなことで、いろんな部分

でやはり維持管理をするというのが非常に大変な

状況になっているというのも背景にあるのかなと

いうふうに思います。これは、やはり大きく減っ

てきた背景には大型店ができて、その経済の流れ

が名寄の場合大きく変わってきたというふうなこ

とや、高齢化といいましょうか、そういうふうな

いろんな要素があってなかなか厳しいこと、状況

にあるのかなというふうに思っていますので、そ

れらを含めた中で融雪溝を利用していく。そして、

道路の快適な除雪が完了するというふうなことも

含めて御協議をいただき、やはりこれは進めてい

かなければならない大きな問題だというふうに思

っております。

そこで、融雪溝の現状ということで先ほど一部

お話をいただきましたけれども、この融雪溝、私

も去年、ことしと融雪溝のふぐあいといいましょ

うか、その原因は定かではありませんが、水がた

まっていないからなのか、どういうことなのか、

それはわかりませんが、そこら辺の部分において

これは苦情があって、その苦情に対する対策とい

うふうなものはどのようにとられていたのかお知

らせください。
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〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

ら苦情ということでお話ありましたけれども、私

どもこの融雪溝を使うに当たってスタートの時点

でこれは組合のほうと協議をしながら始めるわけ

ですけれども、どうしてもスタートの時点では融

雪溝内に水がたまらない状況。その中で、例えば

大雪の状況ですとか降雪の状況にもよりますけれ

ども、そういった際になかなか水がたまらない、

あるいは雪の解けが悪いというようなことでいろ

いろと御意見をいただくということはございます

けれども、それ以降シーズンに入りましたらそう

いったことについては、苦情といいますか、御意

見についてはうちのほうは余り聞いていないとい

う状況にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 私は、御意見、苦情と

いう言い方はちょっと失礼なのかもしれないけれ

ども、こういう状況だったのだよねという話でお

聞きはしています。そのとき市のほうの担当者が

来てくださってという話はありますが、実際には

ことしに入ってからも私もそういうふうなことが

あったことから、ちょっと注視してあそこの部分

何度も見させていただき、実際に投雪行為を行っ

ている方とお話をさせていただきました。そうし

ましたら、やはりその方も言っていましたけれど

も、ここはいいのだけれども、だめなところもあ

るのだよね、そういう言い方でした。ですから、

どこがだめなのかというのは私もその中で点検を

したわけでもありませんし、わからない部分では

ありますけれども、実際に平成２年ですからもう

２６年経過をしているという施設であります。そ

れと、同じような融雪溝を利用しての除雪対策と

いう部分については、錦通、藤花の前の通りにな

りますが、そこもこの融雪溝を実際にやっている

わけですよね。そこの部分については、これまで

そういうふうな、言葉悪いですね。苦情だとかい

うふうなことで対応された内容等についてあるの

かどうかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 錦通については、

平成２４年ぐらいに融雪溝の水のたまりが悪いと

いうことで、内部調査しましたら少し漏水が見ら

れたということで、２５年から４年かけまして融

雪構内の水漏れを防ぐということで修繕のほうを

実施をしているという経過はございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） そういう中でそういう

ふぐあいがあったというふうなことなのかもしれ

ませんが、たしか錦通の融雪溝については設置が

平成６年ですから、実際には６丁目の名よせ通り

の設置よりも４年早いのです。その中でそういう

ふぐあいがあったというふうなことですから、６

年と２年ですから４年ですよね。４年遅いという

ふうなことで、実際に早くにやっていた商店街の

ほうの融雪溝、ふぐあいが起きるのは当たり前だ

なというふうに私は思うのですけれども、そのこ

とも踏まえて調査等々、それからポンプ、当然地

下水をくみ上げるわけですからポンプの寿命もあ

りますし、そこら辺の部分の６丁目のところの対

応について再度お聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 名よせ通りの関

係でいえば、これまでの経過でいえば平成２年に

設置をして、ポンプの関係については２度ほど交

換をしている状況にあります。平成２年に設置を

して１０年と２２年ということで調査をしました

らそういう状況があるということで、どちらかと

いうとポンプというよりも先ほど錦通の話ししま

したけれども、少しそれぞれの桝において漏水の

関係が経年劣化である可能性についてはあるのか

なというふうに思っているところであります。２

８年、ことしから調査も少し始めていまして、大

がかりな修繕ではありませんけれども、その都度

水漏れ確認できたようなところについてはやらさ
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せていただいているという状況についても御理解

をいただければというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ポンプは２回やってい

るのです。実際ポンプといいますか、機械の耐用

年数って１０年から十二、三年ということですか

ら、そのような形で行われているということだな

というふうに思います。

融雪溝の部分については、そういうあそこは小

さい５００メートルの間を４ブロックに分けて、

そして水をためて、聞いたら水は始まりのところ

は４５センチの深さで、片方、流れていくほうは

７０センチの深さ、これが担保されるというふう

なことで雪を投げ入れて、そして地下水の温度は

大体１３度ぐらいというふうなことですから、そ

れで解かして川に流すというふうな画期的な部分

でありますし、こういうふうな形で本当にきれい

に調整されるのが一番望ましいことだというふう

に思っていますので、このことに関してはなるべ

く早い時期に、この４ブロックの部分については

堰でとめているわけですから、とめて流量を確保

できているのかとかということも含めて、できる

部分についてはやはり検査するといいましょうか、

すべきではないかなというふうに思いますので、

要望をしたいと思います。

それとあと、実際に先ほどもちょっと話をさせ

てもらいましたけれども、そういう環境が変わっ

てきているといいましょうか、個店主自体の数が

減っている、対応をする方たちが少なくなってい

る、高齢化している、そういう現状を踏まえてな

かなか厳しい状況にはあるのかなというふうに思

っています。同じように融雪溝でなくて流雪溝と

いうふうに言っているのかもしれませんが、国道

４０号の状況等について若干お知らせいただきた

いと思います。わかれば。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 国道４０号線の

流雪溝ということで、平成１１年に一部供用開始

をして、１３年から全面供用ということで始めて

いまして、延長が ６キロ、ちょうど大通の南９

丁目から産業高校のほうに曲がるあそこの角のと

ころまでが流雪溝の延長になっています。これに

ついては、名寄市の管轄ではなくて国の管轄とい

うことで今お願いをしているという状況になって

おりまして、管理については名寄市の委託という

ことで、国のほうからの委託費用をいただいてい

るという状況になります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それで、国道４０号の

ほうの受益者負担というふうな部分についてはど

のようになっているか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 受益者負担とい

う、国が設置をしているということなものですか

ら、それぞれ地先の方に雪を入れていただくとい

うようなことで使用させていただいているという

状況にあります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ということは、受益者

負担はないという、そういう状況だと認識してよ

ろしいということですね。やはり実際維持してい

くのは非常に大変だなというふうに思っておりま

すので、そこら辺も含めて商店街の方たちと行政

としっかりとした協議の場を持って、そして今後

進めていってほしいというふうに願っております

ので、その辺をお約束いただいて、この質問を終

わらさせていただきます。

それでは次に、冬季ナショナルトレーニングセ

ンターの関係なのですけれども、るるこの対応に

ついてお話をいただきました。私の記憶の中でも

このトレーニングセンターの部分については、具

体的な構想はまだ国段階ではできていないという

ふうに認識をしています。しかしながら、名寄市

は私も同席させていただきましたけれども、遠藤

大臣が来られたときに要望したり、いろんな形の

中でこのトレーニングセンターというのは必要と
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いうふうなことで、可能性について今探りながら

いろんな取り組みをしているというふうな状況だ

と思うのです。それで、私もちょっと心配するの

は、というよりは市民の方たちから札幌こうやっ

て動いていて、名寄どうなっているのというのが

やはりあります。そんなことで実際に具体的な構

想というような形に至っていない中で、大変失礼

なのですけれども、市長のほうから御答弁いただ

ける範囲内で結構ですので、このトレーニングセ

ンターの取り組みについて市民に向けて発信をし

ていただきたいというふうに思いますが、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど小川部長のほうか

らスポーツ基本法に基づきまして、平成２９年度

から５年間の計画で、第２期のスポーツ基本計画

が今鈴木長官のほうに答申が出されたというふう

に記事でも出ておりました。その中でいろんな文

言書いてあるのですけれども、東京の赤羽に味の

素ナショナルトレーニングセンターという箱物が

ございまして、これが特に夏季を中心とするスポ

ーツ施設が一体的にそこに入居していて、何でも

できると。医療機関だとかホテル機能もついてい

るというような施設でありますけれども、冬季種

目に関しては御案内のとおり種目別指定というこ

とで、そうした専用の箱物施設、拠点施設はない

というのが現状でありますけれども、今回の第２

期スポーツ基本計画の中で冬季型の、冬季に関し

ては今まで種目別だったけれども、少し次元の違

う形でのトレーニングセンター等の可能性につい

ても言及をされています。ということなので、ま

だ確実ということではありませんけれども、冬季

スポーツの総合型の冬季版のナショナルトレーニ

ングセンターというものも可能性として光は見え

てきているのかなということも思っています。

札幌市さんが手を挙げられたというか、そうい

う報道は承知はしておりますけれども、具体的に

その後どんな動きになっているかというのもお聞

きはしていません。名寄市においては、昨年度か

ら総合戦略の中で冬季スポーツの拠点化というこ

とで、それこそナショナルトレーニングセンター

を運営しているジュニアの育成の根幹をなしてい

る日本スポーツ振興センターという機関がござい

まして、こちらのほうが主体となって北海道のほ

うに委託した、いわゆるウインタースポーツコン

ソーシアム事業というのを昨年受託をして、この

間もさせていただきました。また、北海道のタレ

ント発掘事業に関してもほぼ名寄を拠点として今

やっていただいているというような現状の中で、

名寄あるいは名寄地域のこの間の冬のアスリート

を育成することに対しての評価が北海道あるいは

スポーツ振興センターから非常に高く評価をいた

だいています。そんなことも含めて、この取り組

みを積み重ねていくことが大事だろうと思います。

つまりは、箱ありきではなくて、まずはジュニア

アスリートの子供たち、あるいはアスリートの人、

子供たちがこの地域で学びたいというか、トレー

ニングしたいと、そういうふうに選ばれる地域と

してさらに磨きをかけていくことが大事だろうと

いうふうに思っていまして、その先にそうしたこ

とも見えてくるのではないかというふうに思って

います。世界的に温暖化になっていく中で、日本

あるいは北海道、さらには北海道の中でも名寄の

冬のスポーツ環境の優位性というのは非常に今追

い風というか、注目をされているというふうに思

っておりまして、この環境の地の利も生かしつつ、

まずはしかし地域を挙げて子供たちを育てていく、

冬のスポーツを文化にしていく、環境をつくって

いくことが将来につながっていくものというふう

に思っておりますので、引き続き北海道、国のほ

うには働きかけをしつつ、そうした動きも積み重

ねていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ありがとうございます。

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会というのも立
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ち上がって、官民一体となって進めてきているわ

けですから、本当にそういう構想が名寄を核とし

てなることを期待をして、市長、よろしくお願い

したいと思います。

続きまして、最後になりますが、市職員に係る

女性の面接官の登用について、先ほど御答弁いた

だきました。今現在は、看護師、それから保育士

なり、それから保健師の専門職にかかわる部分に

ついては担当部局のほうからもこの面接に参加を

していると。そういう意味でいうと女性も参加を

しているということだと思うのです。ただ、一般

職についてはまだそういうふうに至っていないと

いう理解でよろしいですね。私は、職員採用に関

して言えばやはり人事をつかさどるところが担当

するというのはごくごく当たり前の話で、そうい

うことだというふうに認識をしていますし、今ま

でのやり方というのがよろしくないということで

は決してございません。ただ、今後においてこの

一般職の採用においてもやはり女性職員の参画と

いうふうな形で面接にも入っていただくというよ

うな形がとれないものかというふうに思っている

ところなのです。

そこで、女性登用の意義とか必要性というふう

な部分に関して言えば、やはり名寄市は男女共同

参画社会を目指して名寄市でも取り組みを進めて

いる。女性職員のそういうスキルアップにもつな

がるものだというふうに思っていますし、面接の

最初の部分でいうと、今までの部分でいうと人事

にかかわる部分、女性がいなかったということも

あったのでしょうけれども、男性の目からだけで

はなくて女性の視点というのも大事なのかなとい

うふうに思っておりますので、それとここにもお

られますけれども、実際名寄市でも女性の部長職

も誕生しているというふうなことも背景にありま

すし、そういうふうなことで複数の視点で物事を

見ていくというのは、これは非常に必要なことな

のだなというふうに考えております。そこで、今

私の思いがあるわけですけれども、それに対して

御答弁をいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 面接時における女性

の視点というところから、採用する側からも、あ

るいは職員の育成という観点からも効果があるの

ではないかという貴重な提言をいただいたという

ふうに思っています。ただ、一番大切なのは市職

員の採用に当たっては優秀な人材をいかに確保す

るかということだと思いますので、そういった意

味では職員を募集する段階から試験あるいは面接

を通じての採用に至るまでの過程でさまざま工夫

をしながら優秀な人材を確保していかなければい

けないのだというふうに思っていますので、今言

われた塩田議員の面接時における女性の視点とい

うのも１つ提言をいただきましたので、それも提

言として受けとめながら今後の人材採用に邁進し

ていきたいと思っておりますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

福祉サービス事業について外２件を、佐久間誠

議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長より御指名いた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

大項目１の福祉サービス事業についてお伺いし

ます。厚生労働省の簡易生命表データによります

と、平成２７年日本人の平均寿命は男性が８ ７

９歳、女性が８ ０５歳で、平成２６年と比較を

して男性は ２９年、女性は ２２年上回りまし

た。ちなみに、日本全国４７都道府県中、平均寿

命の長さで北海道は１９番目となっており、人生
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８０年時代に入ってまいりました。こうした長寿

命時代に対応し得る福祉サービス事業が今行政に

求められております。

そこで、本題に入りますが、小項目１、平成２

８年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援、障

害、遺族給付金に関して伺います。平成２６年４

月の消費税の引き上げによる影響を緩和するため、

低所得者に対して制度的な対応を行うまでの間の

暫定的、臨時的な措置として、簡素な給付措置、

臨時福祉給付金がとられ、申し込み期間、平成２

８年９月６日から同年１２月６日期限として、対

象者には１人当たり ０００円が支給されました。

そこで、臨時福祉給付金と年金生活者等支援、障

害、遺族給付金についてそれぞれ本市の支給対象

者総数は何人いたのか、そして実際の支給人数と

総支給金額を最初にお知らせいただきたいと思い

ます。あわせて、今後の臨時福祉給付金の支給計

画についてもお知らせください。

小項目（２）、支給手続の簡素化について。高

齢者は、特に煩雑な手続を苦手とする人が多く、

また窓口業務としても対応に大変な手間と時間が

かかるのではないかと思います。支給対象者はリ

ストとして把握されていると考えられることから、

支給手続の簡素化について上申していること等、

あるいは考えていること等についてお知らせくだ

さい。

小項目（３）、高齢者の健康増進と通いの場の

創設等の考え方について。名寄市のデータによる

と、６５歳以上の高齢者人口は平成２９年１月末

で ８００人と３ １８％であり、そのうち ５

７４人が要介護、要支援となっています。将来統

計を見ても平成３２年まで高齢者人口の増加傾向

が続くことが想定されており、健康増進施策と健

康寿命の延伸化、延伸策、さらに高齢者の社会参

加と生きがいづくりなどを通した通いの場の増設

などについて本市の考え方をお伺いいたします。

次に、大項目２、有害鳥獣駆除対策についてお

伺いいたします。小項目の（１）、鹿による農産

物被害について。農業を取り巻く環境は大変厳し

くなっており、農家戸数の減少、高齢化、集落の

コミュニティー機能の維持などさまざまな課題が

山積しております。そうした中で、せっかく苦労

して農作物を育てても、収穫期を前にして有害鳥

獣による被害を受ける、あるいは家畜が被害をこ

うむるなど安心できる環境にはありません。こう

したことから、有害鳥獣に対する生態系に考慮し

た対策が求められております。そこで、名寄市で

の有害鳥獣による被害の顕著な農作物の種類、面

積、被害金額などについてお知らせください。

小項目（２）、箱わな、おりと申しましょうか、

購入等への支援策についてですが、農家の皆さん

は被害を食いとめるために有害鳥獣に対し、自主

防衛といいますか、さまざま御苦労されていると

ころであります。そこで、①の鹿の箱わなに対す

る行政の援助について、道の許認可の駆除頭数、

国、道の鹿の箱わなに対する援助の有無、本市の

考え方についてお知らせください。

②、アライグマへの報奨金の新設について。ヒ

グマ、エゾシカ、アライグマの駆除に取り組んで

おりますが、特にアライグマに関しては繁殖力が

強く、今後増加が懸念されるため、特に注意が必

要であることが第２次の名寄市農業・農村振興計

画でも記載されており、本市においてもアライグ

マの生息地域の拡大も見られることから、報奨金

を新設し、特定外来生物であるアライグマについ

ては一気に駆除すべきと考えますが、いかがお考

えかお聞きいたします。

③、防除従事者講習会などの取り組みについて。

名寄地元での講習会開催時に有資格者が講習期限

内であっても受講し、切りかえ時期を合わせるこ

とはできないか、こうした質問が寄せられており

ます。上川総合振興局などと協議の上、働きかけ

てほしいとの要望があります。対処できないもの

かどうか考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。

小項目（３）、名寄市有害鳥獣焼却処理施設の
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現状について。名寄市有害鳥獣焼却処理施設は、

風連の一般廃棄物処分場で２０１２年から駆除し

た鹿を焼却することで設置されていると認識して

おりますけれども、施設の状態について、処理能

力、処理に関する時間、処理に要する時間、何頭

をどのぐらいの時間でやれるかということです。

それと、処理対象の鳥獣、処理施設の現状などに

ついてお知らせいただきたいと思います。

小項目（４）、広域連携による有害鳥獣処理等

の考え方について。いずれ近隣の自治体が協力し

て広域連携による有害鳥獣処理等について考えな

ければならない時期が来ると思うのですが、今後

の本市の考え方についてお伺いいたします。

次に、大項目３、ＪＲ宗谷本線問題について。

昨年９月議会、１２月議会とこの問題で質問し、

宗谷本線活性化推進協議会会長、加藤市長を先頭

に大変頑張っていただいているわけでありますが、

さまざま動きに変化があることから連続して取り

上げさせていただいております。

そこで、小項目（１）、道の鉄道ネットワーク

ワーキングチームの報告書を受けて。ＪＲ北海道

の路線見直しについて道の鉄道ネットワークワー

キングチームが１月３０日までにまとめた報告書

案で、石北線や宗谷本線名寄―稚内間については

維持するべきだとされ、特に心配された宗谷本線

名寄―稚内間についてロシア極東地域との交流拡

大を見据え、路線維持を求める、このような内容

になったことが報道されておりますが、本市とし

ての受けとめ方についてお聞かせください。

小項目（２）、全道の関係自治体間の結束を高

める運動を。このたびの道の鉄道ネットワークワ

ーキングチームの報告書案は、ＪＲ北海道が単独

では維持困難とした１０路線１３区間の中で守る

べき路線に優先順位をつけた形となり、全道の関

係自治体間にある意味ではくさびを打ち込むこと

にもなっております。国が前に出てきていないこ

とについて私は不満に思っているところでありま

すが、株式上場を果たしていないＪＲ北海道の最

大の株主は国であり、全道の地域の鉄道は大切な

生活路線として暮らしを支える交通弱者の足であ

り、地方交通路線の維持、存続問題では収益より

も公益を重視した国の総合交通政策へと変更する

よう強く求め、全道の関係自治体間の結束を高め

る運動が必要と考えますが、いかがでしょうか。

以上、本市のお考えをお伺いいたしまして、こ

の場での質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 佐久間議員から

は、大項目３点にわたって御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２は経済部長から、

大項目３は総務部長から答弁させていただきます

ので、よろしくお願いします。

大項目１の福祉サービス事業について、初めに

小項目１の平成２８年度臨時福祉給付金及び年金

生活者等支援、障害、遺族給付金に関してについ

て申し上げます。御質問の支給対象の総数につい

ては、臨時福祉給付金の対象者は基準日において

市民税均等割が非課税の方で、かつ課税されてい

る方の扶養になっていない方となっております。

対象者の総数を調べるためには、これらの条件を

満たす方を調べる必要があります。しかし、地方

税法において税務情報は守秘義務が課せられてお

り、本人の同意なく調査することはできません。

また、単身赴任者の家族や大学生など他市町村に

居住する方の扶養親族となっている場合、扶養内

容を画一的に把握することはできない状況となっ

ております。そのような中で対象者への有効な広

報活動として、課税されていない方へ税務課より

課税されていないため給付金対象者の可能性があ

る旨をお伝えする臨時福祉給付金のお知らせを発

送し、同時に給付金の案内を同封し、対象者へ周

知をしております。

平成２８年度臨時福祉給付金の対象者となり得

る、課税されておらず、市内で扶養関係がない総

数は約 ３００世帯、約 １００人、年金生活者

等支援、障害、遺族給付金は約２５０世帯、約２
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６０人です。ここから他市町村に居住する課税者

に扶養されている世帯を除くと給付金の対象者総

数となりますが、先ほどお話ししたとおり税法上

の守秘義務と他市町村への申告されている扶養情

報について本人の同意なしで開示することができ

ないため、支給対象の総数は算出することができ

ません。

次に、実際の支給人数と総支給金額について申

し上げます。平成２８年度臨時福祉給付金の支給

件数は ３１７世帯、 ６７３人、支給金額 ４

０１万 ０００円です。年金生活者等支援、障害、

遺族給付金は２１４世帯、２２２人、支給金額６

６６万円です。

また、今後の臨時福祉給付金の支給計画ですが、

消費税の再度の引き上げが平成３１年１０月まで

延期されたことに伴い、平成２９年４月から平成

３１年９月までの２年６カ月分の臨時福祉給付金

経済対策分を平成２９年３月１７日から６月１９

日まで申請受け付けを行います。対象者は、平成

２８年度臨時福祉給付金と同様で、平成２８年１

月１日時点名寄市民であり、平成２８年度の市民

税均等割が非課税であり、かつ課税されている方

に扶養されていない方となります。支給額は１人

１万 ０００円です。今後対象と思われる方に対

し、税務課からのお知らせと臨時福祉給付金の案

内を送付する予定のほか、広報、地元紙などで広

く周知を行ってまいります。

次に、小項目２の支給手続の簡素化について申

し上げます。臨時福祉給付金の受け付けは、臨時

の窓口を開設し、所管する部署のみならず、他部

署の応援も得て全庁的な体制を構築し、窓口業務

を行い、速やかな対応を行うよう心がけておりま

す。基準日における住民データをあらかじめシス

テムに入力しておりますので、申請の際は申請書

に必要事項が印字されて出力されますので、御本

人には押印もしくは署名していただくのみとなっ

ております。また、本人確認などの添付書類につ

いても御本人の同意のもとコピーを作成し、申請

者のお手を煩わすことのないよう努めております。

受け付け時間に関しては、申請の時期によって待

ち時間に差はありますが、申請受け付け自体は３

分程度で終了するように心がけております。厚生

労働省に対し、支給手続の簡素化について当市が

上申した事実はございませんが、平成２６年度の

臨時福祉給付金事業が開始する際には多くの市町

村からさまざまな意見が出されました。当市では、

対象者が明確になるよう臨時福祉給付金に係る立

法措置を行い、地方税法の守秘義務を本事業の実

施に限り暫定的に開示できることを他市同様に望

んだ経緯があります。事業実施に当たり臨時窓口

の混雑が予想されたため、簡素化については担当

部署を中心に考え、少しでも混乱を回避するよう

に取り組んでまいりました。本人確認など簡素化

が難しい部分もありますが、今後とも受け付け事

務の簡素化については申請する市民の方の負担が

少なくなるよう事業を進めてまいります。

次に、小項目３の高齢者の健康増進と通いの場

等の考え方について申し上げます。本市の平成２

９年１月末の高齢者数は ８００人となり、その

中でも７５歳以上の後期高齢者数は ６４６人で、

要介護、要支援認定者の９割以上を後期高齢者が

占めていることから、今後とも要介護、要支援認

定者が増加を続けることが見込まれております。

このような中、高齢者が介護を受けることなく、

健康上の問題がない状態で日常生活を送ることが

できる期間である健康寿命を延ばしていくことや、

さらには平均寿命と健康寿命との差を縮めていく

ことが必要であると考えております。そのために

は、今後高齢者の健康づくりや生きがいづくりの

取り組みがますます重要となっております。

本市における高齢者の健康増進事業については、

名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の中で高齢者の保健事業として掲げてお

りますが、１つには健康づくりの推進としては各

種検診の実施や保健指導による保健事業の充実、

２つには健康づくりへの支援として保健センター
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や町内会館などにおいて保健師や管理栄養士など

による定期的な健康相談、栄養指導、生活習慣病

の予防や健康増進のための講話や健康体操教室の

実施、３つには感染症予防の推進として高齢者の

肺炎球菌、インフルエンザ予防接種の助成などの

取り組みを進めております。さらには、なよろ健

康まつりなどのイベントの開催、運動習慣の定着

ときっかけづくりを目的としたなよろ健康マイレ

ージなどさまざまな機会を通して健康管理の大切

さや健康づくりに向けての意識啓発に努めてまい

りました。

また、高齢者の社会参加と生きがいづくりにつ

いても先ほど申し上げました高齢者保健医療福祉

計画・介護保険事業計画に登載しておりますが、

高齢者の生きがい対策事業として老人クラブ、健

康づくり体操教室、生きがい講座などの事業を進

めてまいりました。健康づくり体操教室では、毎

週木曜日に総合福祉センターの多目的ホールにお

いておおむね６０歳以上の市民が健康体操やフォ

ークダンス、民謡踊りなどに取り組まれており、

年間の延べ参加者数は約 ０００人、１回当たり

約５０人の参加をいただき実施しております。ま

た、生きがい講座として手びねり陶芸やアートフ

ラワー、手芸、シニアコーラスの講座を設けてお

り、受講生の皆さんは９月に市民文化センターに

おいて開催しております生きがい作品展への出展

や利用者の会においてコンサートを開催するなど

取り組みが実施されているところです。

通いの場につきましては、本年４月開始の介護

予防・日常生活支援総合事業を実施するに当たり、

将来に向け高齢者ができる限り居宅において自分

らしい暮らしを続けるための介護予防の取り組み

として、本市におきましても新年度より新たに地

域介護予防活動支援事業として通いの場の取り組

みを実施する団体、個人へ運営費の助成制度を設

けたところです。国によりますと、介護予防には

週に１回程度の外出や運動が効果的とされており、

住民主体の自主的な参加による通いの場により、

家に閉じこもらず、身近な場所で身近な仲間と交

流しながら介護予防が図れるよう今後事業の周知

や支援等に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

有害鳥獣対策について、小項目１、鹿による農作

物被害についてお答えします。

有害鳥獣による農作物への被害につきましては、

農業者からの申告により対象となる鳥獣ごとに調

査しておりませんので、被害全体ということで御

了承ください。平成２７年度の被害集計となりま

すが、被害面積としては９ ３ヘクタール、被害

額では概算で ５１２万 ０００円となっており

ます。また、特に被害の大きな農作物としてはス

イートコーンで被害面積２ ３ヘクタール、被害

額が８６５万 ０００円、水稲が面積２４ヘクタ

ール、被害額１７８万 ０００円となっておりま

す。

次に、小項目２、箱わな購入等への支援策につ

いてお答えします。現在農作物への被害防止のた

めの駆除活動については、名寄市鳥獣被害防止計

画に基づき有害鳥獣の駆除に当たっております。

計画においては、エゾシカの駆除につきましては

捕獲計画数として５００頭とし、捕獲方法として

は銃器、わなによる捕獲としています。鹿の箱わ

なについては、くくりわな等に比べ取り扱いが安

易なわなではありますが、設置場所の確保や捕獲

されるまでの間の管理などの点では労力が必要な

ものであります。駆除活動については、名寄市有

害鳥獣被害防止対策協議会において取り組んでお

りますが、エゾシカの駆除について箱わなによる

取り組みについては現在のところありません。今

後箱わなの有効性について協議会において研究し

てまいりたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。また、わな等の導入に係る国、道の支

援策としては、個人の導入に対してはございませ

んので、御理解を願います。
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また、アライグマについては、年々捕獲頭数や

捕獲される地域もふえていることから、さらに対

策を強化していく必要があると考えております。

農作物への被害防止対策としては、農地周辺や牛

舎などに箱わなを設置し、捕獲することで、被害

防止に取り組むことが有効なことから、農業者の

方が駆除に取り組めるよう防除従事者講習会を開

催するとともに、貸し出し用の箱わなを準備し、

対応してまいりたいと考えておりますので、報奨

金の新設については現時点では考えておりません。

狩猟免許の更新に係る講習会につきましては、

北海道が実施しているもので、通常は上川総合振

興局において開催されておりますが、３年に１度

名寄市内で実施されることとなっており、最近で

は平成２７年度に開催されております。道に確認

したところ、開催日程については年次計画により

決められており、地元開催の要望等を組み入れる

ことが難しい状況となっておりますので、御理解

を願います。

小項目３、名寄市有害鳥獣焼却処理施設の現状

についてお答えします。名寄市有害鳥獣焼却処理

施設については、平成２４年度より処理を実施し

ております。施設の処理能力は、焼却量は７００

キログラム、許可捕獲期間のエゾシカを対象に処

理を行っております。現在施設の稼働については、

特に問題はなく、ダイオキシン等の発生量につい

ても基準を満たしており、今後も適宜必要な修繕

を行いながら周辺環境に配慮し、運用してまいり

ます。

小項目４、広域連携による有害鳥獣処理等の考

え方についてお答えします。エゾシカの処分につ

きましては、当面の間は現在の焼却施設を有効活

用し、取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、広域連携による処理については現在検討して

おりませんが、将来的には現在の処理施設の老朽

化の度合いを勘案するとともに、近隣市町村の状

況を調査しながら検討してまいりたいと思います

ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、ＪＲ宗谷本線問題について、初めに小項目

の１、北海道鉄道ネットワークワーキングチーム

の報告書を受けてについて申し上げます。

本年２月７日に鉄道ネットワークワーキングチ

ームの検討結果が北海道知事に報告をされました。

この報告の内容には、これまで当市が会長を務め

ます宗谷本線活性化推進協議会が昨年３月に閣議

決定された北海道総合開発計画で示された国境周

辺地域の振興を実現するためには宗谷本線の存続

が不可欠であるとの強い要望が反映をされており、

この間の要望活動の成果のあらわれと受けとめて

おります。しかしながら、宗谷本線の存続やＪＲ

北海道の持続可能な経営構造の確立に向けた抜本

的な国の支援が決定したわけではございませんの

で、今後とも関係機関との連携や同協議会内での

情報共有を図り、宗谷本線沿線全域で危機感を持

ち、路線存続に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、小項目の２、北海道の関係自治体間の結

束を高める運動について申し上げます。先ほど申

し上げましたとおり、これまで宗谷本線活性化推

進協議会におきまして要望活動を行ってきており、

宗谷本線につきましては鉄道ネットワークワーキ

ングチームの検討結果におきまして一定の評価を

いただいたところでございます。宗谷本線の存続

については、同協議会を受け皿として協議を進め

ることが事前に確認をされており、今回のワーキ

ングチームの報告を受け、北海道が地域の協議に

積極的に関与する動きも示されたことから、北海

道のリーダーシップにも期待をしているところで

ございます。御質問をいただきました全道の関係

自治体間の結束を高める運動につきましては、北

海道並びに同協議会構成自治体及び団体ともしっ

かりと連携を図りながら、全道沿線自治体などの

動向にも注意をし、進めてまいります。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。再質問に移らせていただきます。

それで、まず最初に平成２８年度の臨時福祉給

付金及び年金生活者等支援の給付金に関してです

が、臨時福祉給付金は消費増税による低所得者に

対する部分的な還付であることから、１００％の

受け取りをサポートするのがある意味で市の行政

としての役回りだというふうに私は思っておりま

す。そうすると、先ほどの御答弁だと １００人

対象のところ ６７３人に支給をしたということ

でありますから、およそ ４００人近くが受け取

るべき給付金を受け取れていないことになってい

るわけであります。これは１人 ０００円でした

から、総金額にして大体４００万円近くですか。

４００万円を超しているかな。そういうふうにな

るわけです。このことをまずどういうふうに受け

とめているかお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、当市でつかんでおります非課税の方

につきましては ６００ということでございます

けれども、今議員がおっしゃった ４００人の方

につきましては他の市町村の扶養になられている

という方と私どもでは考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） その受け取り手続を

しなかった方について、追跡調査だとかその後の

対応ということでは特別やられていないというこ

とですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 臨時福祉給付金

の対象者につきましては、先ほども申し上げてお

りますが、税務情報を確認する必要と、また民法

上の贈与契約となるため、本人の同意と申請行為

が必要となります。このため、非課税者個々人に

対して申請行為を勧奨することは守秘義務が課せ

られている地方税法上できません。このため、広

報活動が非常に重要と考えております。現在対象

と思われる世帯にのみ送付しております案内につ

きましては、平成２６年度の臨時給付金開始当時

は課税、非課税関係なく全戸に案内を郵送させて

いただきました。これは、自身で判断できなくて

も臨時福祉給付金の対象者でない親族や日常のお

世話をする方たちにもこの制度を知ってもらい、

本人へ申請を勧奨していただくためであります。

このほか対象と思われる世帯への案内に加え、地

元紙や広報にも複数回掲載するなど周知を図って

おります。

また、来庁できない方のためには電話での相談

や郵便での申請も可能としております。また、社

会福祉施設等へ住民票の住所を置いている方には

直接施設へお知らせと申請書をお持ちして、申請

しやすい環境をつくるようにしております。さら

に、長期入院などによりやむを得ない事情により

まして期間中に申請を行うことができなかった方

につきましては、年度内に限り申請を受け付ける

ような取り扱いもさせていただいているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 対象者がほかの市町

村で例えば扶養親族であって、名寄に住民票だけ

あるという、それでほかの市町村で受けている方

ばかりだったら、私はそれはそれでいいと思うの

ですが、もしこの社会保障制度というのを知らな

いで受け取っていなければ、知っていて権利行使

をしないのであれば残念だけれども、これは仕方

ないというふうに思うのですけれども、知らなか

ったということで受け取っていない方がいたら、

やっぱりこれは問題だと思うのですが、今のとこ

ろ他の市町村のところで受け取っているのではな

かろうかということですから、あとは法的に調べ

る手法が見当たらないということですから、それ

はそれで理解しました。

それで、支給手続の簡素化について、次に移り
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たいと思うのですが、例えば支給手続の際に現金

での支払い要望時、このときに金融機関の口座番

号だとか、そういうものを求められることもある

ということが市民の方から指摘されておりますが、

この現金での支払い要望時には金融機関の口座番

号写しは不要ではないかというふうに私は思って

おります。それで、これは名寄市の臨時福祉給付

金支給事業実施要綱、平成２８年８月２２日告示

の第１０３５号に基づいて事務手続がなされてい

るというふうに思っておりますが、この関係につ

いてこことの取り扱い上の整合性についてお伺い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおり、現金での支給要請時には金融機関の口座

の写しは不要であります。申請には、通知書、本

人証明書類、印鑑があれば申請することができま

す。おっしゃったように、名寄市臨時福祉給付金

支給事業実施要綱、平成２８年８月２２日告示第

１０３５号の第６条にて申請及び支給の方法が記

載されておりまして、現金による支給、口座への

振り込みができると定められております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それであと、平成２９年度の支給に際してまた

新たに要綱を創設しているというふうに思うので

すが、その辺についてちょっとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 平成２９年度の

臨時福祉給付金につきましては、一応あす以降御

案内を送付させていただきたいというふうに考え

ております。実施要綱につきましては、起案して

今決裁中でございますが、市のホームページの例

規類集にアップロードされるということになりま

すが、その日付については今のところちょっと不

確定なところもありますが、なるべく早くアップ

ロードされるように努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平成２８年の臨時給

付支給のときには、およそ１５日前に事務取扱手

続についてこれは確定して、情報公開もされてお

りますけれども、今回は取り扱い的に少しおくれ

ているのかなというふうに思うのですが、ぜひ部

長の今おっしゃったような形でやっていただきた

いというふうに思います。

それと、いわゆる取り扱い手続の申請場所なの

ですけれども、名寄庁舎と風連庁舎、智恵文支所

の３カ所で取り扱いが行われるということであり

ますから、これはその窓口業務を担当する方がこ

の要綱に基づいて取り扱いの統一化をしっかり図

っていただいて、ここはこういう取り扱いだった

けれども、ここに行ったら全然だめだっただとか、

そういうことのないように、市民が損をしないよ

うにぜひ取り扱いをお願いをしたいと思っており

ます。

それで、高齢者の健康増進と通いの場の考え方

について、移ります。名寄も頑張っておられて、

福祉の分野では通いの場といいますか、さまざま

な事業を行っておられるわけですけれども、先進

自治体の例として神奈川県の藤沢市、人口規模は

違うのですけれども、ここはいきいきシニアライ

フとして高齢者の通いの場の運営団体を公募して

実施団体とする、いわゆる住民主体実施型と、そ

れから地域の社会福祉法人等に委託して実施をす

る委託実施型の２通りの形態で高齢者の通いの場

をつくっております。本市に当てはめたら、住民

主体実施型、これは町内会や老人クラブ、さまざ

まあろうかというふうに思っていますし、それか

ら委託実施型としてはこれは社協だとか、あるい

は生涯学習等の取り組みに類似するというふうに

思うのですけれども、先ほど地域介護予防活動支

援事業と。新たに始められるということも言われ

ております。ぜひこの取り組みについては期待を

したいというふうに思うのですけれども、もう一

つ、これは藤沢市あるいは熊本県などでもやられ
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ているのですが、多世代の地域の住民が気軽に立

ち寄れる居場所というのを地域の縁側という事業

で展開しているところもございます。これらの取

り組みについても今後の施策の一つとして参考に

なるのではないかなというふうに考えますが、こ

こら辺についての考え方などもしあればお願いし

たい。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 議員

から御提言いただきました一般介護予防事業のお

話がございましたけれども、国が提示しておりま

す地域支援事業によって通いの場のほうを新年度

本市においても取り組みを開始させていただきた

いというふうに思っております。

議員から御提言ありました地域の縁側事業につ

きましても、今申し上げました一般介護予防事業

につきましては高齢者のみならずさまざまな世代

の方が一緒に取り組まれるという、そんな事業形

態をできるものの形で要綱を整備していければと

いうふうに思っておりますので、議員の御提言を

十分参考にしながら、新年度につきましてはモデ

ル的にというか、新たに取り組んでくださる事業

を市民の方々に紹介しながら、その輪が広がって

いくような取り組みを進めてまいりたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それで、健康増進施策と健康寿命の延伸策の一

つとして、私は名寄市で特に愛好者の多いパーク

ゴルフ、これを積極的に少し増進してはどうかと

いうふうに実は考えておりまして、名寄には御存

じのように５つのパークゴルフ場がありますけれ

ども、市が整備をして十分芝刈りだとかされてい

るところとそうでないところ、特に天塩川の河川

敷だとか、それから名寄川の河川敷、健康の森な

んか大変きれいにされているのですけれども、や

っぱり夏から秋まで、これはお年寄りが通える場

があるというのはすごくすばらしいことだなとい

うふうに思うのです。こうした自然をほんのちょ

っとだけ手を入れてやれば、例えば芝がきれいに

なっていればみんな分散してそういう体を動かし

てやるようなことにつながっていくのではないか

というふうに考えておりまして、それで天塩川パ

ークゴルフ場が名寄市の建設水道部維持管理セン

ターで、名寄川パークゴルフコースは名寄市の建

設水道部管理課が所管ということで、建設のほう

はさまざまな予算づけ、いろんなところに幅広く

事業展開していかなければならぬということもあ

りまして、これは福祉の観点からぜひ高齢者の草

刈りなどの最低限の維持費あるいは委託費を拠出

するなどの手だてはやって健康増進につなげては

どうかと思いますが、この辺の考え方についてお

答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員お話しの

とおり、天塩川の河川敷、そして名寄川の河川敷

については建設水道部が管理をしているというこ

とでございます。この２カ所のパークゴルフ場に

つきましては、もともと河川敷を有効利用という

ことで、これはパークゴルフ場のほかにソフトボ

ール場ですとか、グラウンドゴルフなどあわせて

整備をした無料の施設としているところでありま

す。この２カ所の河川敷のパークゴルフ場につき

ましては、維持管理については建設水道部が行っ

ていまして、予算については全くつけていないと

いうことではなくて、予算もつけておりますし、

私ども以上にそれぞれのパークゴルフ愛好会の方

が非常に熱心に御協力いただきまして、コースの

フェアウエーの管理ですとか、手入れをやってい

ただいているという状況になっています。議員の

ほうから福祉の観点からということで話がござい

ましたけれども、先ほども言いましたけれども、

この２つについては無料施設ということにしてお

りまして、ほかに健康の森ですとか、そういった

有料施設と私どもがいわゆる河川敷の、あるいは
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緑地の整備として持っている施設と区別化を図る

ということから、現行の管理体制のまま、管理体

制の水準を維持をさせていただきたいという考え

方でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 健康福祉部のほうか

らお答えいただこうと思ったのですが、中村部長

がお答えいただきました。それぞれ会員の皆さん

頑張って維持保全をしているのですけれども、し

かしせめて芝刈りくらいはシーズン中何回かこれ

はやってほしい。あるいは、自分たちがやっても

いいけれども、やっぱり多少の委託費ぐらいは捻

出を考えてほしいということもありますから、屋

外で健康的にパークゴルフをやって維持をすると

いうことでありますから、ぜひお答え要りません

けれども、考えていただきたいというふうに思い

ます。高齢者には、教育と教養が必要だというふ

うに言われております。これは、教育のほうはき

ょう行くところがあると。それと、教養はきょう

用事があるということで、含蓄が深い目的を持っ

て生活をすることで健康な体を維持するというこ

とで言われておりますので、ぜひなお一層の努力

をお願いしたいと思います。

有害鳥獣駆除対策の関係について再質問させて

いただきます。駆除の種類だとか、それから駆除

頭数の決め方について少しお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。特にタヌキだとかカラスな

んかは、これも悪さをするということで駆除設定

を望む農家の方の意見もあるのです。酪農家の方

は結構深刻で、子牛をやられただとか、それから

牛の目をカラスにつつかれただとか、かなり被害

もあるということで、ここら辺について部長のほ

うで考え方についてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 有害鳥獣対策の駆除

に関しては、私ども基本的に農業の関係の農業被

害に関連してということで考えてございます。そ

ういった部分でいきますと、今タヌキとかカラス、

一部そういうお話もお伺いするのですけれども、

総じてそこら辺の対応については、特にカラスに

つきましてはそういう事案があれば猟友会さんに

御相談をさせていただきながら対応していただい

たりということはありますけれども、タヌキにつ

いては現在そういった対策は講じておりません。

いずれにしても、この駆除等につきましては名寄

市の有害鳥獣対策協議会という農協、市、さらに

は猟友会の皆さんのそういう機関がございますの

で、そういった中で御検討をする事項なのかなと

いうふうに思ってございますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

アライグマに関して先ほど個別の報奨金につい

ては新設の考え方はないということなのですが、

かなりこれふえてきていると。平成２７年度は十

数頭だったものが私聞くところによると四、五十

頭は間違いなく捕獲されているのではないかとい

う関係者の情報がございます。これは、早期に一

気にやったほうがいいのではないかというのは、

これ特定外来生物でありますし、そのための講習

会も智恵文地区でわざわざかなりの大人数の農家

の皆さん、関係者集めてやられたということであ

りますから、これはやっぱり個別に報奨金を出す

のが一番いいのではないかと思っておりまして、

各自治体見ますと大体 ０００円から ５００円

ぐらいの幅いろいろあるのですけれども、そうい

う報奨金をつけてやっている自治体が結構ありま

すから、ぜひ御一考をお願いしたいと。

それと、各地区の保全会が多面的機能支払交付

金、これを活用してやられているということも情

報としてありますから、ぜひ個人に１頭捕獲につ

き幾らということで報奨金を考えてはいいのでは

ないかと。でも、きっと答えは同じだと思います

し、時間もないので、これはあれなのですけれど

も、次に移りますけれども、近隣自治体などとの
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有害鳥獣処理施設などの共用、先ほど将来的には

というお話ありましたけれども、新聞報道であっ

たように、近くでいうと中川町、ここではエゾシ

カの資源活用プロジェクトを立ち上げて、これは

ペットフードにする。皮はなめし革にすると。と

れた油は燃料にするということでこれやっている

のですけれども、資源の有効活用と循環型社会の

構築という観点から考えると、大変いい取り組み

ではないかと思うのです。それで、名寄でとれた

鹿だとか、その処理も結構経費かかるものですか

ら、これは中川町に連絡して、名寄はとれた鹿だ

とか、それを原料として提供すると。お互い近間

でやっていることがあるのであれば、それに協力

しましょうと。うちは処理のコストを削減すると

いう観点から、中川町のほうに働きかけてみては

いかがかと。これ受ける相手もいますから、うち

は自分のところで手いっぱいだと言われたら終わ

りなのですけれども、ぜひそんなことも御検討に

ついて考え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今議員からお話をい

ただきました中川町の施設、今月の中旬ぐらいか

ら稼働するというお話をいただいています。資源

として有害鳥獣のさまざまな活用を今道も含めて

考えてございますけれども、お肉にするとか、そ

ういった取り組みがございますけれども、中川町

については今議員からいただいたというような内

容を実施することということでございまして、こ

ういった食肉だとか加工用の原料に持っていくた

めには一定の条件のもとでの搬入だったり、そう

いったことが求められますし、条件に合うのかど

うなのかということもあるのかなというふうに思

います。そんなことを調査研究させていただいて、

そういうことは受けるほうの中川町がどういうふ

うに考えるかということもありますので、そこら

辺少し議論させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひ打ち合わせを密

にしていただいて、処理コストの低減につなげて

いただければと思います。

最後に、時間なくなりましたので、ＪＲの問題

に入りたいと思います。それで、いろいろ私も言

いたいことあるのですが、時間ないから簡潔に言

いますと、やっぱり国も責任あるし、大きいし、

それからＪＲの経営陣の責任もすごく大きいもの

があると思うのです。しかしながら、きょう時間

ないので、これらは飛ばしますけれども、例えば

国策としてリニア中央新幹線では９兆円の予算を

投入して３兆円の財政投融資を決定しているので

す。東京から大阪間リニア走らせて、たった２０

分です、短縮。もっと４０分とか５０分とかある

のですが、間でとまる駅の時間帯だとか、そうい

うのがあって、最終的に２０分ぐらいしか短縮で

きないだろうと。こういう国の政策の中で、北海

道は ８２２億円の経営安定資金でおよそ半分ぐ

らいの利回りしかないということで、これ半分ぐ

らい切られようとしているわけです。これは、大

変私は怒りを持っているのですが、この際そうい

うのは横に置きまして、特に今回具体的に今鉄道

ネットワークワーキングチームのほうで出された

答えというのは、まだこれ決定でないですから、

だからこの後の本気度がやっぱり試されているの

ではなかろうかというふうに思っています。特に

根室管内でも始まっているように、やっぱり具体

策を宗谷本線活性化推進協議会でもまとめていか

なければならないのではないかということで、１

つはロシア極東地域との交流拡大ということがあ

ります。これを国、道の働きかけと連携を図って、

具体的にどういうふうにやっていくのかと。特に

稚内市なんかもビザ免除だとか、ロシア人のビザ

発給手続の簡素化で動いているわけです、特区と

して。だから、やっぱりそこを後押しするような、

今ビザ発給されても、これは船舶使って、向こう

から来た人は７２時間しかビザはないわけです。

だから、この有効時間の拡大、例えば今と同じ手
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続で１週間ぐらい、これはビザでいろいろ動き回

れる、こういうことをやっぱり名寄も提言してい

くべきではないかというふうに思っております。

それと、１２月に加藤市長のほうから御答弁い

ただいた中に、サイクリングツーリズムという考

えがございました。これも大変いいことで、いい

ことだなというふうに思ったのですが、私ちょっ

と調べてみましたら平成２２年８月に列車の旅と

サイクリング、臨時列車「夏のニセコ満喫号」と

いうことで実施されたのです。そのときは、３両

編成で真ん中のところに自転車解体しないでも積

み込めるものが、８台ぐらい入れられるようにな

って、あとは今のＪＲの内規の中で折り畳んで運

ばなければなりませんから、こういう具体的なも

のを組み立てる。それと、地域としての利用促進

計画というのがやっぱりこれはどうしても必要だ

というふうに思うのです。だから、沿線のところ

で具体的なもの、士別もちらっと駅改修、庁舎の

建てかえにかかわって新聞に出ておりましたけれ

ども、沿線とともにやっぱり具体的な提言をやっ

ていくべきではないかというふうに思っておりま

す。

去年の１１月１４日から１７日に私たち凛風会

で会派で視察に行ったときも北海道新幹線使って

移動したり、先般の札幌の会議も２月２２、２３

ですけれども、これも勉強会だったのですけれど

も、ＪＲを利用して行ってきたということで、も

ちろん時間帯、乗り継ぎだとか、いろいろこれは

ありますから、いつでもＪＲを利用しろというこ

とでないですけれども、やっぱりできるときはそ

ういうふうに利用すると。市からの出張の方も一

緒に乗っていましたから、十分そこら辺は受けと

めていただいているだろうというふうに思います

が、最後にＪＲの問題で加藤市長のほうから総括

的に決意と御答弁いただきまして、私の質問を終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐久間議員からＪＲ北海

道の問題について改めて御質問、御提言をいただ

きました。ワーキングチームが一定の結論を出さ

れたわけでありますけれども、これで残ることが

決まったわけでは全然なくて、当然のことながら

国がどういうふうに抜本的に関与していただける

かということが今後の勝負になってくるのかなと

思います。おっしゃるように、具体的な動きをし

ていかなければならないというふうに思っていま

す。北海道としっかりとここは連携をしつつ、地

域では何ができるのかということを議員が先ほど

おっしゃっていただいたアイデア等も含めて出し

ていく。その中で協議に入っていくということが

必要ではないかというふうに思っています。幸い

にして宗谷本線活性化推進協議会はある程度自治

体の皆さんがまとまっていただいているというふ

うに思っていますので、そうした強みも生かしつ

つ、そんなに残された時間もないというふうに思

っていますので、できるだけスピード感を持って

ここはしっかりと議論を進めてまいりたいという

ふうに思っておりますので、ぜひ御指導をまたよ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

第２次名寄市農業・農村振興計画について外１

件を、山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、これより通告に従い大項目２

点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、第２次名寄市農業・農

村振興計画についてお伺いをいたします。当市に

おいては、基幹産業である農業の振興、発展に向

けての中長期的指針として、平成１９年度に新名

寄市農業・農村振興計画を策定し、それに基づき

さまざまな農業施策の展開を図ってまいりました。

当計画は、今年度、平成２８年度で１０年間の計

画期間が終了し、次年度、平成２９年度からは第

２次名寄市農業・農村振興計画が策定され、計画

に基づき新たな形での農業振興施策の展開が期待
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をされているところです。

新年度からの計画推進に向けて既に素案もまと

まり、示されているところでありますが、まず１

点目に今回の計画の基本的な考え方について御見

解をお示し願います。

２点目に、今計画を策定するに当たりさまざま

な機会を設け農業者の意見を聴取したことと思い

ますが、それらの意見が計画にどのように反映さ

れているのか、検討委員会等での議論経過も含め

てお知らせください。

３点目に、今計画の基本計画についての詳細と

新年度以降実施計画において予定されいる具体的

な事業についてお知らせを願います。

次に、大項目２点目、小中学校におけるスキー

授業についてお伺いいたします。小中学校におけ

るスキー授業は、学習指導要領において自然との

かかわりの深い雪遊び、氷上遊び、スキー、スケ

ート、水辺活動などの指導については地域や学校

の実態に応じて積極的に行うことに留意すること

という位置づけにより、主に積雪のある地域にお

いて実施されております。当市においても子供た

ちの体力や運動能力の向上という視点のみならず、

雪国ならではの自然環境を生かした教育活動の一

環として各学校において実施されているところで

す。しかしながら、全国的に見ると近年学校での

スキー授業が減少傾向にあることが指摘されてお

ります。

そこで、１点目に当市の小中学校のスキー授業

の実施の現状、状況についてお知らせを願います。

２点目に、スキー授業を実施する上での現状の

課題とその解決策についてどのように認識をして

いるのか御見解を伺います。

３点目に、スキー授業におけるボランティア等

の活用状況についてお知らせください。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で２点の質問をいただいております。大項目

１は私から、大項目２は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、第２次名寄市農業・農村振興計画に

ついて、小項目１、計画の基本的な考え方につい

てお答えします。第２次名寄市農業・農村振興計

画につきましては、本市における農業、農村の現

状や役割を踏まえ、情勢の変化や課題に対応し、

持続的に発展していけるよう振興施策を計画的に

進めていくために策定しております。計画の位置

づけとしましては、名寄市総合計画第２次の実施

計画として位置づけ、計画内容については将来の

方向性を示す基本計画と基本計画を実現するため

の具体的な事業を計画する実施計画とし、社会情

勢の変化や総合計画の見直しなど必要に応じて見

直すこととしています。

次に、小項目２、農業者の意見等の反映と議論

経過についてお答えします。振興計画の策定に当

たっては、現状や課題について関係機関、団体か

らの聞き取りや農業者を対象としたアンケート調

査では将来の経営意向や後継者の確保状況、今後

の農業施策で期待されるものなどについて集約を

行いました。また、市内全域を対象として全１７

カ所において地域懇談会を開催し、直接聞き取り

をさせていただきました。これらの取り組みから

特徴的な意見をまとめますと、後継者が決まって

いる農家の割合は約２５％となっていることや繁

忙期における労働力不足、将来的に農地集積が限

界を迎える可能性についての不安などの課題が出

されたところです。計画の検討については、検討

委員会を設置し、議論をしてまいりましたが、検

討委員会の議論においても労働力確保の課題や経

営規模の大型化による輪作体系をどう維持するか、

耕畜連携の推進などの課題などについて意見が交

わされたところです。

次に、小項目３、基本計画と実施計画について

お答えします。基本計画においては５本の柱を設

け、１つ目としては、収益性の高い農業経営の確
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立では農業生産基盤の整備による生産性の向上や

振興センターを核とした収益性の向上に向けた栽

培試験や技術普及の取り組み、販路拡大に向けた

輸出や農畜産物のブランド化の推進、他産業との

連携による６次産業を目指すことなど計画し、実

施計画として道営農地整備事業、振興センター事

業などを計画しています。

２つ目として、多様で持続可能な農業経営の促

進では労働力不足の解消に向けて法人化による雇

用環境の改善や作業受委託など多様な労働力の確

保に向けて取り組むとともに、ＩＣＴなど新たな

技術の導入による省力化、高齢農業者の持つ技能

の活用やより長く農業にかかわれるような経営ス

タイルの推進、実施計画では労働力確保対策事業、

酪農ヘルパー事業などを計画しています。

３つ目としては、農業の担い手の育成と確保に

向けてでは農業後継者や新規参入などによる新規

就農者の育成確保に向けて取り組み、また地域の

担い手となる農業者の育成や配偶者対策に取り組

むとともに、青年、女性農業者の活動を支援し、

実施計画では新規就農者支援事業、農村女性活動

支援事業などを計画しています。

４つ目としては、人と自然に優しい農業の推進

では気候条件を生かしたクリーン農業の推進や有

害鳥獣対策に取り組み、実施計画では家畜自衛防

除事業、有害鳥獣駆除対策事業などを計画してい

ます。

５つ目としては、豊かさと活力ある農村の構築

では都市と農村との交流や市民へ農業の理解を深

める食育、地産地消の取り組みの推進や農業、農

村が持つ多面的機能の維持保全に向けた地域活動

を推進し、実施計画では農業振興地域整備計画の

策定、グリーン・ツーリズム推進事業など計画し

ています。今後は、計画に基づき事業を進めてい

く中で、持続可能な名寄市農業の実現に努めてま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

小中学校におけるスキー授業について、小項目１

の実施の現状について、小項目２の課題と改善策

について、小項目３のボランティア等の活用につ

いて関連がありますので、一括してお答えさせて

いただきます。

本市の小中学校におけるスキーの指導について

は、雪質のよい市内のスキー場を活用したゲレン

デスキーや校舎周辺での歩くスキーに積極的に取

り組んでおります。ゲレンデスキーの指導は、学

年によって違いはあるものの、市内の全小中学校

が年１２時間程度実施しています。上川管内にお

いては年１０時間程度行っている学校が多い状況

から、本市のゲレンデスキーの指導時間は適当と

考えております。

指導内容については、例えば小学校の低学年で

は緩やかな斜面で上る、滑る、曲がる、とまるな

ど、中学年では緩い斜面で滑らかにターンするな

ど、高学年ではパラレルスタイルでターンするな

ど、中学校ではスピードを調整しながら滑らかに

ターンするなど、学年等の段階に応じた技能を身

につけることになっております。指導に当たって

は、児童生徒の興味関心、経験や技能の差が大き

いことを踏まえ、個に応じた指導の充実を図るこ

とが大切です。そのため各学校では、担任以外の

教員が指導に加わるなどして指導体制の充実を図

ることが課題となっております。

次に、ボランティア等の活用状況ですが、ゲレ

ンデスキーの指導では、児童生徒の実態や指導す

る教員の指導力によって教員１人で多くの児童生

徒を指導することが難しい場合があります。この

ためゲレンデスキーに関する専門的な知識や技能

を有する外部の指導者の協力を得るなど、複数の

指導者による指導体制を確立することが重要です。

市内の小学校６校と全ての中学校でゲレンデスキ

ーの指導にボランティアとしてスキー指導員やＰ

ＴＡなど外部指導者の協力を得て実技指導の手助

けを行っていただいております。教育委員会とい
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たしましては、今後とも各学校に外部指導者をよ

り一層積極的に活用するなどして指導体制を整え、

児童生徒が安全で楽しくスキーの技能を身につけ

ることができるよう努めてまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

それでは、スキー授業についてから先に再質問

をさせていただきたいと思います。それぞれお答

えをいただきました。実施の現状についてという

ことでありますけれども、市内の小中学校は年間

１２時間の時数を確保しているということであり

ます。上川が１０時間であったということであり

ますから、適当と考えているということであった

かというふうに思います。今後も時数に関して増

減、例えばふやす体制がとれるのかとれないのか

は別としても、減らすことは避けていただきたい

なというふうに考えていますけれども、現状の時

間は維持していくのか、今後将来的にはやはりふ

やすようなお考えがあるのか、そのあたりちょっ

とお答えをいただきたいというふうに思いますが、

お考えいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今スキー授業の時数へ

の基本的な考え方ということでの御質問であった

かと思いますけれども、スキーにつきましては北

海道ならではのスポーツでありますし、雪国でな

ければできない、そんなスポーツと考えておりま

すので、今管内的な授業時数についてはお話し申

し上げましたけれども、名寄市の教育委員会とい

たしましては今後貴重な冬のスポーツという捉え

方をしておりますので、これ以上は減らさないと

いう方針で進めてまいりたいと思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 教育長から御答弁い

ただいて、まずは安心しました。全国的に壇上で

も申し上げましたけれども、やはり時数を減らし

ている。これは、教職員、先生方への負担の軽減

ですとか、ほかのことができなくなるという側面

もあるようでありますけれども、時数を減らした

り、またはもう実施自体をしなくなっているとい

うような学校も全国的にも、また道内でもやはり

だんだん多くなってきているという現状があるよ

うであります。まずは、今の段階では授業時数確

保できるような体制をとることも大事かと思いま

すので、そのあたり改めてお願いをしておきたい

と思います。

その中で、課題と改善策についてということで

ありますけれども、私もボランティアという立場

で地域の学校のスキー授業を受け持ったり、また

道立の高校ですけれども、高校の非常勤講師をや

らせていただいたりということでスキー授業に携

わらせていただいていますけれども、そういうス

キー授業の現場にいる中で、やはりスキー授業実

施の上での課題というものを幾つか感じている部

分、またスキー場全体でもそう見られている部分

というのがちょっとあるというふうに思っていま

す。まず、授業中の安全確保という部分では、ど

うしてもスキー授業ですとかの時期になりますと

非常にスキー場、ゲレンデ内が混雑します。当然

他校の授業もありますし、一般スキーヤーの皆さ

んもいます。名寄ということですから、自衛隊の

隊員さんが訓練で来られているという状況もあり

ます。その中での授業の実施の仕方、これは私は

先生方を単純に責めることはできないと思うので

す。先生方も当然体育の先生でもスキーが専門と

いう先生ってなかなかいないと思いますので、そ

の仕方をどうこうしろといっても難しい部分もあ

るのかなというふうに思いますけれども、私が見

ていても本当に非常に危険だなと。見ているだけ

でも怖くなるような状況を本当にシーズンに何回
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も見ることがあります。一歩間違えば大きな事故

につながるのかなというふうに捉えている部分で

もありますけれども、まず今シーズンスキー授業

を実施している中で、教育委員会のほうに授業中

のそういった事故についての報告等あったか、な

かったのか、そのあたり確認できていればちょっ

とお聞かせいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） スキー授業に関しま

しては、今議員おっしゃられたとおり外部の指導

者となっている方も含めて安全対策に努めながら

実施をしているところですけれども、先生方も言

われるようにスキーの経験が浅い先生がふえてき

たというのはこれ事実でありまして、実際に経験

しない上にどういった危険がはらんでいるかとい

うのもやっぱりちょっとわからなかったり、そう

いった状況もあります。そういった面では、ある

学校では事前の指導者講習会的なことをやったり、

子供たちにいろんなスキーのルールやマナーも教

えながら、事前学習もしながら取り組んでいます。

そういった状況の中で、事故につきましては私の

ほうには報告は、軽微なものがあったのかどうか

わかりませんけれども、そういった大きな事故と

いうか、そういったものについては報告ありませ

んので、ないというふうに受けとめております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ないということであ

ればいいのですけれども、本当に一歩間違えば事

故につながりかねないなという状況も見られてい

るところです。今学校単位の講習会なんかを実施

ということで部長からもお答えありましたけれど

も、やはり私も各学校を見ていても、スキーの指

導者資格を持っている先生がいる学校というのは

割ときちんとしているのです。授業の仕方ですと

か、ゲレンデでのマナーもきちんとこれはその先

生がいることによってほかの先生にも教えるとい

う体制がやはりとられているのだと思うのです。

いるのが普通ではありませんけれども、そういう

先生がいない学校はやっぱり先生方もそういうス

キーの指導に関してどういうふうに、指導者の立

ち位置ですとか、ゲレンデのマナー、また他のス

キーヤーへの配慮、それもルールがありますので、

例えば当然ゲレンデ滑るには下を滑っている人が

まず優先です。ただ、自分も下にいる場合は、例

えば滑り出すときは上から来る人には細心の注意

を払うというようなこともあるのですけれども、

そういったルールわからないまま、当然先生方も

しない先生も多いですからわからないのだと思い

ますけれども、そういったことがわかっていれば

授業の仕方ですとか、子供たちをどう立たせるで

すとか、またほかの学校が授業を行っているとこ

ろに結構その横を猛スピードで先生が先頭になっ

てトレーンですり抜けていくというような状況も

ありますので、やはりそういった学校の先生に対

しての講習会、それは学校単位、私も智恵文小学

校のボランティアをやらせていただきまして、学

校の先生にお願いされて智恵文ではやりました、

小学校、中学校の先生あわせて。そういったこと

を各学校単位というよりも、もしできるのであれ

ばシーズン前に例えばスキー学校の指導者の先生

講師に迎えて全部の小中学校の先生、スキー授業

に携わる先生対象に全市的に行ってみては、そん

な機会をとっていただくことはできないかどうか、

そのあたりのお考えについてお伺いをしたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員おっしゃるとお

り、事故が起きると大きな事故につながる危険性

は多分に秘めているということでありますから、

今後もそういったルールなり指導方法なりの事前

の学習、学校の中で言葉だけ聞いてもなかなか理

解できないというふうに思います。そういった意

味では、本当は現場に行って現場の状況、山の状

況を見ながら実践も兼ねてやるのが一番身につく
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ことだろうというふうに思っているところであり

ます。ただ、市内であればぱっと集まってできた

りするのですけれども、山に行くとなるといろい

ろ時間等もかかるということがありますけれども、

そういったことができるかどうか検討してみなが

ら、何といっても子供たちの安全を守るためには

いかにどういった対策をとるかというのが重要で

ありますので、ちょっと検討させてもらいながら

今後安全対策の指導方法も含めて進めてまいりた

いと考えますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 当然今部長おっしゃ

ったように、座学だけではなくてやはり現場でや

ることが大事だと思います。私そうやって依頼さ

れてやりましたけれども、座学と……たまたまそ

の日は天気が悪くてスキー場のリフトが動いてい

なかったのです。ですから、座学になりましたけ

れども、座学を一回やって、本当に先生方割と熱

心で、ナイターでもいいからやってくれというこ

とでナイターの時間、全部勤務が終わった時間に

ナイターで小学校の先生と中学校の先生に、技術

指導ではないです。やはり子供たちにどう安全確

保した上で授業が行えるか。後半は何か技術指導

みたくなりましたけれども、子供たちが少しでも

楽しんで上達を感じられるような指導はどうする

べきなのかというようなところもやりましたので、

ちょっと何かそういった講習会全体でできるのか

できないのか、ぜひ御検討いただきたいと思いま

す。スキー指導者、私もスキー学校におりますけ

れども、スキー学校もそういった依頼があれば協

力させていただくことはやぶさかではありません

ので、ぜひ子供たちの安全のためにまず御検討い

ただきたいというふうに思います。

あと、課題という部分で私が感じている部分、

当然先生方のお話に関連してですけれども、見て

いると全道、全国で授業時数が減っていっている

という要因には、やはり指導する先生方の負担と

いうのが非常に大きいのではないのかなというふ

うに私は思っているのです。事ピヤシリスキー場

でスキー授業を見ていても、本当に先生方大変だ

と思います。それは、やはり滑れる子ばかりでは

ないですから、小学校に入ったばかりの１年生、

２年生、特に１年生は多いです。初めてスキーを

滑る児童もいますし、滑ったといっても何回かぐ

らいですから、本当にまだリフトに乗れないとい

う子供たち結構いるのです、やっぱり。それを先

生が下の斜面で子供たちを滑らせて、また一緒に

上がって、寒い中もう先生方汗だくなのです。私

もボランティアの中でのスキー授業で、できるだ

け滑れない子を滑れるようにするということでや

っていますので、やっぱり大変です。上りおりし

て、これはここの名寄のピヤシリスキー場の地形

にもやはり影響しているのです。第１リフトは割

と急な斜面というか、中級斜面ぐらいの斜面で、

第２リフトはすごく緩やかなのです。ただ、リフ

トで何とかしてリフトに上って第２リフトを滑ら

せて練習しても、第１リフトのほうおりてくるの

は初心者にとっては至難のわざなのです。

それで、地形も影響しているというのもありま

すし、先生方もそうやって下の緩やかな斜面で上

ったりおりたり大変ですけれども、これ実は子供

も大変なのです。私も実際の経験で、少しでも楽

しみながら、まずはとまれるようになろうねとい

うことでやったりもしていましたけれども、では

終わって来週何とかリフト頑張って乗ろうねとい

うことで、私も疲れましたけれども、子供も疲れ

ていたかなと思いましたけれども、どうだったと。

楽しかったとは私の前では言ってもらえたのです

けれども、後から親御さんの話通じてですけれど

も、やっぱり疲れたと。大変だったというふうに

家に帰ったら言っていたそうです。そういったこ

とで、せっかくやるスキー授業の中で子供たち少

しでもスキー授業を通して、ふだん余り滑らなく

てもスキーが楽しかった、スキー授業が楽しかっ

たということでゲレンデに足を向けて、またスキ

ーに親しむというふうにつながれば本当に非常に
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いいことだと思うのですけれども、逆にスキーが

そういった状況あることによって嫌になってしま

わないかがやっぱり心配になってきます。そうい

うことというか、なかなか地形の関係でリフトに

乗れない。下でばかり滑っていなければならない。

先生方も大変ですけれども、子供たちも大変とい

う部分もあるのですけれども、そういった先生方

の負担軽減、また子供たちがより楽しくスキーに

親しめるという観点からも、ちょっとここは御提

案をさせていただきたいと思うのですけれども、

スノーエスカレーターという設備がありまして、

ムービングベルトという別な言い方もありますけ

れども、いわゆるベルトコンベヤー式で、スキー

を履いたままそれに乗っかっていけば、緩やかな

斜度であればずっと上のほうまで行って、緩やか

な斜面で何回も何回も練習できるのです。上りお

りしなくてもいいという、体への負担もかからな

いという部分がありますし、これ実はこのスノー

エスカレーターというのは道内においても結構設

置をしているスキー場最近ふえてきているのです。

私の知っている限りでは富良野なんかもあるみた

いですし、サホロ、トマム、ルスツもあるみたい

です。最近去年ぐらいの新聞記事にも渡島の森町

の大沼スキー場に今シーズンからスノーエスカレ

ーターが設置されたと。お金のことを言ってもな

んなんですが、全長２４メートルで導入費用は約

０００万円ということで書いてあります。これ

は、これを設置してから、各スキー場全部聞いた

わけではないですけれども、土日は子供と親御さ

ん、親子連れでそこ結構にぎわうそうなのです。

今まで来なかった子供たち、また親御さんも含め

てスキーをやるようになる、そういう傾向が見ら

れるというような話もお聞きするところです。こ

れ教育的観点からもぜひスノーエスカレーター導

入してはいかがかというふうに御提案させていた

だきたいと思いますが、まず小川部長、お考えに

ついてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員のお話にありま

したように、ピヤシリスキー場第１リフトは長く

てきつくてなかなか初心者が滑りづらいというの

は、やっぱり山の形状上どうしようもない状況で

あります。昔であればスキー授業始まる前までに

滑れるようにしてこいというような保護者に対す

る学校側からの指示というか、そういったものも

あったのかなというふうに思いますけれども、今

はそういった状況にないというか、なかなかでき

ない家庭もあったり、難しさもあるという状況と

いうのは知り得ています。

今議員からありましたように、スキー授業初心

者の方は上りおりしなければならないということ

によって負担というか、疲れ、指導者の負担もあ

るというのは認識はしているところでありますけ

れども、ただそういった上りおりするというのも

少しの、技術指導者ですから当たり前のことです

けれども、スキーの操作であったり、エッジの使

い方含めて大変重要なことも習得できる一つかな

というふうに私も思っています。そういった面で

は、何とか自分でそういった努力をしながら乗れ

るように、リフトに乗っておりてくるの大変かも

しれませんけれども、そこで嫌気差す子供も出る

かもしれませんけれども、そういったことが技術

の向上につながる。そして、一生懸命やるという、

そういった意識もできるのかなというふうに思っ

ています。当然あったほうがそういった部分では

技術も練習の効果も得られるし、練習量も多くで

きるというのはあろうかと思いますけれども、今

ありましたようにお金の話ばかりしても申しわけ

ないのですけれども、財政的だったり、常時やっ

ぱり人員も配置して安全確保もするような維持管

理経費もかかるというふうに思いますので、それ

が本当に効果的で、ほかにもっと先行投資しなけ

ればならない学校施設も含めてあろうかなという

ふうにも考えていますので、そういった状況も見

きわめる必要があるかなというふうに思っていま

す。北海道でも何カ所かついてきているという話
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も聞いていますので、そういった状況の情報収集

等もしていきたいなというふうには考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 小川部長から余り前

向きな御答弁いただけなかったのですが、これ今

スキー授業という観点で申し上げていますけれど

も、事学校教育という側面だけではなくて、これ

から冬季スポーツの拠点化を目指す名寄市として

も、スキー人口の底辺の拡大という部分にもつな

がってくると思いますし、また国際交流、午前中

の山崎議員とのやりとりも国際交流テーマになっ

ていましたけれども、国際交流という部分でも台

湾から修学旅行生を受け入れしていますよね。結

構あれもスキー学校で指導をしていますけれども、

大変なのです。あれがあれば修学旅行生も、台湾

の子たちももっと楽しくスキー滑って帰っていた

だけるのかなというふうに思います。

今スキー授業から関連して、それを設置しては

どうかという部分でお話しさせていただきました

けれども、今言ったスポーツの拠点化、いわゆる

市民によりスキーが生活に密着して、やはり文化

になるということ、底辺拡大も含めて、そういう

側面、これは生涯スポーツなのか、スポーツ、合

宿の関係なのかあれですけれども、スキー人口の

底辺拡大と。国際交流であれば交流推進課になり

ますね。スキー場は営業戦略室ですし、きょう振

興公社の副社長の立場もある久保副市長も来られ

ていますが、スキー人口の底辺拡大という観点か

らも効果があるのではないかなというふうに思い

ますけれども、まずそういう側面からちょっと設

置の検討をできるかできないかお答えいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今山田議員のほ

うから貴重な御提案をいただきました。私ごとで

すけれども、昨年も私小さい子供がいるので、一

緒にピヤシリスキー場に何回か通って子供にスキ

ー教えたときにもそういった感想を受けました。

今回貴重な提言いただきましたので、まずは庁内

議論も含めてする前に、多分皆さんイメージ的に

はわかっていると思うのですけれども、やっぱり

現地を見て、実際にイメージを見てもらうという

ことが重要かなと思っています。毎年シーズンオ

フのときに今後のスキー場の整備の方向づけとい

うことで庁内の財政とか建設も、私どもは営業戦

略も含めて振興公社と一緒にスキー場のほうの今

後の整備の方向づけを含めて視察をさせて、現地

を確認させていただいています。その際にもそう

いった貴重な御提言いただいた部分の視点を踏ま

えて視察というか、視点で見させていただきたい

と思いますし、基本的には私どものほうのスキー

場の施設整備についてはまずは安全、安心を第一

の優先事項としておりますけれども、そういった

次の側面で教育の観点やスキー場の利用拡大とい

う部分についても必要だと思いますので、庁内議

論の部分も含めて、また振興公社との話し合いも

含めて今後議題の一つとして取り上げさせていた

だいて、検討させていただきたいなと思っていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ室長、そういう

形で。道内設置しているところ、やはりピヤシリ

もありますけれども、キッズパークに併設して、

子供たちがそこで本当にスキー含めて雪に親しむ

環境ということで、すごくこれを設置したことに

よってキッズパークがにぎわっているという状況

もあるようです。今教育委員会のほう、スキー授

業の関係でぜひあったほうがいいのではないか。

これ本当に先生方の負担軽減にもなると思います

し、何より子供たちのためだと思いますので、ぜ

ひこれは庁内横断的に御検討をいただきたいとい

うふうに思います。また、またの機会を捉えてこ

のことの検討状況等も確認させていただきたいと

思いますが、ぜひ来シーズンには設置されている

ことを期待して、この件は終わりたいと思います。
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ぜひよろしくお願いします。

次、農業の関係に移りたいというふうに思いま

す。素案として第２次の名寄市農業・農村振興計

画概要版、私も拝見をさせていただきました。今

回の計画の性格、位置づけとしましては、当然な

がら今後の名寄市の農業、農村の目指す方向を示

すということと同時に、農業者、また農業関係機

関、そして団体が果たす役割ですとか、また目標

を示した中でやはり市の農業の中長期的な指針と

なるものだというふうに捉えております。

まず、川田部長にお伺いをしたいと思います。

まず、部長は今回の第２次名寄市農業・農村振興

計画から目指すべき１０年後の地域農業の姿をど

のように描きますか。部長のイメージしている１

０年後の地域農業の姿をお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） この計画自体が総合

計画の実施計画ということでございますので、総

合計画の中では地域の特性を活かしたにぎわいと

活力のあるまちづくりということでございますの

で、地域の特性をということだというふうに思っ

てございます。その中でこの間名寄の農業の中で

は人口減少が進む中で、本当に１０年後、現状か

ら１００戸以上が減少する想定がされる中で、農

地の集積、農地の問題だったり、担い手の問題だ

ったりとさまざまな課題がございます。そういっ

た観点をこの計画の中でしっかりあらわして、い

わゆる持続可能な農業ということでございますけ

れども、昨日も申し上げましたとおり持続可能な

農業とともに生産者が次年度の再生産可能な所得

を確保するという観点で、やっぱりさまざまな、

これは市だけではできませんので、農協も含めて

名寄の中には道の施設の普及センターもあります

ので、そういった方と一体となって課題解決に向

かって当たっていきたいというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私それぞれの特に基

本計画、また実施計画の中身がどうこうという部

分、それは結構いろんな施策を盛り込まれていま

すので、そこの部分ではなくて、まず目指す姿と

いうのがこの中ですごくイメージしづらいなとい

う印象を受けました。次期の農業・農村振興計画

に対しての期待、要望ということでのアンケート

もありますけれども、この中でそういう設問があ

った中で農業者の意見の一つとして、どこかの地

域のまねではなくて名寄市として特色ある目指す

べき農業、農村の姿をしっかりと示してほしいと

いう意見がありました。そういう部分では、この

前の計画、ちょっと薄汚れていますけれども、前

の名寄市農業・農村振興計画の中では基本計画の

中で目指す姿というものがまず何項目か示された

中で取り組みの方向ということで具体的な取り組

みの内容が記載されているという形、そういう形

でつくられていたと思うのです。今回の場合は、

そういう形ではなくなっています。目指す姿とい

うものがなくなって、いきなり取り組みの方向だ

とか取り組みの概要が記載されていますけれども、

このような形になったというのは何か理由がある

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほども申し上げま

したとおり、総合計画はさまざまな議論の中で策

定をいただいています。その前段にも総合戦略の

中でもそういった議論をいただいて策定をいただ

いているということで、そういった意味では今回

の名寄市農業・農村振興計画の中ではそういった

実際にやっていく事柄を中心にまとめていきたい

ということでこの姿になったものです。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今のお話、それはそ

れで理解しますけれども、私もこのこと、次の計

画を策定するに当たってはしっかりと名寄市の１

０年後の姿が描けるような計画に、例えば若い農
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業者がそれを見た中で、こういう方向性を名寄市

として目指していくのだと、自分たちもそれを指

針にして農業に取り組んでいくというようなもの

にしていただきたいというような要望もさせてい

ただいたところでありますので、なぜそこがそう

いうふうになってしまったのかなというふうに思

ったものですから、それはいいとしましても、や

はりもうちょっと目指す姿、中身がわかりやすい

指針となるようなものでなければならないという

部分では、ダイジェスト版みたいなものもつくっ

てみてはどうかなというふうに、たしか去年の第

２回定例会でもこれから計画策定されるに当たっ

て、ぜひダイジェスト版をつくって目指す姿、ま

た指針がわかりやすいような形をとってみてはと

いうことで申し上げたと思います。部長の御答弁

もありましたけれども、中身はこれからになるけ

れども、少し見やすい形でわかりやすい形を工夫

しながらつくっていきたいとお答えいただいたと

いうふうに思います。改めてお答えいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先般ダイジェスト版

については、そのように回答させていただきまし

た。今回の部分については、この冊子だけでは皆

さんに御理解いただくのがなかなか難しい面もあ

ると思いますので、その中で少し端的にわかるよ

うな形でまとめていければというふうに思ってい

ますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そうなのです。中身

は、私は悪くないと思います。しっかりと現状の

課題分析した中で、これから取り組まなければな

らない施策ものっていますので、そういう意味で

は評価いたしますけれども、そういった本当にぱ

っと見てどういうものを目指すのかという、１０

年の姿も含めて、そういった指針になる計画であ

るべきだというふうに思いますので、これを今か

ら直せということにはなりませんから、少しこの

中身がわかるようなダイジェスト版、ぜひつくっ

ていただいて、皆さんに中身が意識していただけ

るようなものにしていただきたいというふうにお

願いをしておきたいと思います。

少し中身について確認も含めてさせていただき

たいと思いますけれども、いろいろな意見、また

懇談会等も実施した中で意見を集約してこの計画

を策定されたのだというふうには理解しておりま

す。前の計画の取り組み、また成果についての検

証、このことがなされて今回の計画に至っている

というふうに思いますけれども、検証の内容、議

論経過でどういったものがあったのか、主なもの

で結構ですので、お答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 前期というか、第１

期目の計画の中では、この計画の進行管理なりに

ついては名寄市の農業・農村振興審議会にそれぞ

れの単年度ごとの事業を積み重ねて御報告などを

しながら御意見をいただいていたという経過でご

ざいます。今回第２次の計画策定に当たりまして

は、庁内でまずそこで一定の事業の成果なり今後

の課題などというものを網羅して、そこは検討委

員会の中でお諮りして御意見をいただいたという

ことで、その中ではやはり当時の部分と相当違う

部分ということで、この間さきの代表質問でも市

長からお答えさせていただいていますけれども、

本当に新規就農の関係でも後継者とか農地の集積、

そういった部分で非常に厳しい状況が続くという

ことでございますので、そういったことを改めて

今回この計画の中に織り込まさせていただいてい

ますし、一部は２９年度予算の中で御検討いただ

くように予算計上もさせていただいていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今の関係、労働力不

足ですとか、また担い手の関係、それについては

この後触れさせていただきますけれども、まずし

っかり検証された中で今回の計画がつくられたと
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いうことは確認をさせていただきましたので、特

に若い農業者の意見をこの計画の中ではどのよう

な形で集約して計画に反映させたか、また十分に

反映できているかお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 若い皆さんの御意見

ということでございますけれども、青年団体等の

役員を含めて昨年の２月とことしの１月というこ

とで２回にわたって御意見をいただいております。

さらに、総合戦略のときにもそういった意見をい

ただく場面もございましたので、そういったこと

も含めて御意見はいただいておりまして、そうい

った中ではＩＣＴだとか、担い手の関係だとかと

いう御意見をいただいているということです。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） あと、男女共同参画

社会ですから、女性農業者の意見についてはいか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 女性の農業者の皆さ

んについては、私自身も農協の会合の中で何回か

機会がございました。その中では、役員のレベル

ではございましたけれども、端的な率直な御意見

の中、やっぱり人手が足りないということだった

り、率直に御意見をいただいていますので、そう

いったことだったり、女性の研修会の部分だった

り、そういった部分では御意見をいただいて、内

容に反映をさせていただいていると思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれこれからの

若い農業者の方の意見、またやはり女性農業者の

考え方、意見というのも非常に重要だと思います。

そういった部分を含めて、いろいろアンケート、

また懇談会、そういった意見を集約して今回つく

られたのだというふうに思いますけれども、アン

ケートなんかも私も拝見させていただいた中では、

特に多かったのが先ほど部長からもありましたけ

れども、担い手の対策。特に若い方の意見はこれ

に反映させたと。また、労働力が今不足している、

その問題。そういった部分では、中身に関しては

十分反映されているのかなというふうに見てとれ

るのですけれども、特に担い手に関しては新規就

農者、また後継者に対する施策も新たにつくられ

るという部分、また労働力不足の関係に関しても

施策の推進の方針、継続事業も含めて示されてい

ると思いますけれども、農地集積の関係がどうし

てもちょっとこの中身見ますと余り詳しく触れら

れていないように感じます。以前から何度も指摘

も含めて申し上げさせていただいている人、農地

の問題、いわゆる人・農地プランの作成について

でありますけれども、以前のやりとりの中でも出

し手、受け手の関係などで若干手詰まり感も感じ

ながらも、今後工夫しながらそういったことを進

めていきたいというようなお答えもいただいてい

たというふうに思いますけれども、具体的な実施

計画の中でもこれ事業名が農地保有合理化事業、

事業概要が担い手への農地集積を推進するとだけ

しか記載されておりません。特に農地の利用集積

について少し具体的に今後この計画に沿ってまた

どういうふうに進めていくのかお伺いをしておき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農地の利用集積につ

きましては、この間農業委員さんを含めて御努力

によって、優良農地を中心に順調に農地の移動が

進んでいるものだと思っています。今後の部分に

つきましては、やはり前期のときにも調査をさせ

ていただきましたけれども、不作付の状況で相当

数予備軍的な土地があるということでございます。

その土地につきましては、農地の中間管理事業な

ど地域の方々にお世話になりながら、最低限の起

こしたりなんかという管理をしていただいている

という状況でございまして、今後そういった農地

がどうなっていくのかということもありますし、

優良農地もどうなっていくのかというのがすごく

課題になってございます。そういった意味では、
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国は農地の中間管理機構を立ち上げたのですけれ

ども、１０年賃貸という中ではなかなか北海道の

農業に合わないということで、今名寄の中では実

績がないという状況でございます。

人・農地プランの中でも今回特に工夫をさせて

いただいたのは、やっぱりこれから農地を離農さ

れる方は離農される方でちょっとそういう会合を

別に持ったりすることだったり、市では農業推進

アドバイザーということで専任の方をお願いして

聞き取りなどを行っておりまして、ほぼほぼ聞き

取りが終わりまして、その結果が今月開催されま

すプランの検討会の中で御検討いただけるという

状況にもなってきていますので、そこらを踏まえ

ての御意見をいただくのとやっぱり今後農業委員

会も含めて少し議論を深めていく課題だというふ

うには認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 本当に待ったなしの

状況というか、まだまだこれからも時間が、これ

今すぐ解決する問題ではありませんので、少し先

を見据えて先手、先手を打ってやはり対策とって

いかないと、もうそのときが来て慌ててやっても

対応できない。特に人と農地の問題というのはそ

ういうものであります。ぜひ先見据えて、もう今

からやらなければならないことをしっかり取り組

んでいただきたいというふうに思います。特に本

当に繰り返しになりますけれども、担い手対策、

労働力これからどう確保していくかという部分、

この計画に沿ってしっかり進めていただきたいと

思いますし、また今の人と農地の問題、ある意味

大きな課題の３本柱だというふうに思いますので、

この取り組みぜひしっかりとお願いしたいという

ふうに思います。

時間ももうありませんので、具体的な中身につ

いてはそういった柱になる部分、また一定程度整

理される部分もこれ整理されたというふうに、例

えば振興作物ですとかの関係もＪＡの振興計画と

もリンクする形で整理されたのだというふうに思

いますし、そういう意味ではこの中身については

これは何も本当に否定するものではありませんし、

これをしっかりとこれに基づいて１０年間の計画

を進めていただきたいと思いますし、そういう部

分では実施計画は毎年ローリングかけて見直して、

また新たな事業もここに絡んでくるのだというふ

うに思います。ぜひしっかりとそのあたりは取り

組みのほうをお願いをしておきたいというふうに

思います。

あと何点か少しお伺いをしておきたいと思いま

す。これからますます重要になってくるという部

分では、名寄市の特産物のブランド化と販路拡大、

ＰＲの推進です。先般モチ米の商品がふるさと名

物応援宣言をしたということで、非常にいい取り

組みも報道されたところであります。その他名寄

にはモチ米を中心に特産の農産物たくさんありま

すけれども、いわゆる特産品、特産農産物と位置

づけられている農産物のそういったブランド化も

しくは販路拡大につながるようなＰＲの推進につ

いて今後どのような取り組み、可能性も含めて考

えておられるかお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ブランド化の部分に

ついては、名寄には本当にすばらしい農産物がい

っぱいあるわけですけれども、とりわけこの間モ

チ米を中心としたプロジェクトの中で市内外に情

報を発信してきているという状況であります。そ

のこととスイートコーン、アスパラ、多種多様に

あるのですけれども、それを今度どういうふうに、

売り込みについてはもうＪＡのほうで名寄の農産

物は本当に足りないぐらいだということで、もっ

とつくってくれということで話はいただいていま

すけれども、現状がなかなかそうなっていないと

いうことでもございますので、やっぱり何を選ん

でいくのかというのがこれから重要になっていく

のかなと思っています。そういった意味では、ま

だちょっとどれがどれというのは方策はまとまっ
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ていませんけれども、そのことについては当然農

協とも十分お話をして、いざブランド化といって

も面積がどんどん縮小していって余り応えられな

いというようなことになっても困りますので、ど

ういった視点で考えていくのかということは課題

だというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今回ふるさと名物応

援宣言をしたモチ米というのは、名寄市民も含め

て、農業者も含めて誰もが認める特産品だという

ふうに思います。そういう意味では、またモチ米

に続く、それは何か、私も何がいいのかはここで

どうこう申し上げることではないのですけれども、

例えばもう一つ別なものがもっと特産品として全

道、全国にＰＲされて知名度が向上するというこ

とになれば、その柱ができていくわけです。今は

もうモチ米が柱で名寄市の農業が進んでいってい

ると。もう一つの柱、何かあるということで、ど

んどん、どんどん名寄市の農業の基盤というもの

がしっかり見えてくるのだというふうに思います。

そこにつながるのだというふうに思います。です

から、何を選ぶかは別としてもしっかりそういう

ものをつくり上げていく努力、この計画の中でも

ぜひ進めていっていただきたいというふうにお願

いをしておきたいと思います。

それでは、最後になりますけれども、農業関係

でこれはずっと今第２次の名寄市農業・農村振興

計画にかかわって質問させていただきました。最

後、加藤市長にお伺いをしておきたいと思います。

前計画から今回第２次の農業・農村振興計画が策

定されて、新たに２９年度始まるということにな

ります。農業という部分に限らず、加藤市長、２

期目の任期も残り１年ということになりましたし、

最後の１年またこの計画が始まるという中で、特

に若い農業者は同じ世代ということも含めて、こ

れは農業だけをということではなくて、大変これ

からの地域の農業を含めた産業の振興に若い農業

者も含めて経済人は期待している部分あります。

今農業に関連してということでありますから、こ

れからの農業、農村の振興について加藤市長の決

意も含めてお伺いして、終わりたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 第２次の農業・農村振興

計画にかかわって議員からさまざまな角度から御

提言、御意見いただきましてありがとうございま

した。よりわかりやすく具体的に示していくもの、

課題もありますので、そこはしっかりと対応して

いきたいというふうに思います。

総論的にちょっと悲観的な話もありましたけれ

ども、この後ＪＡ道北なよろ青年部の総会４時か

らありますが、１３７人の青年部部員がいて、私

が市長になったときから比較すると１０人以上ふ

えているという状況です。上川の青年部長は名寄

の方がなっているだとか、若い青年農業者は非常

に元気だし、この地域の管内の中でも随一だとい

うふうに思っていて、そういうマンパワーからし

てみて、私はこれから先はそんなに暗くないなと

思っています。雪が深くて、土もどちらかという

と粘り気が強い土で農作業するのに大変な地域な

のかもしれませんけれども、だからこそすばらし

い農産物が生まれるのだと。そのことをしっかり

と改めて認識をしていきながら、より持続可能な、

そして付加価値の高い農産物をみんなでつくり上

げていくことでもっともっと１次産業が元気にな

れるというふうに確信をしていますので、改めて

基幹産業、農業がこの地域の大切な足腰だという

ふうに思っていますので、そこに意を払いつつ、

しっかりと汗をかいていきたい。そのスタートの

２９年度、大事な１年だというふうに改めて認識

をしながら我々も前に進んでいきたいと思います

ので、ぜひまた御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

平成２９年３月９日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１０日から３月１

６日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１０日から３月１６日までの

７日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 佐々木 寿

平成２９年３月９日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年３月１７日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第９号 名寄市農業・農村振興条

例及び名寄市新規就農者等に関する条

例の一部改正について（経済建設常任

委員長報告）

日程第３ 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第２８号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第６ 意見書案第１号 地方議会議員の厚生

年金への加入を求める意見書

意見書案第２号 「準要保護世帯」に

対する就学援助の拡充を求める意見書

意見書案第３号 国民健康保険におけ

る子どもに係る均等割額の免除及び軽

減に関する意見書

意見書案第４号 指定給水装置工事事

業者制度に更新制の導入を求める意見

書

意見書案第５号 無料公衆無線ＬＡＮ

（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求め

る意見書

日程第７ 報告第１号 例月現金出納検査報告、

監査報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第９号 名寄市農業・農村振興条

例及び名寄市新規就農者等に関する条

例の一部改正について（経済建設常任

委員長報告）

日程第３ 議案第１９号 平成２９年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

平成２９年３月１７日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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議案第２０号 平成２９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２１号 平成２９年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２２号 平成２９年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２３号 平成２９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２９年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２６号 平成２９年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２７号 平成２９年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第２８号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 平成２８年度名寄市一

般会計補正予算（第７号）

日程第６ 意見書案第１号 地方議会議員の厚生

年金への加入を求める意見書

意見書案第２号 「準要保護世帯」に

対する就学援助の拡充を求める意見書

意見書案第３号 国民健康保険におけ

る子どもに係る均等割額の免除及び軽

減に関する意見書

意見書案第４号 指定給水装置工事事

業者制度に更新制の導入を求める意見

書

意見書案第５号 無料公衆無線ＬＡＮ

（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求め

る意見書

日程第７ 報告第１号 例月現金出納検査報告、

監査報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶
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１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 塩 田 昌 彦 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第９号

名寄市農業・農村振興条例及び名寄市新規就農

者等に関する条例の一部改正についてを議題とい

たします。

付託いたしました委員会の審査経過及び結果の

報告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、平成２９年第１

回定例会議案第９号、付託、名寄市農業・農村振

興条例及び名寄市新規就農者等に関する条例の一

部改正についての委員会における審査経過並びに

結果について御報告申し上げます。

委員会は、平成２９年３月２日に川田経済部長、

山田農務課長を初め担当職員の出席を求め、本条

例の内容について慎重に審査を行いました。

付託された議案第９号の内容は、提案理由の説

明にありましたように、農業施策の推進に当たり

農業の支援策の審議のほか、関係機関と連携によ

り事業に取り組むことが必要であり、主に事業の

検討を担う名寄市農業振興対策協議会と農業施策

の諮問、答申を担う名寄市農業・農村振興審議会

の役割、位置づけの整理並びに明確化を行い、農

業施策の推進の円滑化を図ることを目的に、また

名寄市において新たに農業を営もうとする新規就

農者の育成支援に関する規定の整備と名寄市農業

担い手育成審議会の設置により体制の充実を図る

ことを目的として改正を行うものです。

最初に、担当者より配付されていた議案の正誤

表についてと新規就農者支援施策に係る審議経過

について、７月、１１月に名寄市農業担い手育成

センターの会議を開催し、今後の担い手の支援策

についての考え方と新たな担い手支援策について

審議したこと、また１２月には名寄市農業振興対

策協議会で担い手支援策について審議、意見をい

ただき、２月に名寄市農業・農村振興審議会にお

いて新たな担い手支援策案について答申を受け、

本定例会に議案提案となった旨の説明がありまし

た。

各委員からの質疑では、農業振興対策協議会の

委員の人数、農業・農村振興審議会の人数の考え

方、組織する委員のうち農業団体関係者とはとの

問いに対し、審議会の農業振興対策協議会、農業

・農村振興審議会の委員の定数の考え方について

は既に存在しているため、それぞれの現在の議会

の定数を踏まえ、農業関係団体については農業振

興対策協議会の主な関係団体としてＪＡ道北なよ

ろ、土地改良区、農民連盟、ＪＡ道北なよろ女性

部を、生産者の組織の位置づけとして名寄市水稲

生産組合、畑作を想定し食用馬鈴薯生産部会など

それぞれの関係機関、生産団体、担い手の審議会

は農業改良普及センター、ＪＡ道北なよろ、学識

経験者との説明がありました。

この条例で法的位置づけを明確にし、協議会と

審議会を設置するが、農業委員会の役割と一緒に

ならないかとの問いに対しては、農業委員会にお

いては市内農業者の農地あっせん、農地を守る立

場でその業務に特化した役割を担う機関であり、

今回設置する農業振興対策協議会、既に設置して

いる農業・農村振興審議会は農地以外の新規就農

者の認定、それぞれ生産振興やさまざまな形の農

業振興施策の審議、検討をする機関であること、
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農業委員会の専門的な立場からも意見をいただく

が、それぞれが受け持つ範囲が農業委員会よりも

幅広い検討、審議をいただく機関のため、区別し

て考えているとの説明がありました。

新規就農の第３条、対象者及び要件について及

び第３条第１項のただし書き、市長が特に認めた

場合はこの限りではないの考え方についてはとの

問いに対し、新規就農者の要件については取得す

る農地の面積、年齢で要件を設定しており、ただ

し書きについては条例第３条全般にわたって市長

が認める効力を発揮することになり、最低限のと

ころを踏まえ農業技術的な部分、年齢、面積要件

をある程度超えても新規就農者と認める必要があ

る場合には柔軟に考えていきたいとの説明があり

ました。

新制度に該当するのはいつの時点か、また昨年

までに新規就農している人の対応はとの問いに対

し、新制度での新規就農者については今回からと

考えている。過去に新規就農で入られた方は該当

させないと想定しているとの説明がありました。

共同経営体を対象から外した理由や営農指導助

成金について受け入れ農家は国等の補助金の支給

を受ける新規就農者等を受け入れる場合は対象に

しないという点の理由はとの問いに対し、これま

では個人の条件に関係なく共同経営体と組み込ま

れることによって新規就農者と認めることが可能

だったが、今回は一人の農業者として一定程度の

農地を所有し、農業機械を整備し、経営に当たる

ことを大前提として支援の対象としたことから、

共同経営体を対象から外したこと、また営農指導

助成金については地域おこし協力隊の制度を活用

して新規就農者を受け入れることを想定している

ためとの説明がありました。

就農パターンの中でも酪農だと個人で就農する

というよりは共同経営など今後の新規就農のニー

ズの多様性を考えるとより共同経営体に対しても

支援も必要であり、例えば加工品をつくるための

共同経営体、大規模な農業生産法人だけではなく

合同会社という形の共同経営など多様化してくる

と思われるが、考え方をとの問いに対しては、さ

まざまな部分があるが、特に酪農については畜産

クラスター計画を立てている。それらで一定の方

向性の中で随時見直しをする。その結果によって

支援できる措置もある。加工品など６次産業化で

国の補助メニューもあるため、その中に該当でき

るものもあると思う。まずは、独立して就農する

ことが要件で、その後の就農については多様な形

での就農に対し支援の対象とするかしないか検討

したいとの説明がありました。

今後は、多様な形で農業を目指す形も出てくる

と考えられるが、個別の助成の中身も含めて制度

の見直しについての考え方はとの問いに対しては、

見直しに関してはさまざまな部分があるので、担

い手の協議会、農業振興対策協議会で状況と支援

のあり方など今後とも見直し等を考えていきたい

との説明がありました。

新規就農者の第８条、相続に関しての措置の考

え方についてはとの問いに対しては、当初就農予

定で申請したが、その方が自主的に就農できなく

なった。その場合、その方がいなくなった場合で

も配偶者の方、お子さんが就農を引き継ぐという

ことであれば補助等を引き続き支援するという意

味合いであり、相続する方になるとの説明があり

ました。

以上の議論経過があり、採決の結果、平成２９

年第１回定例会付託議案第９号 名寄市農業・農

村振興条例及び名寄市新規就農者等に関する条例

の一部改正については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついての報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。
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これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時１０分

再開 午後 １時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１９号 平成２９年度名寄市

一般会計予算、議案第２０号 平成２９年度名寄

市国民健康保険特別会計予算、議案第２１号 平

成２９年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第

２２号 平成２９年度名寄市下水道事業特別会計

予算、議案第２３号 平成２９年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計予算、議案第２４号

平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会計

予算、議案第２５号 平成２９年度名寄市後期高

齢者医療特別会計予算、議案第２６号 平成２９

年度名寄市病院事業会計予算、議案第２７号 平

成２９年度名寄市水道事業会計予算、以上９件を

一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、奥村英俊委員長。

〇予算審査特別委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会におい

て予算審査特別委員会に付託されました議案第１

９号 平成２９年度名寄市一般会計予算及び議案

第２０号から議案第２５号までの各特別会計予算

並びに各企業会計予算の９件につきまして、委員

会における審査の経過と結果について報告申し上

げます。

第１回委員会は、２月２４日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長には私奥村が、副

委員長に東川孝義委員がそれぞれ選任されました。

第２回委員会は、３月１４日に開会し、審査日

程を３月１４日、１５日、１６日、１７日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、加藤市長を初めとする関係する

職員の出席を求め、それぞれ説明並びに答弁をい

ただき、慎重に審査を行いました。

その経過につきましては、詳細に報告を申し上

げるところでございますけれども、当委員会は全

議員をもって構成された委員会でございますので、

これを省略させていただき、審査の結果のみ御報

告申し上げるところでございます。

議案第１９号 平成２９年度名寄市一般会計予

算及び議案第２０号 平成２９年度名寄市国民健

康保険特別会計予算につきましては、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

また、議案第２１号から議案第２７号までの平

成２９年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

７件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上申し上げて、簡単でございますが、委員会

の審査結果の御報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１９号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第１９号 平成２９年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２０号 平成２９年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員
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長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２１号 平成２９年度名寄市介護

保険特別会計予算から議案第２７号 平成２９年

度名寄市水道事業会計予算までの７件について委

員長報告のとおり決定することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号から議案第２７号までの

７件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第２８

号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 名寄市職

員の育児休業等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、児童福祉法の一部が改正され、平成２

９年４月１日から施行されることに伴い、養子縁

組里親に関する規定が整備されることによる所要

の改正を行おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２９

号 平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 平成２８

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、市立大学の学内ネットワークシ

ステムにおける強固なセキュリティー体制の構築

に必要な経費を補正しようとするものでありまし

て、歳入歳出それぞれ ０００万円を追加し、予

算総額を２４３億 ８８８万 ０００円にしよう

とするものでございます。

まず、この間の市立大学の学内ネットワークシ

ステムへの外部からの不正アクセスの状況につい

て御報告を申し上げます。本年２月１９日、大学

学務システムのウエブサーバー、同月２３日には

ホームページ管理サーバーが外部からの不正アク

セスにより暗号化または破壊をされました。この

ことにより個人情報の流出はなかったものの、さ

らなる外部からの不正アクセスを防止をするため

に、同月２４日、外部とのネットワークを全て遮

断をいたしました。外部からの攻撃は以降も続い

ておりまして、内容も当初のサーバー機器等への

不正アクセスの試みから、多重アクセスにより機

能麻痺状態に陥れる、いわゆるＤｏＳ攻撃に変わ

っており、現在も１秒間に数十回という頻度で確

認をされております。このことから、２月２４日

に外部との接続を遮断して以降、現在もホームペ
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ージは非公開、学内からのメール送受信の停止等

の状況が続いておりまして、大学運営に大きな支

障を来しているところで、関係各位に多大なる御

迷惑、御心配をおかけをしている状況でございま

す。このような状況を一刻も早く改善をするため

に、今回の補正に至ったものでございます。

補正の内容につきまして歳出から申し上げます。

１０款教育費におきまして大学教育振興事業費、

情報セキュリティ強化対策業務委託料 ６００万

円の追加は、市立大学の学内ネットワークシステ

ムが再び外部と接続するためには外部からの攻撃

に対する学内のセキュリティー体制をより強固な

ものにすることが絶対条件となることから、その

構築費用を計上しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１９款繰入

金の名寄市立大学振興基金を ０００万円繰り入

れをして収支の調整を図ろうとするものでござい

ます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

本事業は年度内に完成をしないことから繰り越し

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 大変遺憾な、アクセ

スサーバーにアクセス続いているということです

けれども、これに対する事件性についての対応だ

とか、あるいは同じ公立大学、ほかの大学も全国

ありますけれども、そういうところへの照会など

について特に行っているか、非常に金額について

も多額になりまして、次の対策では１００％防御

できるということなのかどうかを含めて少し差し

支えない範囲で経過をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、御

質問のうちの被害状況についての件につきまして

は、１９日の日に直ちに名寄警察署のほうに相談

をいたしまして、まだ被害届を出す方向で協議を

しているのですけれども、それ以降２回目の侵入

がちょっとあったものですから、まだ正式な被害

届はこれからになりますけれども、逐一警察のほ

うに報告をしておりますし、道警のサイバー対策

室ですか、そちらからも照会等でやりとりなんか

をしているところでございます。

また、ほかの公立大学協会なり関係省庁につき

ましては、公立大学協会のほうの事務局に相談を

いたしまして、所管省庁であります総務省と文部

科学省のほうに提出というか、報告をいたしてお

ります。

今回の ６００万円の補正の概要につきまして

は、１つは今までファイアウオールという一つの

防御のシステムがあったのですけれども、それに

いわゆるまた２枚、上からもう一回壁を２枚張る

ような、そんなイメージの部分と内部からの不正

アクセスを監視できるようにもするため、大きく

その２つから構成しておりまして、さらにはウイ

ルスをチェックするシステムとあわせておよそ

６００万円ということでございます。これ１００

％大丈夫かと言われますと、従来よりはもう強化

されるのは間違いないですけれども、この世界と

いうは日進月歩といいますか、イタチごっこの部

分がありますので、何とも言えない部分はあるの

ですけれども、少なくても今の現段階では大丈夫

かなというふうにも思っているところでございま

す。

あともう一つ、学内の対策につきましては、学

長を委員長とする危機管理委員会を直ちに立ち上

げて、そこで報告、協議をしておりますことと、

また来年度に入って早い段階でセキュリティーマ

ニュアル、セキュリティーポリシーの策定など、

いわゆる管理する組織、情報管理をする組織につ

いても設置をしたいと思って今検討しているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。



－201－

平成２９年３月１７日（金曜日）第１回３月定例会・第５号

〇１３番（熊谷吉正議員） あと２年すれば大学

の完成ということで、８００人近い学生さんの個

人情報が蓄積をされるわけで、特に若い学生等個

人情報についての管理のあり方などについて、危

機管理委員会か何か、つながれても漏れることの

ないようなことなどについて、１００％のセキュ

リティーの保証があるかどうかという話は自信持

てないのはお互いに認識はしているのですけれど

も、そこが一番私どもにとっては危機感もありま

すし、あるいは大学周辺ではこの間大橋だとか北

新区含めて不審者等の情報がたまたま年に何回か、

それは大学生ということではないですけれども、

中学校もあるし、産業高校もあるし、そこらにつ

いての管理のあり方について改めてもう一回お聞

きをしたいと思います。ほかはぜひ関係当局なん

かと万全な適正な対応を強く望んでおきますけれ

ども、１点だけお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今回不幸

中の幸いにも個人情報の流出というのはログの解

析をしましたところなかったので、そこは不幸中

の幸いだと思っております。

あと、個人情報の管理につきましては、先ほど

も申し上げましたようにセキュリティーの組織部

門の設置とあわせましてマニュアルをしっかりと

つくって周知をしていくことと議員がおっしゃい

ました不審者対策というのはちょっとこれとは別

なのですけれども、学生委員会なんかを中心にし

て警察署の係長さんなんかに講演をいただいて、

そういう部分は定期的にやっておりますので、あ

わせて徹底してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 意見書案第

１号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める

意見書、意見書案第２号 「準要保護世帯」に対

する就学援助の拡充を求める意見書、意見書案第

３号 国民健康保険における子どもに係る均等割

額の免除及び軽減に関する意見書、意見書案第４

号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入

を求める意見書、意見書案第５号 無料公衆無線

ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求める意

見書、以上５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 報告第１号

例月現金出納検査報告、監査報告についてを議

題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた
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します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 委員の派

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 平成２

８年度の経済建設常任委員会の行政視察について

報告いたします。

当委員会では、昨年１０月の行政視察に続き、

除排雪の調査研究をテーマとし、１月１９日から

１月２０日の２日間で岩見沢市、富良野市の２市

において視察研修を行いました。

調査項目については前回と同じで、１、出動基

準、除排雪の体制など基本的な除排雪の方法につ

いて、２、特徴的な取り組みについて、３、除排

雪にかかわる補助制度、４、除排雪にかかわる民

間のサービス状況、５、個別の間口除排雪の取り

組みについて、６、苦情の状況、対応、解決方法

についてを共通項目とし、各市の状況を伺い、意

見交換もさせていただきました。

各市の状況については、岩見沢市では市内を１

２工区に分けて全て業者委託、３８社の共同企業

体に発注し、約１６０台の除雪車で対応し、新雪

出動基準は降雪量が１０センチ以上を目安に午前

１から２時ころから順次出動、午前７時をめどに

作業を終了するようにしていること、排雪はバス

路線、幹線道路、通学路が対象で、計画延長は８

９キロメートル、雪の降り方で回数の増減がある

こと、また生活道路の排雪は市が支援し、地域で

排雪している地区はあるが、対象外で、実施して

いない状況にあるそうです。

特徴的な取り組みとしては、建設業の規模、体

力が縮小してきていることから、タイヤショベル

８台、除雪専用車９台、大型ロータリー除雪車１

２台、小型ロータリー除雪車７台、ダンプトラッ

ク６台の機械を市が保有し、業者に貸与し、負担

を軽減していること。また、平成１０年から全庁

体制による除排雪対策本部を設置し、建設部長を

含め各部局より２２名の職員が常勤で除排雪対策

本部、別室に集まって通常業務を行いながら除排

雪業務に当たっている。冬だけの電話回線を２２

回線設置し、夜間は２回線を業者委託して２４時

間の電話受け付け体制をとっていることや除雪工

区から独立した直轄機動班を編成し、状況に応じ

た排雪作業を実施している。市庁舎を中心に半径

５キロメートル以内に９カ所の雪堆積場を設定し

て効率よく効果的な運搬排雪により必要なダンプ

トラック台数の削減を図っている。中心商店街は

商工会議所が窓口となり、一定の負担を含め独自

の体制で自主的に排雪作業を行っている。町内会

と除雪業者が会館に集まり、地域の苦情対応を行

っている点が挙げられます。

補助、支援制度としては、町内会の生活道路の

排雪作業をする場合に積み込み作業、誘導員等の

支援を行う地域自主排雪支援制度があり、平成２

７年度実績は３６町内会で約１７７キロメートル、

社会福祉協議会で実施している福祉除雪や高齢者
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次に、富良野市では除雪の出動基準は市と業者

がパトロールし、新雪１０センチに達したとき、

吹きだまりなど路面状況が悪化もしくは予想され

るときに主要道路及び歩道については午前３時か

ら７時半、そのほかの路線については９時をめど

に作業をするようにしている。排雪の総延長は４

１ ３キロメートルで、カット排雪と全排雪など

状況に応じて年２から３回実施、除排雪の体制は

全面委託となっていて、平成２６年度から経費の

削減、地区を超えた柔軟な対応、ノウハウの継承

ということを目的として市内の８業者で構成する

富良野維持管理組合に一括で随契としている。商

店街は、市の除排雪とあわせ補助などはないが、

商店街の意識の高さにより業者に委託したり、自

分たちでトラックを手配して商店の前の除排雪を

実施しているとのことでした。

特徴的な取り組みとして、間口除雪を３０年前

から手がけていることや町内会要望に基づいて雪

の堆積場所に公園なども開放している点が挙げら

れます。

また、補助、支援制度としては、上限１０万円、

設置費５０万円未満は５分の１として、融雪施設

設置補助があり、融雪槽、融雪機、ロードヒーテ

ィング設置に対しての補助を実施していることや

１シーズンに ０００円の負担で病弱なひとり暮

らしのお年寄りを対象に除雪ヘルパーを派遣し、

玄関から道路までの除雪をする除雪ヘルパー委託

事業を実施しているそうです。

以上、他の自治体では例を見ない岩見沢市の全

庁体制による除排雪対策本部の設置や富良野市の

３０年前から手がけている間口除雪など、当市の

課題に対しても参考になることが多い行政視察と

なりました。

なお、今回の２カ所の視察研修と１０月に行っ

た４カ所の視察研修、９月に実施した町内会長と

の意見交換などの議論を踏まえ、名寄市の除排雪

サービス向上に向けて委員会で協議を進めてまい

ります。

以上、経済建設常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２９年第１回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 塩 田 昌 彦

署名議員 熊 谷 吉 正

平成２９年３月１７日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２９年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 千 春 １．市長２期目任期最終年にあたり、これまでの評価と今後について

（Ｐ ４０） (1) 名寄市総合計画（第２次）最初の予算編成での重点政策について

(2) 今期３年間の評価と今後の目指すべき名寄市について

(3) 名寄市公共施設等総合管理計画の今後の運用について

(4) 自衛隊を中心とする平和行政の推進について

２．観光・交流等に関連する事業の進捗と今後の展開について

(1) 冬季スポーツを活かした名寄市の活性化について

(2) 合宿誘致などの交流人口増への取り組みについて

(3) なよろ市立天文台きたすばるを活かした交流人口拡大について

３．名寄市立総合病院を中心とする地域医療について

(1) 名寄市立総合病院を中心とする地域医療のあり方について

(2) 総合内科の役割と他の診療科との関わりについて

(3) 名寄東病院の将来への展望について

(4) 名寄市内の開業医誘致の考え方について

４．保健と高齢者福祉について

(1) 介護施設職員の育成と確保について

(2) 元気な高齢者であり続けるために

(3) 高齢者の社会参画による生きがいづくりについて

５．教育行政について

(1) ＥＮ―ＲＡＹホールを中心とする文化振興について

(2) 名寄産業高校の間口維持について

(3) 北国博物館の利用促進について

６．街並みと空家について

(1) 街並みのランドスケープデザインについて

(2) 空家対策と空家バンクについて

７．国及び北海道への要望と取り組みについて

(1) ＪＲ北海道の路線存続に向けた今後の展開について

(2) 北海道縦貫自動車道の現状と今後について

平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会



－206－

平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会

２ 熊 谷 吉 正 １．名寄市民の当面する緊急課題について

（Ｐ ６２） (1) 名寄市内の福祉、介護職場における従事者等の現状と名寄市の取

り組み強化について

(2) 南スーダンＰＫＯ任務と自衛隊員の命について

２．２０１７年度市政執行方針と予算編成について

(1) 市政執行方針について

(2) 予算編成と今後の財政展望について

(3) 加藤市政２期目の自己評価と今後の基本姿勢について

３．教育行政について

(1) 教育行政執行方針について

(2) 公立高校配置計画の今後の推移と課題について

(3) 名寄市立大学の将来構想について

４．市民が主役のマチづくりについて

(1) 名寄市総合計画（第２次）について

(2) 行政の情報公開のあり方と課題について

(3) 名寄市公共施設等総合管理計画の推進について

５．保健・医療・福祉行政について

(1) 新名寄市病院事業改革プランの進捗をふまえた成果と課題につい

て

(2) 名寄市地域福祉計画をふまえた新たな個別計画への対応について

(3) 新たな国民健康保険制度移行と保険税等の見通しについて

６．経済・建設行政について

(1) 今後の農業振興について

(2) 賑わいづくりと商工業等の振興について

(3) 市内の地域経済状況及び雇用環境について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２９年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 高 橋 伸 典 １．冬季スポーツ拠点化について

（Ｐ ８８） (1) ピヤシリスキー場の早期オープンについて

(2) リフト乗り場の対応について

(3) 第３リフトの対応について

(4) 合宿受入とアルペン専用の施設整備について

２．名寄市公共施設等総合管理計画の推進について

(1) 公共施設の現況について

(2) 将来の見通しと課題について

(3) 公共施設の総延床面積１３％削減の考え方について

(4) 施設の修繕、改修、処分のあり方について

(5) 統廃合の計画の立案について

３．ファミリー・サポート・センター事業について

(1) 利用者の現況と課題について

(2) 手伝い、手助けのマッチングについて

４．各種事業における広報活動のあり方について

２ 川 村 幸 栄 １．学校給食にかかわって

（Ｐ ９９） (1) 地元食材の活用について

(2) 食育の推進と栄養教諭の配置について

(3) 給食費の無料化について

２．名寄の農業について

(1) 農協法改正に関連して

(2) ＴＰＰ（環太平洋連携協定）に関連して

(3) 国の農林水産業・地域の活力創造プランに関連して

３ 野 田 三樹也 １．除排雪対策事業について

（Ｐ１１０） (1) 交差点排雪のあり方について

(2) 排雪ダンプ助成事業について

２．いじめ防止の取り組みについて
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(1) 児童生徒への指導状況と今後の課題について

(2) 学校と各家庭との情報共有について

(3) 小中学校いじめ防止サミットについて

３．空家対策について

(1) 空家の現状について

(2) 空家等対策計画に基づく事業の推進について

(3) 行政代執行に対する考え方について

(4) 市民への周知と対応について

４ 高 野 美枝子 １．安心安全な子ども子育てと子どもたちの幸せのために

（Ｐ１１８） (1) ファミリー・サポート・センターの現状と今後について

(2) 親子お出かけバスツアーの現在の状況と今後について

(3) 地域の利を生かした食育について

２．高齢者が「あんしん」して住み続けるために

(1) 健康寿命を延伸するための取り組みについて

(2) 介護施設について

(3) 特別養護老人ホームについて

(4) 在宅介護に対する考え方について

３．働くことを通じて支えあう活気みなぎるまちづくりのために

(1) 非正規労働者の処遇改善について

(2) 特定事業主行動計画について

５ 東 川 孝 義 １．利雪親雪事業の推進について

（Ｐ１３１） (1) 現在までの事業の実績と評価について

(2) 名寄の冬を楽しく暮らす条例の運用について

(3) 各種事業の今後の運営とあり方について

２．地域に根ざした市立大学について

(1) 名寄市立大学の将来展望と市民と共に歩む大学運営について

(2) コミュニティケア教育研究センターの事業運営について

(3) 大学図書館の有効活用と運営のあり方について

６ 山 崎 真由美 １．福祉と教育の連携について

（Ｐ１４６） (1) 教育相談から見えてくる子どもの貧困について

(2) 市内主要施設における福祉と教育の連携について

(3) 高齢者と子どもの拠点づくりについて

２．国際交流の推進について
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(1) 国際交流に対する市民意識の啓発について

(2) 各年代における国際交流について

(3) スポーツを核とした国際交流について

(4) 名寄市立大学を核とした国際交流について

３．公立高校志願者数の推移について

(1) 志願者増につながる支援について

(2) 特徴ある高等学校の教育充実について

(3) 中学校と高等学校との連携について

７ 塩 田 昌 彦 １．地域経済の活性化対策として

（Ｐ１５８） (1) 物品購入等入札参加資格の適用基準の現状について

(2) 公共の物品購入における地元業者への発注状況について

(3) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づ

く、地元事業者への優先的発注の取り組みについて

２．市街地商店街の市道除雪対策について

(1) ５丁目及び６丁目の市道除雪の現状について

(2) 商店街の冬季におけるバス等大型車両走行と車道幅員の確保対策

について

(3) ６丁目通りの融雪溝活用状況について

３．冬季版ナショナルトレーニングセンター誘致活動と可能性について

４．市職員採用に係る女性の面接官登用について

８ 佐久間 誠 １．福祉サービス事業について

（Ｐ１６８） (1) 平成２８年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援（障害・遺

族）給付金に関して

① 支給対象の総数について

② 実際の支給人数と総支給金額について

(2) 支給手続きの簡素化について

(3) 高齢者の健康増進と通いの場等の考え方について

２．有害鳥獣駆除対策について

(1) 鹿による農産物被害について

(2) ハコ罠（檻）購入等への支援策について

① 鹿のハコ罠（檻）に対する行政の援助について

② アライグマ駆除への報奨金の新設について

③ 防除従事者講習会などの取り組みについて

(3) 名寄市有害鳥獣焼却処理施設の現状について
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(4) 広域連携による有害鳥獣処理等の考え方について

３．ＪＲ宗谷本線問題について

(1) 北海道鉄道ネットワークワーキングチームの報告書を受けて

(2) 全道の関係自治体間の結束を高める運動を

９ 山 田 典 幸 １．第２次名寄市農業・農村振興計画について

（Ｐ１７９） (1) 計画の基本的な考え方について

(2) 農業者の意見等の反映と議論経過について

(3) 基本計画と実施計画について

２．小中学校におけるスキー授業について

(1) 実施の現状について

(2) 課題と改善策について

(3) ボランティア等の活用について
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平成２９年第１回名寄市議会定例会議決結果表

平成２９年２月２４日～平成２９年３月１７日 ２２日間

本会議時間数 １６時間１１分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市個人番号の利用及び特定個人情報の提 ― ― 29. 2.24
第 １ 号

供に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 ２ 号 名寄市情報公開条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市個人情報保護条例等の一部改正につい ― ― 29. 2.24
第 ３ 号

て ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 ４ 号 名寄市税条例等の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 ５ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市ふるさと応援寄附条例の一部改正につ ― ― 29. 2.24
第 ６ 号

いて ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 ７ 号 名寄市育英奨学条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 ８ 号 名寄市児童クラブ条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市農業・農村振興条例及び名寄市新規就 29. 2.24 29. 3. 2 29. 3.17
第 ９ 号

農者等に関する条例の一部改正について 経済建設常任委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

― ― 29. 2.24
第 １ ０ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 29. 2.24
第 １ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 29. 2.24
第 １ ２ 号

正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 29. 2.24
第 １ ３ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 29. 2.24
第 １ ４ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 29. 2.24
第 １ ５ 号

業特別会計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２８年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 29. 2.24
第 １ ６ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 29. 2.24
第 １ ７ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 29. 2.24
第 １ ８ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 １ ９ 号 平成２９年度名寄市一般会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２９年度名寄市国民健康保険特別会計予 29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ０ 号

算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ １ 号 平成２９年度名寄市介護保険特別会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ２ 号 平成２９年度名寄市下水道事業特別会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２９年度名寄市個別排水処理施設整備事 29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ３ 号

業特別会計予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２９年度名寄市食肉センター事業特別会 29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ４ 号

計予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計 29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ５ 号

予算 予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

29. 2.24 29. 3.17 29. 3.17
第 ２ ６ 号 平成２９年度名寄市病院事業会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

29. 2.24 29. 3.16 29. 3.17
第 ２ ７ 号 平成２９年度名寄市水道事業会計予算

予算審査特別委員会 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 ― ― 29. 3.17
第 ２ ８ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

平成２８年度名寄市一般会計補正予算（第７ ― ― 29. 3.17
第 ２ ９ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 29. 3.17
例月現金出納検査報告、監査報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意 ― ― 29. 3.17

第 １ 号 見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 「準要保護世帯」に対する就学援助の拡充を ― ― 29. 3.17

第 ２ 号 求める意見書 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 国民健康保険における子どもに係る均等割額 ― ― 29. 3.17

第 ３ 号 の免除及び軽減に関する意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入 ― ― 29. 3.17

第 ４ 号 を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ―Ｆｉ）環境の整 ― ― 29. 3.17

第 ５ 号 備促進を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 3.17
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 29. 3.17
委員の派遣報告

― ― 報 告 済
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